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( 1) 計画改定の背景

都は、阪神・ 淡路大震災の教訓を踏まえ、防災都市づく り推進計画を 1996（ 平成８ ）

年に策定し、 その後３度の改定（ 2004（ 平成16） 年、 2010（ 平成22） 年、 2016（ 平成

28） 年） を行うとともに、2011（ 平成23） 年の東日本大震災の発生も踏まえ、2012（ 平

成24） 年からは「 木密地域不燃化10 年プロジェクト 1」 を立ち上げ、市街地の防災性の

向上に取り組んできました。

東日本大震災以降にも、2016（ 平成28） 年の熊本地震や2018（ 平成30） 年の大阪府

北部を震源とする地震が発生し、耐震化の重要性が改めて認識されたとともに、ブロッ

ク塀の倒壊による被害などからも大きな教訓を得ました。

また、 2016（ 平成 28） 年に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災は、 地震を原因と

するものを除けば、1976（ 昭和51） 年の山形県酒田市における大火以来40 年ぶりの市

街地における大規模火災となり、 市街地の不燃化が重要であることが再認識されまし

た。

2012（ 平成 24） 年４ 月に東京都防災会議が公表した「 首都直下地震等による東京の

被害想定」 では、最大震度７の地域が出るとともに、震度６強の地域は広範囲（ 東京湾

北部地震では区部の約７ 割、多摩直下地震では多摩部の約４ 割） にわたり、特に区部の

木造住宅密集地域では、建物倒壊や焼失などによる大きな被害が想定されており、木造

住宅密集地域の不燃化・ 耐震化などにおける、より実効性の高い対策の必要性が指摘さ

れるなど、 大地震への備えをより確かなものとすることが急務となっています。

さらに、 国の地震調査委員会では、 プレート の沈み込みに伴うマグニチュード ７ ク

ラスの首都直下地震が今後30 年以内に 70％程度の確率で発生2するとの見解が示され

ています。

一方、 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有する地域においては、2022（ 令

和４ ） 年に生産緑地3の多く が都市計画決定から 30 年が経過し、農地等として管理すべ

き義務が解除される可能性があります。それにより、生産緑地が無秩序に宅地へ転用さ

れると、 住宅市街地における延焼の危険性が増大する場合もあります。

さらに、 都は、 目指すべき東京の都市の姿と、 その実現に向けた都市づく りの基本

的な方針や具体的な方策を示す行政計画として、 2017（ 平成 29） 年に策定した「 都市

づく りのグランドデザイン」において、現在ある木造住宅密集地域が解消された魅力的

1 木密地域不燃化10年プロジェクト ： P. 1-11参照
2 P. 1-1参照
3 生産緑地： P. 1-10参照
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な住宅市街地を、 2040 年代の目指すべき東京の姿として掲げています。

また、2019（ 令和元） 年12 月に、今後、東京が目指すべき大きな方向性を示すために

策定した「『 未来の東京』 戦略ビジョ ン」 において、2040 年代の目指す姿として「 災害の

脅威から都民を守る強靭で美しい東京」 を掲げるとともに、2030（ 令和12） 年に向けた

戦略として、戦略８「 安全・ 安心なまちづく り戦略」 を示し、「 燃え広がらないまちづく

り推進プロジェクト 」 として、 不燃化の取組を更に推進することとしています。

これらを踏まえ、 いつ発生してもおかしく ない大地震から、 都民や首都機能を守るた

め、最新の地域危険度4等の調査結果やこれまでの取組の成果や課題に加え、新たな視点

も踏まえた効果的な施策を展開するため、 計画を改定します。

( 2) 計画の目的

防災都市づく り推進計画は、東京都震災対策条例（ 平成12 年東京都条例第202 号） 第

13 条の規定に基づき、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、主に、延焼遮断帯

5の形成、 緊急輸送道路6の機能確保、 安全で良質な市街地の形成及び避難場所7等の確保

など、 都市構造の改善に関する諸施策を推進することを目的として定める計画です。

4 地域危険度： P. 1-12参照
5 延焼遮断帯：P. 1-2参照
6 緊急輸送道路: P. 1-9参照
7 避難場所：P. 1-6参照

図１ 第８回地域危険度測定調査（ 2018（ 平成30） 年） における総合危険度ランク図
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( 3) 計画の構成

本計画は、「 基本方針」 と「 整備プログラム」 とで構成されます。

基本方針は、 防災都市づく りに関する施策の指針や目標等を定めるもので、 整備プロ

グラムは、 基本方針に基づく 具体的な整備計画などを定めるものです。

( 4) 対象区域

本計画は、 東京都内の市街化区域（ 23 区28 市町） を対象とします。

そのうち震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している地域を木造

住宅密集地域8として抽出するとともに、 木造住宅密集地域が連なる地域を中心とした

23 区及び多摩地域の７市（ 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、西東京市及

び狛江市） については、 防災生活圏9を設定し、 延焼遮断帯の形成を進めます。

また、 震災時に特に甚大な被害が想定される地域を整備地域として指定するととも

に、 防災都市づく りに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域を重点整備地域

に指定し、 防災都市づく りに係る施策を推進します。

さらに、多摩地域や区部西部を中心とした、農地を有し、将来、無秩序に宅地化され

た場合に住宅戸数密度の増加や不燃領域率の低下を招く おそれのある住宅市街地を

「 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域」 10として抽出します。

( 5) 計画期間

基本方針の計画期間は、 2021（ 令和３ ） 年度から 2030（ 令和12） 年度までの10 年間

とします。

整備プログラムの計画期間は、2021（ 令和３ ） 年度から 2025（ 令和７） 年度までの５

年間とします。

( 6) 改定の主な考え方

ア 整備地域の更なる改善

・ 市街地の改善状況や地域危険度の結果等を踏まえ、 整備地域をこれまでの約

6, 900ha から約6, 500ha に見直し、 目標の着実な達成に向けて更なる改善を促進し

ます。

・ 木密地域不燃化10 年プロジェクト として、特別な支援等により展開してきた、不

燃化を推進する「 不燃化特区制度」 と、 延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路

である「 特定整備路線の整備」 については、 取組を５ 年間延長し、 引き続き、 整備

8 木造住宅密集地域: P. 1-10参照
9 防災生活圏： P. 1-11参照
10 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域： P. 1-18参照
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地域の不燃化を強力に進めていきます。

・ 整備地域の主要な延焼遮断帯については、 引き続き、 軸となる都市計画道路の整

備に合わせた沿道建築物の不燃化を進めるとともに、 沿道一体整備事業11などによ

る沿道建築物の共同化等も行いながら、 延焼遮断帯の効率的な形成を進めます。

・ 整備地域のうち、 延焼遮断帯に囲まれた市街地については、 緊急車両の通行や円

滑な消火・ 救援活動及び避難を可能とする道路を、防災生活道路12として本計画の整

備プログラムに位置付け、 計画的、 重点的に整備を進めてきました。 引き続き、 防

災生活道路の整備や拡幅を促進するとともに、 沿道建築物の建替え、 防災生活道路

の機能維持に向けた危険なブロック塀等の撤去や無電柱化を促進し、防災性の更な

る向上を図ります。

・ 住宅の建替えが進まない街区については、 無接道敷地における建替え促進や、 木

造住宅密集地域の改善を公共貢献とする都市開発諸制度13等の適用、 空き家の除却

といった様々 な施策を展開しながら、 改善を図ります。

・ 重点整備地域においては、 不燃化特区制度の取組を区とともに強力に推進するた

め、 まちづく り協議会の運営、 共同化事業支援などのコーディ ネート や、 土地を取

得し老朽木造建築物を除却して取得地の交換分合などを行い建替えを促進するなど、

独立行政法人都市再生機構、 公益財団法人東京都都市づく り公社、 一般財団法人首

都圏不燃建築公社などとも連携して、 市街地の不燃化を進めていきます。

イ 整備地域以外の市街地における安全性の確保

・ 木造住宅密集地域は、 建替えによる不燃化や老朽木造建築物の減少等により、 こ

れまでの約13, 000ha から約8, 600ha に減少しましたが、引き続き、当該地域の改善

に資する取組を進めていきます。

・ 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有し、 将来の宅地化が想定される住宅

市街地については、 必要に応じて防災性の維持・ 向上を図り、 安全で良好な住環境

を形成します。

ウ 「 倒れない」 都市づく り

・ 災害に強い都市構造の確保と地域の防災性の向上の観点から、 東京都耐震改修促

進計画に基づく 耐震化施策などと連携を図りながら、道路整備や不燃化と併せて「 倒

れない」 都市づく りを促進します。

・ 震災時における緊急輸送道路の機能の確保に向け、特定緊急輸送道路の沿道建築

11 沿道一体整備事業： P. 3-3参照
12 防災生活道路: P. 1-15参照
13 都市開発諸制度： P. 3-6参照
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物の耐震化を重点的に進め、 特に耐震性が低い建築物の解消を図るとともに、 緊急

輸送道路の沿道建築物の耐震化を促進します。

また、 緊急輸送道路の拡幅整備や無電柱化を推進します。

エ 地域特性を生かした魅力的な街並みの住宅市街地への再生

木造住宅密集地域は広範にわたることから、 東京の街並みに及ぼす影響が大きく 、

耐震化、 不燃化、 延焼遮断帯の形成などに併せ、 魅力的な街並みの住宅市街地として

再生していく ことも重要です。 木造住宅の良さや、 路地の雰囲気などの地域の特性を

生かした魅力的な街並みの住宅市街地の創出を目指していきます。
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１ 東京都における防災上の課題

(1) 防災面から見た現状

（ 大地震発生の切迫性と被害想定）

文部科学省の地震調査研究推進本部によると、 プレート の沈み込みに伴うマグニチ

ュード７ クラスの首都直下地震が、今後30年以内に70％程度の確率で発生14すると予

測されています。

また、 東京都防災会議の首都直下地震等による東京の被害想定によると、 建物被害

は、 東京湾北部地震、 多摩直下地震で想定した規模（ M7. 3） のいずれにおいても、 区

部の木造住宅密集地域15を中心に発生し、 人的被害のうち死亡の原因は、 揺れによる

建物倒壊や地震火災を原因とするものが多いとされています。

条
件

規 模 東京湾北部地震ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄﾞ 7. 3 多摩直下地震ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄﾞ 7. 3

時 期 及 び 時 刻 冬の朝５時 冬の夕方18時 冬の朝５時 冬の夕方18時

風 速 ４ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ ｍ／秒

人
的
被
害

死 者※ １ 7, 613人 9, 413人 9, 641人 5, 089人 4, 658人 4, 732人

原
因
別

ゆれによる建物全壊 6, 927人 5, 378人 5, 378人 4, 489人 3, 220人 3, 220人

地 震 火 災 504人 3, 853人 4, 081人 378人 1, 229人 1, 302人

そ の 他 183人 183人 183人 222人 208人 208人

物
的
被
害

建 物 被 害※ ２ 134, 974棟 293, 153棟 304, 300棟 89, 976棟 135, 118棟 139, 436棟

原
因
別

ゆれ液状化などによる
建 物 全 壊 116, 224棟 116, 224棟 116, 224棟 75, 668棟 75, 668棟 75, 668棟

地 震 火 災 19, 842棟 189, 406棟 201, 249棟 14, 711棟 61, 323棟 65, 770棟

※ １ 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。

※ ２ ゆれ液状化等による建物全壊と地震火災の重複を除去しているため、 原因別の被害の合算値とは一致しない。

資料： 首都直下地震等による東京の被害想定報告書（ 2012（ 平成24） 年 東京都防災会議）

14 2020（令和２）年１月、文部科学省の地震調査研究推進本部地震調査委員会が発表した海溝型地震の長期評

価によると、相模トラフ沿いの地震について、プレートの沈み込みに伴うM７程度の地震の発生確率は 30 年以

内に 70％程度とされる。
15 木造住宅密集地域：P.1-10 参照

第１ 章 防災都市づく りの目標と考え方

表1-1 首都直下地震等による東京の被害想定（ 主な被害を抜粋）
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（ 延焼遮断帯の形成状況）

都は、 これまでも本計画に基づき、 延焼遮断帯15の軸となる都市計画道路等の整備

や沿道建築物の不燃化等に取り組んできました。 その結果、 広域的な観点から都市の

防災上の骨格的なネット ワークを形成する骨格防災軸の2017（ 平成29）年における形

成率は96％、全体の形成率は2006（ 平成18）年から 2017（ 平成29）年までの間で62％

から 67％に５ポイント 増加しています。

また、整備地域内における延焼遮断帯の形成率は、2017（ 平成29） 年で65％となっ

ており、 2006（ 平成18） 年の58％と比較すると、 11 年間で７ポイント の増加になっ

ています。

区分
延長

(㎞)

形成済

(㎞)

形成率 増加ﾎ゚ ｲﾝﾄ

平成18年※ 2 平成26年※ 3 平成29年※ 4 平成18年～平成29年

骨 格 防 災 軸 537 516 93％ 95％ 96％ ３Ｐ

河川を除く 。 425 404 92％ 94％ 95％ ３Ｐ

河川・ 高速道路を除く 。 376 355 91％ 93％ 94％ ３Ｐ

主要延焼遮断帯 312 210 61％ 64％ 67％ ６Ｐ

一般延焼遮断帯 832 400 42％ 48％ 48％ ６Ｐ

合計※ ５ 1, 681 1, 129 62％ 66％ 67％ ５Ｐ

区分
延長

(㎞)

形成済

(㎞)

形成率 増加ﾎ゚ ｲﾝﾄ

平成18年 平成26年 平成29年 平成18年～平成29年

整 備 地 域 289 190 58％ 62％ 65％ ７Ｐ

11 重 点 整 備 地 域16 94 58 53％ 56％ 62％ ９Ｐ

※ １ 平成18年及び平成26年については一般的な交差点間の距離を基にした約800m間隔、 平成29年については

延焼遮断帯の形成状況をより詳細に把握するため、 約100mを判定単位として算出

※ ２ 平成18年の延焼遮断帯の形成率は、平成18年土地利用現況調査（ 区部）及び平成19年土地利用現況調査（ 多

摩） による沿道の不燃化率、東京都都市計画地理情報システム都市計画道路現況（ 平成18年調査） による道路

の形成状況から算出

※ ３ 平成26年の延焼遮断帯の形成率は、平成23年土地利用現況調査（ 区部）及び平成24年土地利用現況調査（ 多

摩） による沿道の不燃化率並びに平成27年３月時点の都市計画道路の整備状況から算出

※ ４ 平成29年の延焼遮断帯の形成率は、平成28年土地利用現況調査（ 区部）及び平成29年土地利用現況調査（ 多

摩） による沿道の不燃化率並びに平成27年３月時点の都市計画道路の整備状況から算出

※ ５ 端数処理の関係で合計等が一致しない場合がある。

15 延焼遮断帯： 地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、 河川、 鉄道、 公園等の都市

施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。 震災時の避難経路、 救援

活動時の輸送ネット ワークなどの機能も担う。
16 11重点整備地域： 2010（ 平成22） 年改定の防災都市づく り推進計画で指定された重点整備地域

表1-2 延焼遮断帯の形成状況※ 1
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図1-2 2017（ 平成29） 年延焼遮断帯形成状況

図1-1 2006（ 平成18） 年延焼遮断帯形成状況
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（ 整備地域等の不燃化の状況）

不燃化特区制度の実施前においても、 整備地域及び重点整備地域では、 従来の東京

都防災密集地域総合整備事業17による道路・ 公園整備や老朽建築物の除却などの取組

を行ってきました。

整備地域の不燃領域率18は、 2013（ 平成 25） 年度から開始した不燃化特区制度の実

績も上乗せされ、 区部全体と比較すると、 増加ポイント が高く 、 不燃化特区制度が、

整備地域全体の不燃領域率の向上に寄与しています。2016（ 平成28） 年時点で、延焼

が抑制される水準である不燃領域率60％を超える約62％まで改善しています。

これまで、 不燃領域率の状況については、 整備地域全体の不燃領域率を基に不燃化

の進捗状況を確認してきましたが、 地域の状況により差があるため、 よりきめ細かな

状況把握を目的に、今後は、地域ごとに、目標である不燃領域率70％の達成状況を確

認していきます。

なお、 2016（ 平成28） 年度時点では４ か所の整備地域が70％に到達しています。

不燃領域率（ ％） 増加ポイント

平成18年 平成23年 平成28年 平成18～平成23年 平成23～平成28年

23 区 69. 8% 70. 4% 72. 3% 0. 6P 1. 9Ｐ

28整備地域 56. 2%※ １
58. 4%※ １

（ ２か所※ ２）

61. 9%

（ ４か所※ ２）
2. 2P 3. 5Ｐ

53重点整備

地域
― ― 56. 1% ― ―

※ １ 2016（ 平成28） 年３月 防災都市づく り推進計画（ 改定） で指定した整備地域の範囲に基づき算出

※ ２ 不燃領域率70%以上の地域数 資料： 各年土地利用現況調査

17 東京都防災密集地域総合整備事業： 避難路の周辺等に不燃空間を形成し、広域的な観点から都市の防災

上の骨格的ネット ワークを形成する事業並びにそのネット ワークに囲まれた老朽木造住宅等が密集地域

における公共施設の整備及び不燃空間の形成により総合的な防災都市づく りを推進するための事業
18 不燃領域率： 市街地の「 燃えにく さ」 を表す指標。 建築物の不燃化や道路、 公園などの空地の状況か

ら算出し、 不燃領域率が70%を超えると市街地の焼失率はほぼゼロとなる。

不燃領域率 ＝ 空地率 ＋（ １－空地率／100） × 不燃化率（ ％）

空地率：｛（ S＋R） ／T｝ ×100（ ％）

S： 短辺又は直径10ｍ以上で、かつ、面積が100㎡以上の水面、鉄道敷、公園、運動場、学校、

一団地の施設などの面積

R： 幅員６ｍ以上の道路面積 T： 対象市街地面積

不燃化率：（ B／A） ×100（ ％）

B： 耐火建築物等建築面積＋準耐火建築物等建築面積×0. 8

A： 全建築物建築面積

耐火建築物等： 建築基準法第53条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。

準耐火建築物等： 建築基準法第53条第３項第１号ロに規定する準耐火建築物等をいう。

表1-3 不燃領域率の状況
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図1-4 整備地域ごとの不燃領域率の状況

図1-3 整備地域の不燃領域率の状況

特区実施以前の推移に基づく 推計

不
燃
領
域
率
（
％
）

不燃化特区制度開始

不
燃
領
域
率
（
％
）

▼ 目標値
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（ 避難場所の確保の状況）

災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） では、区市町村長が必要があると認める

ときは、 災害の種類ごとに指定緊急避難場所19を指定しなければならないとされてい

ます。 各区市町村が策定する地域防災計画においても指定緊急避難場所等を位置付け

ています。

都は、 東京都震災対策条例に基づき、 区部にて震災時火災における避難場所（ 以下

「 避難場所20」 という。） 等の指定を行ってきました。

避難場所については、 最新の見直し（ 第８ 回（ 2018（ 平成 30） 年６ 月）） では、 都

立公園等の整備、 都営住宅など公営住宅の建替え、 市街地再開発事業21などにより、

19 指定緊急避難場所：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所と

して、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が

指定する（災害対策基本法第 49 条の４）。
20 避難場所：大地震に伴って発生し得る大規模な市街地火災のふく射熱に対して安全な面積が確保され、避難

者の安全性を著しく損なうおそれのある施設がない、公園、グラウンド、緑地、耐火建築群で囲まれた空地等

で、住民等が避難できる安全な場所。区部については、東京都震災対策条例に基づき知事が指定する。区部

において、213 か所が指定されている（2018（平成 30）年６月指定）。
21 市街地再開発事業：都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）に基づき、細分化された土地を統合し、建築物と

公共施設とを一体的に整備することにより、木造住宅密集地域や住宅、店舗及び工場等が混在して環境の悪

化した市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする事業
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213か所まで増加しています。

また、避難場所周辺地域において、都市防災不燃化促進事業22や防災街区整備事業23

などを用いた不燃化の促進による避難有効面積の増大や、 都立公園等のユニバーサル

デザイン24化とともに、 災害時にも使えるト イレや照明灯など防災設備の積極的な整

備などにより、 避難場所の安全性の向上にも取り組んでいます。

避難道路25については、 避難場所の増加に伴う避難距離の短縮化等により減少し、

最新の見直しでは、 14系統54. 1㎞となり、 今後も避難場所の増加に伴い減少してい

く と見込まれます。

年度 指定見直し 避難場所 避難道路

2008(平成20)年２月 第６回見直し 189か所 20系統 78. 5㎞

2013(平成25)年５月 第７回見直し 197か所 14系統 54. 1㎞

2018(平成30)年６月 第８回見直し 213か所 14系統 54. 1㎞

※ 多摩部及び島しょ部においては市町村が避難場所を指定している。

その数は、 2018（ 平成30） 年4月1日時点で1095か所

（ 出典： 東京都地域防災計画震災編（ 2019（ 令和元） ①年修正） 別冊 資料）

22 都市防災不燃化促進事業：避難路の周辺等に不燃空間を形成し、広域的な観点から都市の防災上の骨格的

ネットワークを形成することにより、大規模な市街地火災によるふく射熱から避難者の安全を確保するとともに、

延焼を阻止するために、耐火建築物等の建築又は建築物の除却を行うものに対し、当該建築物の建築、除

却等に要する費用の一部を助成する事業
23 防災街区整備事業:防災性と居住環境の向上を目指し、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、

例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除

却し、 防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う都市計画事業
24 ユニバーサルデザイン：年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、企画段階からできるだけ多くの人が利

用可能なように、利用者本位及び人間本位の考え方に立って検討及び整備することであり、その対象は、都

市施設にとどまらず、教育や文化、情報提供等に至るまで多岐にわたる。
25 避難道路: 住民を避難場所へ安全に避難させる道路。東京都震災対策条例に基づき、知事が指定する。避難

道路は、避難場所への距離がおおむね３㎞以上となる地域や火災による延焼の危険性が著しく高い地域を対

象に、幅員 15ｍ以上の道路を中心として主要な避難経路をあらかじめ指定する。

表1-4 避難場所、 避難道路
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避難有効面積26が一人当たり１ ㎡に満たない避難場所については、 2013（ 平成25） 年の

１ か所から 2018（ 平成30）年にて解消に至り、避難距離が３ ㎞を超える避難圏域27は、2013

（ 平成25） 年の３か所から 2018（ 平成30） 年にて２ か所に減少しています。

2008年

（ 平成20）

（ 第６回見直し）

2013年

（ 平成25）

（ 第７回見直し）

2018年

（ 平成30）

（ 第８回見直し）

避難有効面積が不足している避難場所 ３か所 １か所 ０か所

避難距離が３㎞以上となる避難圏域数 ３か所 ３か所 ２か所

地区内残留地区28については、 最新の見直しでは37地区、 約11, 100haまで増加してい

ます。 今後も、 不燃化の進展に伴い増加していく と予想されます。

年度 指定見直し 避難場所 面積

2008(平成20)年２月 第６回見直し 33か所 約9, 000ha

2013(平成25)年５月 第７回見直し 34か所 約10, 000ha

2018(平成30)年６月 第８回見直し 37か所 約11, 100ha

26 避難有効面積:震災時の市街地火災によるふく射熱の影響を考慮し、避難場所内の避難空間として利用可能

な部分の面積
27 避難圏域:避難場所ごとに定められた避難対象地域。町丁目界や町内会等に配慮して地区の割当がされてい

る。
28 地区内残留地区:地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても地区内に大規模な延焼火災のおそれ

がなく、広域的な避難を要しない地区。37 か所、約 111 ㎢が指定されている（2018(平成 30)年６月指定）。

表1-5 避難有効面積が不足している避難場所等の状況

表1-6 地区内残留地区



1-9

第
１
章

防
災
都
市
づ
く
り
の
目
標
と
考
え
方

（ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の状況）

震災時の救急・ 救命活動や緊急支援物資の輸送等を担う緊急輸送道路29のうち、 特

に沿道建築物の耐震化を図る必要がある特定緊急輸送道路30の沿道では、 地震による

倒壊で道路閉塞を起こすおそれのある建築物が約2, 600棟存在します。

建築物の種類 総数
耐震性の有無

耐震化率
あり なし

特定緊急輸送道路沿道の建築物 18, 451棟 15, 812棟 2, 639棟
85. 7％

2019（ 令和元） 年6月末時点

一般緊急輸送道路沿道の建築物 24, 447棟 19, 492棟 4, 955棟

79. 7％

2015（ 平成27） 年３ 月末

時点の推計値

29 緊急輸送道路: 東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的

な道路並びにこれらの道路と知事が指定する拠点(指定拠点)とを連絡し、 又は指定拠点を相互に連絡

する道路
30 特定緊急輸送道路: 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（ 平成23年東京都

条例第36号） 第７条に基づき、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路と

して指定した道路

表1-7 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状



1-10

第

章

防
災
都
市
づ

の
目
標

考
え
方

(2) 木造住宅密集地域等を取り巻く 現状

木造住宅密集地域31は、 戦後の復興期から高度経済成長期において東京へ人口や産

業が集中する中、 都市基盤施設が十分整備されないまま、 市街化及び高密化が進行し

たことなどにより、 Ｊ Ｒ山手線外周部を中心に広範に形成されました。

これらの地域の建築物は更新時期を迎えていますが、狭あい道路や行き止まり道路、

狭小敷地や無接道敷地が多いこと、 権利関係が複雑なこと等によって、 建替えが進み

にく い状況にあります。

また、 一部の地域では人口減少や高齢化の進行、 建替え意欲の減退等により老朽木

造建築物の更新が進んでいない点も課題となっています。 こうした地域の中には、 住

宅戸数密度が引き続き高い地域もあり、 空き家の増加も懸念されます。

一方で、 木造住宅密集地域ではない地域においても、 不燃領域率が低いなど、 防災

性の向上が必要な地域が存在します。

さらに、 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図

るべき地域が存在します。 こうした地域では、 2022（ 令和４ ） 年に生産緑地32の多く

が都市計画決定から 30年が経過し、農地等として管理すべき義務が解除される可能性

があることから、 宅地への転用が見込まれています。 生産緑地が無秩序に宅地化され

ると、 住宅戸数密度の増加や不燃領域率の低下を招く 場合もあります。

図1-6 木造住宅密集地域内の状況

31 木造住宅密集地域: 本計画では、震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域として、

以下の各指標のいずれにも該当する地域（町丁目）を木造住宅密集地域として抽出（約 8,600ha）

・昭和 55 年以前の老朽木造建築物棟数率 30％以上

・住宅戸数密度 55 世帯／ha 以上

・住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く） 45 世帯／ha 以上

・補正不燃領域率 60％未満

P.2-5,6 参照
32 生産緑地： 生産緑地法（ 昭和49年法律第68号） に基づき、 都市農地の計画的な保全を図るため、 市

街化区域内の農地で、 良好な生活環境の確保に効用があり、 公共施設等の敷地として適している農地

を都市計画に定めたもの。 建築行為等を許可制により規制する。 市街化区域農地は宅地と同等の課税

がされるのに対し、 生産緑地は軽減措置が講じられている。

道路が未整備のまま木造建築物が密集 昭和50年代の老朽木造住宅が存在
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(3) これまでの取組の成果と課題

都における防災都市づく りは、 都市防災施設基本計画において、 一定規模の市街地

の外周を延焼遮断帯で囲み、 市街地火災の延焼を防止する防災生活圏33の考え方が取

り入れられ、 その形成を目指し各種施策が展開されてきました。 しかし、 これらの施

策は防災の観点からの計画の優先度が示されなかったため、 それぞれの事業が計画

的・ 体系的に実施されず、 防災上の課題解決が進みにく い状況にありました。

また、 阪神・ 淡路大震災を教訓とし、 木造住宅密集地域における市街地の耐火性の

向上や防災の観点からの都市基盤施設の整備等が、 重点課題になっていました。

このため、整備目標、整備の優先度等を明確にした防災都市づく り推進計画を 1996

（ 平成８） 年に策定し、その後、2004(平成16)年、2010（ 平成22） 年、及び2016（ 平

成28） 年には計画を改定し、 延焼遮断帯の形成、 緊急輸送道路の機能確保、 市街地の

不燃化、 避難場所等の確保などに向けた取組を行ってきました。

さらに、 東日本大震災の発生を踏まえ、 木造住宅密集地域の改善を一段と加速させ

るため、「 木密地域不燃化10年プロジェクト 34」 を 2012(平成24)年に立ち上げ、特別

な支援により不燃化を推進する不燃化特区制度の取組と、 延焼遮断帯を形成する主要

な都市計画道路である特定整備路線の整備を一体的に進めてきました。

33 防災生活圏：延焼遮断帯に囲まれた圏域。火を出さない、もらわないという視点から、市街地を一定のブロック

に区切り、隣接するブロックへ火災が燃え広がらないようにすることで大規模な市街地火災を防止する。防災

生活圏は、日常の生活範囲を踏まえ、おおむね小学校区程度の広さの区域としている。
34 木密地域不燃化 10 年プロジェクト:特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、延焼遮断帯の形成（特

定整備路線の整備）や市街地の不燃化促進（不燃化特区）などの 10 年間の重点的・集中的な取組を実施し、

木造住宅密集地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目標としたプロジェクト

（ 出典：「 木密地域不燃化10年プロジェクト 」 実施方針（ 2012（ 平成24） 年１月） を一部修正

不燃化特区制度

特に改善を必要としている地区について、 特別な支援により不燃

化を推進

特定整備路線の整備

延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路について、 関係権利者

への生活再建等のための特別な支援により整備を加速

重ね合わせることにより、延焼遮断帯の形成と市街地の

不燃化が一体的に促進され、より高い施策効果が発現
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（ 不燃化特区制度）

不燃化特区制度は、 整備地域の中でも地域危険度35が高いなど、 特に重点的、 集中

的に改善を図るべき地区について、 区から提案を受け、 都が期間や地域を限定して、

老朽木造建築物の建替え・ 除却への助成や固定資産税等の減免措置など特別の支援を

行うものです。

当制度を開始した2013（ 平成25） 年４月以降53地区を選定し、 各地区において不

燃化への取組を進めてきました。

（ 特定整備路線の整備）

都は、 震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、 災害時の延焼遮断

や避難路、 緊急車両の通行路となるなど、 地域の防災性向上に大きな効果が見込まれ

る都市計画道路を、「 特定整備路線」 として平成24年度に選定しました。

2015（ 平成27） 年３ 月までに、全28区間、延長約25㎞の事業に着手し、2019（ 令

和元） 年10月時点において、用地取得率が47％、工事着手が10区間（ 12か所） とな

っており、 着実に進捗してきているものの、 権利者の移転に係る合意形成等の課題が

あります。

35 地域危険度：東京都震災対策条例に基づき、おおむね５年おきに実施している「地震に関する地域危険度測

定調査」において測定し、公表している指標。地震に起因する危険性を町丁目ごとに測定し、危険性の度合い

を５つのランクに分けて相対的に評価している。

図1-7 不燃化特区・ 特定整備路線位置図
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(延焼遮断帯の形成)

延焼遮断帯の形成に向けて、 防災性の向上に寄与する都市計画道路の整備や、 都市

計画道路の整備に併せた都市防災不燃化促進事業による沿道建築物の不燃化を促進

してきました。

2017（ 平成29） 年時点で延焼遮断帯のうち、防災上の重要度が最も高い骨格防災軸

の形成率は96％、整備地域内の延焼遮断帯の形成率は65％となっており、更なる整備

を進めていく ことが必要です。

（ 緊急輸送道路の機能確保）

2011（ 平成23） 年３月に東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する

条例を制定し、 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断を義務付ける

など、 沿道建築物の耐震化について重点的かつ集中的に取り組んできました。

震災時における緊急輸送道路の機能を確保できるよう、 東京都耐震改修促進計画に

基づき、 引き続き、 重点的かつ集中的に耐震化を促進する必要があります。

(市街地の整備等)

整備地域では、 東京都防災密集地域総合整備事業などにより、 改善に取り組んでき

ました。整備地域全体の不燃領域率は、2016（ 平成28） 年時点で約62％であり、延焼

が抑制される水準である不燃領域率60％を上回っていますが、市街地の焼失率がほぼ

ゼロとなる不燃領域率70％には達しておらず、更なる向上が必要です。不燃領域率は

主に建替えによって向上しますが、 従前と同規模での再建築ができないことや、 建築

基準法（ 昭和25年法律第201号） 上の道路に接していない無接道敷地であることなど

の理由から建替えが進まないことが課題となっています。

重点整備地域では、 特に重点的、集中的に改善を図るため、 2013（ 平成25） 年度に

不燃化特区制度を開始しました。 不燃化特区制度は制度創設後も、 具体的に取組を進

める区の意見や、 住民の声なども取り入れることで制度を拡充し、 不燃化の取組をよ

り一層加速させてきました。 不燃化特区制度による助成実績も年々 増え、 不燃領域率

の向上に大きく 寄与しており、 今後もこの取組を継続させ、 地域の実情や課題、 社会

の動向等も踏まえながら、 防災性の着実な向上を図る制度として活用していく ことが

必要です。

また、 整備地域と併せて木造住宅密集地域についても建替え等による耐震化・ 不燃

化を促進することが必要です。

市街化区域全体を見ると、 木造住宅密集地域ではないものの、 防災性の向上が必要

な地域や、 将来、 農地が無秩序に宅地化された場合に備えて、 防災性の維持・ 向上を

図るべき地域が存在します。
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また、 避難場所等の確保については、2018（ 平成30） 年時点で２ か所残存する、避

難距離が３kmを超える避難圏域の解消を図ることが必要です。
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２ 防災都市づく りの目標像

「 未来の東京」 戦略ビジョ ンや都市づく りのグランドデザインに基づき、 高度な防災

都市の実現に向けて、 延焼遮断帯の形成、 緊急輸送道路の機能確保、 安全で良質な市街

地の形成及び避難場所等の確保を進めるとともに、 個々 の地域特性を生かし、 創意工夫

を図りながら、 安全で住み続けたく なるまちづく りを展開していく ことが必要です。

本計画では、 防災都市づく りの目標像を定め、 都民、 民間事業者、 行政の各主体がそ

の実現に向けて連携して取り組むこととします。

【 防災都市づく りの目標像】

１ 延焼遮断帯が形成され、 燃え広がらないまちが形成されている。

・ 延焼遮断帯の軸となる都市計画道路の整備と沿道建築物の不燃化・ 耐震化が進み、 延

焼遮断帯が形成されることで、 震災時の延焼遮断機能に加え、 避難経路、 救援活動時の

輸送ネット ワークなどが確保された安全なまちが形成されている。

２ 緊急輸送道路の機能が確保され、 防災上の広域道路ネット ワークの形成とともに、 倒

れないまちが実現している。

・ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化及び緊急輸送道路の拡幅整備や無電柱化が進むこと

により、 震災時の救急・ 救命活動や緊急支援物資の輸送ができる安全なルート が形成さ

れている。

３ 整備地域では、 住宅の不燃化・ 耐震化、 防災生活道路36の整備、 空地の確保等が進み、

安全で安心して暮らせる市街地が形成されている。

・ 延焼遮断帯に囲まれた市街地では、 住宅の建替え等により不燃化・ 耐震化が進み、 緊

急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難を可能とする防災上重要な防災生活道路

が整備され、 安全な市街地が形成されている。

・ 公園の整備や共同建替え等の取組により、 防災上有効な空地の確保が進み、 適切に管

理され、 緑やコミ ュニティ を育むオープンスペース等として活用されている。

４ 整備地域以外の地域においては、防災性の維持・ 向上や良好な住環境の形成が図られ、

安全で安心して暮らせる市街地が維持・ 形成されている。

・ 木造住宅密集地域では、 地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に

36 防災生活道路： 延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避

難を可能とする防災上重要な道路
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応じた防火規制等により、 敷地の細分化防止や建築物の不燃化が図られ、 安全で良好な

住環境が形成されている。

・ 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有する住宅市街地においては、 敷地の細分

化防止や建築物の不燃化に加え、 保全された農地や緑地が延焼の遮断・ 遅延や避難の拠

点としての役割を担うことで防災性の維持・ 向上が図られるなど、 農と住が調和した安

全な住環境が形成されている。

５ 安全に避難できるまちの形成が進み、震災時にも落ち着いて行動できる市街地が実現

されている。

・ 都立公園の整備、 公共住宅の建替え、 市街地再開発事業等の機会を捉えた指定拡大に

より、 避難場所が確保されている。

・ 避難場所周辺において、不燃化や道路・ 公園整備など防災まちづく りを進めることで、

避難場所及び避難場所への避難の安全性が向上している。

・ 市街地の不燃化に伴い地区内残留地区が拡大することで、 震災時に広域的な避難が必

要のない安全な市街地が増加している。

６ 木造住宅密集地域の防災性の向上に併せて、 地域の特性を生かした魅力的な街並みの

住宅市街地の形成が進んでいる。

・ 不燃化・ 耐震化を進める中で、 下町の持つ路地の風情や木造の良さを残すまちづく り

が誘導されるなど、 歴史や文化といった地域の特性を感じることができるまちが形成さ

れている。

・ 木造住宅密集地域においても、 低層高密な市街地ならではのヒューマンスケールの街

並みを生かしながら、 住宅の耐火性や避難経路、 公園・ 広場を適切に確保し、 街区レベ

ルでの防災性の向上を図り、 更には消防水利の拡充を図るなど、 高密度都市である東京

ならではの創意工夫による安全かつ魅力的な街並みの住宅市街地が形成されている。

・ 木造住宅密集地域において地区計画37の策定、 都営住宅等の建替えの際の創出用地の

活用、 緑化や水辺の復活などにより、 まちの資源を生かした潤いや個性のある住み続け

たく なるまちづく りが進められている。

・ 街路樹や植樹帯、 無電柱化の整備が進み、 安全かつ緑豊かで良質な街並みの市街地が

形成されている。

・ 道路整備や市街地の不燃化などに取り組む機会に、 商店街などのにぎわいの創出や更

なる活性化にも配慮し、 活気のあるまちが形成されている。

37 地区計画: 都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や建築物の用途・形態

等について地区の特性に応じたきめ細かな規制を行う制度
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３ 防災都市づく りの基本的な考え方

災害に強い都市の実現のためには、 自助・ 共助の二つの理念に立つ都民と、 公助の役

割を果たす行政とが、 それぞれの責務と役割を果たしながら防災都市づく りを進めてい

く ことが必要です。

個々 の建築物の耐火性・ 耐震性の向上は、 その所有者が自らの問題として主体的に取

り組むことを基本としつつ、 行政は、 以下の基本的な考え方に基づき、 防災都市づく り

に取り組んでいきます。

(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の機能確保

延焼遮断帯の形成は、 災害に強い都市構造を実現する上で重要であり、 特にその軸

となる都市計画道路は、 延焼遮断機能を発揮するとともに、 緊急車両の通行や円滑な

救援・ 救助活動及び安全な避難を行う上で、 大変重要な役割を担っています。

震災時の大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐとともに、円滑な避難、救援・

消火活動や復旧・ 復興活動を可能とするため、 広域的な観点から都市の防災上のネッ

ト ワークを形成することが必要です。

このため、 骨格防災軸をはじめとして、 市街地の延焼を遮断し、 かつ、 避難や救援

活動の空間ともなる延焼遮断帯の形成を進めるとともに、 緊急輸送道路の拡幅整備や

沿道の建築物の耐震化を促進し、 緊急輸送道路の機能確保を図っていきます。

(2) 安全で良質な市街地の形成

安全で良質な市街地を形成するため、防災生活道路等の基盤整備、建築物の不燃化・

耐震化、 共同化、 防災活動拠点の整備、 計画的な土地利用などにより、 市街地の状況

に応じた防災性の向上を図ることが必要です。

また、 これらは、 被災後の復興まちづく りに関する合意形成の円滑化等を図る「 事

前復興38」 の観点からも重要です。

このため、 整備地域においては引き続き防災生活圏を基本的な単位として、 防災の

観点から市街地整備の優先度を位置付け、 地域の特性に応じて事業や規制・ 誘導策を

効果的に組み合わせて、 展開していきます。

また、 木造住宅密集地域では地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地

状況に応じた防火規制を促進していく とともに、 木造住宅密集地域ではないものの、

不燃領域率が低いなど防災性の向上が必要な地域については、 必要に応じて、 地区計

画の策定や防火規制の導入等を促し、 敷地の細分化防止や建築物の不燃化を図ってい

38 事前復興： 復興時の課題解決に要する負担軽減や復興まちづく りに関する合意形成の円滑化を図るこ

と。具体的には、復興計画の検討に必要な条件整理や復興の将来像・ 目標像の検討、訓練の実施による

復興業務を迅速に進められる人材育成や体制づく り等の取組が挙げられる。
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きます。

さらに、「 農地を有し、防災性の維持・ 向上を図るべき地域」 39においては、農地を

最大限保全・ 活用していく とともに、 やむを得ず宅地化される場合に備えて、 必要に

応じて、 地区計画の策定や防火規制の導入等を促していきます。

加えて、 これらの取組に併せて、 地域の特性を生かした魅力的な街並みの住宅市街

地への再生、 緑化の促進などにも取り組んでいきます。

(3) 避難場所等の確保

大規模な市街地火災から都民の生命を守るため、 避難場所を適切に確保しその安全

性を高める必要があります。

このため、 都立公園の整備、 都営住宅など公共住宅の建替え、 市街地再開発事業等

による空地を確保し、 避難場所の新規指定・ 拡大を促進し、 その安全性の向上や避難

距離の短縮化を図ります。 あわせて、 これまで周辺の不燃化が不十分などの理由で避

難場所の指定に至らなかった避難場所候補地においても、 周辺の不燃化や公園・ 広場

の確保に取り組むことで避難場所としての新規指定を促進します。

また、 避難場所周辺及び避難場所につながる道路沿道の建築物の不燃化・ 耐震化、

避難場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震化、 防災設備の整備、 危険なブロッ

ク塀等の撤去等により避難時の安全性を確保していきます。

さらに、 市街地の不燃化等による安全な市街地の形成を促進して、 地区内残留地区

の要件を満たすように整備された市街地は、 避難場所等の定期的な見直しごとにその

指定を行っていきます。 あわせて、 地区内残留地区においても、 建築物の建替えや耐

震化、 危険なブロック塀等の撤去等により、 滞在時の安全性向上を図ります。

39 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域： 本計画では、 多摩地域や区部西部を中心とした、

農地を有し、 将来、 無秩序に宅地化された場合に防災性を低下させるおそれのある地域として、 以下

の各指標のいずれにも該当する地域（ 町丁目）を、「 農地を有し、防災性の維持・ 向上を図るべき地域」

として抽出

・ 補正不燃領域率 60％未満（ 令和７年推計値）

・ 住宅戸数密度 55世帯/ha以上（ 令和７年推計値）

・ 住宅戸数密度（ ３階以上共同住宅を除く ） 45世帯/ha以上（ 令和７年推計値）

・ 農地率 ２％以上

P. 2-14, 15参照
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図1-8 避難場所（ 公園の例）
都立城北中央公園

図1-9 地区内残留地区
赤坂一丁目地区
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図1-10 防災都市づく りのイメージ
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１ 延焼遮断帯の設定

(1) 延焼遮断帯の設定

延焼遮断帯40は、図2-2に示すように、木造住宅密集地域41が連なる地域を中心とし

た区部及び多摩地域の７市（ 武蔵野市、 三鷹市、 府中市、 調布市、 小金井市、 西東京

市及び狛江市） を対象に設定します。

延焼遮断帯は、 都市計画道路を中心として、 河川、 鉄道等により、 防災生活圏42が

できるだけ一定の大きさになるようにメッシュ状に配置します。

また、防災上の重要度から、「 骨格防災軸」、「 主要延焼遮断帯」 及び「 一般延焼遮断

帯」 の３ 区分とし、 区分に当たっては、 都市の骨格を形成する幹線道路、 防災生活圏

の外郭形成や震災時の避難経路、 救援活動時の輸送ネット ワークなど、 多様な機能等

を総合的に勘案しています。

なお、「 東京における都市計画道路の整備方針（ 第四次事業化計画）」 において位置

付けられた計画内容再検討路線43で構成される延焼遮断帯については、 その在り方に

ついて検討を行う場合があります。

延焼遮断帯の区分（ 防災上の重要度）

骨格防災軸 （ 参考値： 約３ ～４kmメッシュ）

・ 広域的な都市構造から見て、 骨格的な防災軸の形成を図るべき路線

○ 主要な幹線道路（ 広域幹線道路及び広幅員の骨格幹線道路）

○ 江戸川、 荒川、 隅田川及び多摩川（ 川幅の大きな河川）

主要延焼遮断帯 （ 参考値： 約２kmメッシュ）

・ 骨格防災軸に囲まれた区域内で、 特に整備の重要度が高いと考えられるもの

○ 幹線道路（ 骨格防災軸間を二分する骨格幹線道路）

一般延焼遮断帯 （ 参考値： 約１kmメッシュ）

・ 上記以外で、 防災生活圏を構成する延焼遮断帯

○ 上記以外の道路、 河川、 鉄道等

(2) 延焼遮断帯の機能

沿道に位置する建築物の防災性能や阪神・淡路大震災での焼け止まり状況を考慮し、

延焼を遮断する機能の考え方を以下のとおり設定44して、 延焼遮断帯の形成を的確に

進めていきます。

40 延焼遮断帯：P.1-2 参照
41 木造住宅密集地域:P.1-10 参照
42 防災生活圏：P.1-11 参照
43 計画内容再検討路線：「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（2016（平成 28）年３月

策定）において、計画幅員や構造など都市計画の内容について検討を要することとされた都市計画道路
44 「東京都の地震時における路線別焼け止まり効果測定（第３回）」（2003（平成 15）年 東京消防庁）の結果を基

に、道路幅員ごとに延焼を遮断できる沿道建築物の不燃化率を調査し、判定基準を設定

第２ 章 防災都市づく りに関する地域等の指定等
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幅員27ｍ以上の道路、 鉄道、 河川等は、 施設そのものが単独で機能を発揮します。

幅員が24ｍ以上27ｍ未満の場合には、沿道建築物の不燃化の状況を示す不燃化率45が

40％以上である場合に機能を発揮します。同様に、幅員が16ｍ以上24ｍ未満の場合は

不燃化率60％以上、 幅員が11ｍ以上16ｍ未満の場合は不燃化率80％以上である場合

に機能を発揮します。

延焼遮断帯の形成

(1)幅員27ｍ以上

幅員24ｍ以上27ｍ未満 沿道30mの不燃化率40％以上

幅員16ｍ以上24ｍ未満 沿道30mの不燃化率60％以上

幅員11ｍ以上16ｍ未満 沿道30mの不燃化率80％以上

のいずれかに相当する路線

(2)全延長について、 耐火建築物46の多い地域や避難場所47等の中を通過するか、 又は接している区間

45 不燃化率：不燃化率＝（耐火建築物等の建築面積＋準耐火建築物等の建築面積×0.8）÷（全建築物の建築面

積）×100 （％）

耐火建築物等：建築基準法第 53 条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。

準耐火建築物等：建築基準法第 53 条第３項第１号ロに規定する準耐火建築物等をいう。
46 耐火建築物:その主要構造部（壁、柱、床、梁

は り

、屋根等）が耐火構造又は建築基準法施行令で定める技術的基

準に適合する性能を持つ建築物であり、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建築基準法施行令（昭

和 25 年政令第 338 号）で定める防火戸その他の防火設備を有するもの
47 避難場所:P.1-6 参照

図2-1 防災生活圏と延焼遮断帯のイメージ
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図2-2 延焼遮断帯
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２ 各地域の抽出・ 指定

(1) ゾーニングの考え方

首都直下地震の切迫性を踏まえ、 効率的・ 効果的に市街地の防災性の向上を図るた

め、 施策の対象区域を市街地の震災に対する危険性に応じてゾーニングし、 危険性の

高い地域から優先的に整備を推進していきます。

まず、 震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している地域を木造住

宅密集地域として抽出し、 この地域を中心に、 震災時に特に甚大な被害が想定される

地域を整備地域として指定し、 防災都市づく りの諸施策を展開していきます。

そして、 整備地域のうち、 防災都市づく りに資する事業を重層的かつ集中的に実施

する地域を重点整備地域として指定します。

また、 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有し、 将来、 無秩序に宅地化され

た場合に防災性を低下させるおそれのある市街地を、「 農地を有し、防災性の維持・ 向

上を図るべき地域」 として抽出します。

図2-3 ゾーニングの概念図

市街化区域

木造住宅密集地域

農地を有し、

防災性の維持・ 向上を

図るべき地域

整備地域

重点整備地域
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(2) 木造住宅密集地域の抽出

震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している地域を木造住宅密集

地域として抽出し、 地区計画48の策定や市街地状況に応じた防火規制等を促し、 安全

で良好な住環境を形成していきます。

木造住宅密集地域は、 以下に示す指標全てに該当している地域を、 町丁目を基本単

位として抽出します。

なお、2016（ 平成28）年ではＪ Ｒ山手線外周部を中心に広範に形成された約13, 000ha

を抽出していましたが、建替えによる不燃化や、老朽木造建築物の減少等により、2020

（ 令和２ ） 年では約8, 600ha にまで減少しています。

木造住宅密集地域の抽出指標※ １

以下に掲げる全ての指標に該当する町丁目

(a)  ≧老朽木造建築物棟数率 30%

(b)  補正不燃領域率＜60％

(c)  ≧住宅戸数密度 55世帯/ha

(d)  ≧住宅戸数密度（ ３ 階以上共同住宅を除く 。） 45世帯/ha

※ １ 2020（ 令和２） 年の木造住宅密集地域の抽出は、 2015（ 平成27） 年固定資産課税台帳

による老朽木造建築物棟数率、2015（ 平成27） 年国勢調査による住宅戸数密度、2016（ 平

成28） 年土地利用現況調査（ 区部） 及び2017（ 平成29） 年土地利用現況調査（ 多摩） に

よる補正不燃領域率から算出

48 地区計画:P.1-16 参照
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図2-4 木造住宅密集地域
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(3) 整備地域の指定

地域危険度49が高く 、 かつ、 老朽化した木造建築物が特に集積するなど、 震災時に

特に甚大な被害が想定される地域を整備地域とし、 防災都市づく りに係る施策を展開

します。

整備地域は、防災生活圏を基本的な単位としてこれまで28地域・ 約6, 900ha を指定

していましたが、以下の指定基準・ 除外基準に基づき 28地域・ 約6, 500ha（ 表2-1及

び図2-5） を指定します。

これまでは、 防災生活圏単位で整備地域の指定や除外を行ってきましたが、 町丁目

や街区の単位で見ると、 不燃領域率50の改善状況などに差異がありました。 防災生活

圏単位よりきめ細かく 各地域の状況を踏まえながら、 新規事業に関する導入の妥当性

を考えるため、 防災生活圏単位での除外に加え、 地区内残留地区51と重複している地

域及び防災性が確保された町丁目の除外も行います。

なお、 地区内残留地区と重複している地域及び防災性が確保された町丁目において

は、 既に着手している事業や、 隣接地域と一体的に展開する必要のある事業（ 防災生

活道路52などの基盤整備事業） などについて、 引き続き取り組んでいきます。

整備地域の指定基準※

以下に掲げる全ての基準に該当する防災生活圏及び当該防災生活圏に連担する区域

(a)  総合危険度５ に相当する町丁目を含む。

(b)  老朽木造建築物棟数率45％以上の町丁目を含む。

(c)  補正不燃領域率が60％未満

※ 2020（ 令和２） 年の整備地域の指定は、第8回地域危険度測定調査、2015（ 平成27） 年固

定資産課税台帳による老朽木造建築物棟数率、2016（ 平成 28）年土地利用現況調査（ 区部）

及び2017（ 平成29） 年土地利用現況調査（ 多摩） による補正不燃領域率から算出

49 地域危険度：P.1-12 参照
50 不燃領域率：P.1-4 参照
51 地区内残留地区: P. 1-8参照
52 防災生活道路: P. 1-15参照
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整備地域の除外基準※

次のいずれかに該当する地域等

(a)  不燃領域率が70％に到達し、 全ての延焼遮断帯が形成された防災生活圏

ただし、 当該防災生活圏を構成する各町丁目の不燃領域率（ 町丁目が防災生

活圏の内外にまたがる場合は、 防災生活圏内にある部分を対象に算出した値も

含む。） が70％に到達していること。

(b)  地区内残留地区と重複している地域

(c)  防災性が確保された町丁目

不燃領域率が70％に到達する防災生活圏において、 その不燃領域率（ 町丁目

が防災生活圏の内外にまたがる場合は、 防災生活圏内にある部分を対象に算出

した値も含む。） が 70％に到達し、 かつ、 含まれる延焼遮断帯が形成された町

丁目

ただし、 重点整備地域又は総合危険度４ 以上の町丁目は除く 。

※ 2011, 2016（ 平成23，28） 年土地利用現況調査（ 区部）、木造住宅密集地域整備事業などの

実績、 2015（ 平成27） 年３月時点の都市計画道路の整備状況、 第8回の避難場所等の指定

状況から、 2020（ 令和２） 年の不燃領域率と延焼遮断帯の形成状況を推計
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№ 地域名称 面積(ha) № 地域名称 面積(ha)

1 大森中地域 約 195 15 西ケ原・ 巣鴨地域 約 103

2 西蒲田地域 約 105 16 十条・ 赤羽西地域 約 227

3 羽田地域 約 50 17 志茂地域 約 123

4 林試の森周辺・ 荏原地域 約 918 18 荒川地域 約 581

5 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域 約 288 19 浅草北部地域 約 66

6 北沢地域 約 134 20 千住地域 約 168

7 南台・ 本町（ 渋）・ 西新宿地域 約 287 21 西新井駅西口一帯地域 約 373

8 阿佐谷・ 高円寺周辺地域 約 273 22 足立地域 約 63

9 大和町・ 野方地域 約 270 23 北砂地域 約 70

10 南長崎・ 長崎・ 落合地域 約 233 24 墨田区北部・ 亀戸地域 約 499

11 東池袋・ 大塚地域 約 156 25 平井地域 約 78

12 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域 約 172 26 立石・ 四つ木・ 堀切地域 約 415

13 大谷口周辺地域 約 249 27 松島・ 新小岩駅周辺地域 約 135

14 千駄木・ 向丘・ 谷中地域 約 212 28 南小岩・ 東松本地域 約 88

表2-1 整備地域
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図2-5 整備地域
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(4) 重点整備地域の指定

防災都市づく りに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域として、 木造住宅

密集地域の改善を一段と加速させるため、 早期に防災性の向上を図るべき市街地を指

定します。

重点整備地域においては不燃化特区制度を活用して、 老朽木造建築物の建替え・ 除

却への助成など、 従来よりも踏み込んだ特別な支援を継続し、 不燃化を更に強力に推

進していきます。

なお、 不燃化特区は区からの申請に基づき、 区域の要件、 取組内容、 コア事業の要

件などを満たし、 かつ、 調査の結果、 適正なものと認められるとき、 都が指定してい

きます。
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表2-2 重点整備地域※

№ 地域名称 面積(ha) № 地域名称 面積(ha)

１ 西新宿五丁目地区 7. 5 27 弥生町三丁目周辺地区 21. 3

２ 大塚五・ 六丁目地区 27. 9 28 大和町地区 67. 5

３ 谷中二・ 三・ 五丁目地区 28. 7 29 杉並第六小学校周辺地区 46. 7

４ 京島周辺地区 40. 0 30 方南一丁目地区 33. 6

５ 鐘ヶ淵周辺地区 80. 6 31 東池袋四・ 五丁目地区 19. 2

６ 北砂三・ 四・ 五丁目地区 48. 6 32 池袋本町・ 上池袋地区 124. 3

７
東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西

中延三丁目地区
36. 8 33 補助26・ 172号線沿道地区 153. 8

８ 補助29号線沿道地区（ 品川区） 26. 5 34 雑司が谷・ 南池袋地区 38. 2

９
豊町四・ 五・ 六丁目、二葉三・ 四丁目及

び西大井六丁目地区
63. 6 35 補助81号線沿道地区 40. 7

10 旗の台四丁目・ 中延五丁目地区 19. 3 36 十条駅周辺地区 81. 2

11 戸越二・ 四・ 五・ 六丁目地区 39. 2 37 志茂・ 岩淵地区 116. 7

12 西品川一・ 二・ 三丁目地区 42. 1 38 赤羽西補助86号線沿道地区 6. 0

13
大井五・ 七丁目、西大井二・ 三・ 四丁目

地区
68. 1 39 荒川・ 南千住地区 123. 4

14 放射２号線沿道地区 7. 9 40 町屋・ 尾久地区 242. 6

15 補助28号線沿道地区 3. 8 41 大谷口一丁目周辺地区 19. 1

16 大井二丁目地区 10. 2 42 大山駅周辺西地区 9. 6

17
目黒本町五・ 六丁目、原町一丁目、洗足

一丁目地区
57. 2 43 西新井駅西口周辺地区 54. 8

18 大森中地区（ 西糀谷、 東蒲田、大森中） 90. 3 44 足立区中南部一帯地区 646. 2

19 羽田二・ 三・ 六丁目地区 34. 8 45 四つ木一・ 二丁目地区 28. 1

20 補助29号線沿道地区（ 大田区） 1. 4 46 東四つ木地区 40. 0

21 太子堂・ 三宿地区 80. 7 47 東立石四丁目地区 19. 5

22 区役所周辺地区（ 世田谷区） 145. 0 48
堀切二丁目周辺及び四丁目

地区
68. 5

23 北沢三・ 四丁目地区 33. 6 49 南小岩七・ 八丁目周辺地区 47. 2

24 太子堂・ 若林地区 64. 5 50 松島三丁目地区 25. 6

25 北沢五丁目・ 大原一丁目地区 44. 2 51 平井二丁目付近地区 28. 6

26 本町二～六丁目地区 74. 1 52 南小岩南部・東松本付近地区 73. 8

※ 2021（ 令和３） 年4月現在
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図2-6 重点整備地域※
※ 2021（ 令和３） 年4月現在



2-14

第

章

防
災
都
市
づ

り
に
関
す
る
地
域
等
の
指
定
等

(5) 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域の抽出

多摩地域や区部西部を中心に、 農地を有し、 将来、 無秩序に宅地化された場合に防

災性が低下するおそれのある住宅市街地が存在します。

こうした地域は、 農地を防災の機能を持った貴重な緑の空間として最大限保全・ 活

用を図るために引き続き営農を継続する取組や、その農地を防災協力農地53として活用

するなどの取組が重要です。 やむを得ず宅地化される場合に備えて、 必要に応じて、

地区計画の策定や防火規制などを促し、 防災性の維持・ 向上を図る必要があります。

これらの地域について、町丁目を基本的な単位として、以下の指標により抽出します。

農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域は、 約2, 800ha存在します。

農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域の抽出指標

以下全ての指標に該当する町丁目

(a) 補正不燃領域率＜60％ ※
(b) ≧住宅戸数密度 55世帯/ha ※
(c) ≧住宅戸数密度（ ３階以上共同住宅を除く ） 45世帯/ha ※
(d) ≧農地率 ２ ％

※ (a) (b) (c)は2025（ 令和７） 年推計値による

53 防災協力農地： 都市農地のオープンスペースとしての防災機能に着目し、地方自治体が農家等と災害

発生時の避難空間、 仮設住宅建設用地等として利用する内容の協定を自主的に締結した農地をいう。
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図2-7 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域
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３ 避難場所等の指定

本計画では「 安全に避難できるまち」 の実現に向けて、 防災都市づく りを推進すると

ともに、 東京都震災対策条例に基づき、 区部にて、 震災時に拡大する火災から都民を安

全に保護するため、 都が避難場所54等の指定を行っています。

避難場所は、 指定された避難場所までの避難距離が３ ㎞未満となるようにその避難圏

域55を指定し、避難場所周辺で火災が拡大した場合のふく 射熱を考慮した上で利用可能な

空間として、避難計画人口一人当たりの避難有効面積56１ ㎡以上を確保することを原則と

しています。

また、 不燃化が進み、 地区内残留地区の要件を満たす地区については、 安全性を検証

した上で地区内残留地区に指定しています。

区部の避難場所等の指定は、 土地利用や建築物の状況、 人口動態の変化、 公共事業等

の進捗状況を考慮し、 おおむね５ 年ごとに見直しを行うものとし、 避難場所等に係る課

題や安全性の検討を行い、 避難場所等のより一層の確保、 安全性・ 利便性の向上につい

て取り組んでいきます。

54 避難場所: P. 1-6参照
55 避難圏域: P. 1-8参照
56 避難有効面積: P. 1-8参照
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図2-8 避難場所等
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１ 延焼遮断帯の整備の方針

整備目標

■ 2030（ 令和12） 年度までに骨格防災軸の形成率57を 98％とします。

■ 2030（ 令和12） 年度までに整備地域内の延焼遮断帯58の形成率を 75％とします。

■ 2025（ 令和７ ） 年度までに特定整備路線を全線整備します。

主な取組

○ 延焼遮断帯の軸となる都市計画道路の整備を推進します。

○ このうち、 特定整備路線については、 生活再建支援等により道路の整備を推進しま

す。

○ 道路整備に併せて、 防火地域59等の指定や都市防災不燃化促進事業60の導入などによ

り、 沿道建築物の不燃化・ 耐震化を促進します。

○ 沿道への戸別訪問などにより、 不燃化の働きかけを行います。

○ 地区計画61や市街地再開発事業62など様々 なまちづく りの手法を活用し、 地域の防災

性の向上と良質な市街地の形成を図りながら沿道のまちづく りを推進します。

(1) 延焼遮断帯の整備目標

延焼遮断帯の整備目標は、 都市計画道路の整備状況、 沿道建築物の不燃化の進捗状

況及び今後の街路事業や関連する沿道対策の事業化の予定を踏まえて、 次のとおり設

定します。

都市計画道路の骨格防災軸の形成率は、 2030（ 令和12） 年度までに98％を目指し、

特に23区内については、 早期の完成を目指します。

整備地域内の延焼遮断帯の形成率は、2030（ 令和12）年度までに75％を目指します。

特定整備路線については、 2025（ 令和７） 年度までに全線整備を目指します。

(2) 延焼遮断帯の整備方針

延焼遮断帯の形成に当たっては、 広域的な観点から都市の防災上の骨格的なネット

ワークを形成する骨格防災軸やそれを補完する主要延焼遮断帯・ 一般延焼遮断帯に位

57 骨格防災軸の形成率の目標値は、 河川を除く 都市計画道路を軸とした骨格防災軸が対象
58 延焼遮断帯： P. 1-2参照
59 防火地域: 都市計画法に基づく 地域地区の一種。主として商業地など、建築物の密集している市街地に

おいて、 建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、 市街地における火災の危険を防除する

ために指定される。
60 都市防災不燃化促進事業:  P. 1-7参照
61 地区計画： P. 1-16参照
62 市街地再開発事業： P. 1-6参照

第3 章 防災都市づく りの整備方針
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置付けられた都市計画道路を中心に整備を進めるとともに、 防火地域等の指定や都市

防災不燃化促進事業による沿道建築物の不燃化の促進、 戸別訪問による不燃化の働き

かけなど、 重層的に施策を実施していきます。

また、 延焼遮断帯の形成においては、 道路整備に併せて、 沿道のまちづく りも適切

に行っていきます。

整備地域内の延焼遮断帯については、 整備プログラムにおいて、 具体的な整備路線

を示します。

また、 整備プログラムに示す路線以外についても、 周辺のまちづく りが具体化した

場合には、 延焼遮断帯の形成を進めるために、 都市計画道路の事業化を検討していき

ます。

延焼遮断帯の形成に当たっては、 以下の取組などを区市と連携して重層的に実施す

ることにより、 整備を着実に推進するとともに適切な土地利用を誘導します。

（ 都市計画道路の整備）

延焼遮断帯を形成するためには、 軸となる都市計画道路の整備が不可欠です。 この

ため、 都と区市が連携して現在事業中の都市計画道路及び防災性の向上に寄与する優

先的に整備すべき都市計画道路の整備を着実に進めます。

（ 特定整備路線の整備）

特定整備路線は、 震災時の延焼遮断や避難路、 緊急車両の通行路となるなど、 震災

時に特に甚大な被害が想定される整備地域の防災性の向上を図る都施行の都市計画道

路です。

整備に当たっては、 引き続き、 民間事業者のノウハウを活用した相談窓口の設置や

関係機関との連携による移転先の確保など、 関係権利者の生活再建をきめ細かに支援

することで、 丁寧な対応をしながら用地取得を進めるとともに、 用地が確保できた箇

所から順次工事を実施し、 整備を推進します。 併せて、 不燃化特区制度の取組などに

よる市街地の不燃化も一体的に進めることで、より高い施策効果の発現を目指します。

（ 道路整備に併せた防火地域等の指定、 都市防災不燃化促進事業の導入）

道路整備に際しては、 一体的に防火地域等の指定や都市防災不燃化促進事業の導入

を図るとともに、 地域の特性に応じて、 道路沿道にふさわしい土地利用を促進する用

途地域や容積率の見直し、建築物の一定の高さを誘導する高度地区等の見直しなどを、

区市と連携して適切に進めることによって延焼遮断帯の形成を促進します。

なお、 延焼遮断帯に位置付けられていない都市計画道路で、 緊急車両の通行や安全

な避難を行う上で重要な道路の沿道についても、 延焼遮断帯と同様に用途地域や容積
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率の見直しなどの都市計画の変更や都市防災不燃化促進事業の導入を行い、 沿道建築

物の不燃化を推進していきます。

（ 延焼遮断帯等の沿道におけるまちづく り）

都市計画道路を整備する場合は、 延焼遮断帯の形成に併せて、 沿道の街並みにも配

慮し、 地元区及び関係住民と連携しながら地区計画や市街地再開発事業など様々 なま

ちづく り手法を活用し、 地域の防災性の向上と良質な市街地の形成を図りながら沿道

のまちづく りを推進していく 必要があります。

沿道のまちづく りにおいては、 統一感のある街並みの形成を誘導するとともに、 地

域の生活環境の向上に資するよう、 その整備に併せて緑化の推進や無電柱化、 段差の

改善など、 ユニバーサルデザイン63に配慮し、 安全・ 快適で緑豊かな歩行空間を確保

します。

特に、まちづく りの機運が高まっているような地域に、都が道路を整備する場合は、

必要に応じて沿道一体整備事業64や地域と連携した延焼遮断帯形成事業65を導入し、沿

道の建築物の不燃化や共同化とともに合理的な土地利用を促進し、 道路整備の推進を

図ります。

例えば、 道路用地の提供により敷地が狭小となり、 自宅の再建が難しく なるような

ケースで、 関係権利者が現地に残ることを希望する場合は、 区と連携し、 不燃化特区

制度も活用しながら、 近隣を含んだ共同化を検討するなど、 まちづく りによる解決策

を検討します。

（ 延焼遮断帯沿道建築物の耐震化の促進）

延焼遮断帯となる道路の沿道に位置し、 倒壊により延焼遮断機能を損なうおそれの

ある建築物については、 不燃化の促進に加え、 耐震化を促進します。

特に、 延焼遮断帯のうち緊急輸送道路66に指定されている道路沿道において、 道路

閉塞を起こすおそれのある建築物については、 緊急輸送道路の機能確保の方針に即し

て、 重点的な耐震化の促進を図ります。

63 ユニバーサルデザイン: P.1-7 参照
64 沿道一体整備事業:骨格となる都市計画道路の整備を行い、これに併せて、都と区とが連携して、民間活力を

誘導しつつ地域住民の意向を反映した沿道でのまちづくりを同時に進め、沿道の効率的な土地利用を促進

する手法。特に木造住宅密集地域においては、道路整備と連携した建物の共同化などによる沿道の不燃化

により、延焼遮断帯の形成を図る。
65 地域と連携した延焼遮断帯形成事業:「不燃化 10 年プロジェクト」実施方針における特定整備路線に位置付け

られた都市計画道路のうち、沿道のまちづくりの機運の高い区間について、都市計画手法を活用して道路整

備を行い、延焼遮断帯の形成を図る事業
66 緊急輸送道路:P.1-9 参照
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図3-2 一般延焼遮断帯の整備例

整備前 整備後

特定整備路線などの都市

計画道路の整備

都市計画道路の整備に併せ、 規制誘導や事業の実施により、 沿道建築物の不燃化・ 耐震化を促進する

とともに、 統一感のある街並みを形成

街路樹の整備や無電柱化により、安全・ 快適で緑豊

かな歩行空間を確保

図3-1 延焼遮断帯の整備イメージ

市街地再開発事業など様々な手法

を活用し沿道のまちづく りを推進
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２ 緊急輸送道路の機能確保の方針

整備目標

■ 震災時の救援・ 救命活動や物資輸送などの大動脈となる緊急輸送道路沿道建築物の

耐震化を促進し、 広域的な道路ネット ワークを確保します。

主な取組

○ 東京都耐震改修促進計画に基づき、 震災時の救援・ 救命活動や物資輸送などの大動

脈となる緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進していきます。

○ 拡幅整備が必要な緊急輸送道路について、 整備を推進します。

○ 東京都無電柱化推進計画に基づき、 都市防災機能の強化に寄与する路線について無

電柱化を推進します。

（ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化）

緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、 震災時における緊急

輸送道路の機能を確保するため不可欠です。 このため、 東京都耐震改修促進計画に基

づき、 区市町村等と連携しながら、 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進していき

ます。

（ 緊急輸送道路の拡幅整備）

十分な幅員で整備されていない道路では、 地震による建物等の倒壊により緊急車両

の通行や救急・ 救命活動、 緊急支援物資の輸送などが困難になります。 このため、 緊

急輸送道路として指定されている道路の拡幅整備を推進していきます。

（ 無電柱化の推進）

災害時には電柱の倒壊による道路閉塞や電線の切断等により、 避難や救急・ 救命活

動及び緊急支援物資の輸送に支障が生じるとともに、 電力・ 通信サービスの安定供給

も妨げられることが予想されます。このため、東京都無電柱化推進計画に基づき、「 都

市防災機能の強化」 に寄与する路線を選定し、 優先的に無電柱化を進めることにより

安全・ 安心な都市の実現を図っていきます。
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３ 市街地の整備の方針

整備目標

■ 2025（ 令和７ ） 年度までに半数以上の整備地域で不燃領域率67を 70％以上としま

す。

■ 2025（ 令和７ ） 年度までに全ての重点整備地域の不燃領域率70％を目指しつつ、

各重点整備地域の不燃領域率を 2016（ 平成28） 年度に比べ10 ポイント 以上の向

上とします。

■ 2025（ 令和7） 年度までに特定整備路線を全線整備します。【 再掲】

■ 2030（ 令和12） 年度までに全ての整備地域の不燃領域率を 70％以上とします。

なお、不燃領域率の算定の対象は、2016（ 平成28） 年防災都市づく り推進計画に

おける区域を基本とします。

主な取組

○ 東京都防災密集地域総合整備事業68に区市と連携して取り組んでいきます。

○ 整備地域では原則として東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） 第７

条の３ 第１ 項の規定に基づく 新たな防火規制69区域（ 以下「 新防火区域」 という。）

の指定を引き続き進めるとともに、地域の状況に応じて、敷地面積の最低限度の設定

や防災街区整備地区計画70又は地区計画の策定を進めます。

○ 地域特性に応じて、建ぺい率や道路斜線の緩和、まちづく り手法の活用や共同化な

どの取組により、 建替えを促進します。

○ 建替えが進まない街区については、無接道敷地における建替え促進や、木造住宅密

集地域71の改善を公共貢献とする都市開発諸制度72等の運用、 空き家の除却といっ

た様々 な施策を展開しながら、 改善を図ります。

○ 緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難を可能とする防災生活道路73につ

いて、区とともに整備プログラムに位置付け、整備を促進していきます。あわせて、

沿道建築物の建替え等を促進し、不燃化・ 耐震化を加速し、不燃領域率の向上を図

67 不燃領域率： P. 1-4 参照
68 東京都防災密集地域総合整備事業： P. 1-4 参照
69 新たな防火規制: 東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づく 防火規制。建築物の不燃化を促進し木

造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、建築物の耐火

性能を強化する規制
70 防災街区整備地区計画： 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく 地区計画制

度。地区の防災機能の確保の観点から主要な道路等の公共施設を地区防災施設として位置付け、これに

沿って建築物の耐火構造化を促進すること等によって、道路と建築物が一体となって延焼防止機能や避

難機能を確保することを目的としている。
71 木造住宅密集地域： P. 1-10参照
72 都市開発諸制度： 再開発等促進区を定める地区計画、 高度利用地区、 特定街区、 総合設計の４制度の

こと
73 防災生活道路： P. 1-15参照
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ります。

〇防災生活道路の機能を維持していく ため、電柱や危険なブロック塀の倒壊による道

路閉塞の防止にも取り組んでいきます。

○ 木造住宅密集地域の改善に併せて、地域の特性を生かした創意工夫による魅力的な

街並みの住宅市街地への再生を図っていきます。

○ 特定整備路線について、 生活再建支援等により道路の整備を推進します。【 再掲】

○ 整備地域以外の木造住宅密集地域においては、地区計画の策定や市街地状況に応じ

た防火規制等により、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を促し、安全で良好な住

環境を形成していきます。

○ 整備地域から除外された地域においては、必要に応じて防災性を維持・ 向上させて

いきます。

○ 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域においては、 農地の保全・ 活用や、

必要に応じて地区計画の策定や防火規制を促す等、 必要な取組を促進していきます。

(1) 市街地の整備目標

2025（ 令和７ ） 年度までに半数以上の整備地域で不燃領域率70％以上とすることを

目指します。

重点整備地域については、不燃領域率70％の到達に向け、2025（ 令和７） 年度まで

に各地域の不燃領域率を 2016（ 平成28） 年度に比べ10ポイント 以上向上させること

を目指します。そのことにより、2016（ 平成28） 年度において、不燃領域率50％台の

地域は10ポイント 以上向上させることで60％台に、 50％未満の地域も同様に50％台

に到達させることを目指します。

特定整備路線については、 2025（ 令和７） 年度までに全線整備を目指します。

また、 2030（ 令和12） 年度までに全ての整備地域で不燃領域率70％以上とすること

を目指します。

(2) 市街地の整備方針

ア 整備地域の整備方針

当該地域の改善を計画的に進めていく ため、 各地域で行う取組を整備プログラムに

定め、 改善の方向性を明らかにし、 整備を進めていく とともに、 適宜、 整備プログラ

ムを更新します。
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(ア) 規制誘導策の活用

・ 新防火区域の指定の原則化

建替え後は全ての建築物が耐火建築物、 準耐火建築物等74となるよう、 原則とし

て新防火区域の指定を行うこととし、 燃えないまちに造り変えていきます。

・ 敷地面積の最低限度の設定

市街地の状況に応じて、 地区計画又は用途地域により敷地面積の最低限度を定め

ることとし、 敷地の細分化を防止していきます。

・ 建ぺい率の緩和による建替えの促進

現行の建ぺい率では同規模程度の建替えが困難な敷地が連担している地域におい

ては、 狭あい道路の拡幅や総合的な防災まちづく りの取組があり、 新防火区域が指

定されていることなどを条件に、 用途地域の変更による建ぺい率の引上げを可能と

し、 建替えを促進していきます。

(イ) 地区計画制度の活用

防災街区整備地区計画又は地区計画を定め、 建築物の不燃化や防災生活道路、 公

園・ 広場の整備などにより防災性の向上を図ります。

また、 共同建替えの機運がある地区や前面道路が狭く 建替えが進まない地区につ

いては、 街並み誘導型地区計画75を活用し、 前面道路幅員や壁面後退距離及び敷地

面積に応じた容積率の最高限度の設定や、 道路斜線、 日影規制、 及び前面道路幅員

による容積率低減の緩和を行うことにより、 建替えの促進に併せて良好な街並みの

形成を図ります

(ウ) 無接道敷地における建替えの促進

建替えによる不燃化が進まない街区の改善に向け、 共同化や敷地整序、 新たな道

路整備などを行いながら、 無接道敷地の解消を図ります。

また、 個別の建替えにおいては、 建築基準法の規定に基づく 許可等について木造

住宅密集地域の改善も踏まえたきめ細かな制度運用を検討することなど、 不燃化が

進まない無接道敷地の改善に向けた区の検討を支援していきます。

(エ) 市街地開発事業の活用による改善

地域におけるまちづく り勉強会等により、まちの将来像について合意形成を図り、

74 耐火建築物、準耐火建築物等： 建築基準法第53条第３項における耐火建築物、準耐火建築物又はこれ

らと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物
75 街並み誘導型地区計画： 壁面の位置の制限や建物の高さの制限、 敷地面積の最低限度などを地区計画

に定め、 道路斜線や前面道路幅員による容積率低減などを緩和する地区計画
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市街地再開発事業や土地区画整理事業76、防災街区整備事業77などの面的な市街地開

発事業の活用により、 建替えや共同化などを促進し、 市街地の整備を図っていきま

す。

(オ) 民間の活力を生かした整備促進

街区再編まちづく り制度78や都市開発諸制度、都市再生特別地区79等により、木造

住宅密集地域の基盤整備や環境改善、 受け皿住宅の整備等の取組を新たに評価し、

容積率を緩和するなど、 民間活力を生かして整備を促進していきます。

図3-3 民間の活力を生かした整備促進のイメージ

（ 出典）「 東京における土地利用に関する基本方針について（ 都市づく りのグランドデザインを

―踏まえた土地利用のあり方） 個性とみどりで魅力・ 活力向上 ―」 答申（ 2019年２月） から

76 土地区画整理事業： 土地区画整理法（ 昭和29年法律第119号） に基づき、公共施設の整備改善及び宅

地の利用増進を図るために行われる事業。道路、公園など公共施設用地を生み出すために土地の所有者

から土地の一部を提供してもらい、 宅地の形を整えて交付する。
77 防災街区整備事業： P. 1-7参照
78 街区再編まちづく り制度： 密集市街地などまちづく りの様々 な課題を抱える地域において、 地域の実

情に即した規制緩和を行うことにより、共同建替え等のまちづく りを段階的に進め、魅力ある街並みの

実現を図る都独自の制度
79 都市再生特別地区： 都市再生緊急整備地域内において、 既存の用途地域等に基づく 用途、 容積率等の

規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度に基づき、都市の再

生に貢献し、 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域として定める地区
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(カ) 防災生活道路の整備

（ 防災生活道路の拡幅整備を契機とした延焼遮断帯に囲まれた市街地の更なる改善）

延焼遮断帯を形成する都市計画道路等の整備に加え、 延焼遮断帯に囲まれた市街

地においても、 緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動が行える幅員６ ｍ以上の道

路や、 円滑な避難に有効な幅員４ ｍ以上６ ｍ未満の道路（ 防災生活道路） への拡幅

整備を進めることで、 防災上重要な道路のネット ワークを確保するとともに、 沿道

建築物の建替え等による不燃化・ 耐震化の促進や、 防災生活道路の整備を契機とし

た沿道のまちづく りへの機運醸成を図っていきます。

なお、 防災生活道路のうち計画幅員６ ｍ以上の道路については、 積極的に地区計

画等に位置付け、 住民の理解と協力を得ながら、 整備を進めていきます。

（ 防災生活道路網計画の整備プログラムへの位置付け）

防災生活道路の整備に当たっては、 整備地域ごとに、 緊急車両の通行や円滑な消

火・ 救援活動及び避難を可能とする防災生活道路の道路網を整備プログラムに位置

付け、 整備を促進していきます。

（ ブロック塀等の撤去及び無電柱化の促進）

震災時の円滑な消火・救援活動や避難などの防災生活道路の機能を維持するため、

危険なブロック塀等の撤去や無電柱化を推進する区を財政的及び技術的に支援して

いきます。 さらに、 まちづく りの中で、 対象路線の掘り起しや地上機器の設置場所

等の確保を含めた無電柱化の推進施策の検討を行う区を支援していきます。
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整備前

整備後（ 道路拡幅＋沿道不燃化・無電柱化）

図3-4 防災生活道路の整備例
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(キ) 地域の特性を生かした安全かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生

2017（ 平成29） 年に公表された都市づく りのグランドデザインでは、2040年代の

都市の将来イメージとして、「 木造住宅密集地域が解消された魅力的な住宅市街地」

が掲げられています。

現在ある約 8, 600ha もの規模の木造住宅密集地域においては、 建物の不燃化や延

焼防止の空間確保といった取組に併せて、 魅力的な街並みの住宅市街地への再生と

いう視点を持つことが重要です。

このような背景の下、 地域の特性を生かし、 地域の創意工夫による独自性のある

魅力的な街並みの住宅市街地へ再生する取組を促進していきます。 例えば、 地域に

よっては、 下町の持つ路地の風情や木造の良さを残す街並みを継承しながら防災性

の向上を図ることが考えられます。

また、 低層高密な木造住宅密集地域ならではのヒューマンスケールの街並みを生

かしながら、 住宅の耐火性や避難経路及び公園・ 広場を適切に確保し、 街区レベル

での防災性の向上を図り、 あわせて、 消火栓や防火水槽の拡充を図ることが考えら

れます。 その際には、 安全かつ魅力的な街並みの将来像を描く 中で、 住民の防災に

対する意識啓発を促すとともに、 住民団体などが公園・ 広場を運営・ 管理する体制

の構築を図ることが考えられます。

このような取組などにより、 高密度都市である東京ならではの創意工夫により安

全かつ魅力的な街並みの住宅市街地に再生を促進していきます。

また、 都営住宅などの大規模団地の建替えや民間開発により生み出されるオープ

ンスペース等を活用し、 地域コミ ュニティ の場となる防災上有効な公園・ 広場を整

備します。 オープンスペースにおける緑は、 火災時のふく 射熱の遮熱効果が期待で

きるとともに潤いのある街並みの形成に寄与することから、 公園・ 広場の整備に併

せて緑化を進めます。

さらに、 建築物の建替えや共同化などの機会を捉えて、 生け垣や宅地内緑化等を

促進し、 宅地の細分化が進む前の旧緑地地域のゆとりや水辺との共存など、 潤いの

あるまちづく りを進めていく とともに、 みどりを維持した、 良質な市街地の整備を

進めるための仕組みを検討していきます。
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電線類の地中化、伝統色を用いた庇
ひさし

、外装材、

街路灯の意匠の工夫などによる街並みづく り

道路の美装化

木の素材感を意識したファサード、 格子による目

隠し、 軒先の緑などによる風情ある街並みの演出

図3-5 地域特性を生かした魅力的な街並みづく りの例

開かれた緑道空間の整備
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(ク) 横断的な施策連携による取組の展開

（ 耐震化施策やマンショ ン再生施策と連携した不燃化・ 耐震化の促進）

円滑な消火・ 救援活動や避難を可能とする防災上重要な道路のネット ワークを確

保するため、 防災生活道路の整備により沿道建築物の建替えを促進し、 不燃化及び

耐震化を進めます。 建替えが困難な場合は、 住宅の耐震改修を支援し、 建築物の倒

壊による道路閉塞を防ぎ、 延焼遮断帯や防災生活道路等への円滑な避難や消火・ 救

援活動の空間確保を図ることで、 人的被害の軽減、 市街地火災の延焼拡大を防止し

ます。

また、 老朽マンショ ンと周辺の木造住宅等を一体的に建替える方策について検討

します。

（ 空き家施策と連携した不燃化促進）

2018（ 平成 30） 年住宅・ 土地統計調査（ 総務省） では、 都内の空き家戸数は約

81 万戸あります。 そのうち、 長期不在や取壊し予定の空き家は約18 万戸存在して

います。 空き家の多さと不燃領域率の低さに相関関係が見られる地域もあるため、

引き続き必要に応じて空き家の除却を行うとともに、 除却後の土地を公園・ 広場等

の整備や、 敷地整序等の種地として活用するなどの取組を促進していきます。

なお、 整備地域以外の地域においても、 空き家利活用等区市町村支援事業80を活

用し、 空き家の除却を促進していきます。

（ 事前復興や浸水対策等と連携した取組）

首都直下地震等への事前の対応として、 被災後の迅速かつ計画的な都市復興に向

け、 被災後の都市復興の在り方や手順、 執行体制の事前検討、 都民等との共有、 被

災後も見据えた地区計画の事前策定といった都市の事前復興81の取組との連携を進

めていきます。

また、 東部低地帯などの木造住宅密集地域では、 建替えによる共同化の際の電気

設備の上階への設置の誘導などの浸水対策の取組や、 都民等への情報提供や区への

技術的支援などの液状化対策の取組と連携を図るなど、 関連施策との連携を図って

いきます。

（ 関係機関等との連携による取組）

市街地の整備に当たっては、 独立行政法人都市再生機構等と連携し、 土地取得・

80 空き家利活用等区市町村支援事業： 区市町村が実施する実態調査や空家等対策計画の作成、改修費助

成への補助等により、 区市町村の取組を支援し、 空き家の利活用や適正管理等を促進する事業
81 事前復興： P. 1-17参照
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交換分合を通じた老朽木造建築物の建替えや防災生活道路の整備促進など、 市街地

の不燃化を促進する取組を行っていきます。

また、従前居住者の居住の安定を確保し、地域コミ ュニティ の活性化を図るため、

従前居住者用賃貸住宅の供給や沿道まちづく りの推進、 共同化などの取組について

も関係機関等との連携を図り、 推進していきます。

(ケ) 都民等が安心してまちづく りに取り組める環境の整備

（ 魅力的な移転先の確保）

コミ ュニティ を維持しながら木造住宅密集地域の権利者などの移転を促すことで

不燃化を加速するため、 近隣の都有地等を活用し、 受け皿として移転先の整備を進

めていきます。

（ 共助の意識の醸成）

まちづく りルールの策定や防災活動など、 地域のまちづく り協議会などが行う主

体的な取組について、区と連携して支援することで共助の意識を醸成していきます。

（ 建替えや耐震化に取り組みやすい環境の整備）

独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、 各自治体が実施する助成制度などの支

援策と併せてまちづく り融資などの周知を図りながら、 建替えや耐震化に取り組み

やすい環境を整備します。

また、 建物所有者が、 建替え又は耐震化に安心して取り組めるよう、 公益財団法

人東京都防災・ 建築まちづく りセンターと連携し、 建替えや耐震診断・ 耐震改修の

工事について分かりやすく 説明するとともに、 資金計画等に係る相談に応じていき

ます。

（ 借家人等の地域内での生活継続を支援する環境の整備）

借家人等の居住者については、 従前居住者向け賃貸住宅の供給を促進するととも

に、 木造住宅密集地域整備事業等の実施により移転を要する借家人等が、 移転先を

確保できない場合、 都営住宅へのあっせんも可能とします。

商店街のある地域においては、 防災生活道路整備等を行う際に、 店舗配置の調整

や協調建替え82による商店の建替え支援などにより商店街を継続させるとともに、

にぎわいの創出や商店街の更なる活性化にも配慮した取組を進めていきます。

82 協調建替え： 隣接する複数の敷地で、建築物は個々 に建築するが、その際に壁面、高さや通路の位置、

外壁の色・ 形状等のデザインを統一したり、敷地利用を一体化して相互に利用できる空間を造ったりす

る建替え
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（ 高齢者世帯の住宅の不燃化等のための環境の整備）

高齢者世帯については、 資金難等の理由から、 建替えなどが進みにく い状況にあ

ることから、独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、住宅ローンの金利引下げや、

まちづく り融資などにおける高齢者向け返済特例制度の活用による建替えモデルの

提示などにより制度を普及させながら、 建替えなどの促進を図っていきます。

また、 都営住宅へのあっせんを引き続き行うとともに、 優先的に入居できるサー

ビス付き高齢者向け住宅の供給促進や、 区の居住支援協議会などと連携し、 住宅確

保要配慮者の入居を拒まない住宅セーフティ ネット 制度83の周知を図っていきます。

83 住宅セーフティ ネット 制度： 民間の空き家・ 空き室を活用して、住宅確保要配慮者（ 高齢者、障害者、

子育て世帯、低額所得者、被災者など） の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした

制度

建築物の不燃化・

耐震化により、 地域

の安全性を確保

公園、広場等を適所に整備する

とともに、緑化を推進し、安全で

緑豊かな住宅地を形成

市街地再開発事業や防災街区整備事業

などの面的な市街地開発事業の活用によ

り、 建替えや共同化などを促進

防災生活道路の整備により、

沿道建築物の不燃化・ 耐震化や

共同化及び協調化を促進

防災街区整備地区計画等のまちづく り

ルールの策定により、 道路空間の確保や

良好な街並みの形成を促進

図3-6 市街地整備のイメージ
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イ 重点整備地域の整備方針

重点整備地域では、 アの方針の内容に加え、 不燃化特区制度の整備プログラムとして

都が適正なものと認定した事業等を区が行う場合に、 2020（ 令和２ ） 年度までの期間に

おいてその取組を支援し、 地域内の不燃化を促進してきました。

都は、 引き続き、 区の申請に基づき、 区が不燃化に向け一歩踏み込んだ取組の延長を

行う地区を不燃化特区として指定し、2025（ 令和７ ）年度まで支援を継続していきます。

(ア) 住民の建替えを促進するための支援

専門家派遣、 戸別訪問、 現地相談ステーショ ンの設置等により住民との信頼関係

の構築及び不燃化への意識向上を図り、老朽木造建築物の建替えを進めていきます。

また、 除却費や設計費の一部を助成することにより、 建替え等にかかる住民負担

の軽減を図ります。 さらに、 不燃化特区内で不燃化建替えを行った住宅に対して、

固定資産税・ 都市計画税を５ 年度分全額減免し、 建替えの促進を図ります。

このほか、 戸別訪問で得られた住民の意向や課題を踏まえ、 資金面や権利関係の

調整など住民の個別課題に適した専門家とともに働きかけることで、 建替えや除却

に結びつけていきます。

(イ) 区が積極的に事業を進めるための支援

公共施設整備等に必要な用地取得を進めるため、 用地折衝に係る専門家を派遣し

ます。

また、 無接道敷地を含むエリアでは、 まちづく りの契機となる種地の取得や、 防

災生活道路の整備に併せた連鎖的な移転、 敷地整序型土地区画整理事業などの手法

による、 後背地の無接道解消や敷地の整序化にも取り組むとともに、 防災街区整備

事業なども活用し、 建物の共同化を促進します。

さらに、 空き家などの老朽建築物の除却を積極的に進め、 除却後の跡地をコミ ュ

ニティ 広場や防災広場、 ポケット パークに整備するなど、 防災性の向上に資する取

組を区に働きかけていきます。

このほか、 区が不燃化特区制度の整備プログラムに定めた事業等を行う場合に、

都はその取組を支援します。
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ウ 整備地域から除外された地域への対応方針

(ア) 地区内残留地区と重複している地域

地区内の不燃化が進んでいる地区内残留地区84においては、 都営住宅等の公共建

築物やその他これに準ずる建築物の耐震化を進めます。

また、 耐震改修費用の助成制度等の活用や市街地開発事業等の都市開発などによ

る民間建築物等の建替え、 危険なブロック塀等の撤去等を促すことで、 一層の安全

性向上に取り組んでいきます。

(イ) 防災性が確保された町丁目

防災性が確保された町丁目は周辺に比べ防災性が高く なっていますが、 既に着手

している事業や、 防災生活道路などの基盤整備など周辺地域と一体的に実施する必

要がある事業については、 継続して取り組んでいきます。

エ 木造住宅密集地域等への対応方針

(ア) 木造住宅密集地域

木造住宅密集地域では、 建替え等により住宅の不燃化・ 耐震化を図るとともに、

地区計画又は用途地域による敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火

規制の導入等を区市に促し、敷地の細分化防止や建築物の不燃化により、倒れない・

燃えないまちの実現に向けた改善を図ります。

また、 無接道敷地における建替えの促進、 民間の活力を生かした整備促進、 地域

特性を生かした魅力的な街並みの住宅市街地への再生等にも必要に応じて取り組ん

でいきます。

市街地やまちづく りへの機運などの状況により、 整備地域と併せて木造住宅密集

地域の円滑かつ効率的な改善を図ることが効果的な場合には、 整備地域と併せた一

体的な取組を誘導していきます。

さらに、 木造住宅密集地域ではないものの、 防災性の向上が必要な地域について

は、 必要に応じて、 地区計画の策定や防火規制の導入等を促し、 敷地の細分化防止

や建築物の不燃化を図っていきます。

(イ) 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域

多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有し、 将来、 無秩序な宅地化により住

宅戸数密度の増加や不燃領域率の低下を招く おそれのある住宅市街地が存在します。

こうした地域では、 農地を防災の機能を持った貴重な緑の空間として最大限保

84 地区内残留地区： P. 1-8参照
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全・ 活用を図るために引き続き営農を継続する取組や、 その農地を防災協力農地と

して活用する取組が重要です。 しかし、 農地は相続等により転用される可能性があ

ることから、 将来、 市民農園や公園などとして活用することを想定し、 都市計画公

園等に位置付けることや、 やむを得ず宅地化される場合に備えて、 必要に応じて、

地区計画の策定や防火規制等を導入することについての検討を区市に働きかけると

ともに、 それを技術的に支援していきます。

特に、 無秩序に宅地化されることにより延焼しやすい地区同士を連結させる結節

点となるような農地については、 積極的な検討を行うよう働きかけていきます。

さらに、 災害時活動困難度85が高いなど、 道路等の基盤の適正配置や拡充が望ま

しい地域においては、 宅地化の際に行う開発手続の機会を捉えて、 災害時の活動の

円滑化に寄与する基盤整備を働きかけます。

85 災害時活動困難度： 道路網の緻密さや高幅員道路の多さ等、 道路基盤の整備状況に応じた、 避難や消

火、 救助、 救援等災害時の活動の困難さを測定したもの。 建物倒壊危険度、 火災危険度に災害時活動

困難度を加味して総合危険度を測定することで、 災害時の活動しやすさを地域の危険度として評価し

ている。
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４ 避難場所等の確保及び指定の方針

指定目標

■ 第8 回見直し（ 2018（ 平成30） 年6 月） において、 避難有効面積86が不足する避

難場所87は解消したため、今後もこれを維持するとともに、一人当たり避難有効面積の

更なる増加を目指していきます。

■ 2025（ 令和7） 年度までに避難距離が3km 以上となる避難圏域88を解消し、これを

維持していきます。

■ 2030（ 令和 12） 年度までに、 引き続き避難場所等の新規指定・ 拡大を促進してい

きます。

■ 避難場所の安全性や利便性の向上を図ります。

主な取組

○ 公共事業等により整備された大規模なオープンスペースのうち、 避難場所としての要

件を満たした場所は、 新規指定・ 拡大をする避難場所の適地として確保を図り、 その

指定を促進します。

○ 避難場所候補地や避難場所の周辺建築物の不燃化・ 耐震化及び公園・ 広場の確保を促

進し、 避難有効面積の拡大による避難場所の新規指定・ 拡大を図るとともに、 避難場

所周辺道路の整備や沿道不燃化も含めて、 避難の安全性の向上を図ります。

○ 不燃化の進展により、広域的な避難を要しない地区内残留地区の指定を行うとともに、

民間建築物等の耐震化等を促すことで、 地区内残留地区の安全性の向上を図ります。

○ 避難場所及び地区内残留地区の新規指定・ 拡大に伴い、 避難道路89を見直していきま

す。

○ 避難場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震化等を推進し、 避難時の安全性を高

めていきます。

○ 都立公園等の避難場所においては、 防災関連設備等の充実に努め、 避難場所の安全性

や利便性の向上を図ります。

(1) 避難場所等の確保及び指定の目標

第８ 回見直し（ 2018（ 平成30） 年６ 月） において、避難有効面積が不足する避難

場所（ 一人当たり避難有効面積が１㎡未満） は解消したため、 今後もこれを維持す

るとともに、 一人当たり避難有効面積の更なる増加を目指していきます。

2025（ 令和７） 年度までに避難距離が３ km以上となる避難圏域を解消し、これを

86 避難有効面積:P.1-8 参照
87 避難場所:P.1-6 参照
88 避難圏域：P.1-8 参照
89 避難道路: P.1-7 参照
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維持するとともに、 更なる避難距離の短縮化を目指していきます。

さらに、 不燃化が進み、 地区内残留地区の要件を満たす地域については、 その安

全性を慎重に検討し、 安全性が確保できる場合には、 その指定を行っていきます。

(2) 避難場所等の確保及び指定の方針

（ 避難場所の確保及び指定）

大規模公園、 スーパー堤防、 公共住宅、 学校、 市街地再開発事業などの公共事業等

により整備された大規模なオープンスペースのうち、 避難場所としての要件を有し安

全性を確保できる場所は、 事業者と協議の上、 定期的な見直しの際、 避難場所として

指定し、これにより避難距離の短縮化や、更なる安全性の向上を図ります。あわせて、

これまで周辺の不燃化が不十分などの理由で避難場所の指定に至らなかった避難場所

候補地においても、 区と連携して周辺の不燃化に取り組むことで避難場所の新規指定

を促進します。

また、避難場所の拡大や避難距離の短縮などに資する都市計画公園・緑地について、

優先的な整備を促進し、 その進捗に応じて避難場所の拡充を図ります。

第８ 回見直しにおいて、 一人当たりの避難有効面積が１㎡未満の避難場所は解消し

たため、 今後もこれを維持するとともに、 一人当たりの避難有効面積が１㎡に近い避

難場所については、 避難有効面積が増大するよう、 避難場所周辺の不燃化の促進を図

り、 定期的な見直しの際に避難場所の新規指定や既存避難場所の拡大、 地区割当の変

更等を図ります。

また、避難距離が３ kmを超える避難場所を解消し、これを維持するとともに、避難

距離が長い場合には、 定期的な見直しの際に避難場所の新規指定や既存避難場所の拡

大、 地区割当の変更等により避難距離の更なる短縮化を図ります。

（ 地区内残留地区の確保及び指定）

65ha以上の土地で不燃化率が大幅に向上するなど、地区内残留地区の要件を満たす

地域については、 その安全性を慎重に検討し、 安全性が確保できる場合には、 避難場

所等の定期的な見直しの際、 その指定を行っていきます。

（ 避難場所に存する都有施設などの耐震化の促進）

避難場所の安全性を確保するため、 避難場所に存する都営住宅等の公共建築物やそ

の他これに準ずる建築物の耐震化を進めます。

また、 耐震改修費用の助成制度等の活用、 市街地開発事業等の都市開発などによる

民間建築物等の建替え等、 危険なブロック塀等の撤去等を促すことで、 広域的な避難

を要しない地区内残留地区の一層の安全性向上に取り組んでいきます。
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（ 避難場所の安全性及び利便性の向上）

在日・ 訪日外国人や多様な色覚に配慮し、 多く の避難者を避難場所に的確に誘導す

るため、 新規指定・ 拡大をする避難場所に、 日本産業規格に準じるとともに多言語に

も対応した標識を設置します。

大規模公園や避難場所に存する都有施設などの公共施設においては、 緊急車両の動

線確保、 バリアフリーへの配慮、 非常用発電設備や防災ト イレの設置、 防火性能の高

い樹種に配慮した植栽などの防災関連設備を充実するなど、 周囲の防災関連の施設と

の機能分担などに留意しながら、 安全性と利便性の向上を図ります。

また、既存の避難場所の持つ課題の検討や安全性の再検証を行い、避難場所内では、

無電柱化や太陽電池式の夜間照明の充実、 危険なブロック塀等の撤去等を促すととも

に、 避難場所の新規指定・ 拡大においては、 津波や液状化、 高低差のある地形等の影

響を考慮し、 避難時に必要な機能の向上を図ります。

（ 避難場所への安全な避難に向けた検討）

避難場所や地区内残留地区の新規指定・ 拡大に伴い、 避難道路の見直しを行ってい

きます。

また、 迅速な避難行動を可能にするため、 避難道路等と避難場所間の移動や分散し

ている避難場所における避難場所間の移動の安全性の確保に向けて、 避難場所周辺の

不燃化や道路整備を促進します。特に、整備地域内の避難場所周辺の道路については、

拡幅整備、 沿道不燃化及び閉塞防止に取り組む区を支援していきます。

さらに、 入口が少ない、 避難場所周辺の道路幅員が狭い等の課題のある避難場所に

ついては、 施設管理者の行う入口の再編整備と、 区が行う避難道路等と避難場所をつ

なぐ道路の整備について、 相互の連携を促し、 整合性のある効率的な整備を促進しま

す。
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【 目標一覧※ 1】

※ １ 緊急輸送道路の機能確保については、東京都耐震改修促進計画に基づき、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進していく 。

※ ２ 最新の調査結果である 2016（ 平成28） 年度からの上昇分

※ ３ 避難場所等の新規・ 拡大の指定を促進するとともに、 避難場所内の耐震化や防災設備等の整備に努め、 安全性や利便性の

向上を図る。

※ ４ 地域全体の不燃領域率を示す。

延焼遮断帯の形成

目標 （ 参考）

2030 年度
（ 令和12）

2017 年度
（ 平成29）

骨格防災軸の形成率（ 河川を除く 。） 98％ 95％

整備地域内の延焼遮断帯の形成率 75％ 65％

特定整備路線
全線整備

（ 2025（ 令和７） 年度）
―

市街地の整備

目標 （ 参考）

2025 年度
（ 令和７ ）

2030 年度
（ 令和12）

2016 年度
（ 平成28）

整備地域全28 地域のうち

不燃領域率70％以上の地域数
半数以上 全地域

４

（ ６１ ％） ※ 4

重点整備地域の不燃領域率

全地域70％を

目指しつつ、 各

地域で10 ポイ

ント 以上向上※ ２

― ５６％※ 4

避難場所の整備（ 区部）

目標 （ 参考）

2025 年度
（ 令和７ ）

2030 年度※ 3

（ 令和12）
2018 年度
（ 平成30）

避難距離が３km 以上となる避

難圏域数
０（ 解消） ０（ 維持） ２
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１ 都と区市町との役割分担と連携

本計画に位置付けられた事業等を円滑かつ効率的に実施していく ためには、 都と区市

町とが果たすべき役割を適切に分担し、 密接に連携しながら施策の推進に取り組んでい

く ことが重要です。

(1) 都の役割

都は、 主に広域的な幹線道路や補助幹線道路の整備の事業主体として、 所管する事業

の計画的な推進に努めます。

また、 広域自治体として、 区市町における制度運用に対する技術的支援、 調整等の役

割を果たすとともに、地域危険度90測定調査等の防災に関する各種データ等の情報提供を

行うなど、 区市町が積極的に施策を展開できる環境づく りを進めます。

(2) 区市町の役割

区市町は、幹線道路等を補完する道路の整備や面的整備、木造住宅密集地域91の改善や

建築物の耐震化施策等の事業主体として、 所管する事業の計画的な推進を図るとともに、

まちづく り施策の中心的役割を果たすことが期待されます。

また、 防災情報の提供等の啓発活動を通じて、 まちづく りの機運を盛り上げるととも

に、 まちづく り協議会の設置・ 運営を支援し、 地域住民との協働により、 各種事業や規

制・ 誘導策を展開していく ことが求められます。

(3) 会議体等

こうした取組を効果的に展開できるよう、本計画の推進に関する事項等を協議する「 防

災都市づく り推進協議会」 を設置しています。

また、 関係市との各種協議会も、 必要に応じて設置していきます。 今後も、 これらの

協議会等を通じて十分に調整を図りながら、 防災都市づく りに係る各種事業等を実施し

ていきます。

２ 学識経験者、 関係機関、 民間事業者及びＮＰＯとの連携・ 協働

学識経験者の専門的意見を反映させるため、 防災都市づく り推進計画検討委員会を設

置し、 防災都市づく りに関する検討を行っていきます。

公益財団法人東京都防災・ 建築まちづく りセンターとの連携による住まいづく り・ ま

ちづく り協力員制度等のまちづく りに関する情報提供や専門家派遣、 公益財団法人東京

90 地域危険度：P.1-12 参照
91 木造住宅密集地域：P.1-10 参照

第４ 章 計画の推進体制
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都都市づく り公社との連携による沿道一帯整備事業における沿道まちづく りの推進など、

まちづく りに関する都の関係機関との連携により、 効率的に整備を進めていきます。

また、 独立行政法人都市再生機構の持つまちづく りに関する専門的な技術やノウハウ、

独立行政法人住宅金融支援機構が実施するまちづく り融資の活用など、 国の政策実施機

関との連携による整備も進めていきます。

地区ごとの整備計画に併せ民間事業者による建築活動等が適切に誘導できるよう、 計

画に位置付けられた事業、 規制・ 誘導策の周知を図ります。

また、 利用可能な公有地や工場跡地などの大規模低未利用地を活用しながら民間プロ

ジェクト を誘導し、木造住宅密集地域の整備を進めます。その他、都市計画の提案制度92

等を活用し、 手続に係る時間リスクの低減、 事業のインセンティ ブ付与など、 民間事業

者の参画しやすい環境整備を進めます。

防災、 まちづく りなどを設置目的とするＮＰ Ｏが多数設立されており、 行政、 地域住

民とのパート ナーシップの下、 実績を挙げている例も見受けられます。 専門的知識を持

った公益団体やＮＰＯは、 地域住民をバックアップし、 行政と地域住民の調整役を担う

ほか、 行政に対して技術的な提案を行うなど防災都市づく りの推進役等を担うことも期

待されることから、 今後、 協力及び連携を図っていきます。

３ 地域住民との連携・ 協働

木造住宅密集地域の改善を促進する好循環を作り出すため、 例えば、「 自分たちのまち

は、 自分たちで守る」 という意識の下、 地域住民が主体となって合意形成し、 まちの将

来像を描き、 行政や民間事業者等との連携にも配慮したまちづく りに取り組むなど、 地

域の特性に応じて良好な都市環境の形成につながるまちづく りを進め、 まちの魅力を高

めるとともに地域の活力を生み出すことが必要です。

また、 安全で安心して住めるまちの実現には、 まちづく りだけでなく 、 防災知識の普

及、 防災訓練の実施などの防災活動を通じて地域の防災力を向上させることが必要です。

このため、 都は区と連携し、 まちづく り協議会の活動支援や都市計画の提案制度等の

活用など、 地域住民による主体的なまちづく りを促進するための環境整備を行います。

４ 国への提案

防災都市づく りを総合的、 計画的に推進していく ためには、 法制度や税制の整備・ 改

善のほか、 事業推進に必要な財源の確保や補助の拡充など国の支援が不可欠です。

このため、 地域の実情や社会経済状況の変化等に対応し適時適切に必要な提案、 要求

92 都市計画の提案制度： 地域住民等のまちづく りの動きを都市計画に積極的に取り込むことを目的とし

て創設。 一定の要件を満たす場合には、 土地所有者、 まちづく り NPO、 まちづく り協議会等は地方公

共団体に対して、 都市計画の提案を行うことができる。
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を国に行っていきます。



■ 整備プログラム ■
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整備路線

(1) 都市計画道路の骨格防災軸の整備

都市計画道路の骨格防災軸として、 都及び区が整備を進める路線は、 P. 5-2から 5-4

までの表及び図のとおりです。

(2) 整備地域内における延焼遮断帯の整備

整備地域内の延焼遮断帯で、都及び区が整備を進める路線は、P. 5-5から 5-8までの

表のとおりです。

なお、整備路線に示す路線以外についても、周辺のまちづく りが具体化した機会を捉

えて事業化を図り、 延焼遮断帯の整備を進めます。

第５ 章 延焼遮断帯としての都市計画道路の整備
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番号・ 路線名 主な区間 延長(m)
街路整備

事業主体等 R5年度末 R7年度末 R12年度末

1 放射５号線
杉並区上高井戸二丁目～久我山二丁

目
975 東京都 事業中 完了 完了

2 放射７号線
練馬区大泉学園町二丁目～西大泉五

丁目
2, 000 東京都 事業中 事業中 完了

3
放射７ 号線及び

補助134号線
練馬区谷原一丁目～高野台四丁目 1, 770 東京都 事業中 完了 完了

4 放射10号線 北区赤羽二丁目～岩淵町 430 東京都 事業中 完了 完了

5 環状２号線
中央区晴海五丁目～港区東新橋一丁

目
1, 810 東京都 事業中 完了 完了

6 環状２号線 港区東新橋一丁目～虎ノ門一丁目 1, 250 東京都 完了 完了 完了

7 環状４号線 墨田区東向島四丁目～京島一丁目 600 東京都 事業中 事業中 完了

8 環状４号線 荒川区荒川一丁目～東日暮里一丁目 380 東京都 事業中 事業中 完了

9 環状６号線
品川区西五反田三丁目～西五反田五

丁目
400 東京都 完了 完了 完了

10 環状６号線
品川区西五反田四丁目～下目黒二丁

目
570 東京都 完了 完了 完了

11 環状６号線 目黒区上目黒三丁目～青葉台二丁目 780 東京都 事業中 完了 完了

12 補助116号線 江東区南砂二丁目～新砂三丁目 390 東京都 事業中 完了 完了

番号・ 路線名 主な区間 延長(m)
街路整備

事業主体等 R5年度末 R7年度末 R12年度末

13 放射６号線 環状6～中野区中央二丁目 80 東京都 R7年度末までに事業着手

14 放射16号線 江戸川区東葛西四丁目～都県境 230 東京都 R7年度末までに事業着手

15 環状４号線 補助119～墨田区東向島三丁目 530 東京都 R7年度末までに事業着手

16 環状４号線 京成押上線交差部～補助116 1, 160 東京都 R7年度末までに事業着手

17 環状７号線 補助83付近～補助89付近 580 東京都 R7年度末までに事業着手

表5-1 都市計画道路の骨格防災軸の整備路線 (区部)

表5-2 都市計画道路の骨格防災軸の事業着手路線 (区部)
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番号・ 路線名 主な区間 延長(m)
街路整備

事業主体等 R5年度末 R7年度末 R12年度末

18 三鷹３･２･２ 三鷹市牟礼一丁目 500 東京都 事業中 完了 完了

19
三鷹３･２･６、

武蔵野３･３･６

三鷹市野崎二丁目～武蔵野市関

前一丁目
3, 100 東京都 事業中 事業中 完了

20
府中３･２･２の２

国立３･３･２

府中市西原町一丁目～国立市谷

保
1, 330 東京都 事業中 事業中 完了

21 府中３･４･７
府中市清水が丘二丁目～若松町

一丁目
550 東京都 事業中 完了 完了

22 国分寺３･２･８
府中市武蔵台三丁目～国分寺市

東戸倉二丁目
2, 530 東京都 事業中 事業中 完了

23 西東京３･２･６
西東京市富士町六丁目～西東京

市北町三丁目
3, 085 東京都 事業中 事業中 完了

24 西東京３･３･14
西東京市北町六丁目～北町二丁

目
445 東京都 事業中 完了 完了

番号・ 路線名 主な区間 延長(m)
街路整備

事業主体等 R5年度末 R7年度末 R12年度末

25 小平３･３･３
西東京市境～小平市花小金井南町

二丁目
870 東京都 R7年度末までに事業着手

26 西東京３･３･３ 西東京３・ ４・ ８～小平市境 2, 570 東京都 R7年度末までに事業着手

路線名 主な区間 面積(ha)
都市防災不燃化促進事業

事業主体等 R5年度末 R7年度末 R12年度末

－ － － － － － －

表5-3 都市計画道路の骨格防災軸の整備路線 (多摩)

表5-5 都市計画道路の骨格防災軸の整備路線（ 沿道の不燃化）

表5-4 都市計画道路の骨格防災軸の事業着手路線 (多摩)
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図5-1 骨格防災軸の整備路線
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路線名 整備地域 代表的な丁目 区分

延長又

は区域

面積

街路整備 都市防災不燃化促進事業等

事業

主体等
R5年度末R7年度末R12年度末R5年度末R7年度末R12年度末

放射17号線 １. 大森中
大森中二丁目

ほか
主要 0. 8km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

放射17号線 １. 大森中
西糀谷二丁目

ほか
主要 0. 7km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

放射19号線 １. 大森中
東蒲田一丁目

ほか
主要 1. 2km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

環状６号線 ４. 林試の森
下目黒二丁目

ほか
骨格 0. 6km 東京都 完了 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助46号線

(目黒本町)

４ . 林試の森
目黒本町

五丁目
一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 ― ― ―

〔 特定整備路線〕

補助46号線

(原町・ 洗足)

４ . 林試の森
原町一丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助26号線 ４. 林試の森
小山四丁目

ほか
主要 0. 5km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

放射２号線

(西五反田)

４ . 林試の森
西五反田

六丁目ほか
主要 1. 3km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 事業中 事業中

環状６号線 ４. 林試の森
西五反田

三丁目ほか
骨格 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助28号線(大井)
４ . 林試の森

大井四丁目

ほか
一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線(大崎)
４ . 林試の森

大崎三丁目

ほか
一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線(戸越)
４ . 林試の森

戸越一丁目

ほか
一般 0. 8km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線

(戸越公園駅周辺)

４ . 林試の森
戸越五丁目

ほか
一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 事業中 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線(豊町)
４ . 林試の森

豊町六丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線

(西大井)

４ . 林試の森
西大井五丁目

ほか
一般 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助29号線

(西大井東馬込)

４ . 林試の森
西大井四丁目

ほか
一般 0. 7km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助26号線 ４. 林試の森
二葉一丁目

ほか
主要 0. 7km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助205号線 ４. 林試の森
西大井二丁目

ほか
一般 0. 3km 品川区

R7年度までに事業着手
―

〔 特定整備路線〕

補助52号線(若林)

５ . 世田谷

区役所周辺

若林五丁目

ほか
一般 1. 3km 東京都 事業中 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助26号線(三宿)

５ . 世田谷

区役所周辺

三宿二丁目

ほか
主要 0. 4km 東京都 完了 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助26号線

(東北沢)

６ . 北沢
北沢四丁目

ほか
主要 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 ―

放射23号線 ６. 北沢
大原一丁目

ほか
主要 1. 0km 東京都 事業中 事業中 完了

補助54号線

(下北沢Ⅰ期)
６ . 北沢 北沢二丁目 一般 0. 3km世田谷区 事業中 事業中 完了 ―

補助62号線
７. 南台・ 本

町・ 西新宿

南台一丁目

ほか
主要 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助62号線
７. 南台・ 本

町・ 西新宿

南台三丁目

ほか
主要 ＊1. 1km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

表5-6 整備地域内の延焼遮断帯の整備路線
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路線名 整備地域 代表的な丁目 区分

延長又

は区域

面積

街路整備 都市防災不燃化促進事業等

事業

主体等
R5年度末R7年度末R12年度末R5年度末R7年度末R12年度末

〔 特定整備路線〕

補助227号線

(大和町)

９ . 大和町・

野方

大和町一丁目

ほか
一般 0. 7km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助74号線
９. 大和町・

野方

野方一丁目

ほか
主要 0. 9km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助133号線

(白鷲)

９ . 大和町・

野方

白鷺二丁目

ほか
主要 ＊0. 7km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

中野区画街路４ 号

線（ 交通広場を含

む。）

９ . 大和町・

野方
沼袋三丁目 一般 0. 1km 中野区 事業中 完了 完了 事業中 事業中 完了

補助220号線
９. 大和町・

野方

上高田二丁目

ほか
一般 0. 1km 中野区 事業中 事業中 完了 ―

補助74号線
９. 大和町・

野方

新井一丁目

ほか
主要 0. 7km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

補助26号線

(南長崎)

10. 南長崎・

長崎・ 落合

南長崎六丁目

ほか
主要 0. 3km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助26号線(千早)

10. 南長崎・

長崎・ 落合

要町三丁目

ほか
主要 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助172号線

(長崎)

10. 南長崎・

長崎・ 落合

長崎一丁目

ほか
一般 1. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助81号線（ 東池

袋）

11. 東池袋・

大塚

東池袋四丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助81号線

(南池袋)

11. 東池袋・

大塚

南池袋四丁目

ほか
一般 0. 3km 東京都 事業中 完了 完了 ―

環状５の１号線
11. 東池袋・

大塚

南池袋三丁目

ほか
主要 1. 0km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

環状４号線
11. 東池袋・

大塚

目白台二丁目

ほか
一般 ＊0. 8km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

環状４号線

(不忍通り)

11. 東池袋・

大塚

大塚五丁目

ほか
主要 0. 4km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

補助73号線

(池袋本町)

12. 池袋西・

池袋北・

滝野川

池袋本町

二丁目ほか
一般 1. 1km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助82号線

(上池袋)

12. 池袋西・

池袋北・

滝野川

上池袋三丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助82号線

(池袋本町)

12. 池袋西・

池袋北・

滝野川

池袋本町

三丁目ほか
一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 事業中 完了

環状５の１号線

(西巣鴨Ⅰ期)

12. 池袋西・

池袋北・

滝野川

西巣鴨三丁目

ほか
主要 0. 8km 東京都 事業中 事業中 事業中 ―

環状５の１号線

(西巣鴨Ⅱ期)

12. 池袋西・

池袋北・

滝野川

上池袋二丁目 主要 0. 6km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

補助26号線

(大山中央)

13. 大谷口 大山町 主要 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助94号線
14. 千駄木・

向丘・ 谷中

千駄木二丁目

ほか
一般 ＊0. 8km 東京都 事業中 完了 完了 ―

環状4号線
14. 千駄木・

向丘・ 谷中

千駄木三丁目

ほか
主要 0. 1km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

補助94号線
14. 千駄木・

向丘・ 谷中

千駄木二丁目

ほか
一般 0. 9km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

補助81号線(巣鴨)

15. 西ケ原・

巣鴨

巣鴨五丁目

ほか
一般 0. 9km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了
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路線名 整備地域 代表的な丁目 区分

延長又

は区域

面積

街路整備 都市防災不燃化促進事業等

事業

主体等
R5年度末R7年度末R12年度末R5年度末R7年度末R12年度末

〔 特定整備路線〕

補助86号線

(赤羽西)

16. 十条・

赤羽西

赤羽西四丁目

ほか
一般 1. 2km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助85号線
16. 十条・

赤羽西

上十条一丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 事業中 完了 事業中 事業中 完了

環状7号線
16. 十条・

赤羽西

中十条三丁目

ほか
骨格 ＊0. 6km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

〔 特定整備路線〕

補助86号線(志茂)
17. 志茂 志茂一丁目 一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

放射10号線 17. 志茂 岩淵町ほか 骨格 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 ―

〔 特定整備路線〕

補助90号線(荒川)
18. 荒川

荒川一丁目

ほか
一般 1. 1km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助90号線
18. 荒川

町屋一丁目

ほか
一般 0. 1km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助90号線 18. 荒川
西尾久七丁目

ほか
主要 0. 9km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助193号線 18. 荒川
町屋三丁目

ほか
主要 1. 4km 荒川区 事業中 事業中 完了 ―

環状4号線 18. 荒川
荒川一丁目

ほか
骨格 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助138号線

(その2工区)

21. 西新井駅

西口

関原三丁目

ほか
主要 0. 3km 足立区 事業中 完了 完了 事業中 事業中 完了

補助137号線
21. 西新井駅

西口
梅田六丁目 一般 0. 1km 足立区 予定 予定 事業中 ―

補助254号線
21. 西新井駅

西口

梅田五丁目

ほか
一般 0. 8km 足立区 予定 予定 事業中 予定 予定 事業中

〔 特定整備路線〕

補助138号線

(興野)

21. 西新井駅

西口

興野一丁目

ほか
主要 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助136号線

(本木)

21. 西新井駅

西口
扇一丁目ほか 一般 0. 8km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助136号線

(関原)

21. 西新井駅

西口

関原一丁目

ほか
一般 0. 5km 東京都

事業中

＊2
完了 完了 完了 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助136号線

(梅田)

21. 西新井駅

西口

梅田四丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都

事業中

＊2
完了 完了 完了 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助136号線

(足立)

22. 足立
足立一丁目

ほか
一般 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 ―

補助120号線

(鐘ヶ淵Ⅰ期)

24. 墨田区

北部・ 亀戸

東向島五丁目

ほか
主要 0. 4km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助120号線

(鐘ヶ淵Ⅱ期)

24. 墨田区

北部・ 亀戸

墨田二丁目

ほか
主要 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

環状４号線
24. 墨田区

北部・ 亀戸

東向島四丁目

ほか
骨格 0. 6km 東京都 事業中 事業中 完了 ―

〔 特定整備路線〕

放射32号線(押上)

24. 墨田区

北部・ 亀戸

押上三丁目

ほか
主要 0. 9km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

墨田区画街路

10号線

24. 墨田区

北部・ 亀戸
押上二丁目 一般 0. 3km 墨田区 予定 予定 事業中 ―

特別区道墨120号線
24. 墨田区

北部・ 亀戸

八広四丁目

ほか
一般 1. 4km 墨田区 予定 予定 事業中 ―

環状４号線
24. 墨田区

北部・ 亀戸

東向島三丁目

ほか
骨格 0. 5km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―

環状４号線
24. 墨田区

北部・ 亀戸

京島一丁目

ほか
骨格 1. 2km 東京都 R７年度末までに事業着手 ―
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路線名 整備地域 代表的な丁目 区分

延長又

は区域

面積

街路整備 都市防災不燃化促進事業等

事業

主体等
R5年度末R7年度末R12年度末R5年度末R7年度末R12年度末

〔 特定整備路線〕

補助144号線

(平井)

25. 平井 平井二丁目 一般 0. 5km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助274号線
26. 立石・ 四

つ木・ 堀切

立石一丁目

ほか
一般 0. 4km 葛飾区 事業中 事業中 完了 ―

補助264号線
26. 立石・ 四

つ木・ 堀切

宝町二丁目

ほか
一般 0. 5km 葛飾区 予定 事業中 事業中 ―

補助272号線
26. 立石・ 四

つ木・ 堀切

宝町二丁目

ほか
一般 0. 2km 葛飾区 予定 事業中 事業中 ―

〔 特定整備路線〕

補助142号線

(南小岩)

28. 南小岩・

東松本

南小岩三丁目

ほか
主要 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

〔 特定整備路線〕

補助143号線

(東小岩)

28. 南小岩・

東松本

南小岩八丁目

ほか
主要 0. 6km 東京都 事業中 完了 完了 事業中 完了 完了

補助285号線
28. 南小岩・

東松本

南小岩四丁目

ほか
一般 1. 2km江戸川区 事業中 事業中 事業中 事業中 事業中 事業中

延長又は区域面積は、 整備地域及び重点整備地域内における延長（ km） 又は区域面積（ ha） の概数。

ただし、 ＊は事業認可延長を示す。

＊2は交通開放済を示す。
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１ 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネット ワークの緊急輸送道路

東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネット ワークの緊急輸送道路は、約2, 090㎞で、

高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と知

事が指定する拠点（ 指定拠点） とを連絡し、 又は指定拠点を相互に連絡する道路です。

また、震災時に果たすべき機能に応じて、第一次、第二次、第三次に分類しています。

分類

第一次緊急輸送道路
応急対策の中枢を担う都本庁舎、 立川地域防災センター、 輸送路管理

機関及び重要港湾、 空港等を連絡する路線

第二次緊急輸送道路

第一次緊急輸送路と放送機関、 自衛隊や警察・ 消防・ 医療機関等の主

要初動対応機関、 ライフライン機関、 ヘリコプター災害時臨時離着陸

場候補地等を連絡する路線

第三次緊急輸送道路
ト ラックターミ ナルや駅等の広域輸送拠点、 備蓄倉庫と区市町村の地

域内輸送拠点等を連絡する路線

２ 緊急輸送道路の機能確保

(1) 沿道建築物の耐震化

緊急輸送道路のうち、 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条

例に基づき、 特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある緊急輸送道路を「 特定緊急輸

送道路」 として指定するとともに、 建築物の耐震改修の促進に関する法律（ 以下「 耐

震改修促進法」 という。） 第５ 条第３項第２ 号に基づく 耐震診断を義務付ける道路（ 建

築物集合地域通過道路等） としても併せて指定しています（ 図6-1）。

特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路（ 一般緊急輸送道路） については、 東京都耐

震改修促進計画において、 耐震改修促進法第５ 条第３ 項第３号の地震発生時に閉塞を

防ぐべき道路に位置付けています。

また、 東京都耐震改修促進計画において耐震化に関する基本的な考え方、 耐震化の

促進施策を示し、 耐震化を重点的に促進しています。

第６ 章 緊急輸送道路の機能確保

表6-1 地域防災計画に定める緊急輸送ネット ワークの緊急輸送道路
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(2) 道路の拡幅整備の推進

十分な幅員で整備されていない緊急輸送道路について、 道路の拡幅整備を推進しま

す。

(3) 無電柱化の推進

東京都無電柱化推進計画において無電柱化の対象となる都道のうち、 第一次緊急輸

送道路について無電柱化を推進するとともに、 特に震災時に一般車両の流入禁止区域

の境界となる環状七号線については、 2024（ 令和6） 年度までに無電柱化完了を目指

します。

区市町村道については、 無電柱化事業に対する財政支援を行っています。 平成 27

年度から補助の対象に緊急輸送道路など、「 防災に寄与する路線」を新たに補助対象に

加え、さらに、令和元年度からは頻発する災害への備えとして、「 防災に寄与する路線」

の補助率を拡充しました。令和３年度からは、「 防災に寄与する路線」 の整備を重点的

に進めるため、整備費の全額に加えて、新たに設計費等の一部にも補助を開始します。

今後は、 令和３年２月に策定した「 無電柱化加速化戦略」 を踏まえ、 都内全域で無

電柱化を一層推進していきます。

(4) マンホールの浮上抑制対策の推進

液状化の危険性が高い地域にあるマンホールの浮上抑制対策として、 緊急輸送道路

などについて、 令和７ 年度に約1, 500㎞完了を目指し、 対策を推進しています。
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図6-1 東京都耐震改修促進計画に基づく 緊急輸送道路
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整備計画
本計画では、整備地域として28地域約6, 500ha を指定し、そのうち 52地区約3, 350haを重点

整備地域として指定しています（ 図7-1）。
また、整備地域及び重点整備地域では、区と連携し、本計画の整備方針による取組を積極的に

実施するとともに、木造住宅密集地域整備事業等の修復型事業を実施することで、効果的に整備
を進めていきます。

整備地域及び重点整備地域の現況等の一覧は表7-1に記載しています。

図 7-1 整備地域・ 重点整備地域

整備計画の構成
整備計画は7-8 ① ② ③以降に示しています。各整備地域について、 地域の現況、 地域の概要、

③整備方針、整備計画の順に示し、 の中には、重点整備地域の整備方針やその他主要事業を取り
上げて記載しています。整備計画は「 道路網」、「 市街地の不燃化」 及び「 重点整備地域（ 不燃化
特区） の取組等」 の３ つに大別して示しています。

なお、４ 林試の森周辺・ 荏原地域は、地域の面積が大きいため、地域を３つに区分しており、
① ③から はまとめて記載し、 整備計画はその後にそれぞれ記載しています。

整備計画に記載の事業スケジュール
道路網及び市街地の不燃化にある表中の事業スケジュールについては、令和５年度末（ 2023年

度末） 現在の事業状況として、令和７年度（ 2025年度）、令和12年度（ 2030年度） の整備目標の
達成に向けた令和５年度（ 2023年度）、令和７ 年度（ 2025年度）、令和12年度（ 2030年度） の事
業スケジュールを示しています。

第７ 章 整備地域・ 重点整備地域の整備
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表7-1 整備地域及び重点整備地域総括表

整備地域 重点整備地域

名称 現況 関係区 名称 現況

1 大森中地域 面積 約195 ha

人口 約49, 000人

不燃領域率 67. 3%

(R4 参考値 67. 7%)

延焼遮断帯形成率 73. 7%

大田区 18 大森中地区（ 西糀谷、

東蒲田、 大森中）

面積 90. 3 ha

不燃領域率 63. 8%

(R4 参考値 64. 3%)

2 西蒲田地域 面積 約121 ha (105ha)

人口 約40, 800人

不燃領域率 68. 7%

(R4 参考値 69. 0%)

延焼遮断帯形成率 37. 7%

大田区 該当なし

3 羽田地域 面積 約50 ha

人口 約10, 600人

不燃領域率 56. 6%

(R4 参考値 57. 3%)

延焼遮断帯形成率 100%

大田区 19 羽田二・ 三・ 六丁目地

区

面積 34. 8 ha

不燃領域率 48. 0%

(R4 参考値 49. 4%)

4 林試の森周辺・

荏原地域

面積 約1, 027 ha

(918ha)

人口 約279, 200人

不燃領域率 63. 7%

(R4 参考値 64. 3%)

延焼遮断帯形成率 53. 5%

目黒区 17 目黒本町五・ 六丁目、

原町一丁目、洗足一丁

目地区

面積 57. 2 ha

不燃領域率 61. 5%

(R4 参考値 62. 3%)

品川区 14 放射２号線沿道地区 面積 7. 9 ha

不燃領域率 68. 7%

(R4 参考値 69. 4%)

8 補助29号線沿道地区 面積 26. 5 ha

不燃領域率 51. 7%

(R4 参考値 53. 0%)

12 西品川一・ 二・ 三丁目

地区

面積 42. 1 ha

不燃領域率 52. 0%

(R4 参考値 52. 6%)

11 戸越二・ 四・ 五・ 六丁

目地区

面積 39. 2 ha

不燃領域率 56. 1%

(R4 参考値 56. 7%)

7 東中延一･二丁目、 中

延二･三丁目及び西中

延三丁目地区

面積 36. 8 ha

不燃領域率 53. 7%

(R4 参考値 54. 6%)

10 旗の台四丁目・ 中延五

丁目地区

面積 19. 3 ha

不燃領域率 55. 3%

(R4 参考値 56. 1%)
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整備地域 重点整備地域

名称 現況 関係区 名称 現況

品川区 9 豊町四・ 五・ 六丁目、

二葉三・ 四丁目及び西

大井六丁目地区

面積 63. 6 ha

不燃領域率 50. 1%

(R4 参考値 50. 7%)

13 大井五・ 七丁目、西大

井二・ 三・ 四丁目地区

面積 68. 1 ha

不燃領域率 46. 3%

(R4 参考値 47. 0%)

15 補助28号線沿道地区 面積 3. 8 ha

不燃領域率 75. 2%

(R4 参考値 75. 1%)

16 大井二丁目地区 面積 10. 2 ha

不燃領域率 43. 2%

(R4 参考値 43. 6%)

大田区 20 補助29号線沿道地区 面積 1. 4 ha

不燃領域率 50. 6%

(R4 参考値 52. 5%)

5 世田谷区役所

周辺・ 三宿・ 太

子堂地域

面積 約 288 ha

人口 約82, 100人

不燃領域率 63. 0%

(R4 参考値 63. 5%)

延焼遮断帯形成率 45. 6%

世田谷区 21 太子堂・ 三宿地区 面積 80. 7 ha

不燃領域率 67. 0%

(R4 参考値 67. 5%)

24 太子堂・ 若林地区 面積 64. 5 ha

不燃領域率 58. 7%

(R4 参考値 59. 3%)

22 区役所周辺地区 面積 145. 0 ha

不燃領域率 62. 9%

(R4 参考値 63. 4%)

6 北沢地域 面積 約 134 ha

人口 約33, 400人

不燃領域率 59. 3%

(R4 参考値 59. 9%)

延焼遮断帯形成率 50. 9%

世田谷区 25 北沢五丁目・ 大原一丁

目地区

面積 44. 2 ha

不燃領域率 53. 7%

(R4 参考値 54. 3%)

23 北沢三・ 四丁目地区 面積 33. 6 ha

不燃領域率 50. 0%

(R4 参考値 50. 5%)

渋谷区 該当なし

7 南 台 ・ 本 町

(渋)・ 西新宿地

域

面積 約300 ha (287ha)

人口 約83, 900人

不燃領域率 67. 9%

(R4 参考値 68. 4%)

延焼遮断帯形成率 69. 3%

新宿区 1 西新宿五丁目地区 面積 7. 5ha

不燃領域率 69. 3%

(R4 参考値 69. 0%)

中野区 27 弥生町三丁目周辺地

区

面積 21. 3 ha

不燃領域率 66. 4%

(R4 参考値 67. 1%)
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整備地域 重点整備地域

名称 現況 関係区 名称 現況

渋谷区 26 本町二～六丁目地区 面積 74. 1ha

不燃領域率 68. 9%

(R4 参考値 69. 5%)

杉並区 30 方南一丁目地区 面積 33. 6 ha

不燃領域率 53. 3%

(R4 参考値 53. 7%)

8 阿佐谷・ 高円寺

周辺地域

面積 約 273 ha

人口 約 78, 000人

不燃領域率 56. 2%

(R4 参考値 56. 7%)

延焼遮断帯形成率 55. 1%

杉並区 29 杉並第六小学校周辺

地区

面積 46. 7 ha

不燃領域率 54. 0%

(R4 参考値 54. 8%)

中野区 該当なし

9 大和町・ 野方地

域

面積 約 270 ha

人口 約71, 900人

不燃領域率 60. 3%

(R4 参考値 60. 9%)

延焼遮断帯形成率 32. 8%

中野区 28 大和町地区 面積 67. 5 ha

不燃領域率 55. 2%

(R4 参考値 56. 2%)

杉並区 該当なし

10 南長崎・ 長崎・

落合地域

面積 約 233 ha

人口 約65, 400人

不燃領域率 65. 5%

(R4 参考値 66. 0%)

延焼遮断帯形成率 71. 0%

新宿区 該当なし

豊島区 33 補助26・ 172号線沿道

地区

面積 153. 8 ha

不燃領域率 64. 6%

(R4 参考値 65. 1%)

11 東池袋・ 大塚地

域

面積 約 172 ha (156ha)

人口 約36, 000人

不燃領域率 75. 6%

(R4 参考値 75. 9%)

延焼遮断帯形成率 87. 7%

文京区 2 大塚五・ 六丁目地区 面積 27. 9 ha

不燃領域率 63. 1%

(R4 参考値 63. 3%)

豊島区 31 東池袋四・ 五丁目地区 面積 19. 2 ha

不燃領域率 62. 8%

(R4 参考値 63. 4%)

34 雑司が谷・ 南池袋地区 面積 38. 2 ha

不燃領域率 67. 4%

(R4 参考値 67. 6%)

12 池袋西・ 池袋

北・ 滝野川地域

面積 約172 ha

人口 約80, 900人

不燃領域率 74. 4%

(R4 参考値 74. 9%)

延焼遮断帯形成率 68. 7%

豊島区 32 池袋本町・ 上池袋地区 面積 124. 3ha

不燃領域率 70. 8%

(R4 参考値 71. 5%)

北区 該当なし

板橋区 該当なし

13 大谷口周辺地

域

面積 約249 ha

人口 約72, 000人

不燃領域率 69. 3%

(R4 参考値 69. 5%)

豊島区 該当なし

板橋区 42 大山駅周辺西地区 面積 9. 6 ha

不燃領域率 73. 9%

(R4 参考値 74. 3%)
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延焼遮断帯形成率 74. 8% 41 大谷口一丁目周辺地

区

面積 19. 1 ha

不燃領域率 60. 0%

(R4 参考値 60. 3%)

練馬区 該当なし

14 千駄木・ 向丘・

谷中地域

面積 約 212 ha

人口 約65, 700人

不燃領域率 66. 3%

(R4 参考値 66. 6%)

延焼遮断帯形成率 67. 6%

文京区 該当なし

台東区 3 谷中二・ 三・ 五丁目地

区

面積 28. 7 ha

不燃領域率 49. 8%

(R4 参考値 50. 0%)

荒川区 該当なし

15 西ケ原・ 巣鴨地

域

面積 約103 ha

人口 約33, 100人

不燃領域率 64. 8%

(R4 参考値 65. 3%)

延焼遮断帯形成率 68. 8%

豊島区

・ 北区

35 補助81号線沿道地区 面積 40. 7 ha

不燃領域率 65. 7%

(R4 参考値 66. 3%)

16 十条・ 赤羽西地

域

面積 約 227 ha

人口 約50, 500人

不燃領域率 57. 9%

(R4 参考値 58. 5%)

延焼遮断帯形成率 72. 8%

北区 38 赤羽西補助 86 号線沿

道地区

面積 6. 0 ha

不燃領域率 55. 9%

(R4 参考値 57. 0%)

36 十条駅周辺地区 面積 81. 2 ha

不燃領域率 53. 8%

(R4 参考値 54. 5%)

17 志茂地域 面積 約123 ha

人口 約29, 000人

不燃領域率 58. 9%

(R4 参考値 59. 2%)

延焼遮断帯形成率 83. 0%

北区 37 志茂・ 岩淵地区 面積 116. 7 ha

不燃領域率 56. 7%

(R4 参考値 57. 1%)

18 荒川地域 面積 約591 ha (581ha)

人口 約150, 700人

不燃領域率 71. 3%

(R4 参考値 71. 7%)

延焼遮断帯形成率 70. 0%

台東区 該当なし

北区 該当なし

荒川区 40 町屋・ 尾久地区 面積 242. 6 ha

不燃領域率 64. 5%

(R4 参考値 64. 9%)

39 荒川・ 南千住地区 面積 123. 4 ha

不燃領域率 65. 9%

(R4 参考値 66. 3%)

19 浅草北部地域 面積 約208 ha (66ha)

人口 約51, 300人

不燃領域率 75. 0%

(R4 参考値 75. 2%)

延焼遮断帯形成率 88. 8%

台東区 該当なし
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20 千住地域 面積 約 168 ha

人口 約48, 700人

不燃領域率 62. 4%

(R4 参考値 62. 8%)

延焼遮断帯形成率 75. 2%

足立区 44 足立区中南部一帯地

区※ １

面積 646. 2 ha

不燃領域率 61. 8%

(R4 参考値 62. 3%)

21 西新井駅西口

一帯地域

面積 約 373 ha

人口 約73, 100人

不燃領域率 61. 4%

(R4 参考値 61. 7%)

延焼遮断帯形成率 51. 9%

足立区 43 西新井駅西口周辺地

区

面積 54. 8 ha

不燃領域率 61. 6%

(R4 参考値 62. 3%)

44 足立区中南部一帯地

区※ ２

面積 646. 2 ha

不燃領域率 61. 8%

(R4 参考値 62. 3%)

22 足立地域 面積 約 63 ha

人口 約12, 900人

不燃領域率 64. 5%

(R4 参考値 65. 0%)

延焼遮断帯形成率 73. 4%

足立区 44 足立区中南部一帯地

区※ ３

面積 646. 2 ha

不燃領域率 61. 8%

(R4 参考値 62. 3%)

23 北砂地域 面積 約 87 ha (70ha)

人口 約31, 200人

不燃領域率 73. 2%

(R4 参考値 73. 6%)

延焼遮断帯形成率 100. 0%

江東区 6 北砂三・ 四・ 五丁目地

区

面積 48. 6 ha

不燃領域率 60. 7%

(R4 参考値 61. 0%)

24 墨田区北部・ 亀

戸地域

面積 約514 ha (499ha)

人口 約111, 000人

不燃領域率 68. 0%

(R4 参考値 68. 3%)

延焼遮断帯形成率 66. 2%

江東区 該当なし

墨田区 4 京島周辺地区 面積 40. 0 ha

不燃領域率 62. 7%

(R4 参考値 63. 2%)

5 鐘ヶ淵周辺地区 面積 80. 6 ha

不燃領域率 58. 5%

(R4 参考値 58. 9%)

25 平井地域 面積 約 78 ha

人口 約23, 500人

不燃領域率 66. 3%

(R4 参考値 66. 5%)

延焼遮断帯形成率 86. 5%

江戸川区 51 平井二丁目付近地区 面積 28. 6 ha

不燃領域率 63. 8%

(R4 参考値 63. 9%)

26 立石・ 四つ木・

堀切地域

面積 約 433 ha (415ha)

人口 約89, 700人

不燃領域率 64. 0%

(R4 参考値 64. 2%)

延焼遮断帯形成率 72. 6%

葛飾区 45 四つ木一・ 二丁目地区 面積 28. 1 ha

不燃領域率 60. 0%

(R4 参考値 60. 3%)

46 東四つ木地区 面積 40. 0 ha

不燃領域率 50. 2%

(R4 参考値 50. 6%)
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47 東立石四丁目地区 面積 19. 5 ha

不燃領域率 58. 9%

(R4 参考値 58. 9%)

48 堀切二丁目周辺及び

四丁目地区

面積 68. 5 ha

不燃領域率 56. 9%

(R4 参考値 57. 1%)

27 松島・ 新小岩駅

周辺地域

面積 約 135 ha

人口 約23, 800人

不燃領域率 68. 4%

(R4 参考値 68. 5%)

延焼遮断帯形成率 98. 2%

葛飾区 該当なし

江戸川区 50 松島三丁目地区 面積 25. 6 ha

不燃領域率 54. 4%

(R4 参考値 54. 6%)

28 南小岩・ 東松本

地域

面積 約 88 ha

人口 約27, 000人

不燃領域率 57. 3%

(R4 参考値 57. 5%)

延焼遮断帯形成率 32. 1%

江戸川区 49 南小岩七・ 八丁目周辺

地区

面積 47. 2 ha

不燃領域率 62. 9%

(R4 参考値 63. 1%)

52 南小岩南部・ 東松本付

近地区

面積 73. 8 ha

不燃領域率 52. 3%

(R4 参考値 52. 7%)

注１ 整備地域の面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積

注２ 人口は平成27年国勢調査による。

注３ 不燃領域率の値は、 整備地域は前回計画（ 平成28年3月改定） の整備地域範囲において、 重点整備地域は今回計画の重点

整備地域範囲において、 土地利用現況調査（ 令和３年） に基づく 都の算定結果による。

注４ 延焼遮断帯形成率は、前回計画（ 平成28年3月改定） の整備地域範囲において、土地利用現況調査（ 平成28年） による沿

道の不燃化率及び都市計画道路の整備状況（ 平成27年３月時点） から算出（ 延焼遮断帯の形成・ 未形成については、 今回

より、 約100m間隔を判定単位として算出）

※ １ 整備地域の西新井駅西口一帯地域及び足立地域にも、 含まれている。

※ ２ 整備地域の千住地域及び足立地域にも、 含まれている。

※ ３ 整備地域の千住地域及び西新井駅西口一帯地域にも、 含まれている。
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１ 大 森 中 地 域 （大 田 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約195 ha 約49, 000 人 67. 3% 73％

② 地域の概要

放射19 号線では、 街路事業と沿道建築物の不燃化により、 地区外周の延焼遮断帯はおおむね形成

されました。一方、街区内部の都市計画道路は未整備の状態にあり、避難機能や延焼遮断機能を確保

できる道路の整備が必要です。

③ 整備方針

幹線道路に囲まれた街区の内側では、道路等の整備と建築物の不燃化・ 耐震化を促進し、災害に強

く 、安全・ 安心して住み続けられる市街地の形成を目指し、住民との連携・ 協働によるまちづく りを

進めていきます。

また、防災街区整備地区計画により、建築物の構造制限等による防災性の向上を図るとともに、地

区の避難場所につながる道路を特定地区防災施設に位置付けていきます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 大森中地区（ 西糀谷、 東蒲田、 大森中）】

大森中地区（ 西糀谷、東蒲田、大森中） においては、火災に強い市街地の形成のため、地区防災道

路沿道や拠点の整備を行いました。今後も引続き、地区内市街地の整備を図るとともに、接道不良地

など老朽木造建築物の建替えを進める上で課題となる要因を解消することにより、建物の不燃化を促

進します。さらに、防災街区整備地区計画、不燃化特区の支援策等により、耐火・ 準耐火建築物への

建替えを促進し、 建築物の不燃化の効果を高めます。

□ 防火規制

整備地域の外郭となる幹線道路沿道に防火地域が指定されています。街区内部については、全域に

防災街区整備地区計画が定められており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。

□ その他

老朽木造建築物が密集している地域における区の耐震改修事業を進め、 建築物の耐震化を促進し、

街区全体の総合的な防災性の向上を図ります。
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人口は平成27年国勢調査による。

不燃領域率の値は、前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲における土地利用現況調査（ 令和３年） に基づく 都の算定結果による。

延焼遮断帯形成率は、前回計画（ 平成28年3月改定） の整備地域範囲において、土地利用現況調査（ 平成28年） による沿道の不燃化率及び

都市計画道路の整備状況（ 平成27年３月時点） から算出（ 延焼遮断帯の形成・ 未形成については、今回より、約100m間隔を判定単位として

算出） 。

以下の各地域もこれに同じ。
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注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事
業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 放射17号線
大森中二丁目

ほか
0. 8km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都 放射17号線
西糀谷二丁目

ほか
0. 7km 事業中 事業中 完了

3 街路 東京都 放射19号線
東蒲田一丁目

ほか
1. 2km 事業中 事業中 完了

4 街路 大田区 補助34号線 大森中一丁目 0. 5km 予定 事業中 事業中

5 街路 未定 補助36号線
東蒲田一丁目

ほか
1. 4km 予定 予定 予定

6 街路 未定 補助39号線
西糀谷一丁目

ほか
0. 8km 予定 予定 予定

7 緑道整備 大田区 呑川緑道軸
北糀谷一丁目

ほか
1. 7km 事業中 事業中 事業中

1． 大森中地域整備計画
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1． 大森中地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

規制・

誘導
1 防災街区 大田区 大森中･糀谷･蒲田地区

大森中一丁目ほ

か
197ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
大田区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

1． 大森中地域整備計画
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1． 大森中地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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１ 大森中地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

18

大森中地区

（ 西糀谷、 東蒲

田、 大森中）

大田区 西糀谷一丁目ほ

か

90. 3ha ○ 木造住宅等の不燃化建

替えの促進

○ 無接道敷地等における

建替えに対する課題の

解消

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜凡例＞

重点整備地域
（不燃化特区）区域

防災街区整備地区計画

都市防災不燃化促進事業

都市計画道路

市街地再開発事業（整備済）

地区内避難拠点

地区防災道路
（幅員6ｍ以上）

地区防災道路
（幅員6ｍ未満）

＜コア事業における取組＞

○ 木造住宅等の不燃化建替えの

促進

○ 無接道敷地等における建替え

に対する課題の解消

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

1000 200 400
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２ 西 蒲 田 地 域 （大 田 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 121 ha

（ 約 105 ha ）
約 40, 800 人 68. 7% 37%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地区の概要

蒲田駅周辺では商業・ 業務施設が集積し、 地域の北部には住宅地が広がっています。

住宅地では、生活道路や公園の整備を進めてきました。西蒲田三～六丁目については、平

成16年度まで実施した木造住宅密集地域整備事業により、 狭あい道路拡幅や児童公園の整

備を行い、地域全体の不燃領域率は向上しています。しかし、依然として一部には老朽木造

建築物も多く 見られる地域があり、 防災上の課題を抱えています。

③ 整備方針

東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） に基づく 新たな防火規制、 耐震診

断や耐震改修の支援により、地域特性を踏まえた整備手法による建築物の不燃化・ 耐震化を

促進し、 地域全体の防災性の向上を図ります。

また、 呑川緑道の整備を進め、 緑豊かで潤いある住環境の形成を図ります。

蒲田駅周辺では地域住民と協働してまちづく りを推進し、商業・ 業務の中心拠点としての

整備を図ります。

□ 防火規制

整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） に基

づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建物更新による不燃化の促進を図ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 大田区 補助34号線
西蒲田一丁目

ほか
1. 1km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

2． 西蒲田地域整備計画
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2． 西蒲田地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

規制・

誘導

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
大田区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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2． 西蒲田地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況
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３ 羽 田 地 域 （大 田 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 50 ha 約 10, 600 人 56. 6% 100%

② 地区の概要

穴守稲荷駅から羽田バス通りを中心に商店が立地していますが、 全体的には住宅が主体

の地域です。地域の外周は延焼遮断帯が形成されていますが、内部では地域の南側を中心に

狭あい道路が多く 、老朽木造建築物が密集しており、接道不良等により建替えが進まないな

ど、 防災上や住環境上の課題を抱えています。

羽田二・ 三・ 六丁目地区は、戸建て住宅を中心に集合住宅や店舗併用住宅も含めた住居系

の土地利用が大部分を占め、老朽木造建築物が密集した市街地が形成されています。街区内

には狭あい道路が多いため、震災時には道路ネット ワークが遮断され、延焼火災発生時に住

民の避難が困難となり、 被害が拡大することが想定されます。

③ 整備方針

住民発意によるまちづく りに向けた取組の中で合意形成を図りながら、 不燃化特区の支

援策、防災街区整備地区計画、都市防災不燃化促進事業等により、老朽木造建築物の建替え

を誘導し、 不燃化・ 耐震化を促進します。

また、地域のコミ ュニティ にも配慮しながら、重点整備路線の拡幅整備の推進、建築物の

共同化や公園整備に併せた緑化の促進などにより、 防災性の向上と良好な住環境の形成を

目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 羽田二・ 三・ 六丁目地区】

耐震改修や不燃化建替えに対する支援を行うとともに、 東京都建築安全条例（ 昭和25年

東京都条例第89号） に基づく 新たな防火規制、 木造住宅密集地域整備事業により、 地震な

どの被害を最小限に食い止められる災害に強いまち、誰もが快適に住み続けられる安全・ 安

心のまちを目標に、まちづく りを進めます。新たな用地取得や既存公園の活用により防災上

有効な空地を確保するとともに、木造住宅密集地域整備事業において位置付けている「 重点

整備路線１～３号」の拡幅整備を推進し、市街地から広域避難場所に接続する主要な防災道

路である羽田バス通りの無電柱化を進めます。また、防災街区整備地区計画、不燃化特区の

支援策等により、 耐火・ 準耐火建築物への建替えを促進し、 建築物の不燃化を進めます。

接道不良地や小規模公園が集まる街区においては、種地の取得や公園用地の交換、敷地の

集約等を行い、接道不良地を解消するとともに公園を集約し、防災性の高い街区の形成を図

ります。
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□ 防火規制

整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基

づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

3． 羽田地域整備計画
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3． 羽田地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路



7-27

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
３

羽
田
地
域
）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5年度末
R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 大田区 羽田地区 羽田三丁目ほか 50. 4ha 事業中 事業中 完了

2 不燃化 大田区 羽田地区 羽田三丁目ほか 4. 4ha 事業中 事業中 完了

3 住市総(密集) 大田区 羽田地区 羽田一丁目ほか ＊23. 4ha 事業中 事業中 完了

規制・

誘導
4 防災街区 大田区 羽田地区 羽田三丁目ほか 73. 8ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
大田区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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3． 羽田地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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３ 羽田地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な丁

目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

19

羽田二・ 三・ 六

丁目地区

大田区 羽田二丁目

ほか

34. 8ha ○ 重点整備路線の整備促進

○ 主要生活道路の沿道整備

○ 無接道敷地の解消等による

街区整備

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

＜コア事業における取組＞

○ 重点整備路線の整備促進

○ 主要生活道路の沿道整備

○ 無接道敷地の解消等による街区整備

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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４ 林 試 の森 周 辺 ・荏 原 地 域 （目 黒 区 ・品 川 区 ・大 田 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 1, 027 ha

（ 約 918 ha ）
約 279, 200 人 63. 7% 53%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

おおむね鉄道駅の徒歩圏に位置しており、全体的に利便性の高い地域です。大井七丁目周

辺は住宅が主体となっていますが、その他の地区は住宅、商業・ 業務施設、工場等が混在し

ています。

都市計画道路の整備と沿道建築物の不燃化により一部の延焼遮断帯が形成されましたが、

依然として未形成の部分が多く 残っています。

また、街区内部では生活道路や公園が少ない地区や、狭あい道路の整備が進まず老朽木造

建築物の建替えが進んでいない地区があるなど、 防災上の課題を抱えています。

③ 整備方針

滝王子通りや補助46号線沿道では、 都市防災不燃化促進事業を実施し、 延焼遮断帯の形

成や避難機能の強化を図ります。また、地区計画等により継続的なまちづく りを推進し、防

災性の向上に加え、 沿道の後背地にも配慮した、 緑と潤いある街並みの形成を図ります。

街区内部では、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく 新たな防火

規制により、建築物の建替えに合わせた不燃化を促進するとともに、狭あい道路の拡幅整備

を促進し、安全で快適な住環境の形成を目指します。また、道路整備に合わせて防災性の向

上に資する無電柱化の推進も検討していきます。

戸越一丁目では、地区計画を活用した道路斜線制限等の緩和により、老朽木造建築物の建

替えを促進し、既存のコミ ュニティ に配慮しながら、住商が調和した安全で良好な市街地の

形成を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 目黒本町五・ 六丁目、 原町一丁目、 洗足一丁目地区】（ 目黒区）

耕地整理事業により幅員４ ～６ ｍ程度の道路が格子状に整備されており、 比較的良好な

街区が形成されていますが、一つひとつの街区が大きいため、街区内に４ｍ未満の狭あい道

路や行き止まり道路が多く みられます。また、依然として老朽木造建築物が多く 、公園等の

整備が遅れている地区です。

整備にあたっては、地区の防災性の向上を図るため、広域的な観点から都市の防災ネット
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ワークの形成を進めます。

特定整備路線である補助46号線については、 街路整備を加速させるとともに、 原町一丁

目・ 洗足一丁目の沿道では、整備にあわせて沿道建築物の不燃化や共同化を促進し、避難路

の確保と延焼遮断帯の形成など、 まちの防災機能の向上を図ります。

また、地区内における防災街区整備事業等の活用による共同建替えに合わせて、隣接する

道路の無電柱化について検討します。

【 放射２ 号線沿道地区】（ 品川区）

町丁目単位では不燃領域率が上昇しつつある一方、 特定整備路線沿道では老朽建築物が

密集している街区もあり、 延焼遮断帯の形成については不十分です。

整備に当たっては、延焼防止機能の向上のため、特定整備路線である放射２ 号線の拡幅整

備に合わせて沿道建築物の不燃化を促進し、 延焼遮断帯の早期形成と地区の防災性を更に

高めていきます。また、最低限度高度地区を指定し、延焼遮断帯の早期形成を促進します。

【 補助29号線沿道地区（ 品川区）】（ 品川区）

地区内には火災危険度の高い地域が多く 、 老朽木造建築物の早急な建替えや除却が必要

です。 また、 延焼遮断帯を早期に形成するため、 特定整備路線である補助29号線の整備に

合わせた沿道建築物の不燃化促進を進めていく 必要があります。

特定整備路線である補助29号線の整備に合わせた災害に強いまちづく りを目標とし、 老

朽木造建築物の不燃化建替えや除却を促進し、地区全体の防災性の向上を図ります。不燃化

特区の支援策を活用し、 老朽木造建築物の建替え・ 除却を進めます。

また、 補助29号線沿道は、 東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づ

く 新たな防火規制の区域に指定しており、都市防災不燃化促進事業により、延焼遮断帯の形

成を促進します。

【 西品川一・ 二・ 三丁目地区】（ 品川区）

狭あい道路や行き止まり道路に面して老朽木造建築物が多いほか、 西品川二丁目の南部

や大崎中学校（ 西品川三丁目） 周辺では密集した市街地が形成され、震災・ 火災に対して脆
ぜい

弱な状況となっており、 狭あい道路の整備に併せた早急な建築物不燃化の促進が必要とな

っています。

整備に当たっては、 不燃化特区支援制度の支援策として令和３ 年度より西品川一丁目を

拡大追加し、 地域の防災性及び住環境の向上に資する建替えや老朽建築物の除却に対して

区が積極的に支援を行い、 不燃化を強力に推進して地域の防災性の向上を図ります。

また、木密地域の改善をさらに進めるため、戸別訪問の実施や、無接道敷地における建替

え方策の検討を行い、 地域の不燃化を図ります。
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【 戸越二・ 四・ 五・ 六丁目地区】（ 品川区）

国道１号線沿道では高層の耐火建築物が連担し、 戸越銀座通り沿道や補助26号線にも耐

火建築物が連担して整備されていますが、地区の内側では老朽木造建築物が密集し、震災や

火災に脆弱な状況となっています。また、防災生活道路網としては、幅員４～６ ｍの道路に

よっておおむね 75ｍ四方の整った街区が形成されていますが、 地区防災道路としての６ｍ

以上の道路が少なく 、行き止まり道路も数多く 存在し、建替えが困難な接道不良地なども見

受けられます。

整備に当たっては、木造住宅密集地域のうち、特に改善を必要としている地区について、

区が積極的に戸別訪問を行い、 不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を推進して地域の防

災性の向上を図ります。

また、戸越六丁目地区では令和３ 年度より、木造住宅密集地域整備事業を開始し、公園整

備及び地区全体への地区計画導入の検討を推進します。

さらに戸越六丁目18・ 20番東地区では、 令和5年2月に防災街区研究会が発足し、 防災街

区整備事業の検討を推進します。

【 東中延一･二丁目、 中延二･三丁目及び西中延三丁目地区】（ 品川区）

街区の内側は４ ｍ未満の狭あい道路や行き止まり道路が多く 、 防災生活道路の整備を促

進していく 必要があります。また、街区内部では木造建築物が密集し、災害危険性が高く 、

かつ、 一部街区には老朽化の著しい建築物があり、 早急な不燃化促進が必要です。

整備に当たっては、災害に強い、安全なまちづく り／潤いのある快適なまちづく り／活力

ある商店街のあるまちづく りを目指し、 不燃化特区制度の支援策を西中延三丁目を拡大追

加して、活用し、老朽木造建築物の不燃化建替えや除却を促進し、地区の防災性の向上を図

ります。実施に当たっては、区が戸別訪問することで、不燃化に対する意識の向上を図りま

す。また、公園が不足している地区での公園整備、街並み誘導型地区計画の導入による建替

え促進などを推進していきます。

中延二丁目旧同潤会地区防災街区整備事業により、共同建て替えを実施し、老朽建築物と

接道不良地との解消を図り、 土地の有効活用を進めました。 また、 東中延一丁目11番地区

防災街区整備事業により、特定防災機能の確保と、土地の合理的かつ健全な土地利用を図り

ます。

【 旗の台四丁目・ 中延五丁目地区】（ 品川区）

幅員４ ｍ未満の生活道路や行き止まり道路が多く 、 老朽木造建築物の密集や防災上有効

な空地が不足している状況が見られるため、 早急な不燃化建替えや老朽建築物除却を促進

するとともに、狭あい道路の解消や、公園等のオープンスペースの確保、接道不良地の解消

など、 防災性の向上に向けた取組を集中的、 重点的に進めていく 必要があります。

整備に当たっては、木造住宅密集地域のうち、特に改善を必要としている地区について、

区が積極的に戸別訪問を行い、不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を推進し、地域の防災
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性の向上を図ります。

また、公園が不足している地区での公園整備を推進します。荏原町駅前地区防災街区整備

事業により共同建替えを実施し、 老朽建築物と接道不良地との解消を図り土地の有効利用

を進めました。

【 豊町四・ 五・ 六丁目、 二葉三・ 四丁目及び西大井六丁目地区】（ 品川区）

地区の大部分に老朽木造建築物が密集し、 地震災害時の建築物倒壊及び延焼の危険性が

高く 、中でも二葉三丁目及び豊町五丁目は、公園、広場等のオープンスペースが不足してい

ます。地区東側は幅員６ｍ以上の道路ネット ワークが十分に形成されておらず、また、街区

の内側では幅員４ ｍ未満の狭あい道路が数多く あり、 入り組んでいるものや行き止まり道

路も多い状況です。

整備に当たっては、木造住宅密集地域のうち、特に改善を必要としている地区について、

区が積極的に戸別訪問を行い、 不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を推進して地域の防

災性の向上を図ります。

災害時の消火活動、避難活動等がスムーズに行えるよう、防災広場（ 特に二葉三丁目、豊

町五丁目）、 幅員６ｍ以上の防災生活道路の整備を進めます。 また、 街並み誘導型地区計画

の導入により、適切な土地利用を誘導しながら、防災生活道路や狭あい道路の空間確保や沿

道における不燃化建替えの促進を図ります。

さらに、 二葉四丁目の区有地を(独)都市再生機構が所有する複数の公園予定地と交換し、

地区内へ効率的に公園を整備することで、防災性の向上を図ります。また、(独)都市再生機

構所有の二葉四丁目従前居住者用住宅を活用します。

【 大井五・ 七丁目、 西大井二・ 三・ 四丁目地区】（ 品川区）

当地区は、老朽木造建築物が密集し、震災・ 火災に脆弱な状況となっており、不燃化を促

進させるためには老朽木造建築物の建替え促進支援策が必要となっています。

整備に当たっては、木造住宅密集地域のうち、特に改善を必要としている地区について、

地域の防災性及び住環境の向上に資する建替えに対して区が積極的に支援を行い、 不燃化

を強力に推進して地域の防災性の向上を図ります。老朽木造建築物の除却、建替えを推進し

ていく ため、専門家派遣支援や老朽建築物の除却費用の支援を行い、地区の防災性の向上を

図ります。

また、当地区に密集住宅市街地整備促進事業を令和5年度より事業を開始し、公園整備及び

地区全体への地区計画導入の検討を推進します。

【 補助28号線沿道地区】（ 品川区）

大井本通り商店街が位置する特定整備路線の沿道では、 老朽木造建築物が密集している

街区もあり、 延焼遮断帯は未形成となっています。

延焼防止機能の向上のため、 特定整備路線である補助28号線の拡幅整備に合わせて沿道
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の建築物不燃化を促進し、 災害に強いまちづく りを目指します。

老朽木造建築物の除却や不燃化建替えへの助成など不燃化特区の支援策を活用するとと

もに防火地域を指定します。また、最低限度高度地区の指定等を検討し、延焼遮断帯の早期

形成を図ります。

また、活力ある商店街のあるまちづく りを目指し、老朽木造建築物の建替えを積極的に進

め、地区の防災性を改善します。実施に当たっては、区が戸別訪問することで、防災に対す

る住民意識の向上を図ります。

【 補助29号線沿道地区（ 大田区）】（ 大田区）

地区内は防災上有効な幅員６ ｍの道路や空地が少なく 、 十分な避難路の確保ができてい

ません。また、老朽木造建築物が密集しているため、災害時の延焼火災等で大きな被害が想

定されます。

特定整備路線である補助29号線の整備に合わせた災害に強いまちづく りを目標とし、 補

助 29 号線沿道や地区内部に多く 存在する老朽木造建築物の不燃化建替えや除却を促進し、

地区の防災性向上を図ります。 また、 補助29号線沿道において、 防火地域の指定、 最低限

高度地区の指定及び都市防災不燃化促進事業により、 延焼遮断帯の早期形成を図ります。

【 大井二丁目地区】（ 品川区）

当地区は、大井町駅と西大井駅の中間に位置し、北側は立会道路に、南側は光学通りに面

しており、 地区東側は幅員15ｍの道路となっています。

広幅員道路に面した建物については、建物の更新が進み、不燃建築物も多く 見ることがで

きます。しかし地区内部においては、木造建築物が密集し、道路も二項道路が多く 占めてい

る状況であり、 この地区の不燃領域率が低い要因となっていると考えられます。 平成17年

度からは大井二丁目全域に新防火規制を導入し、 新築や建替えでは不燃建築物とするよう

誘導してきましたが、建物の更新が進まず、老朽化により災害時の倒壊や延焼の危険性があ

るとともに、 緊急車両の通行や消火・ 救助活動にも支障が生じる可能性が高い状況です。

この状況を改善するため、老朽木造建築物の建替えや除却費用の支援を行い、地区の防災

性向上を図ります。また、公園が不足している地域での公園、緑地、広場整備や、無接道敷

地を解消するための支援を行い、 地域の不燃化を図ります。

□ 特定整備路線

本地域では、補助46号線（ 目黒本町五丁目〜洗足一丁目）、放射２ 号線（ 西五反田七丁目

〜西中延一丁目）、 補助29号線（ 品川区大崎三丁目〜大田区東馬込二丁目） 及び補助28号

線（ 大井三丁目〜五丁目） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を道路整備と一体的に実施することにより沿道の建築物の不燃

化を図り、 延焼遮断帯の形成を促進します。
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また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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（ 目黒区）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 環状6号線 下目黒二丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助46号線（ 目黒本町）
目黒本町五丁目 0. 5km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助46号線（ 原町・ 洗足）
原町一丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

4 街路 未定 補助47号線 碑文谷一丁目ほか 1. 1km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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（
４

林
試
の
森
周
辺
・
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原
地
域
）

（ 目黒区）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事
業

市
街
地
整
備

1 防街事業 組合 原町一丁目7番・ 8番地区 原町一丁目 0. 4ha 事業中 完了 完了

2 木密 目黒区 目黒本町・ 原町地区
目黒本町五丁目

ほか
61. 0ha 事業中 完了 完了

3 不燃化 目黒区
補助46号線

原町一丁目・ 洗足一丁目地区

原町一丁目

ほか
3. 3ha 事業中 完了 完了

4 延焼遮断帯
東京都

目黒区

〔 沿道のまちづく り〕

補助46号線（ 原町・ 洗足）

原町一丁目

ほか
0. 6km 事業中 完了 完了

5 合意形成 目黒区 西小山駅周辺 原町一丁目 7. 4ha 事業中 事業中 事業中

6 合意形成 目黒区 原町一丁目・ 洗足一丁目地区
原町一丁目

ほか
15. 6ha 事業中 完了 完了

規制・

誘導

7 地区計画 目黒区 西小山駅前地区 原町一丁目 2. 7ha 実施中 実施中 実施中

8 地区計画 目黒区 目黒本町五丁目地区
目黒本町五丁目

ほか
8. 6ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 目黒区 原町一丁目・ 洗足一丁目地区
原町一丁目

ほか
15. 6ha 実施中 実施中 実施中

10 特定防災 目黒区 目黒本町五丁目24番地区 目黒本町五丁目 0. 1ha 実施中 実施中 実施中

11 特定防災 目黒区 原町一丁目7番・ 8番地区 原町一丁目 0. 4ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
目黒区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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（ 品川区放射１号線以西）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 補助26号線 小山四丁目ほか 0. 5km R７年度末までに事業着手

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

放射2号線（ 西五反田）

西五反田六丁目

ほか
1. 3km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 環状6号線
西五反田三丁目

ほか
0. 4km 事業中 完了 完了

4 街路 品川区 補助30号線 西中延三丁目 0. 9km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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備
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整
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（
４

林
試
の
森
周
辺
・
荏
原
地
域
）

（ 品川区放射１号線以西）

整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5

年度末

R7
年度末

R12
年度末

事
業

市
街
地
整
備

1 防街事業 組合 東中延一丁目11番地区 東中延一丁目 0. 2ha 事業中 完了 完了

2 木密 品川区
東中延一･二丁目、
中延二･三丁目地区

東中延二丁目
ほか

29. 4ha 事業中 完了 完了

3 木密 品川区 旗の台・ 中延地区
中延五丁目ほ
か

19. 3ha 事業中 完了 完了

4 不燃化 品川区 放射2号線地区
荏原一丁目ほ
か

4. 7ha 事業中 事業中 事業中

5 再開発 組合 武蔵小山パルム駅前地区 小山三丁目 0. 9ha 完了 完了 完了

6 再開発 組合 武蔵小山駅前通り地区 小山三丁目 0. 7ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 品川区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

7 再開発 組合 小山三丁目第1地区 小山三丁目 1. 4ha 予定 事業中 事業中

8 再開発 組合 小山三丁目第2地区 小山三丁目 1. 6ha 予定 事業中 事業中

規制・

誘導

9
再開発等
促進区

品川区 武蔵小山駅東地区
小山三丁目地
内

4. 0ha 実施中 実施中 実施中

10 防災街区 品川区 小山台一丁目地区
小山台一丁目
ほか

10. 9ha 実施中 実施中 実施中

11 特定防災 品川区 中延二丁目旧同潤会地区 中延二丁目 0. 7ha 実施中 実施中 実施中

12 特定防災 品川区 荏原町駅前地区 中延五丁目 0. 1ha 実施中 実施中 実施中

13 沿道地区 品川区 品川区中原街道地区
荏原一丁目ほ
か

9. 6ha 実施中 実施中 実施中

14 街並み 品川区
東中延一・ 二丁目、中延二・
三丁目地区

中延二丁目ほ
か

29. 4ha 実施中 実施中 実施中

15 街並み 品川区 旗の台四丁目地区 旗の台四丁目 9. 0ha 予定 予定 実施中

16 街区再編 品川区
〔 街並み再生地区の指定と
街並み再生方針の策定〕
武蔵小山駅東地区

小山三丁目 4. 0ha 実施中 実施中 実施中

17 街区再編 品川区
〔 街並み再生地区の指定と
街並み再生方針の策定〕
武蔵小山賑わい軸地区

小山三丁目 3. 1ha 実施中 実施中 実施中

18 地区計画 品川区 武蔵小山賑わい軸地区 小山三丁目 3. 1ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断
耐震改修

品川区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 市街地の不燃化）



7-45

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
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整
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（
４

林
試
の
森
周
辺
・
荏
原
地
域
）

（ 品川区放射１号線以東・ 大田区）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助28号線（ 大井）
大井四丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助29号線（ 大崎）
大崎三丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助29号線（ 戸越）
戸越一丁目ほか 0. 8km 事業中 完了 完了

4 街路 東京都

〔 特定整備路線〕

補助29号線

（ 戸越公園駅周辺）

戸越五丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

5 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助29号線（ 豊町）
豊町六丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

6 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助29号線（ 西大井）
西大井五丁目ほか 0. 4km 事業中 完了 完了

7 街路 東京都

〔 特定整備路線〕

補助29号線

（ 西大井東馬込）

西大井四丁目ほか 0. 7km 事業中 完了 完了

8 街路 東京都 補助26号線 二葉一丁目ほか 0. 7km 事業中 完了 完了

9 街路 品川区 補助163号線 広町二丁目ほか 0. 6km
R7年度末までに事業着手

10 街路 品川区 補助205号線 西大井二丁目ほか 0. 3km
R7年度末までに事業着手

11 街路 品川区 補助31号線 西大井四丁目ほか 0. 9km 未定 未定 未定

12 防災総合 品川区 滝王子通り 西大井二～五丁目 0. 9km 事業中 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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（
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（ 品川区放射１号線以東・ 大田区）
整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5
年度末

R7
年度末

R12
年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 品川区
豊町四・ 五・ 六丁目、二葉三・
四丁目、 西大井六丁目地区

豊町四丁目ほか 63. 6ha 事業中 完了 完了

2 木密 品川区西品川二・ 三丁目地区
西品川二丁目ほ
か

27. 7ha 事業中 事業中 完了

3 木密 品川区戸越六丁目地区 戸越六丁目 13. 0ha 事業中 事業中 完了
4 木密 品川区大井・ 西大井地区 大井五丁目ほか 68. 1ha 事業中 事業中 事業中

5 不燃化 品川区補助26号線その2地区 二葉一丁目ほか ＊2. 6ha 事業中 完了 完了

6 不燃化 品川区滝王子通り地区
西大井二丁目
ほか

5. 7ha 事業中 事業中 完了

7 不燃化 品川区補助28号線沿道地区 大井三丁目ほか ＊3. 8ha 事業中 完了 完了

8 不燃化 品川区補助29号線沿道地区 大崎四丁目ほか 26. 5ha 事業中 完了 完了

9 不燃化 大田区補助29号線沿道地区 東馬込二丁目 1. 0ha 事業中 完了 完了

10 延焼遮断帯
東京都
品川区

〔 沿道のまちづく り〕
補助29号線
（ 戸越公園駅周辺）

戸越五丁目ほか 0. 5km 事業中 事業中 完了

11 再開発 組合 戸越五丁目19番地区 戸越五丁目 0. 3ha 事業中 完了 完了

12 再開発 組合 大崎駅西口F南地区 大崎三丁目 0. 6ha 事業中 事業中 完了

－ 防災総合 品川区全域 － － 事業中 完了 完了

避
難
場
所

13 不燃化 品川区戸越公園一帯周辺地区 豊町一丁目ほか 20. 0ha 事業中 事業中 事業中

規制・

誘導策

14 地区計画 品川区大井・ 西大井地区 大井五丁目ほか 68. 5ha 予定 実施中 実施中

15 地区計画 品川区滝王子通り地区 大井五丁目ほか 5. 5ha 実施中 完了 完了

16 地区計画 品川区戸越・ 豊町地区 戸越二丁目ほか 54. 3ha 実施中 実施中 実施中

17 街並み 品川区
豊町四・ 五・ 六丁目、二葉三・
四丁目、 西大井六丁目地区

豊町四丁目ほか 63. 6ha 実施中 実施中 実施中

18 地区計画 品川区西大井駅周辺地区 西大井一丁目 1. 3ha 実施中 実施中 実施中

19 街並み 品川区戸越一丁目地区 戸越一丁目ほか 15. 0ha 実施中 実施中 実施中

20
再開発等
促進区

品川区大崎駅西口地区 大崎二丁目ほか 11. 4ha 実施中 実施中 実施中

21 地区計画 品川区戸越六丁目東地区 戸越六丁目 4. 5ha 実施中 実施中 実施中

22 地区計画 品川区大井一丁目南地区 大井一丁目ほか 1. 7ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断
耐震改修

品川区全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

大田区全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画
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4 . 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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４ 林試の森周辺・ 荏原地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

17

目黒本町五・ 六丁

目、 原町一丁目、 洗

足一丁目地区

目黒区 目黒本町五丁目

ほか

57. 2ha ○ 道路整備と一体的に進

める沿道まちづく り

○ 共同化の促進

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 防災街区整備事業費支援

＜コア事業における取組＞

○ 道路整備と一体的に進める沿道まちづく り

○ 共同化の促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

14

放射２号線沿道地区

品川区 荏原一丁目ほか 7. 9ha ○ 都市計画道路放射２

号線の整備とあわせ

て行う沿道建築物の

不燃化建替えの支援

○ 共同建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ンの管理・ 運営

支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞
○都市計画道路放射２号線の整備とあわせて行う沿道建築物の不燃化建替えの支援

○ 共同建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡 例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

沿道30ｍ区域内

都市計画道路放射２号線区域内

新防火規制

防火地域

最低限度高度地区

町丁目境
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

8

補助29号線沿道地区

（ 品川区）

品川区 大崎三丁目ほか 26. 5ha ○ 積極的な個別

訪問による建

替え促進の支

援

○ 共同建替えの

促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ンの管理・ 運営支援

● 住替え助成支援

立正大学

芳水小学校

大崎中学校戸越台中学校

宮前
小学校

わかば児童遊園

戸越
小学校

戸越公園

旧荏原第四中学校

杜松ホーム

大原
小学校

上神明
小学校

ウェルカムセンター原

伊藤
小学校

JRアパート
品川区役所一帯

【 密集住宅市街地整備促進事業】

西品川2・ 3丁目地区

部分拡大図

【 都市防災不燃化促進事業】

戸越公園一帯周辺地区

【 防災生活圏事業】

戸越・ 豊町地区

【 密集住宅市街地整備促進事業】

二葉3・ 4丁目、西大井6丁目地区

【 密集住宅市街地整備促進事業】

豊町4・ 5・ 6丁目地区二葉公園

＜コア事業における取組＞
○積極的な個別訪問による建替え促進の支援

○共同建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡 例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

沿道30ｍ区域内

都市計画道路補助29号線区域内

都市防災不燃化促進事業

防災生活圏促進事業

密集住宅市街地整備促進事業

新防火規制

広域避難場所

公園、避難場所・一時集合場所

防火地域

最低限度高度地区
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

12

西品川一・

二・ 三丁目地

区

品川区 西品川二丁目ほか 42. 1ha ○ 積極的な戸別訪問等

による建替え支援

○ 無接道敷地の解消支

援

○ 独立行政法人都市再

生機構との連携によ

り取得した土地の活

用による基盤整備の

改善促進

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派

遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理･運営支援

● 公共施設転換用地取得支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 積極的な戸別訪問等による建替え支援

○ 無接道敷地の解消支援

○ 独立行政法人都市再生機構との連携により取得した土地の活用によ

る基盤整備の改善促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

重点整備地域（ 不燃化特区） 区域

事業範囲（ 独立行政法人都市再生機構との

連携により取得した土地の活用による基盤

整備の改善促進）

再開発実施区域

広域避難場所

避難場所

公園

補助29号線沿道地区としての取組み

防災生活道路

凡例

無接道宅地の解消支援および

公園整備

公共施設整備検討エリア
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

11

戸越二・ 四・ 五・

六丁目地区

品川区 戸越二丁目ほか 39. 2ha ○ 積極的な戸別訪

問等による建替

え促進の支援

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支

援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞
○積極的な戸別訪問等による建替え促進の支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡 例

重点整備地域（ 不燃化特区） 区域

都市防災不燃化促進事業地区

戸越・ 豊町地区地区計画範囲

戸越六丁目東地区地区計画範囲

地区防災道路6号（ 大原通りの一部）

広域避難場所

公園

避難所

公園・ 防災広場取得予定地

密集住宅市街地整備促進事業範囲
（ 戸越六丁目地区）
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

7

東中延一･二

丁目、 中延二･

三丁目及び西中

延三丁目地区

品川区 東中延一丁目ほか 36. 8ha ○ 東中延1-11

番街区の共同

建替え

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 防災街区整備事業費支援

＜コア事業における取組＞

○ 東中延1-11番街区の共同建替え

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡 例

重点整備地域(不燃化特区)区域

防災街区整備事業（東中延1－11番街区）

街並み誘導型地区計画

重点整備細街路（幅員４ｍに重点整備）

（補助事業）不燃構造化支援（品川区）

（補助事業）密集住宅市街地整備促進事業

（補助事業）住宅・建築物耐震化支援事業）

無接道宅地の解消支援

および公園整備
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

10

旗の台四丁目・

中延五丁目地区

品川区 旗の台四丁目ほか 19. 3ha ○ 共同化建替え

○ 積極的な戸別訪

問等による建替

え支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却費等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支援

● 住替え助成支援

● 無接道宅地等対策コーディ ネーター

＜コア事業における取組＞

○ 共同化建替え

○ 積極的な戸別訪問等による建替え支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

公園

共同化建替え

避難所

重点整備地域（不燃化特区）区域 / 密集事業地区（既存事業）/公園整備（全域）

街並み誘導型地区計画導入による建替えの促進
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

9

豊町四・ 五・ 六

丁目、

二葉三・ 四丁目

及び西大井

六丁目地区

品川区 豊町四丁目ほか 63. 6ha ○ 独立行政法人都市再

生機構を事業者とし

た従前居住者用賃貸

住宅建設および入居

促進

○ 積極的な戸別訪問等

による建替え促進の

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派

遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支援

● 公共施設転換用地取得支援

● 住替え助成支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜コア事業における取組＞
○ 独立行政法人都市再生機構を事業者とした従前居住者用賃貸

住宅建設および入居促進

○ 積極的な戸別訪問等による建替え促進の支援
独立行政法人都市再生機構を

事業者とした従前居住者用賃貸住宅

建設および入居促進

防災生活道路の整備

（６ｍ拡幅整備）

重点整備地域（不燃化特区）区域

※ 補助29号線沿道 は除く

「重点フォローアップ区域」

積極的な戸別訪問等による

建替え促進の支援

「公園、広場が不足する区域」

公園、広場の整備

公共施設整備検討エリア

避難所

公園予定地

公園

【凡 例】
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

13

大井五・ 七丁

目、

西大井二・ 三・

四丁目地区

品川区 大井五丁目ほか 68. 1ha ○ 積極的な戸別訪問

等による建替え促

進の支援

○ 避難道路の整備

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支

援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 積極的な戸別訪問等による建替え促進の支援

○ 避難道路の整備

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡 例

重点整備地域（ 不燃化特区） 区域

都市防災不燃化促進事業（ 既存事業） 地区

滝王子通り地区地区計画範囲

西大井駅周辺地区地区計画範囲

滝王子通り
（ 10m道路： 避難道路機能強化事業）

公園・ 防災広場整備（ 全域）

公園

避難所

新防火区域

※ 補助29号線沿道 は、別個の特区としての取組
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

15

補助28号線

沿道地区

品川区 大井三丁目ほか 3. 8ha ○ 都市計画道路補助

28号線の整備とあ

わせて行う沿道建

築物の不燃化建替

えの支援

○ 共同建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ンの管理・ 運営

支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 都市計画道路補助28号線の整備とあわせて行う沿道建築

物の不燃化建替えの支援

○ 共同建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡 例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

沿道30ｍ区域内

都市計画道路補助28号線区域内

新防火規制

公園、避難場所・一時集合場所

既存事業実施地区

最低限度高度地区

防火地域
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業地地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

16

大井二丁目地区

品川区 大井二丁目 10. 2ha ○ 建替え促進の

支援

○ 公園、 緑地、

広場等整備

○ 無接道敷地の

解消

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 建替え促進の支援

○ 公園、 緑地、 広場等整備

○ 無接道敷地の解消

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡 例＞

公園・防災活動広場

避難場所・一時集合場所

新防火規制（平成27年度より指定済）

地域センター

災害対策大井備蓄倉庫

公園、緑地、広場等整備

町丁目境

重点整備地域（不燃化特区）区域

無接道敷地の解消
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業地地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

20

補助29号線

沿道地区（ 大田

区）

大田区 東馬込二丁目の一部 1. 4ha ○ 補助29号線の避難路

及び延焼遮断帯機能の

早期形成

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

＜コア事業における取組＞
○補助29号線の避難路及び延焼遮断帯機能の早期形成

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

重点整備地域（不燃化特区）区域

区境

補助29号線道路計画線

都市防災不燃化促進事業
（令和元年10月導入）

凡例
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５ 世 田 谷 区 役 所 周 辺 ・三 宿 ・太 子 堂 地 域 （世 田 谷 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 288 ha 約 82, 100 人 63. 0% 45%

② 地域の概要

住宅が主体の地域ですが、 世田谷区都市整備方針で、「 広域生活・ 文化拠点」 に位置付け

られている三軒茶屋駅周辺には、 商業・ 業務施設が集積しています。 また「 災害対策拠点」

に位置付けられている世田谷区役所周辺は、 防災機能を担う区役所や広域避難場所などの

公共施設が立地している重要な地区です。

当該地域は、 関東大震災後の早い時期に都市基盤が未整備なまま市街化が進み、 老朽化

した戸建て住宅や低層集合住宅が建ち並ぶ木造住宅密集地域を形成しています。 これまで

建築物の規制誘導や基盤整備等の様々 な取組により一定の成果が出ていますが、 いまだ４

ｍ未満の狭あいな道路が多く 、 緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難が行えな

い可能性があるなど、 防災上や住環境の面で課題が残っています。

現在、 地域内の補助 26 号線及び補助 52 号線を特定整備路線に選定し、 延焼遮断帯の整

備を図り防災生活圏の形成を進めています。

また、 広域避難場所である太子堂円泉ヶ丘公園・ 三宿の森緑地一帯への避難路のネット

ワーク化を図るため三太通りの拡幅整備を早急に進めるとともに、 周辺の不燃化を促進し

ています。

③ 整備方針

木造住宅密集地域整備事業による防災生活道路や公園の整備、 建築物の不燃化・ 共同化

を図るとともに、 特定整備路線の整備により延焼遮断帯を形成するなど、 市街地の防災性

向上を図ります。 また、 地区計画による敷地の細分化防止等の規制誘導や三軒茶屋駅周辺

の再開発事業等による老朽店舗の更新、 防災性の高い建物の誘導を図り、 安全で住みやす

く 、 快適なまちづく りを進めます。

整備地域全域を東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基づく 新たな防

火規制区域と不燃化特区とに指定しています。 建築物の不燃化を更に加速し、 令和 7 年度

までの不燃領域率70％達成を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 太子堂・ 三宿地区】

これまでの取組みにより不燃領域率が大幅に向上したため、 不燃化特区制度による建替

え助成等の支援は令和 2 年度で終了しましたが、 区域内には狭小敷地や無接道敷地等の接

道不良により建替えに至らない老朽建築物が点在しているため、 コーディ ネーター等、 専
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門家の派遣を行い、 共同化等による建替えを誘導します。

また、 木造住宅密集地域整備事業等により、 道路や公園等の基盤整備を進めます。 あわ

せて、 特定整備路線補助26号線の整備と沿道の不燃化とにより延焼遮断帯の形成を図ると

ともに、 三太通りの早期事業完成を目指します。

【 太子堂・ 若林地区】

地区の防災性の向上を図るため、 引き続き不燃化特区制度による各種支援策を活用し、

建築物の不燃化を加速させます。 狭小敷地や無接道敷地等の接道不良により建替えに至ら

ない老朽建築物については、 コーディ ネーター等、 専門家の派遣を行い、 共同化等による

建替えを誘導します。

また、 木造住宅密集地域整備事業等により、 道路や公園等の基盤整備を進めます。

【 区役所周辺地区】

地区の防災性の向上を図るため、 引き続き不燃化特区制度による各種支援策を活用し、

建築物の不燃化を加速させます。 狭小敷地や無接道敷地等の接道不良により建替えに至ら

ない老朽建築物については、 コーディ ネーター等、 専門家の派遣を行い、 共同化等による

建替えを誘導します。

また、 木造住宅密集地域整備事業等により、 道路や公園等の基盤整備を進めます。 あわ

せて、 特定整備路線補助52号線の整備と沿道の不燃化とにより延焼遮断帯の形成を図りま

す。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助 26 号線（ 三宿二丁目～池尻四丁目） 及び補助 52 号線（ 若林五丁目～

豪徳寺二丁目） が特定整備路線に選定されています。 不燃化特区制度などの活用により沿

道の不燃化を図り、 延焼遮断帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、 独立行政法人都市再生機構、 東京都の２ 者で連携し、 魅力的な移転先を確保する取

組を進めています。

□ 防火規制

整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） に基

づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。

□ その他

防災生活道路網に位置付けのない狭あい道路について、 世田谷区独自の制度である地区

街づく り計画に位置付け、 世田谷区狭あい道路拡幅整備事業等を活用することにより、 後
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退部分の道路整備を促進します。



7-65

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
５

世
田
谷
区
役
所
周
辺
・
三
宿
・
太
子
堂
地
域
）



7-66

第
７
章

整
備
地
域

重
点
整
備
地
域
の
整
備

５

世
田
谷
区
役
所
周
辺

三
宿

太
子
堂
地
域

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助52号線（ 若林）
若林五丁目ほか 1. 3km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助26号線（ 三宿）
三宿二丁目ほか 0. 4km 完了 完了 完了

3 道路事業 世田谷区三太通り 三宿一丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

4 道路事業 世田谷区主要生活道路112号線 若林四丁目 0. 2km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

5 . 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域整備計画
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5 . 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域整備計画図（ 道路網）

延
焼

遮
断

帯
形

成
状

況
と

緊
急

輸
送

道
路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 世田谷区 区役所北部地区 若林五丁目ほか 70. 9ha 事業中 完了 完了

2 木密 世田谷区 世田谷・ 若林地区 若林三丁目ほか 47. 7ha 事業中 完了 完了

3 木密 世田谷区 豪徳寺駅周辺地区 豪徳寺一丁目ほか 29. 6ha 事業中 完了 完了

4 木密 世田谷区 太子堂四丁目 太子堂四丁目 14. 8ha 事業中 完了 完了

5 木密 世田谷区 太子堂・ 三宿地区 太子堂二丁目ほか ＊80. 7ha 事業中 完了 完了

6
住市総

（ 拠点）
世田谷区 太子堂・ 三宿地区 太子堂三丁目ほか ＊45. 8ha 事業中 事業中 事業中

－ 狭あい 世田谷区 全域 － － 事業中 事業中 事業中

7
住市総

（ 密集）
世田谷区

太子堂五丁目・ 若林二

丁目
太子堂五丁目ほか 32. 6ha 事業中 事業中 事業中

規制・

誘導

8 地区計画 世田谷区 太子堂二・ 三丁目地区太子堂二丁目ほか 35. 6ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 世田谷区 三宿一丁目地区 三宿一丁目 17. 0ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 世田谷区

補助 52 号線沿道若

林・ 梅丘・ 豪徳寺・ 宮

坂地区

豪徳寺一丁目

ほか
9. 8ha 実施中 実施中 実施中

11 防災街区 世田谷区 世田谷区役所周辺地区世田谷三丁目ほか 52. 3ha 実施中 実施中 実施中

12 防災街区 世田谷区 若林三・ 四丁目地区 若林三丁目ほか 22. 1ha 実施中 実施中 実施中

13 沿道地区 世田谷区
環七代田南部・ 若林地

区
若林一丁目ほか ＊10. 6ha 実施中 実施中 実施中

14 特定防災 世田谷区
国士舘大学一帯広域避

難場所周辺Ⅰ・ Ⅱ地区
若林四・ 五丁目ほか 42. 7ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
世田谷区

全域

（ 不燃化耐震改修のみ

可の地区あり）

－ － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十分

な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

5 . 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域整備計画
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5 . 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域整備計画図（ 市街地の不燃化）



7-70

第
７
章

整
備
地
域

重
点
整
備
地
域
の
整
備

５

世
田
谷
区
役
所
周
辺

三
宿

太
子
堂
地
域

防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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５ 世田谷区役所周辺・ 三宿・ 太子堂地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

21

太子堂・

三宿地区

世田谷区 太子堂二丁目ほか 80. 7ha ○ 三太通り拡幅整備事業

○ 無接道敷地等での不燃

化建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支

援

● 無接道敷地等対策コーディ ネータ

ー派遣支援

＜コア事業における取組＞

○ 三太通り拡幅整備事業（ 幅員６ｍ）

○ 無接道敷地等での不燃化建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

24

太子堂・

若林地区

世田谷区 太子堂四丁目ほか 64. 5ha ○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化

建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派

遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネ

ーター派遣支援

● 士業派遣支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○不燃化建替えの推進
○ 無接道敷地等での不燃化建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

公共施設整備検討エリア

重点整備地域

（不燃化特区）区域
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

22

区役所周辺地区

世田谷区 梅丘二丁目ほか 145. 0ha ○ 特定整備路線（ 補助

52号線） 沿道の不燃

化による延焼遮断帯

の形成

○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不

燃化建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 特定整備路線（ 補助52号線） 沿道の不燃化による延

焼遮断帯の形成

○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
公共施設整備検討エリア
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６ 北 沢 地 域 （世 田 谷 区 ・渋 谷 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 134 ha 約 33, 400 人 59. 3% 50%

② 地域の概要

甲州街道や環状７ 号線沿道、 笹塚駅周辺では商業・ 業務施設の集積が見られますが、 全

体的に住宅が中心の地域です。 また、 下北沢駅周辺は住宅と商業施設が混在しています。

幹線道路や駅周辺では建築物の不燃化が進んでいますが、 街区内部は老朽化した戸建て

住宅や低層集合住宅が立ち並ぶ木造住宅密集地域を形成しています。

当該地域は、 ４ ｍ未満の狭あいな道路が多く 、 緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動

及び避難が行えない可能性があるなど、 防災上や住環境の面で多く の問題を抱え、 建築物

の不燃化、 道路・ 公園の整備による地区全体にわたって防災性の向上が課題となっていま

す。

③ 整備方針

補助26号線などで進められている都市計画道路の整備と併せ、 延焼遮断帯の形成を図っ

ていきます。

街区内部では木造住宅密集地域整備事業と防災街区整備地区計画等により、 防災生活道

路や公園の整備、 建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化を促進し、 防災性の向上と良好な

住環境の形成とを目指します。 また、 公園等のオープンスペースの確保に加え、 玉川上水

緑道の整備・ 保全を推進し、 潤いのあるまちづく りを進めていきます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 北沢五丁目・ 大原一丁目地区】（ 世田谷区）

木造住宅密集地域整備事業の取組に加え、 戸建て建替えの設計費、 老朽木造建築物の除

却費、 士業派遣や無接道敷地等対策にかかる費用等に対して不燃化特区の支援策を活用し、

建築物の不燃化を進めるとともに、 道路や公園などの整備を推進していきます。

また、 無接道敷地等接道不良のために老朽建築物の建替えが進まない地区については、

建物共同化等の整備手法を検討するとともに、 コーディ ネーター等の専門家派遣により権

利者等の合意形成を支援し、 建替え等を誘導します。

【 北沢三・ 四丁目地区】（ 世田谷区）

木造住宅密集地域整備事業の取組に加え、 戸建て建替えの設計費、 老朽木造建築物の除

去費、 士業派遣や無接道敷地等対策にかかる費用等に対して不燃化特区の支援策を活用し、

建築物の不燃化を進めるとともに、 茶沢通りの拡幅整備事業をはじめ、 道路や公園などの
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整備を推進していきます。

また、 無接道敷地等接道不良のために老朽建築物の建替えが進まない地区については、

建物共同化等の整備手法を検討するとともに、 コーディ ネーター等の専門家派遣により権

利者等の合意形成を支援し、 建替え等を誘導します。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助26号線（ 目黒区駒場四丁目～渋谷区大山町） が特定整備路線に選定さ

れています。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、 独立行政法人都市再生機構、 東京都の２ 者で連携し、 魅力的な移転先を確保する取

組を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を

図ります。

現在指定していない区域についても、 今後のまちづく りの進捗に併せて、 新たな防火規

制の区域の指定を検討していきます。

□ その他

防災生活道路等については、 世田谷区独自の制度である地区街づく り計画に位置付け、

沿道建築物の壁面後退を促すことで、 拡幅整備及び空間の確保を図ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助26号線（ 東北沢）
北沢四丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都 放射23号線 大原一丁目ほか 1. 0km 事業中 完了 完了

3 街路 世田谷区
補助54号線

（ 下北沢Ⅰ期）
北沢二丁目 0. 3km 事業中 事業中 完了

4 街路 世田谷区 補助54号線（ 上記以外）
代田六丁目、北沢一

丁目ほか
1. 1km 予定 予定 予定

5 連続立体 東京都

都市高速鉄道京王電鉄

京王線（ 笹塚駅～仙川駅

間）

笹塚一丁目 ＊7. 2km 事業中 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

6 . 北沢地域整備計画



7-78

第
７
章

整
備
地
域

重
点
整
備
地
域
の
整
備

６

北
沢
地
域

6 . 北沢地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 世田谷区 北沢三・ 四丁目地区 北沢三丁目ほか 33. 6ha 事業中 完了 完了

2 木密 世田谷区
北沢五丁目・ 大原一丁目

地区
北沢五丁目ほか 44. 4ha 事業中 完了 完了

－ 狭あい 世田谷区 全域 － － 事業中 事業中 事業中

規制・

誘導

3 地区計画 世田谷区 北沢三・ 四丁目地区 北沢三丁目ほか 33. 4ha 実施中 実施中 実施中

4 地区計画 世田谷区 下北沢駅周辺地区 北沢二丁目ほか ＊25. 0ha 実施中 実施中 実施中

5 地区計画 渋谷区 笹塚駅南口地区 笹塚一丁目 3. 0ha 実施中 実施中 実施中

6 地区計画 渋谷区 笹塚一丁目東地区 笹塚一丁目 6. 3ha 実施中 実施中 実施中

7 沿道地区 世田谷区 環七大原・ 羽根木地区 大原一丁目 ＊8. 9ha 実施中 実施中 実施中

8 防災街区 世田谷区
北沢五丁目・ 大原一丁目

地区
北沢五丁目ほか ＊44. 4ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
世田谷区

全域

（ 不燃化耐震改修のみ可

の地区あり）

－ － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十分

な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

6 . 北沢地域整備計画
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6 . 北沢地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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６ 北沢地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

25

北沢五丁目・

大原一丁目地区

世田谷区 北沢五丁目ほか 44. 2ha ○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化

建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

北沢五丁目

大原一丁目

； 環七大原・羽根木地区沿道地区計画

【凡例】

重点整備地域

（ 不燃化特区） 区域
主要区画道路

都市計画道路

公共施設整備検討エリア

沿道地区計画

防災街区整備地区計画
地区まちづく り計画 公園等整備予定地

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

23

北沢三・ 四丁目

地区

世田谷区 北沢三丁目ほか 33. 6ha ○ 茶沢通り拡幅整備事業

○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化

建替えの促進

● まちづく りコンサルタント 派

遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネ

ーター派遣支援

● 士業派遣支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公共施設転換用地取得支援

＜コア事業における取組＞

○ 茶沢通り拡幅整備事業

○ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等での不燃化建替えの促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

【凡例】

地区防災不燃化促進事業導入路線

公共施設整備検討エリア

重点整備地域（不燃化特区）区域

主要区画道路

都市計画道路

地区計画、地区街づくり計画

公園等整備予定地
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７ 南 台 ・本 町 (渋 )・西 新 宿 地 域 （新 宿 区 ・中 野 区 ・渋 谷 区 ・杉 並 区 ）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約300 ha

（ 約 287 ha ）
約 83, 900 人 67. 9% 69%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

新宿副都心の後背地に広がる、 住宅が主体の地域ですが、 幹線道路沿道では、 商業・ 業

務施設や教育施設などが集積し、 建築物の不燃化が進んでいます。 一方、 街区内部には、

狭あい道路や狭小敷地が多く 、 老朽木造建築物が密集した地区も存在しています。

これまで、 木造住宅密集地域整備事業により地区内の防災性改善を進めてきており、 現

在は、 地区北側において、 市街地再開発事業や防災街区整備事業を主体としたまちづく り

を進めています。 一方、 地区南側の住宅地は、 未整備の防災生活道路や４ ｍ未満の狭あい

道路が多く 存在し、 老朽化した木造建築物の建替えによる市街地の不燃化が進んでいない

状況です。

重点整備地域である西新宿五丁目地区は、 幹線道路沿道では高層建築物等による不燃化

が進んでいるものの、 地区の内部は老朽化した木造建築物が密集し、 道路や公園などのオ

ープンスペースが少なく 、 防災上の課題を多く 抱える地区です。

渋谷区本町二～六丁目地区は、 狭あい道路や狭小敷地、 老朽木造建築物が多く 不燃化推

進の取組が必要な状況です。 特に、 避難所である渋谷本町学園及び同学園第二グラウンド

周辺の密集市街地改善のため、「 主要生活道路８ 号線」 をはじめとした道路の整備による避

難路の確保や老朽木造建築物の不燃化建替えの推進が喫緊の課題です。

中野区弥生町三丁目周辺地区は、 地区外周を形成している幹線道路沿道における不燃化

建替えは進んできましたが、 その内部では十分に進んでいない区域が見られます。 基盤整

備の遅れた地区南部を中心に、 規模の大きい街区内に、 接道条件に課題がある木造建築物

が多く 見受けられ、震災時をはじめ、日常における火災の延焼を防止する必要があります。

杉並区方南一丁目地区は、 不燃化特区の支援制度導入後、 老朽建築物の建替えの促進や

狭あい道路の拡幅整備の強化を図っていますが、 これらの取組を引き続き行っていく 必要

があるとともに、公園・ 広場といったオープンスペースの確保や、幅員6ｍ以上の道路ネッ

ト ワークの形成など基盤整備の取組が課題となっています。

③ 整備方針

東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第89 号） に基づく 新たな防火規制や防災街

区整備地区計画等により、 老朽木造建築物の不燃化建替えを促進するとともに、 狭あい道

路の拡幅整備や防災生活道路の整備による道路空間の確保などにより防災性の向上を図り



7-86

第
７
章

整
備
地
域

重
点
整
備
地
域
の
整
備

７

南
台

本
町

渋

西
新
宿
地
域

ます。 また、 地区特性に応じた適切な建築物への建替えを誘導するとともに、 住宅地を中

心に緑化を促進し、 潤いある住環境の形成を図ります。

地区の状況に応じて、 木造住宅密集地域整備事業を実施し、 都市再生機構等と連携しな

がら防災生活道路の整備を推進するとともに、 建築物の不燃化・ 共同化を促進し、 防災性

の早期向上を図ります。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 西新宿五丁目地区】（ 新宿区）

北エリアでは、 都心居住を推進する市街地再開発事業等によるまちづく り手法を活用し、

防災性及び住環境の向上と都心生活拠点にふさわしいまちづく りを進めます。 また、 市街

地再開発事業等に合わせて無電柱化を実施していきます。

南エリアでは、 戸建て建替えや共同化等による建物の不燃化の促進と、 まちづく りの指

針となるまちづく り構想に基づき、 防災性の向上を図るとともに地区住民が安心して住み

続けられるまちづく りを進めます。

【 弥生町三丁目周辺地区】（ 中野区）

本地区の防災まちづく りを推進するため、 不燃化特区の指定を受け、 都営川島町アパー

ト 跡地の活用により、 避難道路の拡幅整備をはじめ、 建替え補助の導入など建築物の不燃

化を進めています。

避難道路の整備については、 道路法（ 昭和27年法律第180号） による事業により、 関係

権利者の理解と協力を得ながら、 整備を進めています。 あわせて、 整備効果の高い路線か

ら無電柱化の取組を進めていきます。 また、 地区全体に地区計画を導入し、 防災まちづく

りを継続的かつ着実に進めます。

その他、 弥生町二丁目19番の一部においては、 狭隘な行き止まり道路や、 老朽化した未

接道建築物が連担する地区であるため、 防災街区整備事業を適用し、 共同化による防災性

の向上及び居住環境の改善を目指します。

【 本町二～六丁目地区】（ 渋谷区）

避難路の確保や不燃化の推進が喫緊の課題となっており、「 主要生活道路８ 号線」 をはじ

めとした道路の拡幅整備を行うため、 不燃化特区の支援策を活用し、 不燃化建替えによる

沿道の延焼遮断帯機能の強化、 専門家派遣等の支援を行います。 ８ 号線以外の早期整備が

必要な主要生活道路（ 防災生活道路）の整備方針についても策定に向けた取組を進めます。

また、 戸別訪問等により地区内の老朽木造建築物の建替えと狭あい道路拡幅へ向けた気

運醸成に取り組むとともに、公園、広場、用地の確保による地域の延焼遮断帯機能の強化、

８ 号線など主要生活道路（ 防災生活道路） の整備に合わせた残地利用による無電柱化の検

討を進めます。
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さらには、「 本町地区防災都市づく りグランドデザイン」 の策定により、 これまで取り組

んできた木造住宅密集地域における事業や地区計画等によるまちづく りに加え、 環境や地

域コミ ュニティ にも配慮した総合的な実行計画を実施していく ことで、 よりスピード感を

持って地域の防災性を高めていきます。

【 方南一丁目地区】（ 杉並区）

不燃化特区の支援策を活用し、 地区の防災まちづく り計画の策定を目指すとともに、 老

朽建築物の除却や建替え助成、 専門家派遣による建替え相談会の実施などにより建築物の

不燃化の促進を図ります。 また、 密集市街地の改善に向け、 公園・ 広場用地の確保を図る

とともに、 防災生活道路の整備の事業化を目指すなど、 基盤整備の取組を進めます。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を

図ります。

現在指定していない区域についても、 今後、 地元住民の意向を踏まえ、 まちづく りと併

せて新たな防火規制の区域の指定を検討していきます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 中野区 補助63号線 弥生町一丁目ほか 1. 1km 予定 予定 予定

2 街路 東京都 補助62号線 南台一丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 補助62号線 南台三丁目ほか ＊1. 1km
R７年度末までに

事業着手

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

7 . 南台・ 本町（ 渋）・ 西新宿地域整備計画
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7 . 南台・ 本町（ 渋）・ 西新宿地域整備計画図（ 道路網）

延
焼

遮
断

帯
形

成
状

況
と

緊
急

輸
送

道
路



7-91

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
７

南
台
・
本
町
（
渋
）・
西
新
宿
地
域
）

整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5

年度末

R7
年度末

R12
年度末

事
業

市
街
地
整
備

1 再開発 組合 西新宿五丁目中央南地区 西新宿五丁目 0.8ha 事業中 完了 完了

2 防街事業 組合 西新宿五丁目北地区 西新宿五丁目 2.4ha 事業中 完了 完了

3 木密 中野区 南台一・二丁目地区 南台一丁目ほか 25.8ha 事業中 事業中 事業中

4 木密 中野区 弥生町三丁目周辺地区
弥生町三丁目
ほか

21.3ha 事業中 事業中 事業中

5 木密 渋谷区 本町地区 本町二丁目ほか ＊99.2ha 事業中 完了 完了

6 防街事業
民間（個人・

組合どちら

か未定）

弥生町二丁目 19 番地区 弥生町二丁目 0.2ha 予定 事業中 完了

－ 狭あい 中野区 全域 － － 事業中 － －

－ 狭あい 杉並区 全域 － － 事業中 － －

避
難
場
所

7 不燃化 中野区
東京大学附属中等教育学校
周辺地区

南台一丁目ほか 15.6ha 事業中 完了 完了

規
制
・
誘
導

8 防災街区 中野区 南台一・二丁目地区 南台二丁目ほか 25.8ha 実施中 実施中 実施中

9 防災街区 渋谷区 本町二・四・五・六丁目地区 本町六丁目ほか 58.1ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 中野区 南台四丁目地区 南台四丁目ほか 18.8ha 実施中 実施中 実施中

11 地区計画 中野区 弥生町三丁目周辺地区
弥生町三丁目
ほか

21.5ha 実施中 実施中 実施中

12 地区計画 中野区 中野坂上地区 本町一丁目ほか ＊4.7ha 実施中 実施中 実施中

13
再開発等
促進区

新宿区 西新宿五丁目中央北地区
西新宿五丁目
ほか

2.3ha 実施中 実施中 実施中

14 地区計画 新宿区 西新宿五丁目中央南地区
西新宿五丁目
ほか

0.8ha 実施中 実施中 実施中

15 地区計画 新宿区 西新宿五丁目北地区
西新宿五丁目
ほか

2.5ha 実施中 実施中 実施中

16 地区計画 渋谷区 本町二・三丁目地区 本町二丁目ほか ＊11.9ha 実施中 実施中 実施中

17 沿道地区 杉並区 杉並区環七沿道地区 方南一丁目ほか ＊55.6ha 実施中 実施中 実施中

耐
震
化

－
耐震診断
耐震改修

杉並区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

中野区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断
耐震改修

新宿区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断
耐震改修

渋谷区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又は区域等の範囲

とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十分な住宅をおおむ

ね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

7 . 南台・ 本町（ 渋）・ 西新宿地域整備計画
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7 . 南台・ 本町（ 渋）・ 西新宿地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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７ 南台・ 本町(渋)・ 西新宿地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

1

西新宿五丁目

地区

新宿区 西新宿五丁目 7. 5ha ○ 不燃化建替え・ 老朽木造建築

物の除却の支援

○ 西新宿五丁目中央南地区市街

地再開発事業（ 組合施行）

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸建建替え助成支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡例

重点整備地域（不燃化特区）区域

西新宿五丁目地区南エリア

西新宿五丁目地区北エリア

西新宿五丁目中央南地区市街地再開発事業

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替え・ 老朽木造建築物の除却の支援

○ 西新宿五丁目中央南地区市街地再開発事業

（ 組合施行）
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

27

弥生町三丁

目周辺地区

中野区 弥生町三丁目

ほか

21. 3ha ○ 避難経路ネット ワー

クの形成

○ 不燃化建替促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派

遣支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 避難経路ネット ワークの形成

○ 不燃化建替促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載



7-96

第
７
章

整
備
地
域

重
点
整
備
地
域
の
整
備

７

南
台

本
町

渋

西
新
宿
地
域

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

26

本町二～六丁

目地区

渋谷区 本町二丁目ほか 74. 1ha ○ 主要生活道路５号線及

び８号線整備事業

○ ５、 ８号線以外（ ２、

３、 ６、 １３号線） の

主要生活道路整備実施

へ向けた取組

○ 無接道敷地解消へ向け

た取組

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

本町一丁目

中野区

新宿区

新国立劇場

本町六丁目

本町四丁目

本町五丁目

６号線

１３号線

３号線

本町三丁目

本町二丁目

８号線

５号線

２号線

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

0 100 200 400m

重点整備地域（不燃化特区）区域

区界

町丁目界

防災街区整備地区計画・
整備計画区域
（不燃化建替え助成対象区域）

本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画

本町二・四・五・六丁目地区防災街区

整備地区計画整備計画区域

本町二・三丁目地区地区計画

本町二丁目および三丁目の一部

本町二・三丁目地区地区計画区域

主要生活道路５号線及び８号線整備事業

主要生活道路５号線

主要生活道路８号線

５、８号線以外（２、３、６、１３号線）の
主要生活道路整備実施へ向けた取組

不燃化を優先的に進める
主要生活道路沿道区域

無接道敷地解消へ向けた取組

検討エリア

公園、広場などの緑地整備

全域

遊歩道

無電柱化へ向けた取組

主要生活道路６号線（一部）及び８号線

＜コア事業における取組＞

○ 主要生活道路５号線及び８号線整備事業

○ ５、 ８号線以外（ ２、 ３、 ６、 １３号線） の主要生活道路整備実施へ向けた取組

○ 無接道敷地解消へ向けた取組



7-97

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
７

南
台
・
本
町
（
渋
）・
西
新
宿
地
域
）

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

30

方南一丁目地区

杉並区 方南一丁目 33. 6ha ○ 老朽建築物除却及び

不燃化建替促進

○ 公園・ 広場整備

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派

遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公園・ 緑地・ 広場等整備支援

重点整備地域（不燃化特区）区域＜コア事業における取組＞

○ 老朽建築物除却及び不燃化建替促進

○ 公園・ 広場整備
＊不燃化特区の整備方針図を掲載

方南一丁目
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８ 阿佐谷・ 高円寺周辺地域（ 杉並区・ 中野区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 273 ha 約 78, 000 人 56. 2% 55%

② 地域の概要

一部では区画整理事業により道路が整備されましたが、 地域全域にわたり狭あい道路や

狭小敷地が多く 、 特にJR中央線より南側に小規模共同住宅などの老朽木造建築物が多く 立

地しています。 地域の中央を JR中央線が、 南側を地下鉄丸ノ内線が通るなど、 利便性の高

い地域であり、 単身世帯が多く なっています。

重点整備地域の杉並第六小学校周辺地区における馬橋通りは地区内の主要な道路であり、

自動車交通量が多いものの幅員が十分ではないため、拡幅整備を進め、震災時の避難・ 救助・

消防活動のための空間確保や日常の歩行者の安全性の確保を図っていく 必要があります。

また、日常生活の憩いの空間の確保や防災活動拠点としての機能の強化のため、新規の広場

や公園の整備等が必要です。

③ 整備方針

当地域のおおむね全域にわたって防火地域及び東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条

例第89号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の建替えに合わせた不

燃化を促進します。

地域の南側では木造住宅密集地域整備事業の実施により、 防災生活道路や公園の整備を

推進するとともに、老朽木造建築物の戸建て建替えや共同建替えの促進、無電柱化の検討を

進め、防災性の向上を図ります。また、用途地域による敷地面積の最低限度の設定や、緑化

の推進により、 ゆとりや潤いのある良好な住環境の形成を図ります。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 杉並第六小学校周辺地区】（ 杉並区）

当地区では、 木造住宅密集地域整備事業等により、「 阿佐ヶ谷南・ 高円寺南地区防災まち

づく り計画」 に位置付けられている馬橋通りの拡幅整備を中心に狭あい道路の拡幅整備を

推進し、 災害時における緊急車両の通行確保や地区内の消防活動困難区域の縮小を図ると

ともに、 公園・ 広場用地の確保を進めます。

また不燃化特区の支援策を活用し、老朽建築物の除却や建替えの助成、専門家派遣による

建替え相談会や戸別訪問を実施するなど、 建築物の不燃化の促進を図ります。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89



7-100

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
８

阿
佐
谷
・
高
円
寺
周
辺
地
域
）

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 杉並区 補助227号線 高円寺北三丁目ほか 0. 4km 予定 予定 予定

2 街路 未定 補助128号線 高円寺北四丁目ほか 1. 6km 予定 予定 予定

3 街路 未定 補助215号線 阿佐谷北三丁目ほか 1. 3km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

8 . 阿佐谷・ 高円寺周辺地域整備計画
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8 . 阿佐谷・ 高円寺周辺地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 杉並区 阿佐谷南・ 高円寺南地区 阿佐谷南一丁目 約93. 5ha 事業中 事業中 完了

2 区画整理 個人 阿佐ヶ谷駅北東地区 阿佐谷北一丁目 約2. 7ha 事業中 事業中 完了

－ 狭あい 中野区 全域 － － 事業中 － －

－ 狭あい 杉並区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

3 地区計画 杉並区 気象研究所跡地周辺地区
高円寺北四丁目

ほか
約18. 0ha 実施中 実施中 実施中

4 地区計画 杉並区 阿佐ヶ谷駅北東地区 阿佐谷北一丁目 約4. 4ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
杉並区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断

耐震改修
中野区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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8 . 阿佐谷・ 高円寺周辺地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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８ 阿佐谷・ 高円寺周辺地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

29

杉並第六小

学校

周辺地区

杉並区 阿佐谷南一丁目

ほか

46. 7ha ○ 優先整備路線の整備

○ 老朽建築物除却及び

不燃化建替促進

○ 公園・ 広場整備

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公園・ 緑地・ 広場等整備支援
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●
杉並第六小学校

青梅街道

＜地区内全域における

コア事業の取組＞

○ 老朽建築物除却及び不燃化

建替促進

○ 公園・ 広場整備

＜凡例＞
重点整備地域

（不燃化特区）区域

＜コア事業における取組＞

○優先整備路線の整備
（幅員：6.5m）

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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９ 大和町・ 野方地域（ 中野区・ 杉並区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 270 ha 約 71, 900 人 60. 3% 32%

② 地域の概要

住宅を主体とした地域であり、 西武新宿線野方駅周辺や新井薬師前駅周辺などに商店街

が形成されるなど、利便性の高い地域です。土地区画整理事業により道路等の整備が行われ

た地区もありますが、狭あい道路や行き止まり道路が多く 、生活道路の整備や老朽木造建築

物の建替えが進まないなど、 防災上の課題を抱えています。

重点整備地域である大和町地区においては、 地区内の道路のほとんどが幅員４ ｍ未満の

狭あい道路となっています。

③ 整備方針

建築物の建替えに併せて狭あい道路の拡幅整備を進めるとともに、 東京都建築安全条例

（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基づく 新たな防火規制により、 建築物の不燃化を促進

します。

避難場所に指定されている平和の森公園周辺では、 木造住宅密集地域整備事業と地区計

画により、主要生活道路や公園の整備による避難機能の強化及び建築物の不燃化・ 共同化を

促進し、 防災性と住環境の向上を目指します。

災害時における危険度が高い大和町地区では、 狭あい道路や老朽木造建築物を解消する

ために、 木造住宅密集地域整備事業を導入しています。

地区内の避難道路整備を進めるとともに、 整備効果の高い路線について無電柱化の取組

を進めていきます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 大和町地区】（ 中野区）

大和町中央通り（ 補助227号線）の拡幅整備及びその沿道における都市防災不燃化促進事

業による不燃化の促進により、延焼遮断帯の形成を図ります。あわせて、地区計画の導入と

優先整備路線として避難道路の整備を推進することにより、 防災性と住環境の向上を目指

します。

また、不燃化特区の支援策により、老朽建築物の除却を進めるとともに、耐火・ 準耐火建

築物等への建替えを積極的に支援し、地区内の不燃化を促進します。さらに、地域住民への

不燃化建替えの呼びかけ、意向の把握、相談案内などを実施することで、地区内全体の不燃

化推進の機運を醸成し、 特には無接道敷地等の建替え困難地に対する取組を進めていきま

す。
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□ 特定整備路線

本地域では、 補助 227 号線（ 大和町一丁目〜四丁目） が特定整備路線に選定されていま

す。 都市防災不燃化促進事業を道路整備と一体的に実施することにより沿道の不燃化を図

り、 延焼遮断帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助227号線（ 大和町）
大和町一丁目ほか 0. 7km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都 補助74号線 野方一丁目ほか 0. 9km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 補助133号線（ 白鷺） 白鷺二丁目ほか ＊0. 7km 事業中 完了 完了

4 街路 中野区
中野区画街路3号線

（ 交通広場を含む。）
上高田三丁目ほか

0. 6km
交通広場面積

0. 4ha

事業中

（ 広場）
事業中 完了

5 街路 中野区
中野区画街路4号線

（ 交通広場を含む。）
沼袋一丁目ほか

0. 1km
交通広場面積

0. 3ha
事業中 完了 完了

6 街路 中野区 補助220号線 上高田二丁目ほか 0. 1km 事業中 事業中 完了

7 街路 東京都 補助74号線 新井一丁目ほか 0. 7km R７年度末までに事業着手

8 連続立体 東京都

都市高速鉄道西武鉄道

新宿線（ 中井駅～野方駅

間）

沼袋一丁目ほか ＊2. 4km 事業中 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

9 . 大和町・ 野方地域整備計画
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9 . 大和町・ 野方地域整備計画図（ 道路網）

延
焼

遮
断

帯
形

成
状

況
と

緊
急

輸
送

道
路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 中野区 平和の森公園周辺地区
新井二丁目

ほか
51. 4ha 事業中 事業中 事業中

2 木密 中野区 大和町地区
大和町一丁目

ほか
67. 5ha 事業中 事業中 事業中

3 不燃化 中野区 大和町中央通り地区
大和町一丁目

ほか
5. 6ha 事業中 完了 完了

4 不燃化 中野区 区画街路第4号線地区
沼袋一丁目

ほか
＊0. 2ha 事業中 事業中 完了

5 合意形成 中野区
上高田二丁目及び

三丁目周辺地区

上高田二丁目

ほか
約28ha 予定 予定 予定

－ 狭あい 中野区 全域 － － 事業中 － －

－ 狭あい 杉並区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

6 地区計画 中野区 大和町中央通り沿道地区
大和町一丁目

ほか
5. 6ha 実施中 実施中 実施中

7 地区計画 中野区 平和の森公園周辺地区
新井二丁目

ほか
73. 1ha 実施中 実施中 実施中

8 沿道地区 中野区 中野区環七沿道地区
野方一丁目

ほか
＊7. 6ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 中野区 沼袋区画街路第4号線沿道地区
沼袋一丁目

ほか
＊0. 7ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
中野区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断

耐震改修
杉並区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

9 . 大和町・ 野方地域整備計画
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9 . 大和町・ 野方地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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９ 大和町・ 野方地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

28

大和町地区

中野区 大和町一

丁目ほか

67. 5ha ○ 不燃化建替えの促進

○ 特定整備路線と一体的に

進める沿道まちづく り

○ 避難道路(優先整備路線)

の形成

○ 無接道敷地の建替え検

討、 老朽除却(空家)等

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運

営支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替えの促進 ○ 特定整備路線と一体的に進める沿道まちづく り

○ 避難道路(優先整備路線)の形成 ○ 無接道敷地の建替え検討、 老朽除却(空家)等
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10 南長崎・ 長崎・ 落合地域（ 新宿区・ 豊島区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 233 ha 約 65, 400 人 65. 5% 71%

② 地域の概要

住宅が主体の地域であり、 緑豊かで敷地規模が比較的大きい良好な住宅地もある一方で、

狭あい道路や狭小敷地が多く 老朽木造建築物が密集している地区もあります。

外周の都市計画道路はおおむね完成し、道路整備とともに沿道建築物の不燃化が進み、延

焼遮断帯が形成されつつありますが、 地域の内部では災害時の火災延焼を遮断する機能が

不足しています。

重点整備地域である補助 26・ 172 号線沿道地区は、 地区全域の建替えは進んでいるもの

の、依然として老朽木造建築物が数多く 存在しています。特に、木造アパート 等が多数残存

し、 老朽化が進んでいます。

③ 整備方針

補助26号線の拡幅整備及び沿道建築物の不燃化により、 外周部の延焼遮断機能を更に高

め、補助172号線の整備に併せた沿道建築物の不燃化促進により、地域内部の延焼遮断帯の

形成を図ります。

街区内部では、建築物の建替えに併せた狭あい道路の拡幅整備を促進するとともに、防災

生活道路網の整備及び沿道建築物の不燃化を進めていきます。また、広場等の空地確保や老

朽木造建築物の不燃化建替えを促進し、 防災性と住環境の向上を目指します。

また、長崎一丁目～五丁目地区では、木造住宅密集地域整備事業により、防災性の向上と

ともに、 潤いのある住環境の形成を図ります。

重点整備地域である補助26・ 172号線沿道地区については、 特定整備路線補助26号線及

び補助 172 号線の事業化に併せて定めた地区計画や防火規制の強化などの規制誘導策とと

もに、都市防災不燃化促進事業などの建替え支援策を重層的に実施し、住環境の向上と効率

的な延焼遮断帯の形成とを図ります。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 補助26・ 172号線沿道地区】（ 豊島区）

補助26・ 172号線沿道地区では、 特定整備路線（ 補助26号線・ 補助172号線） の事業化

に併せて、 補助26号線沿道には特定防災街区整備地区、 補助172号線周辺には地区計画を

定めると同時に、 用途地域の変更、 防火規制の強化などの規制･誘導策を定めました。 その

上で、特定整備路線沿道地域に都市防災総合推進事業を導入し、戸建て建替え及び共同建替

えによる不燃化を促進し、 道路と沿道建物が一体となった延焼遮断帯の早期形成を図りま
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す。

また、 不燃化特区の支援策を活用することで地区内の老朽木造建築物の不燃化建替えを

促進し、地区全体の防災性の向上に取り組むとともに、町会や商店街及びまちづく り協議会

など地域住民と連携し、不燃化推進の機運を醸成しながら、地域特性を踏まえた安全で快適

な都市空間を形成します。

特に、東長崎駅北口周辺や椎名町駅北口周辺の密集街区については、補助172号線の整備

に併せ、木造住宅密集地域整備事業や防災街区整備事業等の活用を検討するとともに、街区

の再編整備や共同化等による駅前にふさわしい土地利用を図り、 道路整備に併せた商店街

の再生、 駅へのアクセス性の改善など、 交通結節機能の向上等の促進と無電柱化を検討し、

災害に強く 商業など生活拠点としての都市機能を更に高めていきます。 さらに、 補助26号

線、補助172号線の整備により、不整形残地の発生が見込まれるため、必要に応じて街区の

再編成等についてコーディ ネート を行います。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助26号線（ 南長崎六丁目〜長崎五丁目、 千早四丁目〜要町三丁目） 及び

補助172号線（ 長崎一丁目〜五丁目） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

重点整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号）

に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図り

ます。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助26号線（ 南長崎）

南長崎六丁目

ほか
0. 3km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助26号線（ 千早）
要町三丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助172号線（ 長崎）
長崎一丁目ほか 1. 6km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

10 . 南長崎・ 長崎・ 落合地域整備計画
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10 . 南長崎・ 長崎・ 落合地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 不燃化 豊島区 補助26･172号線沿道地区 長崎一丁目ほか 17. 1ha 事業中 完了 完了

2 防街事業 組合 長崎四丁目8～12番地区 長崎四丁目 0. 8ha 予定 事業中 事業中

3 防街事業 組合 長崎一丁目1～5番地区 長崎一丁目 0. 6ha 予定 事業中 事業中

4 防街事業 組合 長崎四丁目26・ 27番地区 長崎四丁目 0. 3ha 予定 事業中 完了

5 木密 豊島区 長崎地区 長崎四丁目ほか 68. 0ha 事業中 事業中 完了

規制・

誘導

6 地区計画 豊島区 補助172号線沿道長崎地区 長崎一丁目ほか 69. 0ha 実施中 実施中 実施中

7 特定防災 豊島区 補助26号線沿道地区 要町三丁目ほか 10. 3ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
豊島区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断

耐震改修
新宿区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

10 . 南長崎・ 長崎・ 落合地域整備計画
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10 . 南長崎・ 長崎・ 落合地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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10 南長崎・ 長崎・ 落合地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

33

補助26・ 172

号線沿道地区

豊島区 長崎四丁目ほか 153. 8ha ○ 補助26・ 172号線と

一体的に進める沿道

まちづく り

○ 駅周辺地域の街区単

位での防災まちづく

りと商店街の再生

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 防災街区整備事業費支援

● 公共施設転換用地取得支援

＜コア事業における取組＞

○ 補助26・ 172号線と一体的に進める沿道ま

ちづく り

○ 駅周辺地域の街区単位での防災まちづく り

と商店街の再生

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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11 東池袋・ 大塚地域（ 文京区・ 豊島区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 172 ha

（ 約 156 ha ）
約 36, 000 人 75. 6% 87%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

本地域は、池袋副都心の東側に広がり、副都心に隣接する地域の西側は都市計画道路事業

や市街地再開発事業により不燃領域率が高まる一方で、 地域の東側には依然として木造住

宅密集地域が多く 残っています。 南池袋二丁目は、 街並み再生地区に、 さらに東池袋四･五

丁目を含めた地域は、池袋副都心とともに特定都市再生緊急整備地域に指定され、今後の市

街地更新が期待されます。 都電荒川線の東側に位置する東池袋五丁目から大塚周辺や雑司

が谷は、木造住宅が密集し、狭あい道路や行き止まり道路が多く 、消防活動、延焼防止、避

難活動等の面で多く の課題を抱えています。また、宅地が細分化されている上、接道条件に

も課題があるなど、 建替えによる市街地の更新が進んでいません。

都市防災不燃化促進事業の実施により、 不忍通りの沿道建築物の不燃化が促進されたこ

とで、地域外周は延焼遮断帯が全て形成されています。地域内部では全ての都市計画道路で

事業が進められています。

雑司ヶ谷霊園、護国寺一帯は避難場所に指定されており、緑豊かな空間が広がっています。

また、地域の北部には地域の内外にわたり、豊島区立総合体育場一帯が避難場所に指定され

ており、 造幣局跡地では1. 7haのとしまみどりの防災公園が令和2年12月に開園していま

す。

③ 整備方針

本地域の西側の南池袋二丁目や東池袋四丁目では、 街並み再生方針や特定都市再生緊急

整備地域の地域整備方針を踏まえ、都市開発諸制度の活用などにより道路や歩道、広場状空

地の確保とともに建築物の不燃化･共同化による市街地の更新を進めていきます。 また、 雑

司が谷・ 南池袋地区では、木造住宅密集地域整備事業により、防災性の向上と共に、潤いの

ある住環境の形成を図ります。

大塚五･六丁目では、 建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化や耐震改修に合わせた外壁等

の不燃化を促進します。また、幅員４ ｍ未満の道路拡幅を促進するとともに、東京都建築安

全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく 防火規制等により、避難場所である護国寺

一帯への避難機能の強化と防災性の向上を図ります。
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□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 大塚五・ 六丁目地区】（ 文京区）

不燃化特区の支援策により、震災時に延焼の危険性が高い木構造（ 防火造・ 木造） 建物の

建替えや除去の促進、無接道敷地等の解消を図り、不燃化を進めます。また、相談ステーシ

ョ ンを活用して、地区内の住民・ 地権者等の様々 なニーズにきめ細かく 対応し、地域の防災

性の向上に取り組みます。

【 東池袋四・ 五丁目地区】（ 豊島区）

補助81号線と沿道まちづく りとを地域住民と連携しながら一体的に進め、 建築物の共同

化・ 不燃化とともに、 地域の安全性を高める延焼遮断機能を更に高めていきます。

造幣局南地区は、造幣局地区まちづく り計画を踏まえ、特定都市再生緊急整備地域の各種

制度の活用などにより、 造幣局地区の一部を活用した連鎖型の再開発事業等を展開するこ

とで、 木造住宅密集地域の解消を目指します。

さらに、従来の木造住宅密集地域整備事業によるまちづく りに加えて、防災街区整備事業

等の活用を検討するとともに、不燃化特区の支援策を活用し、街区の再編整備や共同化、老

朽木造建築物の建替え、防災生活道路網の整備、沿道建築物の不燃化等を促進することで、

地区の防災性や住環境の向上を図ります。また、新たに整備する道路では、無電柱化を検討

します。

【 雑司が谷・ 南池袋地区】（ 豊島区）

不燃化特区の支援策を活用することで、 地区内の老朽木造建築物の不燃化建替えを促進

し、地区全体の防災性の向上に取り組みます。まちづく り協議会や各種の活動団体、地域住

民と連携しながら、 雑司が谷に残る地域資源を生かしたまちづく りと不燃化推進の機運を

醸成していきます。

また、木造住宅密集地域整備事業により、防災生活道路の整備や公園･広場等の整備など、

防災性や住環境の向上を図ります。

□ 特定整備路線

本地域では、補助81号線（ 南池袋二丁目～四丁目）が特定整備路線に選定されています。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 補助81号線（ 東池袋） 東池袋四丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

2 街路 豊島区 補助176号線 東池袋四丁目ほか 0. 1km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助81号線（ 南池袋）
南池袋四丁目ほか 0. 3km 事業中 完了 完了

4 街路 東京都 環状5の1号線 南池袋三丁目ほか 1. 0km 事業中 事業中 完了

5 街路 東京都 環状4号線 目白台二丁目ほか ＊0. 8km 事業中 事業中 完了

6 街路 東京都 環状4号線（ 不忍通り） 大塚五丁目ほか 0. 4km R７年度末までに事業着手

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

11 . 東池袋・ 大塚地域整備計画
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11 . 東池袋・ 大塚地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5
年度末

R7
年度末

R12
年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 沿道一体
東京都
豊島区

〔 沿道のまちづく り〕
補助81号線（ 東池袋）

東池袋四丁目
ほか

0. 6km 事業中 事業中 完了

2 木密 豊島区 東池袋四・ 五丁目地区
東池袋四丁目
ほか

19. 2ha 事業中 完了 完了

3 木密 豊島区 雑司が谷・ 南池袋地区
雑司が谷一丁目
ほか

38. 2ha 事業中 完了 完了

4 防街事業

民間
（ 個

人・ 組
合どち
らか未
定）

東池袋四丁目中央地区 東池袋四丁目 3. 4ha 予定 予定 事業中

5 再開発 組合 東池袋四丁目2番街区地区東池袋四丁目 0. 3ha 完了 完了 完了

6 再開発 組合 南池袋二丁目C地区 南池袋二丁目 1. 7ha 事業中 事業中 完了

7 防街事業 組合 東池袋五丁目10番地区 東池袋五丁目 0. 1ha 予定 予定 完了

8 防街事業

民間
（ 個

人・ 組
合どち
らか未
定）

東池袋四丁目35番街区（ C
街区）

東池袋四丁目 0. 1ha 予定 事業中 完了

9 再開発 組合 東池袋四丁目３番地区 東池袋四丁目 0. 3ha 予定 予定 事業中

10 防街事業 組合
東池袋五丁目21番・ 22番
地区

東池袋五丁目 0. 2ha 予定 予定 事業中

－ 防災総合 文京区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導

11 地区計画 豊島区 東池袋四・ 五丁目地区
東池袋四丁目
ほか

20. 3ha 実施中 実施中 実施中

12 地区計画 豊島区 南池袋二・ 四丁目地区
南池袋二丁目
ほか

5. 6ha 実施中 実施中 実施中

13 地区計画 豊島区 環状5の1号線周辺地区
南池袋三丁目
ほか

10. 3ha 実施中 実施中 実施中

14 地区計画 豊島区 池袋東口D地区
南池袋二丁目
ほか

6. 7ha 実施中 実施中 実施中

15
再開発等
促進区

豊島区 南池袋二丁目Ａ地区 南池袋二丁目 1. 2ha 実施中 実施中 実施中

16 地区計画 豊島区 東池袋四丁目42番地区 東池袋四丁目 3. 7ha 実施中 実施中 実施中

17
再開発等
促進区

豊島区 南池袋二丁目C地区 南池袋二丁目 2. 3ha 実施中 実施中 実施中

18 街区再編 豊島区
〔 街並み再生地区の指定
と街並み再生方針の策定〕
南池袋二丁目地区

南池袋二丁目 5. 3ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－ 耐震改修 文京区
全域（ 木造住宅は準防火地
域のみ）

－ － 実施中 完了 完了

－ 耐震診断 文京区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

豊島区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

11 . 東池袋・ 大塚地域整備計画
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11 . 東池袋・ 大塚地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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11 東池袋・ 大塚地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

2

大塚五・ 六丁目地区

文京区 大塚六丁目ほか 27. 9ha ○ 老朽建築物の除却・

不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等の解消

支援

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 老朽建築物の除却・ 不燃化建替えの促進

○ 無接道敷地等の解消支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡例＞ 重点整備地域(不燃化特区)区域

新防火規制の指定区域

防火地域
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

31

東池袋四・ 五

丁目地区

豊島区 東池袋四丁目ほか 19. 2ha ○ 防災生活道路と一体

となった周辺整備

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 用地折衝派遣支援

Ｂ-２

Ａ-１

Ｂ-１

Ｎ

Ｂ-１

東池袋四丁目停留場

向原停留場

Ｂ-３

＜コア事業における取組＞

○ 防災生活道路と一体となった周辺整備

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

34

雑司が谷・

南池袋地区

豊島区 雑司が谷一丁目ほか 38. 2ha ○ 積極的な戸別訪

問等による建替

え促進

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

Ｎ

雑司が谷公園

日本女子大学寮

雑司が谷公園路線１

路線４

路線３

路線５

路線２

B-4

B-2

B-3

B-3

B-3

都電雑司ヶ谷

停留場

鬼子母神前

停留場

東池袋四丁目停留場

都立雑司ケ谷霊園

南池袋第二公園

B-2

＜コア事業における取組＞

○積極的な戸別訪問等による建替え促進
＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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12 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域（ 豊島区・ 北区・ 板橋区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 172 ha 約 80, 900 人 74. 4% 68%

② 地域の概要

全体的に住宅が主体の地域ですが、上池袋周辺では作業場併用住宅なども見られ、住・ 工

が混在しています。また、池袋駅に近接した地区では商業・ 業務施設が集積しています。単

身世帯の多い地区もありますが、 駅周辺は地域のコミ ュニティ の核となっている商店街が

広がっています。地域全体の不燃領域率は向上していますが、依然として狭あい道路が多く 、

生活道路や公園等が不足し、 老朽木造建築物が密集する地区が多く 残っています。

重点整備地域である池袋本町・ 上池袋地区は、広幅員の道路に囲まれていますが、内部は、

狭あい道路や行き止まり道路が多く 散在しており、発災時の道路閉塞の恐れがあり、避難所

や救援センターへの進入・ 避難の妨げとなることが懸念されます。

③ 整備方針

重点整備地域である池袋本町・ 上池袋地区では、特定整備路線補助73号線・ 補助82号線

の事業化に併せて定めた地区計画や防火規制の強化などの規制誘導策とともに、 都市防災

不燃化促進事業などの建替え支援策を重層的に実施し、 住環境の向上と効率的な延焼遮断

帯の形成を図ります。あわせて、東武東上線等との立体交差化による踏切解消とともに北池

袋駅・ 下板橋駅周辺の商業機能・ 交通結節機能の向上を図ります。さらに、木造住宅密集地

域整備事業により、防災生活道路や公園・ 広場等の整備によるオープンスペースの確保と老

朽木造建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化を促進し、防災性の向上とともに、潤いある住

環境の形成を図ります。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 池袋本町・ 上池袋地区】（ 豊島区）

池袋本町・ 上池袋地区では、特定整備路線（ 補助73号線・ 補助82号線） の事業化に併せ

て、地区計画、用途地域の変更、防火規制の強化など規制・ 誘導策を定めました。その上で、

特定整備路線沿道地域に都市防災総合推進事業を導入し、戸建て建替え・ 共同建替え等によ

る不燃化を促進し、 道路と沿道建物が一体となった延焼遮断帯の早期形成を図ります。

これまで進めてきた木造住宅密集地域整備事業による防災生活道路、 狭あい道路の拡幅

整備をさらに加速させていく ことに加え、沿道建築物の不燃化を促進し、発災時の避難路を

確保します。地区内でもオープンスペースが特に不足している範囲を中心に公園・ 広場の整

備を推進し、 安全で快適な都市空間を形成します。

補助73号線・ 補助82号線の沿道では、不整形残地の発生が多く 見込まれるため、地域の
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状況に応じて残地活用による共同化等を進め、安全で快適な都市空間を形成します。また、

東武東上線等との立体交差化による踏切解消とともに、 北池袋駅及び下板橋駅周辺の街区

再編や共同化等により、商店街を維持・ 再生するとともに駅前広場・ 駅への良好なアクセス

性を確保し、 地域の防災性・ 都市機能の向上を図ります。

□ 特定整備路線

本地域では、補助73号線（ 豊島区池袋本町二丁目〜板橋区板橋一丁目） 及び補助82号線

（ 豊島区上池袋三丁目〜板橋区大山金井町） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を道路整備と一体的に実施することにより沿道の不燃化促進を

図り、 延焼遮断帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね重点整備地域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。

現在指定していない区域についても、 今後、 新たな防火規制の区域として指定します。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助73号線（ 池袋本町）
池袋本町二丁目ほか 1. 1km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助82号線（ 上池袋）
上池袋三丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都

〔 特定整備路線〕

補助82号線（ 池袋本

町）

池袋本町三丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

4 街路 東京都
環状5の1号線

(西巣鴨Ⅰ期)
西巣鴨三丁目ほか 0. 8km 事業中 事業中 事業中

5 街路 東京都
環状5の1号線

(西巣鴨Ⅱ期)
上池袋二丁目ほか 0. 6km R７年度末までに事業着手

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

12 . 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域整備計画
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12 . 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 不燃化 豊島区 補助73・ 82号線沿道地区
池袋本町一丁目
ほか

＊12. 4ha 事業中 完了 完了

2 不燃化 板橋区 補助第82号線板橋地区 大山金井町 ＊0. 8ha 事業中 事業中 完了

3 木密 豊島区 池袋本町地区
池袋本町一丁目
ほか

＊63. 6ha 事業中 完了 完了

4 木密 豊島区 上池袋地区 上池袋二丁目ほか ＊67. 1ha 事業中 完了 完了

5 再開発 組合 板橋駅西口地区 板橋一丁目 0. 6ha 事業中 事業中 完了

6 再開発 個人 板橋駅板橋口地区 板橋一丁目 0. 4ha 事業中 事業中 完了

7 防街事業 組合
池袋本町三丁目20・ 21 番
地区

池袋本町三丁目 0. 2ha 事業中 完了 完了

8 防街事業 組合
池袋本町四丁目1・ 2 番地
区

池袋本町四丁目 0. 2ha 予定 事業中 完了

－ 狭あい 北区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導策

9 地区計画 豊島区 上池袋二・ 三・ 四丁目地区上池袋二丁目ほか 46. 5ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 豊島区 池袋本町地区
池袋本町一丁目
ほか

65. 8ha 実施中 実施中 実施中

11 地区計画 板橋区 板橋駅西口周辺地区 板橋一丁目 18. 7ha 実施中 実施中 実施中

12 特定防災 豊島区
池袋本町三丁目20・ 21 番
南地区

池袋本町三丁目 0. 2ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断
耐震改修

豊島区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

板橋区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

北区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

12 . 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域整備計画
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12 . 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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12 池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

32

池袋本町・

上池袋地区

豊島区 池袋本町一丁目ほか 124. 3ha ○ 補助73・ 82号線

と一体的に進め

る沿道のまちづ

く り

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 防災街区整備事業費支援

● 公共施設転換用地取得支援

＜コア事業における取組＞

○都市計画道路補助73･82号線

と一体的に進める沿道のまちづ

くり
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13 大谷口周辺地域（ 豊島区・ 板橋区・ 練馬区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約249 ha 約 72, 000 人 69. 3% 74%

② 地域の概要

環状７号線等の幹線道路沿道には、商業施設も見られますが、全体的には住宅を中心とし

た地域です。

補助26号線では街路事業及び沿道建築物の不燃化により、 延焼遮断帯の形成が進んでい

ますが、一部道路が未整備の区間が存在します。街区内部では、狭あい道路が多く 、老朽木

造建築物が密集しているなど、 防災上の課題を抱えています。

重点整備地域である大山駅周辺西地区は、市街地の延焼を遮断し、安全に避難が行える道

路ネット ワーク・ 避難経路の確保とともに、木造・ 防火造の住宅が集積し、都市災害に脆弱

な市街地の解消が課題となっています。

大谷口一丁目周辺地区は、一部に接道不良地が著しく 密集し、ほとんどの道路が狭あい道

路となっている地区があります。 一部区域において住宅地区改良事業も導入し重点的な取

組を行ってきましたが、それ以外の区域では依然として狭あい道路が多く 存在し、幅員６ ｍ

以上の防災生活道路の早急な整備が課題となっています。

③ 整備方針

当地域の大部分を東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基づく 新たな

防火規制の区域に指定しており、建築物の建替えに併せた不燃化により、防災性の向上を図

ります。

環状７ 号線や放射８ 号線沿道では、 沿道地区計画により遮音上有効な建築物の誘導や緑

化を促進し、 防災性と住環境の向上を促進します。

避難場所に指定されている「 公社向原住宅一帯」 については、避難場所につながる狭あい

道路の拡幅整備や公園等の整備を図り、防災性の向上を図るとともに、緑豊かな住環境の形

成を目指します。

川越街道から日本大学医学部附属板橋病院に至る緊急輸送道路の沿道では、 建築物を不

燃化することにより、 延焼遮断帯の形成を促進します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 大山駅周辺西地区】（ 板橋区）

大山駅周辺西地区は、燃えにく い市街地を形成するために、市街地再開発事業や共同化の

促進等により地区内の建築物の耐震化・ 不燃化を進めるとともに、都市災害による市街地の

延焼を防止するための延焼遮断帯の形成を進めます。また、東武東上本線大山駅付近連続立
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体交差事業等とも連携した、 防災まちづく りを推進していきます。

ピッコロ・ スクエア周辺地区及びクロスポイント 周辺地区では、市街地再開発事業を実施

し、周辺の老朽木造建築物の解消及び延焼遮断帯の早期形成を行い、防災性の高いまちづく

りを進めていきます。

特定整備路線補助26号線の整備においては、 沿道建築物の共同化も含めた道路と沿道建

築物との一体的な整備による延焼遮断帯の形成を図るとともに、 老朽木造建築物が密集し

ている地区においては、不燃化特区の支援策を活用し、戸建て建替えや共同建替えを促進し

ます。

【 大谷口一丁目周辺地区】（ 板橋区）

大谷口一丁目周辺地区は、木造住宅密集地域整備事業に位置付けられた「 主要生活道路」

の拡幅整備を推進し、 補助26号線までの安全な避難経路を確保するとともに、 後背地の不

燃化並びに幹線道路及び防災生活道路への避難経路の確保及びアクセス向上を図ります。

また、地区全体において老朽木造建築物の不燃化を促進するため、不燃化特区の支援策を

活用しながら重点的な不燃化建替えを図り、 地区全体の防災性の向上に取り組みます。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助26号線（ 大山町付近） が特定整備路線に選定されています。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積(ha)

又は延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助26号線（ 大山中央）
大山町 0. 4km 事業中 完了 完了

2 連続立体 東京都
都市高速鉄道東武鉄道

東上本線
大山東町 ＊1. 6km 事業中 事業中 完了

3 街路 板橋区

都市高速鉄道東武鉄道

東上本線付属街路第６号

線

大山町 0. 1km 事業中 事業中 完了

4 街路 板橋区
板橋区画街路第９号線

（ 交通広場含む。）
大山東町

0. 1km

交通広場面積

0. 3ha

事業中 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

13 . 大谷口地域整備計画
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13 . 大谷口地域整備計画図（ 道路網）

延
焼

遮
断

帯
形

成
状

況
と

緊
急

輸
送

道
路
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整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5
年度末

R7
年度末

R12
年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 沿道一体
東京都
板橋区

〔 沿道のまちづく り〕
補助26号線（ 大山中央）

大山町 0. 4km 事業中 完了 完了

2 再開発 組合
大山町ピッコロ・スクエア周
辺地区

大山町 約1. 3ha 事業中 事業中 完了

3 再開発 組合
大山町クロスポイント 周辺
地区

大山町 約0. 7ha 事業中 完了 完了

4 木密 板橋区 大谷口地区 大谷口上町ほか 76. 9ha 事業中 完了 完了

規制・

誘導

5 地区計画 板橋区 向原三丁目地区 向原三丁目 6. 6ha 実施中 実施中 実施中

6 地区計画 板橋区 大谷口一丁目周辺地区
大谷口一丁目ほ
か

19. 1ha 実施中 実施中 実施中

7 地区計画 板橋区 大谷口上町周辺地区 大谷口上町ほか 55. 0ha 実施中 実施中 実施中

8 地区計画 板橋区 大山駅西地区
大山町及び大山
金井町各地内

17. 3ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 板橋区 大山駅東地区
大山東町、栄町及
び氷川町各地内

22. 4ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 板橋区 向原第二住宅地区
小茂根一丁目
及び向原三丁目
各地内

2. 1ha 実施中 実施中 実施中

11
沿道地区

計画
板橋区

国道 254 号線(川越街道)
A 地区

大谷口上町ほか 4. 1km 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断
耐震改修

豊島区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

板橋区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断
耐震改修

練馬区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

13 . 大谷口地域整備計画
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13 . 大谷口地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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13 大谷口周辺地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

42

大山駅周辺西地区

板橋区 大山町の一部 9. 6ha ○ ピッコロ・ スクエア周

辺地区における市街地

再開発事業の推進

○ クロスポイント 周辺地

区における市街地再開

発事業の推進

● まちづく りコンサルタント 派

遣支援

● 士業派遣支援

クロスポイント

周辺地区

こ の地図は承認番号28-33の一部を転載したものである

ピッコロ・スクエア

周辺地区

重点整備地域（不燃化特区）区域

市街地再開発事業区域

特定整備路線（都市計画道路補助26号線）

都市計画道路沿道まちづくり区域

＜凡例＞＜コア事業における取組＞

○ ピッコロ・ スクエア周辺地区における市街地再

開発事業の推進

○ クロスポイント 周辺地区における市街地再開発

事業の推進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

41

大谷口一丁目

周辺地区

板橋区 大谷口一丁目ほか 19. 1ha ○ 主要生活道路の整備 ● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

<凡例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

密集事業拡幅路線（主要生活道路）

主要生活道路沿道での不燃化促進

＜コア事業における取組＞

○主要生活道路の整備
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14 千駄木・ 向丘・ 谷中地域（ 文京区・ 台東区・ 荒川区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 212 ha 約 65, 700 人 66. 3% 67%

② 地域の概要

不忍通りでは、街路事業及び都市防災不燃化促進事業により、延焼遮断帯が形成されまし

た。地域内には、谷中霊園などの緑地や多く の寺社と低層住宅等とが調和した潤いと情緒の

ある街並みが広がっていますが、狭あい道路や老朽木造建築物なども多く 、路地空間等の下

町情緒を残しながら、 防災性の向上を図っていく ことが課題となっています。

重点整備地域である谷中二・ 三・ 五丁目地区は、狭あい道路が多いほか、小規模な敷地が

多く 、 老朽化した木造建築物が密集するなどの防災上の問題を抱えています。

③ 整備方針

谷中地区では、木造住宅密集地域整備事業により防災生活道路を整備し、緊急車両の通行

や円滑な消火・ 救援活動及び避難の空間を確保するとともに、不燃化特区の支援策や整備地

域不燃化加速事業を活用しながら老朽木造建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化を促進し

ます。さらに、主要な防災生活道路の整備に当たっては、無電柱化も含めて検討を行ってい

きます。今後は、地域のまちづく りを進める中で、谷中地区景観形成ガイドラインや街なみ

環境整備事業を活用し、特徴的な景観を持つ街並みを保全しながら、防災性の向上を図りま

す。

千駄木・ 向丘地区では、建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化や耐震改修に合わせた外壁

等の不燃化を促進し、 防災性の向上を図ります。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 谷中二・ 三・ 五丁目地区】（ 台東区）

災害時の緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難の空間を確保するため、防災生

活道路の早期整備を促進するとともに、主要生活道路A路線については、無電柱化も見据え

た整備手法を検討していきます。同時に沿道での不燃化建替えを一体的に推進し、当地区に

おける避難路ネット ワークの早期形成を図ります。

老朽木造建築物が多い当地区内においては、 地区全域にわたって不燃化特区の支援策を

活用しながら不燃化建替えを促進し、不燃領域率を高めていきます。そのため、建替え等に

対する個々 のニーズや課題に応えるため、 建物所有者等への戸別訪問を行っています。
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□ 防火規制

重点整備地域内の準防火地域を東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） に

基づく 新たな防火規制の区域に、都市計画道路沿道一体を防火地域に指定しており、建築物

の更新による不燃化の促進を図ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。



7-157

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
14

千
駄
木
・
向
丘
・
谷
中
地
域
）

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 環状3号線 谷中一丁目ほか 1. 1km 予定 予定 予定

2 街路 東京都 補助94号線 千駄木二丁目ほか ＊0. 8km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 環状4号線 千駄木三丁目ほか 0. 1km R７年度末までに事業着手

4 街路 東京都 補助94号線 千駄木二丁目ほか 0. 9km R７年度末までに事業着手

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

14 . 千駄木・ 向丘・ 谷中地域整備計画
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14 . 千駄木・ 向丘・ 谷中地域整備計画図（ 道路網）

延
焼

遮
断

帯
形

成
状

況
と

緊
急

輸
送

道
路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 台東区 谷中二・ 三・ 五丁目地区 谷中三丁目ほか ＊28. 7ha 事業中 完了 完了

－ 狭あい 台東区 全域 － － 事業中 － －

－ 防災総合 文京区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

－ 防災総合 荒川区 全域 － － 実施中 実施中 完了

規制・

誘導

2 地区計画 荒川区 日暮里駅前周辺地区 西日暮里二丁目 2. 1ha 実施中 実施中 実施中

3 地区計画 台東区 谷中地区 谷中三丁目ほか＊99. 7ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－ 耐震改修 文京区
全域（ 木造住宅は準防火地域

内のみ）
－ － 実施中 完了 完了

－ 耐震診断 文京区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断

耐震改修
台東区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断

耐震改修
荒川区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

14 . 千駄木・ 向丘・ 谷中地域整備計画
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14 . 千駄木・ 向丘・ 谷中地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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14 千駄木・ 向丘・ 谷中地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

３

谷中二・ 三・ 五丁目

地区

台東区 谷中五丁目ほか 28. 7ha ○ 不燃化建替えの促進 ● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜コア事業における取組＞

○不燃化建替えの促進
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15 西ケ原・ 巣鴨地域（ 豊島区・ 北区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 103 ha 約 33, 100 人 64. 8% 68%

② 地域の概要

全体的に住宅を主体とした地域であり、 一部の地区では店舗併用住宅が多く 見られます。

公園等のオープンスペースが不足していましたが、 都市機構との連携により東京外国語

大学跡地の一部において避難場所である「 西ケ原みんなの公園」（ 染井墓地・ 駒込中学校一

帯） 並びに、外周の防災生活道路が整備されました。老朽木造建築物が密集している地区も

あり、狭あい道路や狭小敷地が多く 建替えが進まないなど、防災上の課題を抱えています。

重点整備地域である補助81号線沿道地区は、 狭あい道路、 行き止まり道路が多く 、 緊急

車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難の空間確保が必要な地区です。また、密集して

いる老朽木造建築物の建替えを促進するとともに、避難場所である「 染井墓地・ 駒込中学校

一帯」 への避難を安全かつ容易にしていく 必要があります。

③ 整備方針

西ケ原地区は、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく 新たな防火

規制の区域に指定されており、木造住宅密集地域整備事業を実施し、防災生活道路の整備と

老朽木造建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化を促進します。

また、区施行の都市計画道路の整備に併せて電線類を地中化し、地域の防災性及び住環境

の向上を図ります。

整備地域のうち新たな防火規制未導入の地区については、建物の不燃化や、狭あい道路の

後退整備（ 幅員４ ｍ） を促進し、 地域の防災性の向上を目指します。

巣鴨地区は、巣鴨五丁目、駒込六丁目・ 七丁目の区域において、住宅市街地総合整備事業

により、 防災性の向上とともに、 潤いのある住環境の形成を図ります。

また、 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号） に基づく 新たな防火規制等を

導入しており、建物の建替えに合わせて不燃化を図るとともに、狭あい道路の拡幅整備を促

進し、 地域の防災性の向上を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 補助81号線沿道地区】（ 豊島区・ 北区）

補助 81 号線沿道地区では、 特定整備路線補助81 号線の整備に併せて定めた地区計画と

同時に用途地域の変更、防火規制の強化などの規制誘導策とともに、不燃化特区の支援策を

活用した不燃建築物への建替え促進や、地域の避難場所である「 染井墓地・ 駒込中学校一帯」

への避難路の拡充、行き止まり道路の解消、公園等のオープンスペースの整備を行い、地区
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全体の防災性の向上を図ります。 また、 防災生活道路では、 無電柱化を検討します。

特定整備路線沿道 30ｍの区域では、 都市防災総合推進事業を導入し耐火建築物への建替

えを促進し、延焼遮断帯の早期形成を図るとともに、街路整備による残地を活用した防災広

場等の防災上有効な施設の整備や、街区の再編成などのコーディ ネート を行い、地域の防災

性及び住環境の向上を図ります。

また、特定整備路線の整備に合わせて既存商店街の活性化を推進し、地域の利便性を向上

させるとともにまちのにぎわいを創出します。

これらの基盤整備等を進めるに当たり、町会、商店街、まちづく り協議会など地域住民と

連携してまちづく りを進め、 地域特性を踏まえた安全で快適な市街地を形成します。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助81号線（ 豊島区巣鴨五丁目〜北区西ケ原三丁目） が特定整備路線に選

定されています。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

重点整備地域全域及び木造住宅密集地域整備事業区域を東京都建築安全条例（ 昭和25年

東京都条例第89号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による

不燃化の促進を図ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 北区 補助181号線 滝野川一丁目 0. 1km 事業中 事業中 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助81号線（ 巣鴨）
巣鴨五丁目ほか 0. 9km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

15 . 西ケ原・ 巣鴨地域整備計画
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15 . 西ケ原・ 巣鴨地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 不燃化
豊島区

北区
補助81号線沿道地区 駒込六丁目ほか 5. 1ha 事業中 完了 完了

2 木密 北区 西ケ原地区
西ケ原四丁目

ほか
30. 0ha 事業中 完了 完了

3

住市総

（ 密集

型）

豊島区 補助81号線沿道地区 巣鴨五丁目ほか 39. 7ha 事業中 事業中 完了

－ 狭あい 北区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

4 地区計画 北区 西ケ原地区
西ケ原四丁目

ほか
30. 0ha 実施中 実施中 実施中

5 地区計画 豊島区
補助81号線沿道巣鴨・ 駒込

地区
巣鴨五丁目ほか ＊40. 2ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
豊島区 全域 － － 実施中 完了 完了

－
耐震診断

耐震改修
北区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

15 . 西ケ原・ 巣鴨地域整備計画

15. 西ケ原・ 巣鴨地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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15 西ケ原・ 巣鴨地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

35

補助81号線

沿道地区

（ 豊島区・

北区）

豊島区 巣鴨五丁目ほか 39. 7ha ○ 補助81号線と一体

的に進める沿道のま

ちづく り

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 防災街区整備事業費支援

● 公共施設転換用地取得支援

北区 西ケ原三丁目

(一部)ほか

1. 0ha ○ 補助81号線と一体

的に進める沿道のま

ちづく り

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 補助81号線と一体的に進める沿道のまちづく り

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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16 十条・ 赤羽西地域（ 北区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 227 ha 約 50, 500 人 57. 9% 72%

② 地域の概要

全体的に住宅を主体とした地域です。十条駅付近は、木造住宅が密集しており、鉄道によ

る地域分断や幹線道路の未整備など、多く の課題を抱えています。このため、JR埼京線（ 十

条駅付近）の連続立体交差化に併せて、地域の活性化や防災性の向上などを実現するため、

駅付近のまちづく りを進めていく 必要があります。

西が丘周辺は道路等の都市基盤が整い、良好な住宅地が広がっていますが、老朽木造建築

物が密集している地区も見られます。十条仲原と上十条との北側は崖地となっており、防災

上有効な生活道路や公園が少ない地域です。

重点整備地域である十条駅周辺地区において、 補助73号線は清水坂公園一帯と東京家政

大学・ 加賀中学校一帯の避難場所を結ぶ防災計画上の役割も担っており、この道路整備に合

わせて沿道街区の整序等による不燃化建替えを促進する必要があります。

特定整備路線補助86号線の沿道地区では、 震災時の安全な避難路の形成や、 燃え広がり

を防止する延焼遮断帯の整備に向けて事業が進められています。

③ 整備方針

東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第89 号） に基づく 新たな防火規制の区域の

指定や、 都市防災不燃化促進事業と木造住宅密集地域整備事業とを重層的に施行すること

で不燃化を促進し、 道路や空地を確保した緑豊かで安全な市街地の形成を目指します。

また、区施行や再開発組合施行の都市計画道路の整備に併せて電線類を地中化し、地域の

防災性及び住環境の向上を図ります。

さらに、防災マップづく りや町会単位の勉強会など、地域住民による防災性の向上に向け

たまちづく り活動を支援し、地区計画等の拡大も視野に入れ、地域住民と連携してまちづく

りを進めていきます。 補助86号線については、 道路整備に併せて建築物の不燃化・ 共同化

等の沿道のまちづく りを推進し、 効率的な延焼遮断帯の形成を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 赤羽西補助86号線沿道地区】

老朽木造建築物の不燃化・ 耐震化の促進により、燃えないまちづく りを推進します。また、

特定整備路線補助86号線の整備、沿道における、都市防災不燃化促進事業等の実施により、

避難路、 延焼遮断機能を確保し、 燃え広がらないまちづく りを進めます。

【 十条駅周辺地区】
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十条駅西口地区市街地再開発事業、補助83号線、補助85号線、埼京線十条駅付近連続立

体交差事業、鉄道付属街路、特定整備路線補助73号線及び防災生活道路等の整備を推進し、

市街地火災の延焼遮断と避難路の確保を図り、まちの安全性を高めます。また、地区計画や

不燃化促進区域指定などの規制誘導手法と併せて、不燃化特区の支援策を活用し、不燃建築

物への建替えを加速度的に促進するとともに、上十条一丁目4番地区においては、令和4年

度末に防災街区整備事業が竣工し、 共同化による防災性の向上と住環境の整備を図りまし

た。

また、 避難経路の確保等に資する補助83号線、 補助73号線及び補助85号線の整備に併

せて沿道建築物の不燃化を促進し、延焼遮断機能を向上させます。さらに、周辺の既存商店

街については、老朽木造建築物の不燃化の促進や土地の高度利用を図るだけでなく 、防災ま

ちづく りの意識醸成を図るため、 地域の防災活動に資する広場等の整備も併せて進めます。

□ 特定整備路線

本地域では、補助73号線（ 上十条二丁目～十条仲原二丁目） 及び補助86号線（ 赤羽西五

～一丁目） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

環状７号線以南全域及び以北の一部区域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25年

東京都条例第89号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による

不燃化の促進を図ります。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は延

長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都 補助83 ≪号線 十条Ⅰ ≫期 中十条一丁目ほか 0. 6km 事業中 事業中 完了

2 街路 東京都 補助83 ≪号線 十条Ⅱ ≫期 中十条三丁目 0. 4km 事業中 事業中 完了

3 街路 東京都 補助83号線 中十条四丁目ほか 0. 5km R７年度末までに事業着手

4 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助86号線（ 赤羽西）
赤羽西四丁目ほか 1. 2km 事業中 完了 完了

5 街路 東京都 補助85号線 上十条一丁目ほか 0. 6km 事業中 事業中 完了

6 再開発 組合
北区画街路７号線

（ 交通広場を含む）
上十条二丁目ほか

0. 4km
交通広場面積

0. 4ha
事業中 完了 完了

7 街路 北区 補助87号線 上十条三丁目 0. 1km 完了 完了 完了

8 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助73号線（ 十条仲原）

十条仲原二丁目ほ

か
0. 6km 事業中 完了 完了

9 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助73号線（ 上十条）
上十条二丁目 0. 3km 事業中 完了 完了

10 街路 東京都 補助73号線 赤羽西二丁目ほか ＊0. 7km 事業中 完了 完了

11 街路 北区 補助243号線 赤羽西四丁目ほか 0. 6km 予定 事業中 事業中

12 街路 北区

都市高速鉄道東日本旅

客鉃道赤羽線付属街路

第1～6号線

上十条一丁目ほか 1. 0km 事業中 事業中 事業中

13 連続立体 東京都
都市高速鉄道東日本旅

客鉃道赤羽線
上十条一丁目ほか ＊1. 5km 事業中 事業中 完了

14 街路 東京都 環状7号線 中十条三丁目ほか ＊0. 6km R７年度末までに事業着手

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

16 . 十条・ 赤羽西地域整備計画
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延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路

16 . 十条・ 赤羽西地域整備計画図（ 道路網）
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 沿道一体
東京都

北区

〔 沿道のまちづく り〕

補助83号線（ 十条）
中十条一丁目ほか 1. 0km 事業中 事業中 完了

2 再開発 組合 十条駅西口地区 上十条二丁目ほか 1. 7ha 事業中 完了 完了

3 木密 北区 ※十条駅東地区 1 上十条一丁目ほか 51. 7ha 事業中 完了 完了

4 木密 北区 十条駅西地区 上十条二丁目ほか 26. 8ha 事業中 完了 完了

5 木密 北区 十条北地区 上十条五丁目ほか 31. 5ha 事業中 完了 完了

6 不燃化 北区 補助83号線南地区 中十条一丁目ほか 3. 5ha 事業中 完了 完了

7 不燃化 北区 補助83号線北地区 中十条三丁目 2. 3ha 事業中 完了 完了

8 不燃化 北区 補助85号線沿道地区 上十条一丁目ほか 6. 3ha 事業中 事業中 完了

9 不燃化 北区 補助86号線赤羽西地区 赤羽西四丁目ほか ＊3. 7ha 事業中 完了 完了

10 不燃化 北区 補助73号線沿道地区
十条仲原一丁目ほ

か
5. 1ha 事業中 完了 完了

11
住市総

(拠点型)
北区 赤羽台周辺地区 赤羽西四丁目ほか ＊99. 4ha 事業中 完了 完了

12 防街事業 組合 上十条一丁目４番地区 上十条一丁目 0. 2ha 完了 完了 完了

－ 狭あい 北区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

13 防災街区 北区 上十条三・ 四丁目地区 上十条三丁目ほか 19. 6ha 実施中 実施中 実施中

14 地区計画 北区 補助83号線周辺南地区 中十条一丁目ほか 17. 7ha 実施中 実施中 実施中

15 地区計画 北区 補助83号線周辺北地区 中十条三丁目 9. 8ha 実施中 実施中 実施中

16 地区計画 北区 十条駅西口地区 上十条二丁目ほか 1. 9ha 実施中 実施中 実施中

17 地区計画 北区 十条駅周辺西地区 上十条二丁目ほか 24. 5ha 実施中 実施中 実施中

18 沿道地区 北区 北区環状七号線沿道地区 上十条四丁目ほか 13. 3ha 実施中 実施中 実施中

19 地区計画 北区 岸町二丁目地区 岸町二丁目 4. 8ha 実施中 実施中 実施中

20 地区計画 北区 十条駅周辺東地区 上十条一丁目ほか 18. 9ha 実施中 実施中 実施中

21 特定防災 北区 上十条一丁目４番地区 上十条一丁目 0. 2ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
北区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： ※ 1は、 平成28年度に旧上十条一丁目、 中十条一・ 二・ 三丁目地区を十条駅東地区として区域拡大を行った。

注４： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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16 . 十条・ 赤羽西地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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16 十条・ 赤羽西地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

38

赤羽西補助86号線

沿道地区

北区 赤羽西四丁目ほか 6. 0ha ○ 補助86号線沿道

のまちづく り

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○補助86号線沿道のまちづくり

＜凡例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

補助86号線沿道のまちづくり

新たな防火規制区域

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な支援

36

十条駅周辺

地区

北区 上十条二丁目ほか 81. 2ha ○ 十条駅前における再開発事業

の推進

○ 区施行による地区幹線道路の

整備

○ 赤羽線（ 埼京線） 付属街路

（ 側道） の整備

○ 赤羽線（ 埼京線） 付属街路

（ 側道） の整備に伴う沿道ま

ちづく り

○ 防災街区整備事業の推進

● まちづく りコンサルタント

派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ

ネーター派遣支援

● 士業派遣支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 十条駅前における再開発事業の推進

○ 区施行による地区幹線道路の整備

○ 赤羽線（ 埼京線） 付属街路（ 側道） の整備

○ 赤羽線（ 埼京線） 付属街路（ 側道） の整備に伴う

沿道まちづく り

○ 防災街区整備事業の推進

＊不燃特区の整備方針図を掲載

重点整備地域(不燃化特区)区域
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17 志茂地域（ 北区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 123 ha 約 29, 000 人 58. 9% 83%

② 地域の概要

隅田川沿いに立地する工場と住宅を中心とした地域です。志茂小学校跡地を活用して、広

場や防災倉庫、周辺生活道路の整備が進められたほか、工場の移転に伴う跡地では公園の整

備や共同住宅の建設等の土地の有効活用が図られています。

放射10号線では、 街路事業に併せて都市防災不燃化促進事業が実施され、 延焼遮断帯の

形成が進みました。一方、街区内部には老朽木造建築物が密集している地区もあり、公園等

のオープンスペースの不足や、 狭あい道路や狭小敷地が多く 建築物の建替えが進まないな

ど、 防災上の課題を抱えています。

重点整備地域である志茂・ 岩淵地区は、地区全体にわたって老朽建築物の立地割合が高い

木造住宅密集地域となっていますが、 放射10号線に対して北側に位置する志茂三、 四、 五

丁目、岩淵町地区は震災時の消防活動や避難に支障を来たす幅員の狭い道路が多く 、南北方

向のネット ワーク化が図られていないため、 災害時の避難場所への避難経路の確保が急務

となっています。 一方、 放射10号線に対して南側に位置する志茂二丁目地区は公園が少な

く 、 災害時の一時避難場所となる防災上有効なその他のオープンスペースも不足しており、

早期の確保が急務となっています。

③ 整備方針

志茂地区では、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく 新たな防火

規制の区域を指定しており、建築物の建て替えに併せた不燃化・ 耐震化を促進します。都市

防災不燃化促進事業と木造住宅密集地域整備事業とを重層的に実施することで、 特定整備

路線補助86号線の整備による延焼遮断帯の形成、 防災生活道路の整備による緊急車両の通

行や円滑な消火・ 救援活動及び避難の空間の確保、防災生活道路沿道の不燃化を促進します。

また、地域内のまとまった土地を活用した道路や公園等の整備を推進するとともに、地域に

必要な施設整備や無電柱化、防災街区整備事業の検討を進め、防災性と住環境の向上を図り、

安全で住みやすいまちづく りを進めます。

岩淵地区では、地域住民の意向を踏まえ、合意形成を図りながら、志茂地区と同様な事業

を推進し、 地域の防災性の向上を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 志茂・ 岩淵地区】

志茂・ 岩淵地区では、東京都建築安全条例による新たな防火規制区域、木造住宅密集地域



7-183

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
16

十
条
・
赤
羽
西
地
域
）

整備事業の区域拡大等により、幅員６ ｍ以上の防災生活道路、公園、広場、緑地の整備、老

朽木造建築物の耐震及び不燃化建替えの促進を図るとともに、 接道状況や敷地規模等の条

件により個々 の建替えが進みにく い地区内で特に共同化の効果が大きい区域については防

災街区整備事業等の検討を進めます。 直近では志茂三丁目 9 番地区において、 令和2 年度

末に防災街区整備事業が竣工し、共同建替えにより、老朽建築物と接道不良地が解消され、

土地の有効利用が促進されました。

また、防災生活道路である志茂スズラン通り商店街では、地域の防災性、安全性の向上及

び住環境の向上のため、 無電柱化を進めます。

街路・ 道路事業、防災街区整備地区計画、都市防災不燃化促進事業等の導入により、特定

整備路線補助86号線及び防災生活道路の早期整備を進めるとともに、 沿道不燃化による避

難場所への避難経路の確保を図ります。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助86号線（ 志茂一丁目付近） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね重点整備地域全域では、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に

基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図りま

す。

現在指定していない区域についても、今後、新たな防火規制の区域の指定を検討していき

ます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助86号線（ 志茂）
志茂一丁目 0. 6km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都 放射10号線 岩淵町ほか 0. 4km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

17 . 志茂地域整備計画
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17 . 志茂地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 北区 志茂・ 岩淵地区 志茂一丁目ほか 116. 7ha 事業中 完了 完了

2 不燃化 北区 補助86号線志茂地区 志茂一丁目 3. 2ha 事業中 完了 完了

3 延焼遮断帯
東京都

北区

〔 沿道のまちづく り〕
補助86号線（ 志茂）

志茂一丁目 0. 6km 事業中 完了 完了

4 不燃化 北区 地区防災道路志茂地区 志茂一丁目ほか 18. 3ha 事業中 完了 完了

－ 狭あい 北区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導
5 防災街区 北区 志茂地区 志茂一丁目ほか 116. 0ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
北区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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17 . 志茂地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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17 志茂地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

37

志茂・ 岩淵

地区

北区 志茂一丁目

ほか

116. 7ha ○ 補助86号線沿道まちづ

く り

○ 主要生活道路整備

○ 主要生活道路整備沿道

まちづく り

○ 防災街区整備事業

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター派

遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 防災街区整備事業費支援

● 壁面後退奨励金支援

＜コア事業における取組＞
○ 補助86号線沿道まちづく り

○ 主要生活道路整備

○ 主要生活道路整備沿道まちづく り
○ 防災街区整備事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

＜凡例＞

重点整備地域（ 不燃化特区） 区域

補助86号線沿道まちづく り

主要生活道路整備 ※整備予定箇所

主要生活道路沿道まちづく り

地区計画・ 新防火規制（ 導入済み）

地区計画・ 新防火規制

（ 今後、 具体的内容及び導入を検討）

※ 岩淵エリアにおける主要生活道路は現在の予定であり、

今後地域住民と協議のうえ正式に決定します。
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18 荒川地域（ 台東区・ 北区・ 荒川区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 591 ha

（ 約 581 ha）
約 150, 700 人 71. 3% 70%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

市街地の骨格は都市計画道路や駅前での民間開発により一定程度整いつつありますが、

街区内部には狭あい道路をはじめ、 管理不全の空き家や無接道の老朽木造建築物が数多く

存在しており、防災生活道路の整備、老朽木造建築物の建替えや除却の促進、無接道敷地の

解消が大きな課題となっています。

土地利用の状況をみると、 工業系用途から共同住宅や戸建て住宅などの住居系用途への

土地利用転換が進んでいますが、 全体的には工業系の土地利用が点在した住工混在の市街

地が広がっており、 住環境の向上が必要な地域です。

重点整備地域である荒川・ 南千住地区及び町屋・ 尾久地区は、地区内の防災生活道路の大

部分が幅員６ ｍ未満であることや、 狭あい道路に面した耐震性の低い建物が多く 存在する

こと、公園や広場等のオープンスペースの配置に偏りがあることなど、防災上のほか住環境

の面で問題を抱えています。また、引き続き都市計画道路の整備や沿道の不燃化により延焼

遮断帯を形成し、 広域避難場所への避難経路を確保することも必要です。

③ 整備方針

荒川区においては、木造住宅密集地域整備事業とあわせ、東京都建築安全条例に基づく 新

たな防火規制、用途地域や地区計画による、敷地の細分化の防止等の土地利用規制を実施し

ます。

これらの事業や規制誘導により、建築物の建替えによる不燃化・ 耐震化の促進、公園や広

場等のオープンスペースの確保、 都市計画道路や幅員６ ｍ以上の防災生活道路の整備と無

電柱化、広域避難場所への安全な避難経路の確保等を進めることで、防災性を向上させると

ともに住商工が調和する、安全で魅力ある街の形成や、みどり豊かな街並みや良好な住環境

を目指します。

また、これらの事業の進捗に伴い、住宅が困窮する方々 に対して住居を確保するため、都

市再生機構と連携して都営住宅跡地に設置した従前居住者用住宅を活用するなど、 既存の

コミ ュニティ を維持していきます。

地域内の重点整備地域においては、 地区内に多数点在する老朽木造建築物の建替えや除

却の支援、公園や広場等のオープンスペースの積極的な確保、無接道敷地における再建方策

の検討などにより、 不燃化の促進を図ります。



7-192

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
8

荒
川
地
域
）

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 町屋・ 尾久地区】（ 荒川区）

町屋・ 尾久地区では、 都市計画道路補助 193 号線と幅員６ ｍ以上の防災生活道路の整備や荒川区無電

柱化推進計画に基づき無電柱化を図ることで、 地区の北側に位置する広域避難場所である「 尾久の原公

園一帯」 への安全な避難経路を確保し、アクセスの向上を図ります。整備にあたっては、既存の区民住宅

を従前居住者用住宅として活用することで、 移転を余儀なく される権利者等に対する住居を確保し、 整

備の促進を図ります。

都市計画公園「 荒川公園」 及び「 宮前公園」 は、災害時の活用も考慮し、地域防災に寄与する防火水槽

などの防災設備の充実を図ります。 また、 公園や広場等のオープンスペースが不足している地域を中心

に積極的に用地を取得し、平常時は地域の憩いの場、災害時は地域での初期消火・ 救助活動の場となる広

場を整備します。

加えて、地区内に多数点在している老朽木造建築物等の建替えや除却の支援、無接道敷地における再建

方策の検討を支援するほか、 災害時に利用できる水利の整備を行うことで、 更なる不燃化に取り組みま

す。

【 荒川・ 南千住地区】（ 荒川区）

荒川・ 南千住地区では、特定整備路線である都市計画道路補助90号線の整備に併せた沿道建築物の不

燃化による延焼遮断帯機能の確保と、 幅員６ ｍ以上の防災生活道路の整備や荒川区無電柱化推進計画に

基づく 無電柱化の推進により、「 荒川自然公園一帯」 等の広域避難場所への安全な避難経路の確保を図る

ほか、都市計画道路補助90号線の整備に伴い生じる残地を確保し、緑道として整備します。整備にあた

っては、 都市再生機構と連携して設置した従前居住者用住宅を活用することで、 整備に伴い移転を余儀

なく される権利者等に対する住居を確保し、 整備の促進を図ります。

地区内にある図書館移転後の跡地に整備する公園の整備にあたっては、災害時の活用も考慮し、地域防

災に寄与する防火水槽などの防災設備の充実を図ります。 また、 公園や広場等のオープンスペースが不

足している地域を中心に積極的に用地を取得し、平常時は地域の憩いの場、災害時は地域での初期消火・

救助活動の場となる広場を整備します。

加えて、地区内に多数点在している老朽木造建築物等の建替えや除却の支援に加え、無接道敷地におけ

る再建方策の検討を支援することで、 更なる不燃化に取り組みます。

□ 特定整備路線

本地域では、 補助90号線（ 町屋一丁目～荒川一丁目） が特定整備路線になっていることから、都市防

災不燃化促進事業による沿道の不燃化を図り、 延焼遮断帯の形成を促進します。

また、特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基づき、独立行政

法人都市再生機構、 東京都の２者で連携し、 魅力的な移転先を確保する取組を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） による新

たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。
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現在指定していない区域についても、 今後、 新たな防火規制の区域の指定を検討していきます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助90号線（ 荒川）
荒川一丁目ほか 1. 1km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助90号線
町屋一丁目ほか 0. 1km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 補助90号線
西尾久七丁目

ほか
0. 9km 事業中 完了 完了

4 街路 荒川区 補助193号線 町屋三丁目ほか 1. 4km 事業中 事業中 完了

5 街路 東京都 環状4号線 荒川一丁目ほか 0. 4km 事業中 事業中 完了

6 街路 荒川区 補助331号線
南千住七丁目

ほか
＊0. 2km 事業中 事業中 完了

7 街路 荒川区 補助189号線
南千住七丁目

ほか
＊0. 7km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

18 . 荒川地域整備計画
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18 . 荒川地域整備計画図（ 道路網）
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 荒川区町屋・ 尾久地区
荒川五丁目

ほか
242. 6ha 事業中 完了 完了

2 木密 荒川区荒川二・ 四・ 七丁目地区 荒川二丁目ほか 48. 5ha 事業中 完了 完了

3 不燃化 荒川区補助90号線 第三地区 荒川二丁目ほか 6. 3ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 荒川区全域 － － 実施中 実施中 完了

－ 狭あい 台東区全域 － － 事業中 － －

－ 狭あい 北区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

4 地区計画 荒川区荒川五・ 六丁目地区 荒川五丁目ほか 33. 6ha 実施中 実施中 実施中

5 地区計画 荒川区荒川二・ 四・ 七丁目地区 荒川二丁目ほか 48. 5ha 実施中 実施中 実施中

6 地区計画 荒川区町屋二・ 三・ 四丁目地区 町屋四丁目ほか 43. 5ha 実施中 実施中 実施中

7 地区計画 荒川区尾久中央地区
東尾久五丁目

ほか
51. 8ha 実施中 実施中 実施中

8 地区計画 荒川区南千住一・ 荒川一丁目地区
南千住一丁目ほ

か
14. 8ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 荒川区尾久東部地区
東尾久六丁目ほ

か
65. 6ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
荒川区全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断

耐震改修
北区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－
耐震診断

耐震改修
台東区全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

18 . 荒川地域整備計画



7-197

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
18

荒
川
地
域
）

18 . 荒川地域整備計画図（ 市街地の不燃化）



7-198

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
8

荒
川
地
域
）

防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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18 荒川地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

40

町屋・

尾久地区

荒川区 町屋四丁目、

荒川六丁目ほ

か

242. 6ha ○ 都市計画道路補助193号線

の整備

○ 主要生活道路の拡幅整備及

び沿道の不燃化

○ 老朽木造建築物等の除却

○ 公園・ 広場等整備

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

● 公共施設転換用地取得支援

● 老朽建築物除却後の土地管理用仮設

費の助成等支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 都市計画道路補助193号線の整備

○ 主要生活道路の拡幅整備及び沿道の不燃化

○ 老朽木造建築物等の除却

○ 公園・ 広場等整備

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

39

荒川・ 南千住

地区

荒川区

UR

荒川一丁目ほか 123. 4ha ○ 旧荒川図書館跡地の公園と

その周辺整備

○ 都市計画道路補助90号線沿

道の緑道整備

○ 老朽木造建築物等の除却

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

● 老朽建築物除却後の土地管理用

仮設費の助成等支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 老朽木造建築物等の除却

（ 地区内全域）

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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19 浅草北部地域（ 台東区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 208 ha

（ 約 66 ha ）
約 51, 300 人 75. 0% 88%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

住宅、店舗・ 作業場併用住宅、商店、宿泊施設等が混在する地域で、地域内部の道路等の

都市基盤は比較的整備されていますが、 延焼遮断帯が未形成の区間も残っています。

また、狭あい道路や狭小敷地が多く 、老朽木造建築物が密集し建替えが進まないなど、防

災上の課題を抱えています。

これまで整備地域となっていた地域の多く は、町丁目単位での見直しにより、防災性が確

保された町丁目となりました。 当該地域では幅員の広い道路沿いに複数の土地を利用した

共同住宅への建替えが増えつつあります。

しかし、依然として狭あい道路や狭小敷地が多く 、老朽木造建築物が密集している地区も

残っていることから、 引き続き防災性の向上を図る必要があります。

③ 整備方針

整備地域においては、不燃化建替え助成・ 整備地域不燃化加速助成及び耐震化助成等の活

用により、 老朽木造建築物の建替え等を促進し、 防災性の向上を図ります。

また、防災性が確保された町丁目においても、建物の建替えに併せた狭あい道路の拡幅整

備を促進していく ことで、 防災生活道路網の整備及び建築物の不燃化を進めていきます。

□ 防火規制

整備地域全域を防火地域に指定しており、 建物更新による不燃化の促進を図ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

19 . 浅草北部地域整備計画
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19 . 浅草北部地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

－ 狭あい 台東区 全域 － － 事業中 － －

規制・

誘導

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
台東区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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19 . 浅草北部地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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20 千住地域（ 足立区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 168 ha 約 48, 700 人 62. 4% 75%

② 地域の概要

千住を中心とする地区と柳原を中心とする地区の二つの地区からなる地域で、 住宅や商

業施設、 工場等が混在しています。

都市計画道路はおおむね整備されていますが、 沿道建築物の不燃化が進んでいないため、

延焼遮断帯が未形成となっている地区があります。また、生活道路や公園が不足しており、

老朽木造建築物が密集するなど、 防災上の課題を抱えています。

千住・ 西新井・ 足立の地域を含む不燃化特区に指定された足立区中南部一帯地区は、全建

築物の約７ 割が木造建築物となっています。 地域内部には延焼遮断帯が未形成の区間があ

ります。

③ 整備方針

地域危険度の高い千住柳町をはじめとする千住西地区は、 木造住宅密集地域整備事業を

導入し、 防災街区整備地区計画及び不燃化特区制度と併せた重層的な取組により防災性と

住環境の向上を図ります。

その他の地区でも、 状況を踏まえながら防災性の向上に資する事業や規制誘導策の導入

を検討していきます。

地域全体では、 足立区無電柱化推進計画に基づく 対象路線及び主要な防災生活道路の無

電柱化の検討を進めます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 足立区中南部一帯地区】

不燃化に向けた全域での東京都建築安全条例による新たな防火規制の区域指定や、 不燃

化特区制度の活用により、 老朽建築物等の除却・ 建替えを促進します。

なお、 本地区は西新井駅西口一帯地域及び足立地域にも、 含まれています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。
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□ その他

接道不良地や狭小敷地のため建替えが困難な建築物に対して、 新たな防火規制の区域の

指定に併せた建築物形態規制の緩和（ 建蔽率の緩和、前面道路幅員による容積率制限・ 道路

斜線制限の緩和、 建築基準法第43条第２ 項第１ 号による認定及び第２号に基づく 許可基準

の緩和） により、 不燃化建替えを促進していきます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 足立区 補助192号線 柳原一丁目ほか 0. 8km 予定 予定 予定

2 街路 足立区 区画街路第13号線 千住旭町 0. 05km 予定 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

20 . 千住地域整備計画



7-213

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
（
20

千
住
地
域
）

20 . 千住地域整備計画図（ 道路網）
延

焼
遮

断
帯

形
成

状
況

と
緊

急
輸

送
道

路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 再開発 組合 千住一丁目地区 千住一丁目ほか 0. 5ha 事業中 完了 完了

2 木密 足立区千住西地区 千住柳町ほか 60. 8ha 事業中 事業中 完了

3
住市総

(拠点)
足立区千住大川端地区 千住関屋町ほか ＊47. 3ha 事業中 完了 完了

4
住市総

(拠点)
足立区北千住駅東口周辺地区 千住旭町ほか 20. 7ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 足立区全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導

6 地区計画 足立区千住三丁目地区 千住三丁目ほか 11. 4ha 実施中 実施中 実施中

7 街並み 足立区千住旭町地区 千住旭町ほか ＊20. 7ha 実施中 実施中 実施中

8 防災街区 足立区千住仲町地区 千住仲町 15. 7ha 実施中 実施中 実施中

9 防災街区 足立区千住西地区 千住柳町ほか 60. 8ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
足立区全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

20 . 千住地域整備計画
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20 . 千住地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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20 千住地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

44

足立区中南部

一帯地区

足立区 千住寿町、

千住柳町ほか

646. 2ha ○ 不燃化建替えの支援

○ 老朽建築物除却費支援

○ 補助136号線都市防災不

燃化促進事業

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

西新井駅

梅島駅

五反野駅

0 250m 500m 1000m

西新井駅西口周辺地区

不燃化推進特定整備地区

荒 川

荒 川 区 葛 飾 区

足立区環状七号線Ｂ地区

西新井駅西口

周辺地区

国道４号Ａ地区

足立一・二・三・四

丁目地区

関原一丁目

地区

千住三丁目

地区

北千住駅

千住旭町地区

千住仲町地区

千住西地区

（柳原地区）

興野地区

扇・本木工区

小菅駅

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替えの支援（ 防災街区整備地区計画内）

○ 老朽建築物除却費支援（ 地区全域）

○ 補助136号線都市防災不燃化促進事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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21 西新井駅西口一帯地域（ 足立区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 373 ha 約 73, 100 人 61. 4% 51%

② 地域の概要

戸建て住宅、 店舗･作業所併用住宅、 商業施設、 工場等が混在する地域であり、 地域の南

西部では農地等のオープンスペースが多く 見られますが、日暮里・ 舎人ライナーの開業や補

助136号線の整備とともに開発が進んでいます。

関原一丁目や関原三丁目等では木造住宅密集地域整備事業により、 道路や公園の整備が

進むとともに、防災街区整備事業を実施したことで市街地の不燃化が進んだものの、整備地

域全体では、依然として老朽木造建築物や狭あい道路が多く 、防災性の向上や住環境の整備

が課題となっています。

③ 整備方針

特定整備路線補助 136 号線沿道では、 街路事業の施行に併せて都市防災不燃化促進事業

を実施し、延焼遮断帯の早期形成を図ります。また、扇一丁目周辺では地区計画を活用し、

建替えに併せて道路を拡幅するとともに、 生け垣や植樹及び既存のみどりの保全を促進し、

安全で緑豊かなまちの形成を目指します。

また、 補助 138 号線では、 区と都市再生機構とが連携しながら、 街路事業を進め、 その

１ 工区及びその３ 工区について整備が完了しました。補助138号線沿道では、都市防災不燃

化促進事業や誘導容積型の防災街区整備地区計画を導入し、 延焼遮断帯の整備を進めてい

ます。あわせて、関原三丁目や梅田五丁目では、木造住宅密集地域整備事業と防災街区整備

地区計画、不燃化特区制度との重層化により、防災生活道路の整備及び老朽木造建築物の除

却や建替えを促進していきます。 その他の地域は、 東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都

条例第89号）に基づく 新たな防火規制等の規制・ 誘導策や、不燃化特区制度における除却・

建替え（ 一部の地区）助成により、木造住宅等の建替えを促進し、防災性の向上を図ります。

地域全体では、 足立区無電柱化推進計画に基づく 対象路線及び主要な防災生活道路の無

電柱化を進めます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 足立区中南部一帯地区】

千住・ 西新井・ 足立の地域を含む当地区において、全建築物の約７割を占める木造建築物

に対して、 不燃化特区制度の活用により不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を促進させ、

燃えないまちづく りを目指します。

なお、 本地区は千住地域及び足立地域にも、 含まれています。
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【 西新井駅西口周辺地区】

地区北側（ 西新井栄町一丁目） の大規模土地利用転換による拠点開発（ 広域避難場所に指

定）を契機として、避難路や延焼遮断帯に位置付けられている補助138号線の早期整備を総

合的に進めて、 安全・ 安心・ 快適な住宅市街地の形成を進めています。

密集市街地における防災生活道路や公園・ 広場の拡充・ 整備、不燃化建替えや老朽建築物

の除却により、 防災性の向上と潤いのある住環境の改善を進めていきます。

□ 特定整備路線

本地域では、補助136号線（ 梅田三丁目〜扇一丁目） 及び補助138号線（ 興野一丁目〜本

木二丁目）が特定整備路線に選定されています。都市防災不燃化促進事業を一体的に整備す

ることにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断帯の形成を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

整備地域のおおむね全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。

□ その他

接道不良地や狭小敷地のため建替えが困難な建築物に対して、 新たな防火規制の区域の

指定に併せた建築物形態規制の緩和（ 建蔽率の緩和、前面道路幅員による容積率制限・ 道路

斜線制限の緩和、 建築基準法第43条第２ 項第１ 号による認定及び第２号に基づく 許可基準

の緩和） により、 不燃化建替えを促進していきます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 足立区 補助138号線（ その2工区）関原三丁目 0. 3km 事業中 完了 完了

2 街路 足立区 補助137号線 梅田六丁目 0. 1km 予定 事業中 完了

3 街路 足立区 足立区画街路8号線 関原三丁目 0. 2km 予定 予定 事業中

4 街路 足立区 補助254号線 梅田五丁目ほか 0. 8km 予定 予定 事業中

5 街路 足立区
足立区画街路9号線

（ 交通広場を含む）

西新井栄町

二丁目

0. 1km
交通広場面積

0. 6ha
事業中 事業中 完了

6 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助138号線（ 興野）
興野一丁目ほか 0. 4km 事業中 完了 完了

7 街路 未定 補助138号線 梅田七丁目 0. 3km 予定 予定 予定

8 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助136号線（ 本木）
扇一丁目ほか 0. 8km 事業中 完了 完了

9 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助136号線（ 関原）
関原一丁目ほか 0. 5km事業中＊＊ 完了 完了

10 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助136号線（ 梅田）
梅田四丁目ほか 0. 6km事業中＊＊ 完了 完了

11 街路 足立区 補助253号線
西新井本町

一丁目ほか
1. 7km 予定 予定 予定

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

注４： ＊＊は交通開放済を示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

21 . 西新井駅西口一帯地域整備計画
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21 . 西新井駅西口一帯地域整備計画図（ 道路網）
延
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遮
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 足立区
西新井駅西口周辺地区 西新井栄町一丁目

ほか
51. 4ha 事業中 完了 完了

2 不燃化 足立区
補助138号線 西新井駅
西口その１工区地区

関原三丁目 2. 4ha 事業中 完了 完了

3 不燃化 足立区
補助138号線 西新井駅
西口その２工区地区

関原三丁目 1. 6ha 事業中 事業中 完了

4 不燃化 足立区
補助138号線
興野・ 本木地区

興野一丁目ほか 1. 9ha 事業中 完了 完了

5 不燃化 足立区 補助254号線地区 梅田五丁目ほか 0. 8km 予定 予定 事業中

6 不燃化 足立区
補助136号線
扇・ 本木地区

本木一丁目ほか ＊8. 1ha 事業中 完了 完了

7 不燃化 足立区
補助136号線
関原・ 梅田地区

関原一丁目ほか 8. 0ha 完了 完了 完了

8
住市総
(拠点)

足立区 西新井駅西口周辺地区
西新井栄町一丁目
ほか

94. 3ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 足立区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導

9 地区計画 足立区 西新井駅西口周辺地区
西新井栄町一丁目
ほか

43. 0ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 足立区 扇一丁目地区 扇一丁目 3. 6ha 実施中 実施中 実施中

11 沿道地区 足立区 国道4号A地区 梅田一丁目ほか ＊21. 6ha 実施中 実施中 実施中

12 沿道地区 足立区
足立区環状七号線B地
区

西新井本町一丁目
ほか

＊11. 7ha 実施中 実施中 実施中

13 防災街区 足立区 西新井駅西口周辺地区
西新井栄町一丁目
ほか

51. 9ha 実施中 実施中 実施中

14 防災街区 足立区 関原一丁目地区 関原一丁目ほか 13. 6ha 実施中 実施中 実施中

15 地区計画 足立区 興野周辺地区 興野二丁目ほか 49. 1ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断
耐震改修

足立区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 本整備地域他において、 コミ ュニティ を維持しながら権利者などの移転を促すことで木造住宅密集地域の改善を加

速するため、 近隣の都有地等を活用して、 民間事業者により移転先を整備する魅力的な移転先整備事業及び移転先

を確保する取組を実施している。

注４： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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21 . 西新井駅西口一帯地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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21 西新井駅西口一帯地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

43

西新井駅西口

周辺地区

足立区 梅田五丁目ほか 54. 8ha ○ 都市計画道路補助第138号線その2工区街路事業

○ 補助138号線都市防災不燃化促進事業

○ 防災生活道路1・ 2・ 3・ 9号線の拡幅整備事業

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 用地折衝派遣支援

第７章整備地域・重点整備地域の整備（2
1

西新井駅西口一帯地域）

重点整備地域（不燃化特区）
区域

区施行街路・道路(コア事業)

防災生活道路(コア事業)

特定整備路線(コア事業以外)

都市防災不燃化促進事業

(コア事業)

防災生活道路(コア事業以外)

防災生活道路(整備済)

密集事業区域

防災街区整備地区計画区域

＜コア事業の取組＞
○ 都市計画道路補助第138号線その

2工区街路事業

○ 補助138号線都市防災不燃化促進

事業

○ 防災生活道路1・ 2・ 3・ 9号線の
拡幅整備事業

＜凡例＞

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

環七南通り

防災5号線

防災6号線

防災23号線

防災24号線

0 50 100 200
m

西新井駅

梅島駅

特定整備路線補助第138号線

興野・本木工区
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事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

44

足立区中南部

一帯地区

足立区 千住寿町、

千住柳町ほか

646. 2ha ○ 不燃化建替えの支援

○ 老朽建築物除却費支援

○ 補助136号線都市防災不

燃化促進事業

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

西新井駅

梅島駅

五反野駅

0 250m 500m 1000m

西新井駅西口周辺地区

不燃化推進特定整備地区

荒 川

荒 川 区 葛 飾 区

足立区環状七号線Ｂ地区

西新井駅西口

周辺地区

国道４号Ａ地区

足立一・二・三・四

丁目地区

関原一丁目

地区

千住三丁目

地区

北千住駅

千住旭町地区

千住仲町地区

千住西地区

（柳原地区）

興野地区

扇・本木工区

小菅駅

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替えの支援（ 防災街区整備地区計画内）

○ 老朽建築物除却費支援（ 地区全域）

○ 補助136号線都市防災不燃化促進事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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22 足立地域（ 足立区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 63 ha 約 12, 900 人 64. 5% 73%

② 地域の概要

東武伊勢崎線の五反野駅周辺に位置する利便性の高い住宅を中心とした地域ですが、 一

部に工場や作業場併用住宅が立地し、 住工の混在も見られます。

地域内の都市計画道路等はおおむね完成していますが、 街区内部の防災生活道路等の整

備が不十分であり、老朽木造建築物が密集した地区も見られるなど、防災上や住環境上の課

題を抱えています。

③ 整備方針

木造住宅密集地域整備事業は終了しましたが、 防災街区整備地区計画及び不燃化特区制

度の重層的な取組により、 地域全体で防災性と住環境の向上を図ります。

また、 足立区無電柱化推進計画に基づく 対象路線及び主要な防災生活道路の無電柱化の

検討を進めます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 足立区中南部一帯地区】

千住・ 西新井・ 足立の地域を含む当地区において、全建築物の約７割を占める木造建築物

に対して、 不燃化特区制度の活用により不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を促進させ、

燃えないまちづく りを目指します。

なお、 本地区は千住地域及び西新井駅西口一帯地域にも、 含まれています。

□ 特定整備路線

本地域では、補助136号線（ 足立一丁目〜三丁目） が特定整備路線に選定されています。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基

づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。

□ その他

接道不良地や狭小敷地のため建替えが困難な建築物に対して、 新たな防火規制の区域の
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指定に合わせた建築物形態規制の緩和（ 建蔽率の緩和、前面道路幅員による容積率制限・ 道

路斜線制限の緩和、 建築基準法第43条第２項第１ 号による認定及び第２ 号に基づく 許可基

準の緩和） により、 不燃化建替えを促進していきます。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助136号線（ 足立）
足立一丁目ほか 0. 6km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

22 . 足立地域整備計画
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22 . 足立地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事
業

市
街
地
整
備

－ 防災総合 足立区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導

1 防災街区 足立区 足立一・ 二・ 三・ 四丁目地区足立一丁目ほか＊62. 7ha 実施中 実施中 実施中

2 沿道地区 足立区 国道4号A地区（ 日光街道）足立一丁目ほか ＊21. 6ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
足立区 全域 － － 実施中 実施中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

22 . 足立地域整備計画
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22 . 足立地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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22 足立地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

44

足立区中南部

一帯地区

足立区 千住寿町、

千住柳町ほか

646. 2ha ○ 不燃化建替えの支援

○ 老朽建築物除却費支援

○ 補助136号線都市防災不

燃化促進事業

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 無接道敷地等対策コーディ ネーター

派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

西新井駅

梅島駅

五反野駅

0 250m 500m 1000m

西新井駅西口周辺地区

不燃化推進特定整備地区

荒 川

荒 川 区 葛 飾 区

足立区環状七号線Ｂ地区

西新井駅西口

周辺地区

国道４号Ａ地区

足立一・二・三・四

丁目地区

関原一丁目

地区

千住三丁目

地区

北千住駅

千住旭町地区

千住仲町地区

千住西地区

（柳原地区）

興野地区

扇・本木工区

小菅駅

＜コア事業における取組＞

○ 不燃化建替えの支援（ 防災街区整備地区計画内）

○ 老朽建築物除却費支援（ 地区全域）

○ 補助136号線都市防災不燃化促進事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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23 北砂地域（ 江東区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 87 ha

（ 約 70 ha ）
約 31, 200 人 73. 2% 100%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

地域中央を東西に貫く 砂町銀座商店街及びその周辺の住宅地を中心とした複合市街地で

構成される地域です。

地域外周の延焼遮断帯は形成されており、地域全体の不燃領域率も向上していますが、街

区内部は、狭あい道路沿いに小さな戸建住宅が建ち並ぶ密集市街地を形成しており、小規模

な集合住宅等が点在しているなど、 防災性の向上と住環境の改善が課題となっています。

③ 整備方針

老朽木造建造物の耐火・ 準耐火建築物等への建替え及び除却により、建築物の不燃化・ 耐

震化を促進するとともに、 建替えに併せた狭あい道路の拡幅整備により防災性の向上を図

ります。

また、北砂三・ 四・ 五丁目地区では、不燃化特区の支援策に加え、東京都建築安全条例（ 昭

和 25 年東京都条例第89 号） に基づく 新たな防火規制の区域指定や、 木造住宅密集地域整

備事業を重層的に取り組むことで、 安全で魅力的なまちづく りの実現を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 北砂三・ 四・ 五丁目地区】

地区内に存在する老朽木造建築物の耐火・ 準耐火建築物等への建替えを促進して、まち全

体の不燃化を進めるとともに、 適正な管理が行われていない空き家などの老朽建築物につ

いては除却を促進して、「 燃え広がらない・ 燃えない」 まちづく りを進めます。

また、防災生活道路の整備、公園等の整備、地区計画の導入により、防災安全性、居住環

境が確保された住宅地の形成を進めます。特に、狭小敷地や接道不良で建替えが困難な土地

が多数存在する街区においては、改善手法について検討を行い、共同化を促進していきます。

地区内の商業中心地となっている砂町銀座商店街については、 沿道建築物の建替えや広

場等の整備による空地の確保を図ります。 地区計画の導入による建築物の壁面後退を促進

し、道路空間を確保することで防災性の向上を目指すと同時に、商業機能の一層の集積を図

り、 活気のある商店の魅力を一層高めていきます。

整備に当たっては、住民主体のまちづく り協議会と連携し、地域特性を踏まえたまちづく
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りを進めていきます。

□ 防火規制

重点整備地域全域を東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第89 号） に基づく 新た

な防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図ります。
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

23 . 北砂地域整備計画
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23 . 北砂地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 江東区 北砂三・ 四・ 五丁目地区 北砂四丁目ほか 48. 6ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 江東区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導
2 地区計画 江東区 北砂三・ 四・ 五丁目地区 北砂四丁目ほか 48. 6ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
江東区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

23 . 北砂地域整備計画
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23 . 北砂地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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23 北砂地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

6

北砂三・ 四・

五丁目地区

江東区 北砂三丁目ほか 48. 6ha ○ 積極的働きかけ

○ 老朽建築物の除却

促進

● まちづく りコンサルタント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 老朽建築物除却等支援

● 現地相談ステーショ ン管理・ 運営支援

● 住替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 積極的働きかけ

○ 老朽建築物の除却促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

重点整備地域(不燃化特区)区域
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24 墨田区北部・ 亀戸地域（ 江東区・ 墨田区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 514 ha

（ 約 499 ha ）
約111, 000人 68. 0% 66%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

当地域は、住宅、店舗・ 作業場併用住宅、工場が混在しており、高齢化が進んでいます。

都営文花一丁目住宅一帯や亀戸天神周辺は比較的大きなオープンスペースがありますが、

その他の地区では狭あい道路や狭小敷地が多く 、 老朽木造建築物の建替えが進んでいない

などの防災上の課題を抱えています。

重点密集地域である京島周辺地区及び鐘ヶ淵周辺地区は、 個々 の住宅敷地が狭小で接道

不良の老朽化した建築物が街区内部や狭あい道路沿道に残存し、 これらの厳しい敷地の接

道条件等に加え、 居住者の高齢化による建替え意識の低下、 資金難、 権利のA E輻E

ふく

A A E湊E

そう

A等の理

由から、 建替えが困難となっています。

③ 整備方針

木造住宅密集地域整備事業を実施している地区では、防災生活道路の整備、老朽木造建築

物の建替え、緑地・ 広場等の整備や耐震性貯水槽の設置を進めることで、不燃化を促進し、

緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難の空間を確保していきます。また、整備地

域の大部分を東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89 号） に基づく 新たな防火規

制の区域に指定しており、防火・ 木造建築物の更新に併せ不燃化を促進するとともに、木造

建築物の耐震化を推進し、 まちの魅力やコミ ュニティ を維持しながら防災性の向上を図り

ます。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 京島周辺地区】（ 墨田区）

京成曳舟駅周辺では、 駅前にふさわしい安全性と拠点性を備えたまちづく りを進めてい

きます。そのため、共同化による建築物の不燃化や高度利用の推進、一体的なオープンスペ

ースの創出に加えて、区画街路や交通広場の整備を推進することで、災害時にも安全な拠点

の形成を実施していきます。

特定整備路線放射32号線の沿道については、 道路拡幅事業に併せた共同化の誘導、 街区

再編の誘導により、沿道建築物の不燃化やオープンスペースの創出を推進し、延焼遮断帯の

形成を実現します。

それ以外の密集市街地については、道路の拡幅整備や戸建て建替え・ 共同化の促進及び駅
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周辺の無電柱化を進め、 住環境の安全性を高めるまちづく りを進めます。

【 鐘ヶ淵周辺地区】（ 墨田区）

鐘ヶ淵駅周辺では、駅前にふさわしい街並みの形成と、駅前広場等の交通環境の整備によ

り交通の利便性の確保や駅前のにぎわいの創出に努めて、 生活拠点にふさわしい活気のあ

るまちづく りを進めます。

補助120号線（ 特定整備路線） については、拡幅整備に併せた無電柱化や沿道の不燃化に

より延焼遮断帯の形成を進めて、地域の防災性の向上や、にぎわいのある商店街と魅力ある

街並みの形成を目指します。

それ以外の密集市街地については、 狭あい道路の建替えに併せた道路拡幅整備を進めま

す。また、建築物の不燃化及び共同化を進め、防災性の向上と誰もが住み続けられるまちづ

く りを進めます。

□ 特定整備路線

本地区では、 放射32号線（ 押上三丁目～京島一丁目） 及び補助120号線（ 墨田五丁目～

三丁目） が特定整備路線に選定されています。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第 89

号）に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新による不燃化の促進を図

ります。
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整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

路線名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5
年度末

R7
年度末

R12
年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都補助120号線(鐘ヶ淵Ⅰ期)
東向島五丁目
ほか

0. 4km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都
〔 特定整備路線〕
補助120号線(鐘ヶ淵Ⅱ期)

墨田二丁目ほか 0. 5km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都
補助120 号線八広はなみずき通
り（ 水戸街道以南）

八広四丁目ほか 0. 7km 事業中 事業中 完了

4 街路 東京都環状4号線
東向島四丁目
ほか

0. 6km 事業中 事業中 完了

5 連続立体 墨田区
都市高速鉄道東武鉄道伊勢崎線
(とうきょうスカイツリー駅付近)

押上二丁目ほか ＊0. 9km 事業中 完了 完了

6 街路 東京都
〔 特定整備路線〕
放射32号線（ 押上）

押上三丁目ほか 0. 9km 事業中 完了 完了

7 街路 墨田区
墨田区画街路第6号線
（ 交通広場を含む。）

京島一丁目
0. 1km

交通広場面積

0. 3ha
事業中 完了 完了

8 街路 墨田区墨田区画街路第7号線 京島一丁目
0. 07km 事業中 完了 完了

0. 1km 予定 予定 事業中

9 街路 墨田区墨田区画街路第10号線 押上二丁目 0. 3km 予定 予定 事業中

10 道路事業 墨田区特別区道墨120号線 八広四丁目ほか 1. 4km 予定 予定 事業中

11 街路 東京都環状4号線
東向島三丁目
ほか

0. 5km R７年度末までに事業着手

12 街路 東京都環状4号線 京島一丁目ほか 1. 2km R７年度末までに事業着手

13 道路事業 墨田区特別区道墨29号線 向島五丁目 0. 2km 予定 事業中 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 面で表示している無電柱化検討路線については、 当該範囲一帯において無電柱化を検討するものとする。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

24 . 墨田区北部・ 亀戸地域整備計画
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24 . 墨田区北部・ 亀戸地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備
手法

整備
対象

No.
事業
区分

事業
主体等

事業地区名 代表的な丁目
地区面積
(ha)又は
延長(km)

R5
年度末

R7
年度末

R12
年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 沿道一体
東京都
墨田区

〔 沿道のまちづく り〕
補助120号線（ 鐘ヶ淵）

墨田二丁目ほか 0. 9km 事業中 完了 完了

2 防街事業 未定 京島一丁目東地区（ 仮称） 京島一丁目 0. 5ha 予定 予定 完了

3 防街事業 組合 東向島二丁目22番地区 東向島二丁目 0. 2ha 事業中 事業中 完了

4 木密 墨田区 鐘ヶ淵周辺地区 墨田二丁目ほか 80. 6ha 事業中 完了 完了

5 木密 墨田区 北部中央地区
東向島一丁目
ほか

＊184. 5ha 事業中 完了 完了

6 木密 墨田区 京島地区 京島二丁目ほか 25. 5ha 事業中 完了 完了

7 不燃化 墨田区
補助120号線
（ 鐘ヶ淵通りⅠ期）

東向島五丁目
ほか

2. 1ha 事業中 完了 完了

8 不燃化 墨田区
補助120号線
（ 鐘ヶ淵通りⅡ期）

墨田二丁目ほか 3. 1ha 事業中 完了 完了

9 不燃化 墨田区
補助120号線
（ 八広はなみずき通りⅡ期）

八広五丁目ほか 1. 7ha 事業中 事業中 完了

10 不燃化 墨田区 放射32号線（ 押上通り） 京島一丁目ほか 6. 6ha 事業中 完了 完了

－ 防災総合 墨田区 全域 － － 実施中 実施中 完了

－ 防災総合 江東区 全域 － － 実施中 実施中 完了

規制・
誘導

11 地区計画 墨田区 鐘ヶ淵周辺地区 墨田一丁目ほか 80. 6ha 予定 予定 予定

12 地区計画 墨田区 曳舟駅周辺地区 京島一丁目 11. 2ha 実施中 実施中 実施中

13 街並み 墨田区 京島周辺地区 京島二丁目ほか 25. 5ha 予定 予定 予定

14 地区計画 墨田区
押上・とうきょうスカイツリ
ー駅周辺地区

押上二丁目ほか ＊35. 2ha 実施中 実施中 実施中

15 地区計画 墨田区 文花二丁目南地区 文花二丁目 6. 3ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断
耐震改修

墨田区 区内全域 － － 実施中 完了 完了

－
防火・ 耐
震改修

墨田区 整備地域内他（ 一部を除く 。）
墨田一～五丁目、
京島一～三丁目
ほか

－ 実施中 実施中 実施中

－
耐震診断
耐震改修

江東区 亀戸3丁目 亀戸三丁目 34ha 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。
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24 . 墨田区北部・ 亀戸地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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24 墨田区北部・ 亀戸地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

4

京島周辺地区

墨田区 京島一丁目

ほか

40. 0ha ○ 京成曳舟駅周辺道路整備事業

○ 京島一丁目東地区（ 仮称） 防災街区

整備事業

● 士業派遣支援

● 防災街区整備事業費支援

＜コア事業における取組＞
○ 京成曳舟駅周辺道路整備事業

○ 京島一丁目東地区（ 仮称） 防災街区整備事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡例

重点整備地域（不燃化特区）区域

主要生活道路（優先整備路線）

主要生活道路

街路事業沿道の延焼遮断帯
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事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

5

鐘ヶ淵周辺地区

墨田区 墨田二丁目ほか 80. 6ha ○ 積極的な戸別訪問等による

建替え促進の支援

○ 無接道敷地の解消による建

替え促進

● 無接道敷地等対策コーディ ネー

ター派遣支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

＜コア事業における取組＞

○ 積極的な戸別訪問等による建替え促

進の支援

○ 無接道敷地の解消による建替え促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

凡例

重点整備地域（不燃化特区）区域

主要生活道路（優先整備路線）

主要生活道路

街路事業沿道の延焼遮断帯

特定整備路線

都市計画道路
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25 平井地域（ 江戸川区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 78 ha 約 23, 500 人 66. 3% 86%

② 地域の概要

住宅、作業場・ 店舗併用住宅及び工場が混在する地域です。集合住宅も多く 立地し、地域

全体の人口は増加傾向にあります。

一部の地区では防災生活道路等の基盤が整備されていますが、 狭あい道路や狭小敷地が

多く 、 老朽木造建築物が密集しているなど、 防災上の課題を抱えています。

補助120号線沿道では建物の不燃化が進み、延焼遮断帯が形成され、亀戸・ 大島・ 小松川

地区への避難機能が強化されました。

重点整備地域である平井二丁目付近地区は、 地区内の約６ 割の建築物が木造建築物であ

り、道路幅員４ ｍ未満の行き止まりの狭あい道路が多く 、震災時の避難や消防活動に課題を

有しています。

③ 整備方針

平井二丁目付近では、木造住宅密集地域整備事業や住宅市街地総合整備事業を実施し、防

災生活道路の整備、公園・ 広場の整備、耐震性貯水槽の設置により防災性の向上を図るとと

もに、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく 新たな防火規制の区域

に指定し、 木造建築物の更新に併せ不燃化を促進します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 平井二丁目付近地区】

木造住宅密集地域整備事業等の導入により、 幅員５ ｍ以上の道路ネット ワークの形成及

び一時避難地となる公園・ 広場を充実させることにより、災害時の避難や消防活動の課題の

解消を図ります。また、全域での老朽木造建築物の建替えの促進により、地区全体の不燃化

を推進していきます。また、特定整備路線補助144号線の整備に併せて沿道建築物の不燃化

を促進します。

さらに、地区計画で定めている地区施設の配置、建築物の高さや壁面位置の制限、敷地面

積の最低限度の設定等により、 防災性の向上を図っていきます。

□ 特定整備路線

本地域は、 補助144号線（ 平井二丁目付近） が特定整備路線に選定されております。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成と安全な避難路の確保を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基
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づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

重点整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和 25 年東京都条例第89 号）

に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建築物の更新による不燃化の促進を図り

ます。

現在指定していない区域についても、今後、まちづく りの動きを捉えながら新たな防火規

制の区域の指定を検討していきます。
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整備

手法
整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助144号線（ 平井）
平井二丁目 0. 5km 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

25 . 平井地域整備計画
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25 . 平井地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 江戸川区 平井二丁目付近地区 平井二丁目ほか 19. 5ha 事業中 完了 完了

2 不燃化 江戸川区 補助144号線沿道地区 平井二丁目 3. 6ha 事業中 完了 完了

3 住市総(密集) 江戸川区 平井二丁目付近地区 平井二丁目 28. 6ha 事業中 完了 完了

規制・

誘導
4 地区計画 江戸川区 平井二丁目付近地区 平井二丁目ほか 28. 6ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
江戸川区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

25 . 平井地域整備計画
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25 . 平井地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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25 平井地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

51

平井二丁目

付近地区

江戸川区 平井二丁目

ほか

28. 6ha ○ 補助第144号線の整備と一

体的に進める沿道まちづく

り

○ 不燃化更新促進事業

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 補助第144号線の整備と

一体的に進める沿道まちづく り

○ 不燃化更新促進事業

＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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26 立石・ 四つ木・ 堀切地域（ 葛飾区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 433 ha

（ 約 415 ha ）
約 89, 700 人 64. 0% 72%

※ 上記表の人口、 不燃領域率、 延焼遮断帯形成率は前回計画（ 平成28 年3 月改定） の整備地域範囲に基づく 。

地域面積の（ ） 内は、 整備地域から除外された地域（ 地区内残留地区と重複する地域、 防災性が確保された町丁目）

を除いた面積を示す。

② 地域の概要

本地域は戦災を免れ、 基盤整備が充分でないまま形成された住宅と工場等が混在する市

街地となっています。 放射13号線、 補助140号線などの延焼遮断帯などが整備されていま

すが、 公園が少なく 、 狭あい道路や老朽木造建築物が密集した状況にあります。

四つ木一・ 二丁目地区及び東四つ木地区は、木造住宅密集地域整備事業により道路・ 公園

の整備や建物の不燃化、京成押上線連続立体交差事業や関連事業が進んでおり、地区の環境

は変化していますが、地区内には依然として老朽木造建築物が密集し、狭あい道路も多いた

め、 早期の改善が必要となっています。

東立石四丁目地区は、 木造住宅密集地域整備事業により地区南部の防災活動拠点である

東立石緑地公園につながる道路の整備が進み、 地区の環境は変化していますが、 地区内に

は依然として老朽木造建築物が密集し、 狭あい道路も多いため、 防災上や住環境の面で課

題があります。

堀切二丁目周辺及び四丁目地区は、住宅の多く が老朽木造建築物であり、密集した状況に

あることから、地震による建物倒壊や火災による延焼のおそれがあり、６ｍを超える道路の

ネット ワークが不足しているため、 防災上や住環境の面で課題があります。

立石駅周辺地区は、狭あいな道路が多く 、老朽木造建築物等が密集しているなど、防災性

の向上や居住環境の改善が課題となっています。

③ 整備方針

重点整備地域において、防災街区整備地区計画による規制・ 誘導や、木造住宅密集地域整

備事業及び不燃化特区事業を重層的に実施し、 防災生活道路の整備による避難経路の強化

及び老朽木造住宅の建替えによる市街地の防災性の向上を図ります。 令和 3 年度に不燃化

特区の支援策を拡充しており、 より一層不燃化を促進しています。

また、 連続立体交差事業や鉄道橋りょうの架替え事業を契機にまちづく りの機運が高ま

っているため、 不燃化・ 耐震化に寄与する建築物の共同化も検討していきます。

あわせて、都市計画道路及び防災生活道路の無電柱化の検討を行い、安全で住みやすく 快

適なまちづく りを進めます。

立石駅周辺地区においては、 市街地再開発事業によるまちづく りを検討していきます。
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□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 四つ木一・ 二丁目地区】

防災上有効な幅員６ ｍ以上の防災生活道路及び公園・ 小広場の整備を進めていきます。あ

わせて、不燃化特区の支援策で不燃化を促進し、地区全体の不燃領域率の向上を図るととも

に、区民の防災への意識を高める取り組みを実施していきます。また、区画街路第４ 号線及

び区画街路第６ 号線の整備とともに無電柱化の検討を行い、 沿道のまちづく りを進めてい

きます。

なお、当地区は防災街区整備地区計画によって、建築物の構造等の制限、敷地面積の最低

限度等を定め、 建築物の不燃化の促進と住環境の向上を進めています。

【 東四つ木地区】

防災上有効な幅員６ｍ以上の防災生活道路の整備を進めていきます。あわせて、不燃化特

区の支援策で不燃化を促進し、地区全体の不燃領域率の向上を図るとともに、区民の防災へ

の意識を高める取り組みを実施していきます。

なお、当地区は防災街区整備地区計画によって、建築物の構造等の制限、敷地面積の最低

限度等を定め、 建築物の不燃化の促進と住環境の向上を進めています。

【 東立石四丁目地区】

防災上有効な幅員６ｍ以上の防災生活道路（ １ 路線） 及び公園・ 小広場の整備を進めてい

きます。あわせて、不燃化特区の支援策で不燃化を促進し、地区全体の不燃領域率の向上を

図るとともに、 区民の防災への意識を高める取り組みを実施していきます。

なお、当地区は防災街区整備地区計画によって、建築物の構造等の制限、敷地面積の最低

限度等を定め、 建築物の不燃化の促進と住環境の向上を進めています。

【 堀切二丁目周辺及び四丁目地区】

防災上有効な幅員６ｍ以上の防災生活道路（ ５ 路線） 及び公園・ 小広場の整備を進めると

ともに、防災生活道路の無電柱化を検討していきます。あわせて、不燃化特区の支援策で不

燃化を促進し、地区全体の不燃領域率の向上を図るとともに、区民の防災への意識を高める

取り組みを実施していきます。

なお、当地区は防災街区整備地区計画によって、建築物の構造等の制限、敷地面積の最低

限度等を定め、 建築物の不燃化の促進と住環境の向上を進めています。

□ 防火規制

本地域は、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） による新たな防火規制の

区域を指定していませんが、 重点整備地域は防災街区整備地区計画区域となっています。
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注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

整備

手法
整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 連続立体
東京都

葛飾区

都市高速鉄道京成電鉄押上線

（ 四ツ木駅～青砥駅）

四つ木一丁目

ほか
＊2. 2km 事業中 事業中 完了

2 街路 葛飾区 補助274号線
立石一丁目

ほか
0. 4km 事業中 事業中 完了

3 再開発 組合
葛飾区画街路第3号線

（ 交通広場を含む。 ）

立石七丁目

ほか

0. 1km
交通広場面積

0. 4ha
事業中 事業中 完了

4 街路 葛飾区 葛飾区画街路第4号線
四つ木一丁目

ほか
0. 9km 事業中 事業中 完了

5 街路 葛飾区
葛飾区画街路第6号線

（ 交通広場を含む。 ）
四つ木一丁目

0. 1km
交通広場面積

0. 3ha
事業中 事業中 完了

6 街路 葛飾区

都市高速鉄道京成電鉄押上線

付属街路第3号線

(四つ木一丁目～二丁目区間)

四つ木一丁目

ほか
0. 4km 事業中 事業中 完了

7 街路 葛飾区

都市高速鉄道京成電鉄押上線

付属街路第3号線

（ 四つ木一丁目区間）

四つ木一丁目 0. 3km 予定 事業中 完了

8 街路 葛飾区
都市高速鉄道京成電鉄押上線

付属街路第4号線

立石二丁目

ほか
0. 6km 事業中 事業中 完了

9 街路 葛飾区 補助264号線
宝町二丁目

ほか
0. 5km 予定 事業中 事業中

10 街路 葛飾区 補助272号線
宝町二丁目

ほか
0. 2km 予定 事業中 事業中

26 . 立石・ 四つ木・ 堀切地域整備計画
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26 . 立石・ 四つ木・ 堀切地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 再開発 組合 立石駅北口地区 立石四丁目ほか 2. 2ha 事業中 事業中 完了

2 再開発 組合 立石駅南口東地区 立石一丁目ほか 1. 0ha 予定 事業中 事業中

3 再開発 組合 立石駅南口西地区 立石一丁目 1. 3ha 予定 事業中 事業中

4 木密 葛飾区 四つ木一・ 二丁目地区
四つ木一丁目ほ

か
25. 7ha 完了 完了 完了

5 木密 葛飾区 東立石四丁目地区 東立石四丁目 19. 5ha 事業中 完了 完了

6 木密 葛飾区
堀切二丁目周辺及び四丁

目地区
堀切二丁目ほか 68. 5ha 事業中 完了 完了

7 木密 葛飾区 東四つ木地区
東四つ木三丁目

ほか
40. 0ha 完了 完了 完了

- 防災総合 葛飾区
全域

（ 密集事業地域を除く 。）
－ － 実施中 完了 完了

規制・

誘導

8 地区計画 葛飾区 さく ら並木の道沿道地区 立石四丁目ほか 2. 5ha 実施中 実施中 実施中

9 地区計画 葛飾区 立石駅北口地区 立石四丁目ほか 2. 2ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 葛飾区 立石駅南口東地区 立石一丁目ほか 1. 0ha 実施中 実施中 実施中

11 地区計画 葛飾区 立石駅南口西地区 立石一丁目 1. 3ha 実施中 実施中 実施中

12 防災街区 葛飾区 四ツ木駅周辺地区
四つ木一丁目

ほか
68. 2ha 実施中 実施中 実施中

13 防災街区 葛飾区 東立石四丁目地区 東立石四丁目 21. 7ha 実施中 実施中 実施中

14 防災街区 葛飾区
堀切二丁目周辺及び四丁

目地区
堀切二丁目ほか 68. 5ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
葛飾区 全域 － － 事業中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

26 . 立石・ 四つ木・ 堀切地域整備計画
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26 . 立石・ 四つ木・ 堀切地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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26 立石・ 四つ木・ 堀切地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

45

四つ木一・ 二丁目

地区

葛飾区 四つ木一丁目ほか 28. 1ha ○ 主要生活道路の整備

○ 公園の整備

○ 老朽建築物の除却の促

進

〇不燃化建替の促進

● まちづく りコンサルタント 派

遣支援

● 士業派遣

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 公園、 緑地、 広場等整備支援

主要生活道路整備
（ 幅員： ６ ｍ）

葛飾区画街路4号線

葛飾区画

街路6号線 京成押上線附属街路3号線

公園の整備

＜コア事業における取組＞

○ 主要生活道路の整備

○ 公園の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

整備済み主要生活道路

区施行都市計画道路

重点整備地域（ 不燃化特区） 区域

コア事業 区施行主要生活道路整備
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

46

東四つ木地区

葛飾区 東四つ木三丁目ほか 40. 0ha ○ 主要生活道路の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

● まちづく りコンサルタント

派遣支援

● 士業派遣

● 戸別訪問支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 主要生活道路の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

コア事業 区施行主要生活道路

重点整備地域（不燃化特区）区域

整備済み主要生活道路
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事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

47

東立石四丁目

地区

葛飾区 東立石四丁目ほか 19. 5ha ○ 主要生活道路の整備

○ 小広場の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝等派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

北西道路

南北道路Ａ

南北道路Ｃ

東西道路

小広場の整備

＜コア事業における取組＞

○ 主要生活道路の整備

○ 小広場の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

コア事業 区施行主要生活道路

重点整備地域（不燃化特区）区域

整備済み主要生活道路
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事業地区名
事業

主体等

代表的な

丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

48

堀切二丁目周

辺及び四丁目

地区

葛飾区 堀切二丁目ほか 68. 5ha ○ 主要生活道路の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 士業派遣支援

● 戸別訪問支援

● 用地折衝等派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

旧小谷野
小学校

堀切菖蒲園駅

堀切

小学校

菖蒲園

堀切3丁目

堀切2丁目

堀切4丁目

主要生活道路１号線

主要生活道路２号線

主要生活道路３号線

主要生活道路４号線

主要生活道路５号線

堀切１ 丁目

＜コア事業による取組＞

○ 主要生活道路の整備

○ 老朽建築物の除却の促進

〇不燃化建替の促進

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

コア事業 区施行主要生活道路整備

重点整備地域（不燃化特区）区域
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27 松島・ 新小岩駅周辺地域（ 葛飾区・ 江戸川区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 135 ha 約 23, 800 人 68. 4% 98%

② 地域の概要

当地域全域において、住宅、作業場併用住宅、工場等が混在している地域ですが、新小岩

駅周辺には商業・ 業務施設が集積しています。新小岩駅周辺など、一部の地区では建築物の

不燃化が進んでいますが、その他の地区では老朽木造建築物が密集し、まとまったオープン

スペースが不足しており、接道不良地も多く 、防災生活道路や公園が少ないなど、防災上の

課題を抱えています。

③ 整備方針

新小岩駅周辺では、駅至近の好立地を生かした合理的な土地利用が可能となるよう、新小

岩駅南口地区において、市街地再開発事業による街づく りを推進し、防災性の向上と住環境

の改善を図ります。また、新小岩駅には、災害時には避難経路としての機能が期待される、

南北を連絡する自由通路を整備します。

松島では、木造住宅密集地域整備事業や住宅市街地総合整備事業を実施し、防災生活道路

や公園・ 小公園等の整備を進めるとともに、防災街区整備地区計画により、建築物の構造に

関する防火上の制限や敷地面積の最低限度等を設けることで、 建築物の建替えによる不燃

化・ 耐震化を促進し、早期に市街地の防災性の向上を図るとともに、緑豊かで良好な住環境

の実現を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 松島三丁目地区】（ 江戸川区）

木造住宅密集地域整備事業等の実施により、幅員６ ｍ道路のネット ワークの形成、一時避

難場所となる公園・ 広場を充実することにより、災害時の避難や消防活動の課題の解消を図

っています。

また、地区全体での不燃化建替えや老朽木造建築物の除却を促進し、防災性の向上を推進

していきます。

□ 防火規制

重点整備地域については、東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく

新たな防火規制に相当する防災街区整備地区計画が定められています。

その他の地区については、今後、まちづく りの動きを捉えながら新たな防火規制の区域指

定を検討していきます。
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注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 葛飾区

特殊街路

葛飾歩行者専用道

第二号線 及び

新小岩駅南口自由通路線

新小岩一丁目

ほか
0. 1km 完了 完了 完了

27 . 松島・ 新小岩駅周辺地域整備計画
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27 . 松島・ 新小岩駅周辺地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 木密 江戸川区松島三丁目地区 松島三丁目ほか 25. 6ha 事業中 完了 完了

2 再開発 組合 新小岩駅南口地区 新小岩一丁目 1. 5ha 事業中 事業中 事業中

－ 防災総合 葛飾区 全域 － － 実施中 実施中 実施中

規制・

誘導

3 防災街区 江戸川区松島三丁目地区 松島三丁目ほか 25. 6ha 実施中 実施中 実施中

4 地区計画 葛飾区 新小岩駅南口地区
新小岩一丁目

ほか
4. 5ha 実施中 実施中 実施中

耐震化

－
耐震診断

耐震改修
葛飾区 全域 － － 事業中 完了 完了

－
耐震診断

耐震改修
江戸川区全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

27 . 松島・ 新小岩駅周辺地域整備計画
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27 . 松島・ 新小岩駅周辺地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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27 松島・ 新小岩駅周辺地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業地区名
事業

主体等
代表的な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

50

松島三丁目地区

江戸川区 松島三丁目ほか 25. 6ha ○ 不燃化更新促進事業 ● まちづく りコンサルタント 派遣

支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

0 200m100

N

区立西小松川小

関東第一高校

葛 飾 区

＜コア事業における取組＞

○意向調査及び相談体制強化による建替え支援
○不燃化更新促進事業

＜凡例＞

重点整備地域（不燃化特区）区域

密集事業拡幅路線

密集事業による公園整備

公共施設整備検討エリア
＊不燃化特区の整備方針図を掲載
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28 南小岩・ 東松本地域（ 江戸川区）

① 地域の現況

地域面積 人口 不燃領域率 延焼遮断帯形成率

約 88 ha 約 27, 000 人 57. 3% 32%

② 地域の概要

当地域全域において住宅が多く 見受けられますが、小岩駅周辺には商業・ 業務施設及び店

舗併用住宅が立地しています。狭あい道路や行き止まり道路が多く 、老朽木造建築物の建替

えが進まないなど、防災上の課題を抱えています。また、公園等のオープンスペースが少な

く 、 防災上及び住環境上の課題となっています。

重点整備地域である南小岩七・ 八丁目周辺地区は、都市基盤が整備されないまま、市街化

した地区であり、狭あい道路や行き止まり道路が多いなど、緊急車両の通行や円滑な消火・

救援活動及び避難が行えない可能性がある区域となっています。また、老朽木造建築物が多

く 、災害時の防災空間となり得る公園・ 広場のオープンスペースが少ないなど、災害危険性

が高いことも課題となっています。

南小岩・ 東松本付近地区は、地区内の建築物のうち約７割が木造建築物であり、震災時の

火災による延焼の危険を有する地区となっています。

③ 整備方針

整備地域の北側に位置する南小岩七・ 八丁目では、木造住宅密集地域整備事業や住宅市街

地総合整備事業により、防災生活道路をはじめとした道路や公園・ 小公園を整備するととも

に、耐震性貯水槽の設置により防災性の向上を図ります。整備地域の南側に位置する南小岩

南部地域や東松本付近では、 木造住宅密集地域整備事業や住宅市街地総合整備事業を実施

し、 防災性の向上を図ります。

また、地域内全域にわたり東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） に基づく

防火規制の区域に指定されているほか、整備地域の南側では地区計画を導入しており、早期

の防災性向上を目指します。 JR 小岩駅周辺では、 土地区画整理事業や市街地再開発事業、

街路事業などにより、道路等の整備や建築物の不燃化を図るとともに、にぎわいと魅力のあ

る市街地形成を目指します。

□ 重点整備地域（ 不燃化特区）

【 南小岩七・ 八丁目周辺地区】

JR 小岩駅周辺では、 土地区画整理事業及び市街地再開発事業、 街路事業により、 建築物

の不燃化と併せて駅前広場や都市計画道路の整備を進め、避難路を確保し、地区全体の防災

性を高めていきます。

また、木造住宅密集地域整備事業や不燃化特区等の支援策により、防災生活道路の拡幅整
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備や公園の整備と併せて老朽木造建築物の不燃化建替えや除却を進め、 防災性の向上を図

るとともに、木造住宅密集地域からの住み替えを誘導し、地域全体の不燃化に役立てていき

ます。

【 南小岩南部・ 東松本付近地区】

燃えにく い・ 燃え広がりにく い災害に強いまちづく りを目指して、補助285号線の整備、

都市防災不燃化促進事業による沿道建築物の不燃化建替えや共同化による延焼遮断帯の形

成、木造住宅密集地域整備事業等による防災性の向上、地区全域での不燃化建替えの促進を

図っていきます。また、不燃化特区の支援策を活用しながら沿道建築物の戸建て建替えや共

同建替えを促進していきます。

さらに、地区計画で定めている地区施設の配置、壁面位置の制限、敷地面積の最低限度の

設定等により、 防災性の向上に努めていきます。

□ 特定整備路線

本地域では、補助142号線（ 南小岩四丁目〜東小岩四丁目） 及び補助143号線（ 南小岩八

丁目付近） が特定整備路線に選定されています。

都市防災不燃化促進事業を一体的に実施することにより沿道の不燃化を図り、 延焼遮断

帯の形成及び安全な避難路の確保を促進します。

また、 特定整備路線整備推進に向けた魅力的な移転先確保の取組に関する基本協定に基

づき、独立行政法人都市再生機構、東京都の２ 者で連携し、魅力的な移転先を確保する取組

を進めています。

□ 防火規制

整備地域及び重点整備地域の全域を防火地域又は東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都

条例第89号） に基づく 新たな防火規制の区域に指定しており、 建物更新による不燃化の促

進を図ります。
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注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、 整備地域及び重点整備地域内のみ図示

する。

注３： 街路、 連続立体、 緑道整備に限り延長で示す。

【 防災生活道路は整備を進め、 併せて沿道の建替えを促進する。】

【 防災生活道路を主とした地区内の道路や、 表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進めている場合、 整備

計画図（ 道路網） にその無電柱化の事業状況を図示する。】

整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
路線名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

1 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助142号線（ 南小岩）

南小岩三丁目

ほか
0. 6km 事業中 完了 完了

2 街路 東京都 補助142号線
東小岩四丁目

ほか
＊0. 2km 事業中 完了 完了

3 街路 東京都 補助142号線
南小岩四丁目

ほか
＊0. 2km 事業中 完了 完了

4 街路 東京都
〔 特定整備路線〕

補助143号線（ 東小岩）

南小岩八丁目

ほか
0. 6km 事業中 完了 完了

5 街路 江戸川区補助285号線（ 南小岩）
南小岩四丁目

ほか
1. 2km 事業中 事業中 事業中

6 街路 江戸川区補助285号線（ サンロード）
南小岩八丁目

ほか
0. 2km 事業中 事業中 完了

7 区画整理 江戸川区
補助285号線（ サンロード）

（ 交通広場を含む。）
南小岩七丁目

0. 2km
交通広場面積

0. 5ha
事業中 事業中 事業中

8 区画整理 江戸川区江戸川区画街路26号 南小岩七丁目 0. 3km 事業中 事業中 事業中

28 . 南小岩・ 東松本地域整備計画
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28 . 南小岩・ 東松本地域整備計画図（ 道路網）

延焼遮断帯形成状況と

緊急輸送道路
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整備

手法

整備

対象
No.

事業

区分

事業

主体等
事業地区名 代表的な丁目

地区面積

(ha)又は

延長(km)

R5

年度末

R7

年度末

R12

年度末

事

業

市
街
地
整
備

1 区画整理 江戸川区 南小岩七丁目地区 南小岩七丁目 4. 9ha 事業中 事業中 事業中

2 再開発 組合 南小岩七丁目地区 南小岩七丁目 1. 5ha 予定 事業中 事業中

3 再開発 組合 南小岩六丁目地区 南小岩六丁目 ＊1. 3ha 事業中 事業中 完了

4 木密 江戸川区
南小岩七・ 八丁目地

区
南小岩七丁目ほか 40. 0ha 事業中 完了 完了

5 木密 江戸川区
南小岩南部・ 東松本

付近地区
南小岩一丁目ほか 48. 9ha 事業中 事業中 完了

6 不燃化 江戸川区
補助142・ 143号線地

区
南小岩四丁目ほか 11. 5ha 事業中 完了 完了

7 不燃化 江戸川区 補助285号線地区 南小岩四丁目ほか ＊1. 2km 事業中 事業中 事業中

8 住市総(密集) 江戸川区
南小岩南部・ 東松本

付近地区
南小岩一丁目ほか ＊87. 8ha 事業中 事業中 完了

規制・

誘導

9 地区計画 江戸川区 Ｊ Ｒ小岩駅周辺地区 南小岩八丁目ほか 50. 0ha 実施中 実施中 実施中

10 地区計画 江戸川区
南小岩南部・ 東松本

付近地区
南小岩一丁目ほか ＊87. 8ha 実施中 実施中 実施中

耐震化 －
耐震診断

耐震改修
江戸川区 全域 － － 実施中 完了 完了

注１： 事業区分はP. 7-291参照

注２： 地区面積、 延長は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、 延長の概数。 ただし、 ＊は事業中及び実施中の区間又

は区域等の範囲とし、 整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。

注３： 耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、 東京都耐震改修促進計画の目標である「 R7年度末に耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消」 を完了として表記（ 区計画で異なる最終目標を掲げる場合等はこの限りではない。）。

28 . 南小岩・ 東松本地域整備計画
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28 . 南小岩・ 東松本地域整備計画図（ 市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域

敷地面積の最低限度の指定状況

※ 数値は敷地面積の最低限度（ ㎡）
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28 南小岩・ 東松本地域整備計画

□ 重点整備地域（ 不燃化特区） の取組等

事業
地区名

事業
主体等

代表的
な丁目

地区
面積

主な取組
（ コア事業）

主な特区の支援策

49
南小岩
七・ 八
丁目周
辺地区

江戸川区 南小岩
七丁目
ほか

47. 2ha ○ 南小岩七丁目地区土地区
画整理事業及び市街地再
開発事業の一体施行

○ 補助第285号線の整備

○ 補助第142号・ 143号線の
整備と一体的に進める沿
道まちづく り

○ 不燃化更新促進事業

● まちづく りコンサルタ
ント 派遣支援

● 士業派遣支援

● 用地折衝派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

● 現地相談ステーショ ン
管理・ 運営支援

● 公共施設転換用地取得
支援

密集事業拡幅路線

都市防災不燃化促進事業

土地区画整理事業市街地再開発事業

<凡例>

重点整備地域（不燃化特区）区域

特定整備路線
都市計画道路（事業中）

都市計画道路（事業中）

都市計画道路（新規）

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

公共施設整備検討エリア

＜コア事業における取組＞

○ 南小岩七丁目地区土地区画整理事業及び市街地再開発事業の一体施行
○ 補助第285号線の整備
○ 補助第142号・ 143号線の整備と一体的に進める沿道まちづく り
○ 不燃化更新促進事業
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事業地区名
事業

主体等

代表的

な丁目

地区

面積

主な取組

（ コア事業）
主な特区の支援策

52

南小岩

南部・ 東松

本

付近地区

江戸川区 南小岩

一丁目

ほか

73. 8ha ○ 都市計画道路補助第

285号線の整備

○ 補助第285号線の整備

と一体的に進める沿道

まちづく り

○ 不燃化更新促進事業

● まちづく りコンサルタ

ント 派遣支援

● 老朽建築物除却等支援

● 共同建替え助成支援

● 戸建建替え助成支援

＜コア事業における取組＞

○ 都市計画道路補助第285号線の整備
○ 補助第285号線の整備と一体的に進める沿道まちづく り

○ 不燃化更新促進事業

＜凡例＞

地区計画区域

住宅市街地総合整備事業・

補助285号線

都市防災不燃化

促進事業予定区域

重点整備地域(不燃化特区)区域

＊不燃化特区の整備方針図を掲載

公共施設整備検討エリア
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表7-2 重点整備地域（ 不燃化特区） における各区の支援策一覧

区

重点整備地域

（ 不燃化特区）

地区名

特区支援

整備地域名

老

朽

建

築

物

除

却

戸

建

建

替

え

共

同

建

替

え

専門家

派遣等
公
共
施
設
転
換
用
地
取
得

住

替

え

助

成

士
業
派
遣
等

無
接
道
敷
地
等
対
策

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

新宿区 西新宿五丁目地区 ○ ○ ７ 南台・ 本町（ 渋） ・

西新宿地域

文京区 大塚五・ 六丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ 11 東池袋・ 大塚地域

台東区 谷中二・ 三・ 五丁目地区 ○ ○ ○ ○ 14 千駄木・ 向丘・ 谷中地域

墨田区
京島周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 墨田区北部・ 亀戸地域
鐘ヶ淵周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

江東区 北砂三・ 四・ 五丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 北砂地域

品川区

東中延一・ 二丁目、 中延二・ 三

丁目及び西中延三丁目地区
○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 林試の森周辺・ 荏原地域

補助29号線沿道地区（ 品川

区）
○ ○ ○ ○ ○

豊町四・ 五・ 六丁目、 二葉三・

四丁目及び西大井六丁目地区
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旗の台四丁目・ 中延五丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
戸越二・ 四・ 五・ 六丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○

西品川一・ 二・ 三丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大井五・ 七丁目、 西大井二・

三・ 四丁目地区
○ ○ ○ ○ ○

放射２号線沿道地区 ○ ○ ○ ○ ○

補助28号線沿道地区 ○ ○ ○ ○ ○

大井二丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

目黒区
目黒本町五・ 六丁目、 原町一丁

目、 洗足一丁目地区
○ ○ ○ ○ ○ ○

大田区

大森中地区（ 西糀谷、 東蒲田、

大森中）
○ ○ ○ ○ １ 大森中地域

羽田二・ 三・ 六丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３ 羽田地域

補助29号線沿道地区（ 大田

区）
○ ○ ４ 林試の森周辺・ 荏原地域

世田谷区

太子堂・ 三宿地区 ○ ５ 世田谷区役所周辺・

三宿・ 太子堂地域区役所周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北沢三・ 四丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６ 北沢地域

太子堂・ 若林地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ 世田谷区役所周辺・

三宿・ 太子堂地域

北沢五丁目・ 大原一丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６ 北沢地域
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区
不燃化特区

地区名

特区支援

整備地域名

老

朽

建

築

物

除

却

戸

建

建

替

え

共

同

建

替

え

専門家

派遣等
公
共
施
設
転
換
用
地
取
得

住

替

え

助

成

士
業
派
遣
等

無
接
道
敷
地
等
対
策

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

渋谷区 本町二～六丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ７ 南台・ 本町（ 渋） ・

西新宿地域

中野区
弥生町三丁目周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ７ 南台・ 本町（ 渋） ・

西新宿地域

大和町地区 ○ ○ ○ ○ ○ ９ 大和町・ 野方地域

杉並区

杉並第六小学校周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ８ 阿佐谷・ 高円寺周辺地域

方南一丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ７ 南台・ 本町（ 渋） ・

西新宿地域

豊島区

東池袋四・ 五丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 東池袋・ 大塚地域

池袋本町・ 上池袋地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 池袋西・ 池袋北・

滝野川地域

補助26・ 172号線沿道地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 南長崎・ 長崎・ 落合地域

雑司が谷・ 南池袋地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 東池袋・ 大塚地域

豊島区・

北区

補助81号線沿道地区（ 豊島

区）
○ ○ ○ ○ ○ ○

15 西ケ原・ 巣鴨地域

補助81号線沿道地区（ 北区） ○ ○ ○ ○

北区

十条駅周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ 16 十条・ 赤羽西地域

志茂・ 岩淵地区 ○ ○ ○ ○ ○ 17 志茂地域

赤羽西補助86号線沿道地区 ○ ○ ○ ○ 16 十条・ 赤羽西地域

荒川区
荒川・ 南千住地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 荒川地域
町屋・ 尾久地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

板橋区
大谷口一丁目周辺地区 ○ ○ ○ ○

13 大谷口周辺地域
大山駅周辺西地区 ○ ○ ○ ○ ○

足立区

西新井駅西口周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ 21 西新井駅西口一帯地域

足立区中南部一帯地区 ○ ○ ○ ○ ○
20 千住地域

21 西新井駅西口一帯地域

22 足立地域

葛飾区

四つ木一・ 二丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○

26 立石・ 四つ木・ 堀切地域
東四つ木地区 ○ ○ ○ ○ ○
東立石四丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○
堀切二丁目周辺及び四丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○

江戸川区

南小岩七・ 八丁目周辺地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 南小岩・ 東松本地域

松島三丁目地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 松島・ 新小岩駅周辺地域

平井二丁目付近地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 平井地域

南小岩南部・ 東松本付近地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 南小岩・ 東松本地域
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防災都市づく りに資する事業等一覧

区分 事業名 事業区分の略称 備考

基
盤
整
備
型
事
業

沿道一体整備事業 沿道一体

延焼遮断帯形成事業 延焼遮断帯

防災街区整備事業 防街事業

市街地再開発事業 再開発

土地区画整理事業 区画整理

街路事業 街路

道路事業 道路事業 都市計画道路ではない道路事業

連続立体交差事業 連続立体

緑道整備 緑道整備

公園整備事業 公園

河川整備事業 河川 スーパー堤防を含む。

防災生活道路整備事業 -
※防災生活道路機能維持事業につい

ては第７章における図示は行わない。

修
復
型
事
業

木造住宅密集地域整備事業 木密
本計画では密集事業、木密事業を

合わせて実施する地区を表す。

都市防災不燃化促進事業 不燃化

本計画では都市防災総合推進事

業、都市防災不燃化促進事業を合

わせて実施する地区を表す。

住宅市街地総合整備事業(密集型) 住市総（ 密集）
本計画では密集事業のみ実施す

る地区を表す。

住宅地区改良事業 住宅改良

都市防災総合推進事業 防災総合
本計画では都市防災総合推進事

業のみ実施する地区を表す。

狭あい道路整備等促進事業(ハード事業) 狭あい

地区防災不燃化促進事業 - ※第７章における図示は行わない。

規
制
・
誘
導

地区計画（ 一般型） 地区計画

地区計画（ 街並み誘導型） 街並み

沿道地区計画 沿道地区

再開発等促進区を定める地区計画 再開発等促進区

防災街区整備地区計画 防災街区

特定防災街区整備地区 特定防災

街区再編まちづく り制度 街区再編

そ
の
他

まちづく りの合意形成 合意形成

住宅市街地総合整備事業(拠点型) 住市総（ 拠点）

公共施設整備検討エリア -

魅力的な移転先整備事業 魅力移転

第
７
章

整
備
地
域
・
重
点
整
備
地
域
の
整
備
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１ 避難場所の確保

現況で221か所ある避難場所を継続して確保するとともに、 公共事業（ 大規模公園、

スーパー堤防、 都営住宅や公社住宅などの公営住宅、 学校、 市街地再開発事業地等をい

う。 以下同じ。） 等で整備された大規模なオープンスペースについて、 避難場所として

の要件を満たす場所は、 その事業者と協議の上、 避難場所として指定し、 避難距離の短

縮化と安全性の向上とを図ります。

避難場所の指定は、 土地利用や建物の状況、 人口動態の変化、 公共事業等の進捗状況

に鑑みておおむね５年ごとに見直しを行うものとし、 見直しに当たっては、 地震・ 火災

の専門家や学識経験者、 行政関係者などで構成する専門部会において避難場所等に係る

課題の検討や安全性の検証を行うとともに、 都と 23区とで構成する連絡協議会におい

ても、 避難場所等の確保及びその適切な運用管理に取り組んでいきます。

今後、 公共事業等で大規模なオープンスペースが整備されたときは、 指定見直しの際

に、 事業者との協議、 委員会や協議会における安全性検証等を経た上で、 避難場所の拡

大等の指定を行っていきます。

そのうち、 整備拡充等が予定されている大規模公園及びスーパー堤防は、 表8-1、 表

8-2、 表8-3、 図8-1のとおりです。 優先整備区域は、 令和2年度から令和11年度まで

の10年間に公園・ 緑地の整備を優先的に進める区域であり、 新たに事業認可を取得す

る「 新規事業化区域」 と、 既に事業認可を取得している「 事業促進区域」 から構成され

ます。

なお、 これ以外についても、 公共施設の整備や民間の開発等の機会を捉え、 避難場所

等の指定を進めていきます。

また、 大規模公園や避難場所に存する都有施設などの公共施設においては、 非常用発

電設備や防災ト イレの設置等、 周囲の防災関連の施設との機能分担などに配慮しなが

ら、 安全性と利便性の向上を図ります。

第８ 章 避難場所等の確保
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表8-1 大規模なオープンスペースの整備が予定されている事業（ 公園： 都施行）

番号・
避難場所名

重点公
園・ 緑地

優先整備区域

名称
（ 主な開
園名称）

合計
面積

（ ㎡）

事業促進区域 新規事業化区域

区域
面積
(㎡)

区域
面積
(㎡)

1
８芝公園・ 慶

応大学一帯
芝公園 1, 200

港区芝公園四

丁目
1, 200 ― ―

2
16戸山公園一

帯
戸山公園 6, 400 

新宿区戸山三

丁目
4, 700

新宿区

大久保

三丁目

1, 700

3
17明治神宮外

苑地区
明治公園 32, 300

渋谷区千駄ケ

谷一・ 二丁目、

新宿区霞ヶ 丘

町

32, 300 ― ―

4

61祖師谷公

園・ 総合工科

高校一帯

祖師谷公

園
53, 100

世田谷区上祖

師谷三、成城九

丁目

12, 000

世田谷区上祖

師谷三・ 四丁

目、成城九丁目

41, 100

5

64明治神宮・

代々 木公園一

帯

代々 木公

園
11, 700

渋谷区神南一

丁目
4, 300

渋谷区神南一

丁目
7, 400

6

74和田堀公園

（ 東地区） 一

帯

和田堀公

園
102, 100

杉並区大宮

一・ 二丁目、

松ノ木一・ 二

丁目、 堀ノ内

一丁目

97, 200

杉並区

堀ノ内

二丁目

4, 900

7

75善福寺川緑

地・ 和田堀公

園（ 西地区）

一帯

善福寺川

緑地
2, 900

杉並区成田西

三・ 四丁目
2, 900 ― ―

8
80高井戸公園

一帯

高井戸公

園
130, 700

杉並区久我山

二丁目
108, 900

杉並区久我山

二丁目
21, 800

9

97浮間公園・

荒川河川敷緑

地一帯

浮間公園 2, 100
北区浮間二丁

目
2, 100 ― ―

10
98高島平二・

三丁目地区
赤塚公園 19, 600

板橋区赤塚四・

五丁目
12, 300

板橋区赤塚

四・ 五丁目
7, 300

11
101城北中央

公園一帯

上板橋公

園

（ 城北中

央公園）

71, 800

板橋区桜川一

丁目、小茂根五

丁目、練馬区氷

川台一丁目、羽

沢三丁目

71, 800 ― ―

12
103石神井公

園一帯

石神井公

園
40, 400

練馬区石神井

台一・ 二丁目、

石神井町五丁

目

13, 700

練馬区石神井

台二丁目、石神

井町五丁目

26, 700
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番号・
避難場所名

重点公
園・ 緑地

優先整備区域

名称
（ 主な開
園名称）

合計
面積

（ ㎡）

事業促進区域 新規事業化区域

区域
面積
(㎡)

区域
面積
(㎡)

13
106舎人公園

一帯
舎人公園 34, 800

足立区古千谷

一丁目、西伊興

町、西伊興一・

二・ 三丁目、皿

沼三丁目

34, 800 ― ―

14

112水元公

園・ 江戸川緑

地一帯

水元公園 2, 000
葛飾区東金町

五・ 八丁目
2, 000 ― ―

15

117篠崎公

園・ 江戸川緑

地一帯

篠崎公園 118, 200

江戸川区西篠

崎一丁目、上篠

崎四丁目、篠崎

町八丁目、北篠

崎二丁目

114, 300

江戸川区西篠

崎二丁目、上篠

崎三丁目

3, 900

16 124清澄庭園

清澄公園

（ 清澄庭

園）

3, 800
江東区清澄三

丁目
3, 800 ― ―

17
126亀戸中央

公園

亀戸中央

公園
3, 600

江東区亀戸九

丁目
3, 600 ― ―

18 148豊島園
練馬城址

公園
220, 000 ― ―

練馬区春日町

一丁目、 向山

三

丁目

220, 000

19
156林試の森

公園

目黒公園

（ 林試の

森公園）

21, 800 ― ―
品川区小山台

二丁目
21, 800

20

170行船公

園・ 宇喜田住

宅一帯

宇喜田公

園
10, 500

江戸川区北葛

西三丁目
300

江戸川区北葛

西三丁目、 宇

喜

田町

10, 200

21

188善福寺公

園・ 東京女子

大学一帯

善福寺公

園
800

杉並区善福寺

二丁目
800 ― ―
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表8-2 大規模なオープンスペースの整備が予定されている事業（ 公園： 区施行）

番号・
避難場所名

重点公園・
緑地

優先整備区域

名称
（ 主な開園

名称）

合計
面積

（ ㎡）

事業促進区域 新規事業化区域

区域 面積(㎡) 区域 面積(㎡)

22
47東京国際空港天

空橋周辺

羽田空港公

園
20, 000 ― ―

大田区羽

田空港

一・ 二丁

目

20, 000

23
60馬事公苑・ 東京

農業大学一帯
上用賀公園 31, 000

世田谷区上

用賀四丁目
31, 000 ― ―

24 78柏の宮公園一帯
杉並南中央

公園
5, 800

杉並区浜田

山二丁目
5, 800 ― ―

25
89桐ヶ丘・ 赤羽

台・ 西が丘地区

赤羽台けや

き公園
15, 000

北区赤羽台

一丁目
15, 000 ― ―

26
94都営滝野川三丁

目団地一帯

滝野川三丁

目公園
5, 100

北区滝野川

三丁目
5, 100 ― ―

27
105大泉中央公園

一帯

大泉学園町

北公園（ 大

泉学園町希

望が丘公

園）

10, 000

練馬区大泉

学園町九丁

目

10, 000 ― ―

28

117篠崎公園

169都立葛西工業

高校・ 西瑞江住宅

一帯

222江戸川スポー

ツランド周辺一帯

江戸川緑地 15, 100
江戸川区上

篠崎一丁目
11, 700

江戸川区

江戸川四

丁目

3, 400

29
118江戸川南部一

帯

左近川・ 長

島川公園
60, 200

江戸川区臨

海一・ 二・ 三

丁目

及び清新町

二丁目地先

60, 200 ― ―

30
128玉川野毛町公

園一帯

玉川野毛町

公園
27, 600

世田谷区野

毛一丁目
27, 600 ― ―

31
131江北六丁目団

地一帯

上沼田東公

園
9, 000 ― ―

足立区江

北六丁目
9, 000

32 144飛鳥山公園 飛鳥山公園 600
北区王子一

丁目
600 ― ―

33
145北運動公園一

帯
神谷公園 4, 000 ― ―

北区神谷

二丁目
4, 000

34
244 区立二子玉川

公園

二子玉川公

園
2, 600

世田谷区上

野毛二丁目
2, 600 ― ―
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番号・
避難場所名

重点公園・
緑地

優先整備区域

名称
（ 主な開園

名称）

合計
面積

（ ㎡）

事業促進区域 新規事業化区域

区域 面積(㎡) 区域 面積(㎡)

35
187多摩川河川

敷・ 田園調布一帯

多摩川台公

園
5, 000 ― ―

大田区田

園調布一

丁目

5, 000

丸子多摩川

公園（ 田園

調布せせら

ぎ公園）

18, 200
大田区田園

調布一丁目
9, 000

大田区田

園調布一

丁目

9, 200

36
208練馬総合運動

場一帯

練馬総合運

動場公園
400 ― ―

練馬区練

馬二丁目
400

37
219洗足池公園一

帯

洗足公園

（ 洗足池公

園）

13, 700
大田区南千

束一・ 二丁目
1, 300

大田区南

千束一・二

丁目

12, 400

表8-3 大規模なオープンスペースの整備が予定されている事業（ スーパー堤防）

番号・

避難場所名

事業

主体
事業地区名 事業地

地区面積

(ha)

又は延長

(km)

R5年度 R7年度
R12年

度

1
96荒川自然公園

一帯
都 三河島地区

荒川区荒川八

丁目
0. 3㎞

一部

完了

一部

完了
完了

2
178 千寿第八小

学校一帯
都

千住大川端

地区

足立区千住関

屋町
0. 5km

一部

完了

一部

完了
完了

3
221 あかつき

公園一帯
都

明石南地区

（ 一部）
中央区明石町 0. 1km 事業中 完了 完了
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図8-1 避難場所の整備



8-7

第
８
章

避
難
場
所
等
の
確
保

２ 地区内残留地区の確保

現況で40地区ある地区内残留地区を確保するとともに、 耐震化や不燃化が進展し、

地区内残留地区の要件を満たすようになった地域については、 指定見直しの際に安全性

を慎重に検討し、 安全性が確保できる場合には、 その指定を行っていきます。

加えて、 耐震改修費用の助成制度等の活用、 市街地開発事業等の都市開発等による民

間建築物等の建替え等、 危険なブロック塀等の撤去等を促すことで、 地区内残留地区の

一層の安全性向上に取り組んでいきます。

また、 都市開発の機を捉えた大規模な新規の民間建築物における一時滞在施設、 防災

備蓄倉庫、 自家発電設備の整備の促進により、 地区内残留地区の機能向上を図っていき

ます。

３ 避難道路の確保

現況で13系統49. 6kmある避難道路については、 今後、 指定見直し時に、 避難場所の

新規又は拡大指定、 地区内残留地区の新規又は拡大指定に伴いその見直しを行っていき

ます。 また、 沿道の不燃化等により安全性の向上を図っていきます。

４ 避難場所等の指定見直し時期

避難場所、地区内残留地区、避難道路については、おおむね５年ごとに見直しを行って

います（ 第９ 回目の指定見直しは令和４年７ 月に実施） 。

また、 見直し後は、 速やかに新規又は拡大した避難場所に標識を設置します。

５ 避難場所等周辺での不燃化の促進

避難場所や避難場所候補地において、 周辺地域の建築物の耐震化や不燃化を促進し、

避難場所の新規指定・ 拡大を図り、 避難有効面積の増大、 安全性の更なる向上を図って

いきます。

表8-4 避難場所周辺での不燃化事業

避難場所名
事業

区分

事業

主体

事業地区

名
事業地

地区面積

(ha)

又は延長

(km)

R5年度 R7年度 R12年度

157 戸越公園

一帯周辺地区
不燃化 品川区

戸越公園

一帯

品川区豊町

一丁目ほか
20. 0ha 事業中 完了 完了

165 東京大学

附属中等教育

学校一帯

不燃化 中野区

東京大学

附属中等

教育学校

周辺地区

中野区南台

一丁目ほか
15. 6ha 事業中 完了 完了
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整備計画

本章では、 木造住宅密集地域など、 以下の３地域における安全な市街地の形成を目的として、 地域の

特性、 今後の展望やそれに応じた防災性の維持・ 向上に資する取組について記載します。

そのうち、 地域の特性に応じ、 敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火規制の導入とい

った規制誘導策の活用により、 防災性の維持・ 向上を図るものについては、 その取組状況を進捗に応じ

て【 実施中】、【 予定】、【 調査・ 検討】 に区分して示します。 以下の３地域に該当する町丁目を有する区

市における取組状況はP. 9-4から 9-130のとおりです。

なお、 ここで示す規制誘導策については、 ３地域以外の取組も原則的に表示しています。

⑴ 木造住宅密集地域

地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火規制等により、 敷地の細分

化防止や建築物の不燃化を促進します。

⑵ 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域

地域の状況や今後の展望に応じて、 営農を継続し農地を保全するための生産緑地地区及び特定生産緑

地の指定を促進します。また、 農地がやむを得ず宅地化される場合に備え、 必要に応じて、 地区計画の

策定や防火規制の導入等を促進します。

⑶ 不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地域

木造住宅密集地域としては抽出されませんが、 補正不燃領域率や住宅戸数密度が木造住宅密集地域

と同等である地域※ が存在します。

※ 木造住宅密集地域の指標のうち、 老朽木造建築物棟数率を除いた、 補正不燃領域率や住宅戸数密度が木造住宅

密集地域と同等である地域

以下の全てに該当する町丁目。 ただし、 木造住宅密集地域に該当する町丁目を除く 。

(a) 補正不燃領域率＜60％

(b) 住宅戸数密度≧ 55世帯/ha

(c)  住宅戸数密度（ ３階以上共同住宅を除く 。） ≧ 45世帯/ha

これらの地域の中には、 不燃領域率の低さや、 建替えが進んでも不燃化が進まないなどにより、 防

災性の向上が必要な地域が存在します。

そのため、 これらの地域の状況により必要に応じ、 地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市

街地状況に応じた防火規制等を行うことにより、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を促進します。

注 令和６年４月１日時点での記載としています。

町丁目行政界については、 平成27年1月1日時点での記載としています。

本章の表や図面に記載する、防火や敷地面積の最低限度に関する規制等については、当該規制等により、その範囲、内容等が詳細

に条件づけられ、表示しきれない場合があるため、当該規制等を含む全体の範囲や代表的な内容を示しています。詳細につきまして

は、 各自治体にご確認く ださい。

東京都建築安全条例（ 昭和25年東京都条例第89号） 第７条の３第１項の規定に基づく 新たな防火規制区域については、以下「 新

防火区域」 と表記します。

第９ 章 木造住宅密集地域等における安全な市街地の形成
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図9-1 木造住宅密集地域等
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1 新宿区

【 概要】

・ 新宿区まちづく り長期計画において、「 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづく り」 を目指し

ている。

・ 地域の住民との協働により、 地域特性にあわせて、 地区計画や新防火区域制度等を活用して、 防

災まちづく りを進めていく 。

・ 若葉・ 須賀町地区では、 誘導整備地区においては修復型の整備を図り、 重点整備地区においては

主に共同建替えによる面的整備を目指していく 。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 新宿区各地内 新防火区域 ー

最低
敷地

１ 若葉地区
敷地面積の最低限度
300㎡
（地区計画）

若葉地区地区計画

２ 神楽坂三・四・五丁目地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

神楽坂三・四・五丁目地区地区計
画

３ 市谷柳町地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

市谷柳町地区地区計画

４ 神楽坂通り地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

神楽坂通り地区地区計画

５ 四谷駅周辺地区
敷地面積の最低限度
5,000㎡、65㎡
（地区計画）

四谷駅周辺地区地区計画

６ 歌舞伎町シネシティ広場周辺地区
敷地面積の最低限度
500㎡
（地区計画）

歌舞伎町シネシティ広場周辺地区
地区計画

７ 赤城周辺地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

赤城周辺地区地区計画

８ 新宿駅東口地区
敷地面積の最低限度55㎡
（地区計画）

新宿駅東口地区地区計画

９ 牛込台西北地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

牛込台西北地区地区計画

10 上落合中央・三丁目地区
敷地面積の最低限度50㎡
（地区計画）

上落合中央・三丁目地区地区計画

11 西新宿一丁目７地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡
（地区計画）

西新宿一丁目７地区地区計画

12 新宿六丁目西北地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、200㎡
（地区計画）

新宿六丁目西北地区地区計画

13 市谷本村町・加賀町地区

敷地面積の最低限度
5,000㎡、2,000㎡、15,000㎡、
1,000㎡、500㎡
（地区計画）

市谷本村町・加賀町地区地区計画

14 大久保三丁目西地区
敷地面積の最低限度
3,000㎡、1,000㎡、300㎡
（地区計画）

大久保三丁目西地区地区計画

15 神宮外苑地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡
（地区計画）

神宮外苑地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

16 西新宿五丁目北地区
敷地面積の最低限度
5,000㎡、3,000㎡、100㎡
（地区計画）

西新宿五丁目北地区地区計画

17 西新宿三丁目西地区
敷地面積の最低限度
5,000㎡、300㎡、200㎡
（地区計画）

西新宿三丁目西地区地区計画

18 新宿駅直近地区
敷地面積の最低限度
2,000㎡
（地区計画）

新宿駅直近地区地区計画

19 飯田橋駅前地区
敷地面積の最低限度
65㎡
（地区計画）

飯田橋駅前地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

20 全域
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

ー
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2 文京区

【 概要】

・ 区域全体を対象に、 建築物の耐震性の向上及び細街路の拡幅整備を進めることにより、 安全で快

適な住環境の確保と災害に強いまちづく りを図る。

・ 不燃化特区については、 自然更新による不燃化を促進し、 建築物の耐火性能の強化・ 市街地の防

災性の向上を図るため、 新防火区域に指定している。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 大塚五・六丁目地区 新防火区域 ―

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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3 台東区

【 概要】

・ 台東区都市計画マスタープランにおいて、「 様々 な災害から生活・ 文化を守るまち」 を防災まちづ

く り方針の目標としている。

・ 地区計画において、 地区の特性に応じた敷地面積の最低限度の制限を定め、 良好な街並みの形成

を行う。

・ 木造住宅密集地域では、 防災性の向上を図るため、 不燃化建替えを促進していく 。

・ 準防火地域では、 防災性の向上を図るため、 法の規定よりも耐火性能を向上させた建替えを促進

していく 。

・ 東上野四丁目地区では、地区計画の位置づけのもと、敷地整序型土地区画整理事業の実施により、

道路拡幅等の公共施設の整備改善及び公共公益施設の機能更新を行う。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ
谷中二・三・五丁目、根岸三・四・
五丁目

新防火区域 －

最低
敷地

１ 浅草六区地区
敷地面積の最低限度300㎡
（地区計画）

浅草六区地区地区計画

２ 御徒町駅周辺地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

御徒町駅周辺地区地区計画

３ 谷中地区
敷地面積の最低限度50㎡
（地区計画）

谷中地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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4 墨田区

【 概要】

・ 区内の整備地域を中心に新防火区域を指定しており、防火・ 木造建築物の更新に併せ不燃化を促進

し、 木造住宅密集地域の再生産を防止し、 防災性の向上を図る。

・ 地区計画や防災街区整備地区の指定により敷地面積の最低限度を定めることで、 共同化を誘導し、

オープンスペースを確保するとともに、土地の合理的かつ健全な利用を図り、地域の防災性及び住

環境の向上を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 墨田区各地内 新防火区域 －

最低
敷地

１ 緑二～三丁目
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

緑二・三丁目地区地区計画

２ 亀沢一～四丁目
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

亀沢地区地区計画

３ 太平四丁目１番（住居表示）
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

錦糸公園周辺地区地区計画

４ 京島一丁目
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

曳舟駅周辺地区地区計画

５ 向島一丁目ほか
敷地面積の最低限度
60㎡、500㎡、3,000㎡
（地区計画）

押上・とうきょうスカイツリ
ー駅周辺地区地区計画

６
文花二丁目１番・２番
（住居表示）

敷地面積の最低限度
60㎡、500㎡
（地区計画）

文花二丁目南地区地区計画

７ 京島三丁目８番（住居表示）
敷地面積の最低限度100㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区（京島
三丁目地区）

８ 東向島二丁目22番（住居表示）
敷地面積の最低限度100㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区（東向
島二丁目22番地区）

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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5 江東区

【 概要】

・ 震災時において、 一人でも多く の生命及び貴重な財産を守るとともに、 区の都市機能を維持する

ためには、 都市構造そのものの防災性を高めていく ことが必要であり、 地震に強い都市づく りの

実現に向けて、 安全な市街地の整備、 公園などのオープンスペースの確保などの取組を推進して

いく 。

・ 地震による火災や延焼等の防止を図るため、 消防水利の整備や消防活動路の確保等の防火安全対

策を推進する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 北砂三・四・五丁目地区 新防火区域 －

最低
敷地

１ 北砂三・四・五丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

北砂三・四・五丁目地区地区計
画

２ 豊洲五丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

豊洲五丁目地区地区計画

３ 新砂地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

新砂地区地区計画

４ 東雲一丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

東雲一丁目地区地区計画

５ 東雲二丁目南地区
敷地面積の最低限度330㎡
（地区計画）

東雲二丁目南地区地区計画

６ 潮見二丁目西地区
敷地面積の最低限度300㎡
（地区計画）

潮見二丁目西地区地区計画

７ 新砂二・三丁目地区
敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡（地区計画）

新砂二・三丁目地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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6 品川区

【 概要】

・ 区内一部地域の地区計画について、 過度に敷地の細分化が進まないよう、 新たに土地を分割して

建物を建築する場合の敷地面積の最低限度を定め、 ゆとりのある市街地を目指す。

・ 品川区各地内を対象に、 災害時の安全性を確保するため、 木造住宅密集地域における防火・ 木造

建築物への建替えを防ぎ、 建築物の耐火性能の強化と不燃化を促進する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火
Ａ 品川区各地内 新防火区域 ―

Ｂ 小山台一・二丁目、西五反田四丁目
防災街区地区整備計画のうち新
防火区域相当の規制地区

小山台一丁目防災街区整備
地区

最低
敷地

１ 戸越１丁目及び大崎四丁目各地内
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

戸越１丁目地区地区計画

２

戸越二丁目、三丁目、四丁目、五丁
目、
豊町一丁目、二丁目及び三丁目各地
内

敷地面積の最低限度
250㎡、60㎡
（地区計画）

戸越豊町地区地区計画

３
豊町四丁目、五丁目、六丁目、
二葉三丁目、四丁目及び西大井六丁
目各地内

敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

豊町四・五・六、二葉三・四、
西大井六丁目地区地区計画

４
小山台一丁目および西五反田四丁目
各地内

敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

小山台一丁目地区
防災街区整備地区計画

５ 南品川三丁目地内
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

旧東海道南品川三丁目地区
地区計画

６ 戸越六丁目地内（一部除く）
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

戸越六丁目東地区地区計画

７
広町一丁目、二丁目、南品川四丁目
及び大崎一丁目各地内

敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

広町一丁目周辺地区地区計
画

８
西品川一丁目、二丁目、三丁目、大
崎一丁目及び広町二丁目各地内

敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

西品川一丁目地区地区計画

９ 大井一丁目及び二丁目の各地内
敷地面積の最低限度250㎡
（地区計画）

大井一丁目南地区地区計画

10 大崎二丁目及び三丁目の各地内
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

大崎駅西口地区地区計画

11 大崎一丁目地内
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

大崎駅東口第2地区地区計
画

12 大崎一丁目地内
敷地面積の最低限度
300㎡、500㎡
（地区計画）

大崎駅東口第3地区地区計
画

13
東五反田二丁目、三丁目及び北品川
五丁目各地内

敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

東五反田地区地区計画

14 東五反田二丁目地内
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

東五反田二丁目第3地区地
区計画

15 東五反田一丁目及び二丁目各地内
敷地面積の最低限度
500㎡～4000㎡
（地区計画）

東五反田二丁目地区地区計
画

16 東品川五丁目地内
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

東品川五丁目地区地区計画

17 東品川三丁目及び四丁目各地内
敷地面積の最低限度2,000㎡
（地区計画）

東品川四丁目地区地区計画

18 東品川二丁目地内
敷地面積の最低限度
200㎡、500㎡
（地区計画）

東品川二丁目地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

19 八潮一丁目及び五丁目各地内
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

八潮五丁目地区地区計画

20 小山三丁目地内（一部除く）
敷地面積の最低限度
120㎡～5,000㎡
（地区計画）

武蔵小山駅東地区地区計画

21 北品川五丁目地内

敷地面積の最低限度
500㎡、1,500㎡、2,000㎡、
3,000㎡、5,000㎡
（地区計画）

北品川五丁目地区地区計画

22 上大崎二丁目及び三丁目各地内
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

目黒駅前地区地区計画

23 東八潮地内
敷地面積の最低限度
300㎡～2,500㎡
（地区計画）

臨海副都心青海地区地区計
画

24 東八潮地内
敷地面積の最低限度
500㎡～2,300㎡
（地区計画）

臨海副都心台場地区地区計
画

25
東中延一丁目、二丁目、中延二丁目、
三丁目各地内

敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

東中延一・二丁目、中延二・
三丁目地区地区計画

26 小山三丁目地内
敷地面積の最低限度
3,000㎡、5,000㎡
（地区計画）

武蔵小山賑わい軸地区地区
計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

６ 戸越六丁目地区全域 敷地面積の最低限度60m2 戸越六丁目地区地区計画

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

27
大井五丁目、七丁目、西大井二丁
目、三丁目、四丁目各地内

敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

－
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7 目黒区

【 概要】

・ 区内全域を対象として、建て詰まりや安全で良好な住環境保全を目的とした敷地面積の最低限度を

平成16 年度及び20 年度に定めた。

・ 木造住宅密集地域が多く 存在する区南部では、新防火区域の指定や地区計画の策定、特定防災街区

整備地区の指定により、不燃化の促進や建て詰まりの防止、安全で良好な住環境の形成を図ってい

る。

・ 建築物の老朽化が進む自由が丘駅前周辺地区では、街区再編まちづく りを推進するとともに市街地

再開発事業の活用により防災性の向上を図っている。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ
目黒本町五・六、原町一、
洗足一丁目

新防火区域 －

最低
敷地

１ 第一種低層住居専用地域
敷地面積の最低限度
70㎡、80㎡
（用途地域）

－

２ 第一種中高層住居専用地域
敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

３ 第一種住居地域（一部地域除く）
敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

４ 第二種住居地域
敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

５ 近隣商業地域（一部地域除く）
敷地面積の最低限度55㎡
（用途地域）

－

６ 準工業地域
敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

７ 祐天寺栄通り沿道
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

祐天寺栄通り地区地区計画

８ 目黒本町五丁目地区（近隣商業地域）
敷地面積の最低限度55㎡
（地区計画）

目黒本町五丁目地区地区計画

９
西小山駅前地区（商業地域、近隣商業
地域の一部）

敷地面積の最低限度
50㎡、55㎡
（地区計画）

西小山駅前地区地区計画

10
原町一丁目・洗足一丁目地区（近隣商
業地域の一部）

敷地面積の最低限度55㎡
（地区計画）

原町一丁目・洗足一丁目地区
地区計画

11 自由が丘サンセットエリア地区
敷地面積の最低限度
45㎡、55㎡
（地区計画）

自由が丘サンセットエリア地
区地区計画

12 自由が丘南口地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

自由が丘南口地区地区計画

13 環七沿道地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

目黒区環七沿道地区計画

14 上目黒一丁目地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

上目黒一丁目地区地区計画

15 自由が丘一丁目29番地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

自由が丘駅前西及び北地区地
区計画

16 目黒本町五丁目24番地区
敷地面積の最低限度100㎡
（特定防災街区整備地区）

目黒本町五丁目24番地区特
定防災街区整備地区

17 原町一丁目7番・8番地区
敷地面積の最低限度100㎡
（特定防災街区整備地区）

原町一丁目7番・8番地区特
定防災街区整備地区
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

18 下目黒一丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、70㎡
（地区計画）

下目黒一丁目地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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8 大田区

【 概要】

・ 大田区を横断する国道15 号線と国道１ 号線の間及び環状８号線以南を中心に新防火区域により、

燃えない市街地の形成を図る。

・ 大田区中央部に位置する大森中地区や大田区南東部に位置する羽田地区において、敷地面積の最低

限度の制限により、 良好な住環境の整備を進める。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火

Ａ 大田区各地内 新防火区域 ー

Ｂ
大森中・糀谷・蒲田地区
防災街区整備地区

防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

大森中・糀谷・蒲田地区
防災街区整備地区計画

Ｃ
羽田地区
防災街区整備地区

防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

羽田地区
防災街区整備地区計画

最低
敷地

１
大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整
備地区

敷地面積の最低限度
55㎡、60㎡
（地区計画）

大森中・糀谷・蒲田地区防災
街区整備地区計画

２ 羽田地区防災街区整備地区
敷地面積の最低限度50㎡
（地区計画）

羽田地区防災街区整備地区
計画

３ 平和島地区
敷地面積の最低限度600㎡
（地区計画）

平和島地区地区計画

４ 東海三丁目地区
敷地面積の最低限度250㎡
（地区計画）

東海三丁目地区地区計画

５ 田園調布地区
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

大田区田園調布地区地区計
画

６ 田園調布多摩川台地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

田園調布多摩川台地区地区
計画

７ 大森西七丁目地区
敷地面積の最低限度
55㎡、200㎡
（地区計画）

大森西七丁目地区地区計画

８ 京急蒲田駅西口地区
敷地面積の最低限度50㎡
（地区計画）

京急蒲田駅西口地区地区計
画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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9 世田谷区

【 概要】

・ 世田谷区都市整備方針において、区が目標とする将来都市像として「 安全で快適な暮らしをともに

つく る都市 世田谷」 を掲げ、そのまちの姿の具体像のひとつとして「 安全で、災害に強く 復元力の

あるまち」 を挙げている。

・ 世田谷区都市整備方針の分野別方針のひとつである防災街づく り基本方針において、基本理念とし

て「 震災が起きても区民の生命と財産が守られ、 住み続けられるまち」 を定めている。

・ 「 敷地面積の最低限度」 については、区全域において、平成１６ 年６ 月から低層住居専用地域、平

成３ １ 年４ 月から第一種・ 第二種低層住居専用地域を除く 住居系用途地域及び準工業地域におい

て、 導入している。

・ 多面的機能を持つ生産緑地については、都市の安定的な農地の維持保全を図るため、継続的に特定

生産緑地の指定を推進する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火

Ａ 世田谷区各地内 新防火区域 ―

Ｂ 太子堂二・三丁目地区
耐火建築物、新防火区域相当の
構造
（地区街づくり計画）

太子堂二・三丁目地区地区地区街づく
り計画

Ｃ 旭小学校周辺地区
新防火区域相当の構造
（地区街づくり計画）

旭小学校周辺地区地区街づくり計画

Ｄ 若林三・四丁目地区

耐火建築物、準耐火建築物、外
壁及び軒裏を防火構造とする建
築物
（防災街区整備地区計画）

若林三・四丁目地区防災街区整備地区
計画

Ｅ 世田谷区役所周辺地区

耐火建築物、準耐火建築物、外
壁及び軒裏を防火構造とする建
築物
（防災街区整備地区計画）

世田谷区役所周辺地区防災街区整備地
区計画

Ｆ 明大前駅周辺地区
耐火建築物、準耐火建築物
（努力規定）
（地区街づくり計画）

明大前駅周辺地区地区街づくり計画

Ｇ 上北沢駅周辺地区
耐火建築物
（努力規定）
（地区街づくり計画）

上北沢駅周辺地区地区街づくり計画

Ｈ 芦花公園駅周辺地区
耐火建築物、準耐火建築物
（地区街づくり計画）

芦花公園駅周辺地区地区街づくり計画

Ｉ 太子堂四丁目地区
新防火区域相当の構造
（地区街づくり計画）

太子堂四丁目地区地区街づくり計画

Ｊ 若林一丁目地区
新防火区域相当の構造
（地区街づくり計画）

若林一丁目地区地区街づくり計画

Ｋ 桜上水駅周辺地区
耐火建築物、準耐火建築物
（努力規定）
（地区街づくり計画）

桜上水駅周辺地区地区街づくり計画

Ｌ 代田橋駅周辺地区
耐火建築物、準耐火建築物
（努力規定）
（地区街づくり計画）

代田橋駅周辺地区地区街づくり計画

Ｍ
世田谷区国士舘大学一帯Ⅰ
地区

耐火建築物等、準耐火建築物等
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区
（世田谷区国士館大学一帯Ⅰ地区）

Ｎ
世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ
地区

耐火建築物等、準耐火建築物等
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区
（世田谷区国士館大学一帯Ⅱ地区）
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種別No. 区域 内容 名称

防火

Ｏ
池尻四丁目・三宿二丁目地
区

新防火区域相当の構造
（努力規定）
（地区街づくり計画）

池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づ
くり計画

Ｐ 下高井戸駅周辺地区
耐火建築物、準耐火建築物
（努力規定）
（地区街づくり計画）

下高井戸駅周辺地区地区街づくり計画

Ｑ 区役所周辺地区

耐火建築物、準耐火建築物、外
壁及び軒裏を防火構造とする建
築物
（地区街づくり計画）

区役所周辺地区地区街づくり計画

Ｒ 豪徳寺駅周辺地区
新防火区域相当の構造
（努力規定）
（地区街づくり計画）

豪徳寺駅周辺地区地区街づくり計画

Ｓ
世田谷西部地域大蔵・岡
本・鎌田・瀬田地区

耐火建築物等、準耐火建築物等
（努力規定）
（地区街づくり計画）

世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬
田地区地区街づくり計画

Ｔ
世田谷区西部地域上祖師
谷・給田地区

耐火建築物等、準耐火建築物等
（努力規定）
（地区街づくり計画）

世田谷区西部地域上祖師谷・給田地区
地区街づくり計画

Ｕ
太子堂五丁目・若林二丁目
地区

新防火区域相当の構造（努力規
定）
（地区街づくり計画）

太子堂五丁目・若林二丁目地区地区街づ
くり計画

最低
敷地

１ 上祖師谷四丁目地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

上祖師谷四丁目地区地区計画

２ 上馬二丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

上馬二丁目地区地区計画

３ 奥沢二・五丁目北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

奥沢二・五丁目北地区地区計画

４ 田直地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

田直地区地区計画

５ 太子堂二・三丁目地区

敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

敷地面積の最低限度60㎡
（地区街づくり計画）

太子堂二・三丁目地区地区計画

太子堂二・三丁目地区地区地区街づく
り計画

６ 打越地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

打越地区地区計画

７ 北沢三・四丁目地区
敷地面積の最低限度
40㎡、60㎡、80㎡
（地区計画）

北沢三・四丁目地区地区計画

８ 三軒茶屋二丁目地区
敷地面積の最低限度800㎡
（地区計画）

三軒茶屋二丁目地区地区計画

９ 北烏山三丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

北烏山三丁目地区地区計画

10 喜多見南部地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

喜多見南部地区地区計画

11
世田谷西部地域北烏山北部
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域北烏山北部地区地区計
画

12
世田谷西部地域北烏山・給
田地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域北烏山・給田地区地区
計画

13
世田谷西部地域北烏山南部
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域北烏山南部地区地区計
画

14
世田谷西部地域北烏山東部
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域北烏山東部地区地区計
画

15 世田谷西部地域上北沢地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域上北沢地区地区計画

16
世田谷西部地域上祖師谷・
給田地区

敷地面積の最低限度
100㎡、125㎡
（地区計画）

世田谷西部地域上祖師谷・給田地区地
区計画

17
世田谷西部地域粕谷・南烏
山地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域粕谷・南烏山地区地区
計画
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種別No. 区域 内容 名称

18
世田谷西部地域上北沢・桜
上水・八幡山地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡
山地区地区計画

最低
敷地

19 世田谷西部地域成城地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域成城地区地区計画

20 世田谷西部地域祖師谷地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域祖師谷地区地区計画

21 世田谷西部地域千歳台地区
敷地面積の最低限度
100㎡、150㎡
（地区計画）

世田谷西部地域千歳台地区地区計画

22
世田谷西部地域喜多見北部
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域喜多見北部地区地区計
画

23
世田谷西部地域喜多見・成
城地区

敷地面積の最低限度
100㎡、200㎡
（地区計画）

世田谷西部地域喜多見・成城地区地区
計画

24 世田谷西部地域喜多見地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域喜多見地区地区計画

25
世田谷西部地域大蔵・喜多
見地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域大蔵・喜多見地区地区
計画

26 世田谷西部地域宇奈根地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域宇奈根地区地区計画

27
世田谷西部地域大蔵・岡
本・鎌田・瀬田地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬
田地区地区計画

28 鎌田前耕地地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

鎌田前耕地地区地区計画

29 宇奈根西部地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

宇奈根西部地区地区計画

30 砧五丁目地区
敷地面積の最低限度
80㎡、100㎡
（地区計画）

砧五丁目地区地区計画

31 宇奈根東部地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

宇名根東部地区地区計画

32
玉川田園調布一・二丁目地
区

敷地面積の最低限度
130㎡、160㎡
（地区計画）

玉川田園調布一・二丁目地区地区計画

33 二子玉川東地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

二子玉川東地区再開発地区計画

34 芦花公園駅南口地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

芦花公園駅南口地区地区計画

35 千歳台六丁目地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

千歳台六丁目地区地区計画

36 三宿一丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

三宿一丁目地区地区計画

37 成城八丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、125㎡
（地区計画）

成城八丁目地区地区計画

38 下北沢駅周辺地区
敷地面積の最低限度
40㎡、50㎡、60㎡
（地区計画）

下北沢駅周辺地区地区計画

39 大蔵地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

大蔵地区地区計画

40 世田谷二丁目千種住宅地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

世田谷二丁目千種住宅地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

41 経堂駅東地区
敷地面積の最低限度
70㎡、80㎡、90㎡
（地区計画）

経堂駅東地区地区計画

最低
敷地

42 旭小学校周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

旭小学校周辺地区地区計画

43 鎌田一丁目地区
敷地面積の最低限度20,000㎡
（地区計画）

鎌田一丁目地区地区計画

44 千歳通り北部沿道地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

千歳通り北部沿道地区地区計画

45 都営下馬アパート周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

都営下馬アパート周辺地区地区計画

46 大蔵三丁目地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

大蔵三丁目地区地区計画

47 上用賀四丁目地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

上用賀四丁目地区地区計画

48 八幡山三丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

八幡山三丁目地区地区計画

49
補助52号線沿道若林・梅
丘・豪徳寺・宮坂地区

敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

補助52号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・
宮坂地区地区計画

50 祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区
敷地面積の最低限度
70㎡、200㎡
（地区計画）

祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区地区計画

51 千歳烏山駅周辺地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

千歳烏山駅周辺地区地区計画

52
北沢五丁目・大原一丁目地
区

敷地面積の最低限度
60㎡、80㎡
（防災街区整備地区計画）

北沢五丁目・大原一丁目地区防災街区
整備地区計画

53 若林三・四丁目地区
敷地面積の最低限度
50㎡、100㎡
（防災街区整備地区計画）

若林三・四丁目地区防災街区整備地区
計画

54 世田谷区役所周辺地区
敷地面積の最低限度
50㎡、70㎡
（防災街区整備地区計画）

世田谷区役所周辺地区防災街区整備地
区計画

55 池尻三丁目西地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区街づくり計画）

池尻三丁目西地区地区街づくり計画

56 明大前駅周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区街づくり計画）

明大前駅周辺地区地区街づくり計画

57 成城地区
敷地面積の最低限度
125㎡、250㎡
（地区街づくり地区計画）

成城地区地区街づくり計画

58 北烏山九丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区街づくり地区計画）

北烏山九丁目地区地区街づくり計画

59 上北沢駅周辺地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区街づくり計画）

上北沢駅周辺地区地区街づくり計画

60 芦花公園駅周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区街づくり計画）

芦花公園駅周辺地区地区街づくり計画

61 太子堂四丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区街づくり計画）

太子堂四丁目地区地区街づくり計画

62 若林一丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区街づくり計画）

若林一丁目地区地区街づくり計画

63 桜上水駅周辺地区
敷地面積の最低限度
70㎡、80㎡
（地区街づくり計画）

桜上水駅周辺地区地区街づくり計画

64 代田橋駅周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区街づくり計画）

代田橋駅周辺地区地区街づくり計画
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65 区役所周辺地区
敷地面積の最低限度
50㎡、70㎡、100㎡
（地区街づくり計画）

区役所周辺地区地区街づくり計画

66
世田谷区国士舘大学一帯Ⅰ
地区

敷地面積の最低限度
50㎡、70㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区
（世田谷区国士館大学一帯Ⅰ地区）

最低
敷地

67
世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ
地区

敷地面積の最低限度
50㎡、100㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区
（世田谷区国士館大学一帯Ⅱ地区）

68
建蔽率40％の住居系用途
地域

敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

69
建蔽率50％の住居系用途
地域

敷地面積の最低限度80㎡
（用途地域）

－

70
建蔽率60％の第一種低層
住居専用地域、第二種低層
住居専用地域

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

－

71

建蔽率60％の第一種中高
層住居専用地域、第二種中
高層住居専用地域、第一種
住居地域、第二種住居地
域、準住居地域、準工業地
域のうち、環状７号線西側
（外側）

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

－

72

建蔽率60％の第一種中高
層住居専用地域、第二種中
高層住居専用地域、第一種
住居地域、第二種住居地
域、準住居地域、準工業地
域のうち、環状７号線東側
（内側）

敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

73
全域
（商業系用途地域、工業地
域、工業専用地域を除く）

敷地面積の最低限度
70㎡、80㎡、100㎡

世田谷区都市計画法に基づく開発許可
の基準に関する条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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防火に関する規制の導入地域等
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敷地面積の最低限度の指定地域等（ 世田谷区西部）
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敷地面積の最低限度の指定地域等（ 世田谷区東部）
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10 渋谷区

【 概要】

・ 渋谷区まちづく りマスタープランにおいて、燃えない、倒れない、震災に強い安全なまち、「 にげな

いですむまち」 の実現を目指している。

・ 適切かつ合理的な土地利用を進めるために建築物の敷地面積の最低限度を定めることにより、良好

な住環境を保全すると共に安全で快適な生活環境及び渋谷らしい都市空間の形成を進めている。

・ 木造住宅密集地域では、特に積極的に敷地面積の最低限度に係る取組や市街地状況に応じた防火規

制に取り組んでいる。

・ 特に、不燃化特区の指定を受けた本町二丁目～六丁目地区は、老朽木造建築物の建替えと狭あい道

路拡幅へ向けた取組みとともに、公園・ 広場等の用地を確保し、地域の延焼遮断機能の強化を図っ

ている。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火
Ａ 渋谷区各地内 新防火区域 －

Ｂ 本町二丁目（一部）
防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備
地区計画

最低
敷地

１ 本町二・四・五・六丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（防災街区整備地区計画）

本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備
地区計画

２ 笹塚一丁目東地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

笹塚一丁目東地区地区計画

３

富ヶ谷二丁目地区

富ヶ谷二丁目

敷地面積の最低限度
120㎡、200㎡、500㎡
（地区計画）

敷地面積の最低限度120㎡
（土地利用調整条例）

富ヶ谷二丁目地区地区計画

土地利用調整条例

４ 渋谷駅地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

渋谷駅地区地区計画

５ 代官山地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

代官山地区地区計画

６ 渋谷駅東口地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

渋谷駅東口地区地区計画

７ 神宮前一・三・四丁目地区
敷地面積の最低限度
70㎡、80㎡
（地区計画）

神宮前一・三・四丁目地区地区計画

８ 広尾五丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

広尾五丁目地区地区計画

９ 初台一・二丁目
敷地面積の最低限度130㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

10 西原一丁目元代々木町
敷地面積の最低限度170㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

11
西原二丁目１～22番、
西原三丁目25～32、34～39
番

敷地面積の最低限度130㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

12

西原二丁目43～47番、
西原三丁目14、15、40～49番
大山町19～23、28、33～46
番

敷地面積の最低限度200㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

13
上原三丁目
大山町1～9、11～17番

敷地面積の最低限度150㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

14 上原二丁目
敷地面積の最低限度180㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

15 富ヶ谷一丁目
敷地面積の最低限度140㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

16 松濤一・二丁目、神山町
敷地面積の最低限度200㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

17 東二・四丁目
敷地面積の最低限度110㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

18 広尾二・三丁目
敷地面積の最低限度180㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

19 恵比寿三丁目
敷地面積の最低限度120㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

20 笹塚三丁目
敷地面積の最低限度80㎡
（土地利用調整条例）

土地利用調整条例

21 新宿駅直近地区
敷地面積の最低限度2,000㎡
（地区計画）

新宿駅直近地区地区計画

22 神南一丁目北地区
敷地面積の最低限度50㎡（地
区計画）

神南一丁目北地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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11 中野区

【 概要】

・ 中野区都市計画マスタープランの「 都市づく りの基本方針」 において、自然災害の不安なく 、暮ら

し、活動できる都市づく りをテーマとして定め、施策の方針として掲げた地震災害に強いまちづく

りを推進している。

・ 区内全域を対象とした、地震時に発生する火災等の危険性が高い地域については、新防火規制の導

入を検討し、 市街地の不燃化を促進する。

・ 木造住宅密集地域や地震時における危険性の高い地域を対象として、安全で良好な住環境の確保に

向けた地区計画等を検討する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火
Ａ 中野区各地内 新防火区域 ―

Ｂ 南台一・二丁目
防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画

最低
敷地

１ 中野四丁目
敷地面積の最低限度
0.3～1.5ha
（地区計画）

中野四丁目地区地区計画

２ 中野駅南口
敷地面積の最低限度
60㎡、1,000㎡
（地区計画）

中野駅南口地区地区計画

３ 中野駅西口
敷地面積の最低限度
60㎡、1,000㎡
（地区計画）

中野駅西口地区地区計画

４ 囲町
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

囲町地区地区計画

５ 大和町中央通り沿道
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

大和町中央通り沿道地区地区計画

６ 区画街路第４号線沿道
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

沼袋区画街路第４号線沿道地区地区計画

７ 平和の森公園周辺
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

平和の森公園周辺地区地区計画

８ 南台一・二丁目
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画

９ 南台四丁目
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

南台四丁目地区地区計画

10
第１種低層住宅専用地域で、
建蔽率40％の地域

敷地面積の最低限度85㎡
（用途地域）

－

11
第１種低層住宅専用地域で、
建蔽率50％の地域

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

－

12
建蔽率60％の住居系地域のう
ち、容積率300％の第１種中高
層住宅専用地域を除く地域

敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

13 弥生町三丁目周辺
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

弥生町三丁目周辺地区地区計画

14
上高田四丁目17番～19番地
区

敷地面積の最低限度
5,000㎡
（地区計画）

上高田四丁目17番～19番地区地区計画
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【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

15 中野四丁目新北口
敷地面積の最低限度1000㎡
（地区計画）

中野四丁目新北口地区地区計画

防火 Ｃ

沼袋一(一部)･二･三(一部)･
四丁目、上高田一･三(一
部)丁目、若宮一～三丁
目、中野一丁目、中央四丁
目、本町二･四･六丁目

新防火区域 －
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12 杉並区

【 概要】

・ 杉並区総合計画・ 実行計画に基づき、「 強く しなやかな防災・ 減災まちづく り」 を進めている。

・ 区全域を対象に、用途地域による敷地面積の最低限度の設定、狭あい道路の拡幅整備や緑化の推進

を図り、 みどり豊かで質の高い住環境の保全・ 育成を図る。

・ 木造住宅密集地域を中心とした大規模災害時に延焼被害の拡大が懸念される地域については、不燃

化の促進を図るため、地域の特性に応じて新防火区域の指定や地区計画の策定、密集事業の導入等

により防災性の向上を図る。

・ 屋敷林・ 農地といった民有地のみどりについては、杉並区緑地保全方針に基づき、維持保全の取り

組みを図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 杉並区各地内 新防火区域 －

最低
敷地

１ 蚕糸試験場跡地周辺地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

蚕糸試験場跡地周辺地区地区計画

２ 気象研究所跡地周辺地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

気象研究所跡地周辺地区地区計画

３ 宮前二丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

宮前二丁目地区地区計画

４ 大田黒公園周辺地区
敷地面積の最低限度
150㎡、100㎡
（地区計画）

大田黒公園周辺地区地区計画

５ 高井戸東一丁目地区
敷地面積の最低限度
150㎡、1000㎡
（地区計画）

高井戸東一丁目地区地区計画

６ 荻窪三丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

荻窪三丁目地区地区計画

７ 成田東四丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

成田東四丁目地区地区計画

８ 宮前三丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

宮前三丁目地区地区計画

９
玉川上水・放射5号線周辺地
区

敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡、1,000㎡
（地区計画）

玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画

10 阿佐ヶ谷駅北東地区
敷地面積の最低限度
60㎡、1,000㎡
（地区計画）

阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画

11
第一種低層住居専用地域かつ
建蔽率30%

敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

12

第一種低層住居専用地域かつ
建蔽率40%
（一部第一種中高層住居専用
地域かつ建蔽率50%）

敷地面積の最低限度80㎡
（用途地域）

－

13

第一種中高層住居専用地域や
第一種低層住居専用地域かつ
建蔽率50%
（一部第一種中高層住居専用
地域かつ建蔽率60%）

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

－
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

14

第一種低層住居専用地域以外
の住居系用途地域や準工業地
域及び準工業地域（特別工業
地区）かつ建蔽率60%

敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

防火 Ｂ 全域
規制導入や不燃化促進のため
の建替え支援など

－
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13 豊島区

【 概要】

・ 10．南長崎・ 長崎・ 落合地域、11.東池袋・ 大塚地域、12.池袋西・ 池袋北・ 滝野川地域、15.西ヶ原・

巣鴨地域において、不燃化特区、木造住宅密集地域整備事業等、既指定の規制誘導を継続実施とと

もに不燃化建替えを促進し、 防災性と住環境の向上を目指す。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 豊島区各地内 新防火区域 －

最低
敷地

１ 池袋本町地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

池袋本町地区地区計画

２ 上池袋二・三・四丁目地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

上池袋二・三・四丁目地区地区計画

３
池袋本町三丁目20・21番南
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区（池袋本町三丁目
20・21番南地区）

４ 補助172号線沿道長崎地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

補助172号線沿道長崎地区地区計画

５ 補助26号線沿道地区
敷地面積の最低限度65㎡
（特定防災街区整備地区）

特定防災街区整備地区（補助26号線沿道
地区）

６ 補助81号線沿道地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

補助81号線沿道地区地区計画

７ 東池袋四・五丁目地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

東池袋四・五丁目地区地区計画

８ 池袋駅東口D地区
敷地面積の最低限度
100㎡、200㎡
（地区計画）

池袋駅東口D地区地区計画

９ 南池袋二・四丁目地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

南池袋二・四丁目地区地区計画

10 環状5の1号線周辺地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

環状5の1号線周辺地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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14 北区

【 概要】

・ ①志茂地域において、 新防火区域の指定により ②、建築物の耐火性能を強化し、 防災街区整備地区

計画によって、建築物の敷地面積の最低限度等を定め、敷地の細分化を防ぐとともに、防災生活道

③路沿道では建築物の間口率及び高さの最低限度、 壁面の位置の制限を定め、 用途地域において、

放射10 号線（ 緊急輸送道路）、 補助86 号線（ 特定整備路線） 沿道に建築物の高さの最低限度を定

め、 防災性の向上と居住環境の改善を図る。

・ 西ケ原地域において、新防火区域を指定しており、建築物の耐火性能を強化するとともに建築費の

助成を行い防災性の向上を図る。地区計画によって、建築物の敷地面積の最低限度を定め、敷地の

細分化を防ぐとともに、防災生活道路沿道の壁面後退線を定め、消防活動困難区域の解消と居住環

境の改善を図る。

・ 十条地区では、新防火区域の指定により、建築物の耐火性能を強化しており、防災街区整備地区計

画及び地区計画により、建築物の敷地面積の最低限度等を定め、敷地の細分化を防ぐとともに、壁

面の位置の制限を定めている。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火

Ａ 北区各地内 新防火区域 ―

Ｂ 志茂地区
防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

志茂地区防災街区整備地区計画

Ｃ 上十条三・四丁目地区
防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

上十条三・四丁目地区防災街区整備地区計
画

最低
敷地

１ 志茂地区
敷地面積の最低限度
65㎡、80㎡
（防災街区整備地区計画）

志茂地区防災街区整備地区計画

２ 西ケ原地区
敷地面積の最低限度
65㎡、1,000㎡
（地区計画）

西ケ原地区地区計画

３ 環状7号線沿道地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

環状七号線沿道地区計画

４ 補助83号線沿道南地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

補助８３号線周辺南地区地区計画

５ 補助83号線沿道北地区
敷地面積の最低限度
65㎡、80㎡
（地区計画）

補助８３号線周辺北地区地区計画

６ 上十条三・四丁目地区
敷地面積の最低限度
65㎡、80㎡
（防災街区整備地区計画）

上十条三・四丁目地区防災街区整備地区
計画

７ 十条駅西口地区
敷地面積の最低限度
75㎡、300㎡
（地区計画）

十条駅西口地区地区計画

８ 十条駅周辺西地区
敷地面積の最低限度
65㎡、80㎡
（地区計画）

十条駅周辺西地区地区計画

９ 岸町二丁目地区
敷地面積の最低限度65㎡
（地区計画）

岸町二丁目地区地区計画

10 十条駅周辺東地区
敷地面積の最低限度
65㎡、80㎡
（地区計画）

十条駅周辺東地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

11 浮間舟渡駅周辺地区
敷地面積の最低限度
75㎡、150㎡
（地区計画）

浮間舟渡駅周辺地区
地区計画

12 北赤羽駅浮間口周辺地区
敷地面積の最低限度75㎡
（地区計画）

北赤羽駅浮間口周辺地区
地区計画

13 赤羽台周辺地区
敷地面積の最低限度
300㎡、1,000㎡
（地区計画）

赤羽台周辺地区地区計画

14 赤羽一丁目地区
敷地面積の最低限度300㎡
（地区計画）

赤羽一丁目地区地区計画

15 豊島五・六丁目地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

豊島五・六丁目地区
地区計画
（再開発促進区）

16 豊島四丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

豊島四丁目地区
地区計画
（再開発促進区）

17 田端駅周辺地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

田端駅周辺地区地区計画

18 田端二丁目周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

田端二丁目周辺地区
地区計画

19 西が丘地区 敷地面積の最低限度100㎡
景観づくり条例
（景観形成重点地区）
（西が丘地区）

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

防火 Ｄ 岩淵地区 新防火区域 ―

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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15 荒川区

【 概要】

・ 荒川区都市計画マスタープランにおいて、「 安全で安心して暮らせる街づく り」 を目指している。

・ 区内全域を対象として、用途地域や地区計画等による敷地面積の最低限度を定めており、敷地の細

分化を防止し、 安全で良好な住環境を保全する。

・ 区内の木造住宅密集地域を中心に新防火区域に指定しており、建替えによる不燃化を促進し、防災

性の向上を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 荒川区各地内 新防火区域 －

最低
敷地

１ 尾久中央地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

尾久中央地区地区計画

２ 町屋二・三・四丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

町屋二・三・四丁目地区地区計画

３ 荒川五・六丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

荒川五・六丁目地区地区計画

４ 荒川二・四・七丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

荒川二・四・七丁目地区地区計画

５ 南千住一・荒川一丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

南千住一・荒川一丁目地区地区計画

６ 日暮里中央通り沿道地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

日暮里中央通り沿道地区地区計画

７ 日暮里駅前周辺地区
敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

日暮里駅前周辺地区地区計画

８ 三河島駅前南地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

三河島駅前南地区地区計画

９ 尾久東部地区
敷地面積の最低限度60㎡
（地区計画）

尾久東部地区地区計画

10 荒川区各地内
敷地面積の最低限度60㎡
（用途地域）

－

11 西日暮里駅前地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

西日暮里駅前地区地区計画

12 三河島駅前北地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

三河島駅前北地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －



9-53

第
９
章

木
造
住
宅
密
集
地
域
等
に
お
け
る
安
全
な
市
街
地
の
形
成

防火に関する規制の導入地域等

敷地面積の最低限度の指定地域等



9-54

第
９
章

木
造
住
宅
密
集
地
域
等
に
お
け
る
安
全
な
市
街
地
の
形
成

16 板橋区

【 概要】

・ 「 東京で一番住みたく なるまち」 を目指し、板橋区都市づく りビジョ ンのなかで、都市づく りのテ

ーマのひとつに「 甚大な災害にも強いまち」 を掲げて、 災害への備えを進めている。

・ 区内全域を対象として、用途地域によって敷地面積の最低限度を定め、良好な住環境の整備を進め

ている。 また、 地区計画によりさらに下記の規制をかけている。

・ 震災時に発生する火災等による危険性が高い約448ha の区域では、 新防火区域を導入している。

・ 大谷口周辺地域（ 豊島区・ 板橋区・ 練馬区） においては、不燃化特区の支援策の活用し、コア事業

として主要生活道路の拡幅整備事業を行いながらミ ニ延焼遮断帯の形成を図っている。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

防火 Ａ 板橋区各地内 新防火区域 －

最低
敷地

１ 浮間舟渡駅周辺地区
敷地面積の最低限度
75㎡、200㎡、3000㎡
（地区計画）

浮間舟渡駅周辺地区地区計画

２ 浮間舟渡駅周辺南地区
敷地面積の最低限度
75㎡、200㎡、500㎡
（地区計画）

浮間舟渡駅周辺南地区地区計画

３
四葉二丁目・徳丸八丁目地
区

敷地面積の最低限度75㎡
（地区計画）

四葉二丁目・徳丸八丁目地区地区計画

４ 西台一丁目周辺南地区
敷地面積の最低限度75㎡
（地区計画）

西台一丁目周辺南地区地区計画

５ 西台一丁目周辺北地区
敷地面積の最低限度
75㎡、100㎡
（地区計画）

西台一丁目周辺北地区地区計画

６ 加賀一・二丁目地区
敷地面積の最低限度60㎡、
80㎡、300㎡、500㎡
（地区計画）

加賀一・二丁目地区地区計画

７ 上板橋駅南口駅前地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

上板橋駅南口駅前地区地区計画

８ 西台二丁目周辺地区
敷地面積の最低限度
75㎡、100㎡
（地区計画）

西台二丁目周辺地区地区計画

９ 向原三丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

向原三丁目地区地区計画

10 成増五丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

成増五丁目地区地区計画

11 中台二丁目北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

中台二丁目北地区地区計画

12 新河岸二丁目工業地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

新河岸二丁目工業地区地区計画

13 旧板橋宿周辺地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

旧板橋宿周辺地区地区計画

14 大山駅東地区
敷地面積の最低限度50㎡
（地区計画）

大山駅東地区地区計画

15 大谷口一丁目周辺地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

大谷口一丁目周辺地区地区計画

16 大山駅西地区
敷地面積の最低限度
300㎡、1,000㎡、2,000㎡
（地区計画）

大山駅西地区地区計画
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種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

17 若木二・三丁目地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

若木二・三丁目地区地区計画

18 向原第二住宅地区
敷地面積の最低限度
500㎡、2,000㎡
（地区計画）

向原第二住宅地区地区計画

19 大谷口上町周辺地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

大谷口上町周辺地区地区計画

20 板橋駅西口周辺地区

敷地面積の最低限度60㎡、
80㎡、500㎡、1,500㎡、
3,000㎡
（地区計画）

板橋駅西口周辺地区地区計画

21
国道254号線(川越街道）
A地区

敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

国道254号線(川越街道）A地区沿道地
区計画

22 舟渡四丁目南地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、2,000㎡
（地区計画）

舟渡四丁目南地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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17 練馬区

【 概要】

・ 目標とするまちの将来像をとりまとめた「 グランドデザイン構想」 において、「 まちの防災性・ 安全

性を高める」 ことをまちづく りの視点の一つとしており、構想の実現に向けた総合計画である「 第

２ 次みどりの風吹く まちビジョ ン」 において、「 攻めの防災」 を掲げ、災害に強いまちづく りを進め

ている。

・ 用途地域や地区計画によって敷地面積の最低限度を定め、敷地の細分化を防ぎ、良好な住環境を保

全・ 形成していく 。

・ 区の魅力であり防災上も重要な都市農地について、生産緑地や特定生産緑地の指定により農地保全

に取り組み、 住宅地と農地が共存するまちづく りを進める。

・ 貫井・ 富士見台地区、桜台東部地区では、密集事業を進めるとともに、地区計画の策定、新防火区

域指定等により防災性の向上に取り組む。

・ 区独自に防災まちづく り推進地区に指定した田柄地区、 富士見台駅南側地区、 下石神井地区では、

各種助成の活用、 新防火区域指定等により防災性の向上に取り組む。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

防火

Ａ 富士見台駅北部地区 新防火区域 －

Ｂ 田柄地区 新防火区域 －

Ｃ 富士見台駅南側地区 新防火区域 －

Ｄ 下石神井地区 新防火区域 －

Ｅ
富士見台三・四丁目環八
南地区

新防火区域 －

最低
敷地

１ 春日町一・二丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

春日町一・二丁目地区地区計画

２ 早宮二丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

早宮二丁目地区地区計画

３ 田柄五丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

田柄五丁目地区地区計画

４
高松四・五丁目谷原一丁目
地区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

高松四・五丁目谷原一丁目地区地
区計画

５ 高野台一丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡、500㎡
（地区計画）

高野台一丁目地区地区計画

６ 高松一・二丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

高松一・二丁目地区地区計画

７ 春日町六丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

春日町六丁目地区地区計画

８ 土支田三丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

土支田三丁目地区地区計画

９ 三原台三丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

三原台三丁目地区地区計画

10 北町六丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

北町六丁目地区地区計画

11 西大泉六丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

西大泉六丁目地区地区計画
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種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

12 中里地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

中里地区地区計画

13 西大泉四丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

西大泉四丁目地区地区計画

14 大泉町一丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

大泉町一丁目地区地区計画

15 三原台二丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

三原台二丁目地区地区計画

16 練馬駅南口地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

練馬駅南口地区地区計画

17 中村橋駅南口地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

中村橋駅南口地区地区計画

18 江古田駅北口地区
敷地面積の最低限度80㎡、100㎡
（地区計画）

江古田駅北口地区地区計画

19
補助230号線土支田・高松
地区

敷地面積の最低限度110㎡、150㎡
（地区計画）

補助230号線土支田・高松地区地
区計画

20 土支田中央地区
敷地面積の最低限度110㎡、300㎡
（地区計画）

土支田中央地区地区計画

21 練馬駅北口地区
敷地面積の最低限度80㎡、100㎡
（地区計画）

練馬駅北口地区地区計画

22 上石神井四丁目地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

上石神井四丁目地区地区計画

23 中里中央地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

中里中央地区地区計画

24 大泉学園駅北口地区
敷地面積の最低限度100㎡、300㎡
（地区計画）

大泉学園駅北口地区地区計画

25 大泉学園駅北口東地区
敷地面積の最低限度100㎡、110㎡
（地区計画）

大泉学園駅北口東地区地区計画

26 石神井公園駅南地区
敷地面積の最低限度80㎡、100㎡
（地区計画）

石神井公園駅南地区地区計画

27 武蔵関公園南地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

武蔵関公園南地区地区計画

28
放射７号線西大泉・大泉学
園町地区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

放射７号線西大泉・大泉学園町地
区地区計画

29
補助230号線大泉町三丁
目地区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

補助230号線大泉町三丁目地区地
区計画

30 平和台駅東地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

平和台駅東地区地区計画

31 石神井公園団地地区
敷地面積の最低限度2,000㎡
（地区計画）

石神井公園団地地区地区計画

32 富士見台駅北部地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

富士見台駅北部地区地区計画

33 放射35号線北町地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

放射35号線北町地区地区計画

34
補助230号線大泉学園町
地区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

補助230号線大泉学園町地区地区
計画

35 早宮二丁目南地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

早宮二丁目南地区地区計画

36
補助230号線大泉町二丁
目地区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

補助230号線大泉町二丁目地区地
区計画

37
富士見台三・四丁目環八南
地区

敷地面積の最低限度100㎡、110㎡
（地区計画）

富士見台三・四丁目環八南地区地
区計画

38 羽沢・桜台地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

羽沢・桜台地区地区計画

39 上石神井駅周辺地区
敷地面積の最低限度80㎡、100㎡
（地区計画）

上石神井駅周辺地区地区計画

40 北町・早宮地区
敷地面積の最低限度110㎡
（沿道地区計画）

北町・早宮地区沿道地区計画

41 春日町二丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（沿道地区計画）

春日町二丁目地区沿道地区計画

42 羽沢・小竹町地区
敷地面積の最低限度110㎡
（沿道地区計画）

羽沢・小竹町地区沿道地区計画
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種別 No. 区域 内容 名称

43
環状七号線桜台・栄町・豊
玉地区

敷地面積の最低限度110㎡
（沿道地区計画）

環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿
道地区計画

44 練馬区笹目通り
敷地面積の最低限度150㎡
（沿道地区計画）

練馬区笹目通り沿道地区計画

最低
敷地

45
準防火地域かつ建蔽率
80%

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

―

46 建蔽率60％の地域
敷地面積の最低限度75㎡
（用途地域）

―

47 建蔽率50％の地域
敷地面積の最低限度80㎡
（用途地域）

―

48 建蔽率40％の地域
敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

―

49 建蔽率30％の地域
敷地面積の最低限度110㎡
（用途地域）

―

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

防火
Ｆ 貫井・富士見台地区 新防火区域 ―

Ｇ 桜台東部地区 新防火区域 ―

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

50 全域
敷地面積の最低限度
(地区計画)

―
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防火に関する規制の導入地域等

敷地面積の最低限度の指定地域等
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18 足立区

【 概要】

・ 燃えない・ 燃え広がらないまちの形成のため、 延焼遮断帯等の整備、 防災生活圏内の整備、 木造

住宅密集地域などの整備を図る。

・ 震災による避難時の安全性を高めるため、 避難場所など避難施設の強化、 沿道建物の不燃化・ 耐

震化や道路の無電柱化、 二方向避難の確保などによる避難路等の整備、 帰宅困難者の安全性の確

保などを進める。

・ 都市基盤の整備状況（ 木造住宅密集地域、 土地区画整理事業を施行すべき区域、 土地区画整理事

業完了地区等、 都市基盤の未整備地区） に応じた市街地整備を進める。

・ 集約型都市構造を構築するための住宅地の形成、地区計画の活用などによる良質な住宅地の形成、

個々 の住宅の質の向上、 公共住宅の建替え・ 公営住宅の適正配置、 空き家等の対策など、 多様な

住宅の誘導による住みやすいまちづく りを進める。

・ 都市農地の防災利用や市街地内の緑地など多能的な機能を重視し、 都市農地の維持・ 保全を図る

観点から「 農業体験型農園」 や「 区民農園」 などの活用を検討するとともに、 生産緑地地区等へ

の追加指定のための周知を徹底する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火

Ａ 足立区各地内 新防火区域 －

Ｂ
足立一丁目、足立二丁目、足
立三丁目及び足立四丁目各地
内

防災街区整備地区計画のうち新防
火区域相当の規制地区

足立一・二・三・四丁目地区防災
街区整備地区計画

Ｃ
関原一丁目、関原二丁目各地
内

防災街区整備地区計画のうち新防
火区域相当の規制地区

関原一丁目地区防災街区整備地区
計画

Ｄ

梅田五丁目、梅田六丁目、梅
田七丁目、関原二丁目、関原
三丁目及び西新井栄町一丁
目、西新井栄町二丁目各地内

防災街区整備地区計画のうち新防
火区域相当の規制地区

西新井駅西口周辺地区防災街区整
備地区計画

Ｅ 千住仲町地内
防災街区整備地区計画のうち新防
火区域相当の規制地区

千住仲町地区防災街区整備地区計
画

Ｆ
千住大川町、千住寿町、千住
龍田町、千住中居町、千住元
町及び千住柳町各地内

防災街区整備地区計画のうち新防
火区域相当の規制地区

千住西地区防災街区整備地区計画

G 興野地区 新防火区域 －

最低
敷地

１
神明三丁目及び六木三丁目各
地内

敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

神明三丁目地区地区計画

２ 扇一丁目地区
敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

扇一丁目地区地区計画

３
中央本町一丁目・三丁目・四
丁目

敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

中央本町地区地区計画

４ 梅島一丁目・二丁目
敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

梅島地区地区計画

５
伊興本町一丁目、伊興本町二
丁目及び西竹の塚二丁目各地
内

敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

伊興町前沼地区地区計画

６
舎人三丁目、舎人四丁目及び
舎人五丁目各地内

敷地面積の最低限度82.5㎡
（地区計画）

舎人四丁目地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

７
江北一丁目及び扇二丁目各地
内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

高野地区地区計画

最低
敷地

８
花畑一・二・六・七丁目及び
南花畑五丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

花畑北部地区地区計画

９
島根二・三・四丁目及び栗原
一・二丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

島根四丁目地区地区計画

10 梅島一・二丁目各地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

梅島一丁目地区地区計画

11

西加平一・二丁目、東保木間
一丁目、一ツ家二丁目、南花
畑一・二丁目、保塚町、及び
六町一・二・三・四丁目各地
内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

六町地区地区計画

12
佐野一丁目及び六木二丁目各
地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

佐野六木地区地区計画

13 江北三・四・五丁目各地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

上沼田南地区地区計画

14
梅田五・六・七・八丁目、関
原三丁目及び西新井栄町一・
二丁目各地内

敷地面積の最低限度
83.0㎡、300㎡、500㎡、15,000
㎡
（地区計画）

西新井駅西口周辺地区地区計画

15
東保木間一丁目、東六月町、
平野三丁目、保木間一丁目、
及び保塚町各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

保塚町地区地区計画

16 島根二丁目地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

島根二丁目地区地区計画

17 中川一丁目地内
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

中川一丁目南地区地区計画

18
古千谷本町一・二・三・四丁
目、舎人一・二・三・五丁目
各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立北部地域舎人・古千谷本町地
区地区計画

19
西伊興一・二・三・四丁目、
西伊興町、伊興二・四・五丁
目、及び西新井四丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立北部地域西伊興地区地区計画

20

伊興本町二丁目、竹の塚七丁
目、西竹の塚二丁目、西保木
間二・三・四丁目、東伊興
一・二・三及び東伊興四丁目
各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立北部地域東伊興地区地区計画

21
平野一・二・三丁目、東六月
町、及び一ツ家一丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域平野・東六月町地区
地区計画

22

加平二・三丁目、北加平町、
佐野二丁目、神明南一・二丁
目、辰沼二丁目、六木一・二
丁目及び谷中四丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域神明南地区地区計画

23
神明一・二・三丁目及び六木
四丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域神明地区地区計画

24 神明三丁目地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域神明西地区地区計画

25
南花畑一・三・四丁目、六町
四丁目、花畑二丁目、及び北
加平町各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域南花畑一・三・四丁
目地区地区計画

26 花畑七・八丁目各地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

足立東部地域花畑七・八丁目地区
地区計画

27 東綾瀬一・二・三丁目各地内
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

東綾瀬二・三丁目地区地区計画

28
扇三丁目、江北一・二・四丁
目及び西新井本町二丁目各地
内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

江北駅周辺地区地区計画

29 西新井三丁目地内
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

西新井三丁目地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

30 綾瀬七丁目地内
敷地面積の最低限度
165㎡、1,000㎡
（地区計画）

綾瀬七丁目地区地区計画

最低
敷地

31 千住三・四丁目各地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

千住三丁目地区地区計画

32 江北三・四丁目各地内
敷地面積の最低限度
83㎡、1,000㎡
（地区計画）

江北三・四丁目地区地区計画

33
千住河原町、千住橋戸町及び
千住緑町一・二・三丁目各地
内

敷地面積の最低限度
83㎡、500㎡、2,000㎡、
6,000㎡
（地区計画）

千住大橋駅周辺地区地区計画

34 千住旭町及び日ノ出町各地内
敷地面積の最低限度
83.0㎡、4,000㎡、6,000㎡
（地区計画）

千住旭町地区地区計画

35
花畑三・四・五・六丁目各地
内

敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

花畑五丁目地区地区計画

36 鹿浜二丁目地内
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

鹿浜二丁目西地区地区計画

37 花畑七丁目地内
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

花畑七丁目中地区地区計画

38

青井一丁目、青井二丁目、弘
道一丁目、中央本町一丁目、
中央本町二丁目及び中央本町
三丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

補助第138号線中央本町地区地区
計画

39 一ツ家二丁目地内
敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

一ツ家二丁目北地区地区計画

40
青井三丁目、弘道二丁目、西
綾瀬三丁目及び西綾瀬四丁目
各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

補助第138・140号線弘道二丁目
周辺地区地区計画

41
竹の塚一、六、七丁目、西竹
の塚一及び二丁目各地内

敷地面積の最低限度
83.0㎡、300㎡
（地区計画）

竹ノ塚駅中央地区地区計画

42
竹の塚七丁目及び西保木間四
丁目各地内

敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

竹の塚北地区地区計画

43 江北七丁目地内
敷地面積の最低限度
200㎡、1,000㎡
（地区計画）

江北七丁目地区地区計画

44

扇一丁目、興野二丁目、西新
井本町一丁目、西新井本町三
丁目、西新井本町四丁目及び
本木北町各地内

敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

興野周辺地区地区計画

45 東保木間一丁目地内
敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

東保木間一丁目地区地区計画

46

竹の塚三・四丁目、保木間一
から三丁目、西保木間一丁
目、六月一丁目、東六月町、
島根一・二丁目、平野一・二
丁目、梅島一・二丁目、中央
本町一・五丁目、梅田一・
二・七丁目、足立一・四丁目

敷地面積の最低限度
82.5㎡、83.0㎡
（地区計画）

国道４号Ａ地区沿道地区計画

47
西新井一・六・七丁目、栗原
三丁目、西新井本町一・二丁
目、西新井栄町二・三丁目

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

環状七号線B地区沿道地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

48

平野一丁目、一ツ家一・三・
四丁目、西加平一・二丁目、
中央本町五丁目、青井五・六
丁目、加平一から三丁目、谷
中二から四丁目、大谷田一・
三・四丁目、東和四・五丁
目、中川四丁目

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

環状七号線C地区沿道地区計画

49

新田一・二丁目、鹿浜一から
四丁目、堀之内二丁目、椿
一・二丁目、江北三・五・
六・七丁目

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

環状七号線D地区沿道地区計画

50
足立一丁目、足立二丁目、足
立三丁目及び足立四丁目各地
内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（防災街区整備地区計画）

足立一・二・三・四丁目地区防災
街区整備地区計画

51
関原一丁目、関原二丁目各地
内

敷地面積の最低限度66.0㎡
（防災街区整備地区計画）

関原一丁目地区防災街区整備地区
計画

52

梅田五丁目、梅田六丁目、梅
田七丁目、関原二丁目、関原
三丁目及び西新井栄町一丁
目、西新井栄町二丁目各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（防災街区整備地区計画）

西新井駅西口周辺地区防災街区整
備地区計画

53 千住仲町地内
敷地面積の最低限度83.0㎡
（防災街区整備地区計画）

千住仲町地区防災街区整備地区計
画

54
千住大川町、千住寿町、千住
龍田町、千住中居町、千住元
町及び千住柳町各地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（防災街区整備地区計画）

千住西地区防災街区整備地区計画

55
綾瀬二･三･四丁目及び東綾瀬
一丁目各地内

敷地面積の最低限度
2,500㎡、3,000㎡
（地区計画）

綾瀬駅東口周辺地区地区計画

56
谷在家三丁目・皿沼二丁目各
地内

敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

谷在家三丁目地区地区計画

57
神明二丁目及び六木四丁目各
地内

敷地面積の最低限度83.0㎡
（地区計画）

神明二丁目周辺地区地区計画

58 谷中四丁目地内
敷地面積の最低限度
83.0㎡、5,000㎡
（地区計画）

北綾瀬駅周辺地区地区計画

59
辰沼一丁目・谷中四丁目各地
内

敷地面積の最低限度
500㎡、1,000㎡
（地区計画）

辰沼一丁目地区地区計画

61
保木間三丁目･南花畑五丁目
各地内

敷地面積の最低限度
500㎡、1000㎡（地区計画）

南花畑五丁目地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

60 中川二丁目、三丁目 防災街区整備地区計画など －
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19 葛飾区

【 概要】

・ 区内全域において、細街路の拡幅整備や建築物の不燃化・ 耐震化を促進することにより、市街地環

境の改善と防災性の向上を図る。

・ 地域の実情に応じて、 新たな地区計画の策定に対する合意形成を促進する。

・ 地区計画を策定済みの地区では、地区計画に基づく 地区施設の整備や土地利用の適切な規制・ 誘導

を行うことにより、 良好な住環境の維持・ 向上を図っていく 。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火

Ａ
堀切一丁目、二丁目、三丁目
及び四丁目各地内

防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

堀切二丁目周辺及び四丁目地区防災街区
整備地区計画

Ｂ

四つ木一丁目、二丁目、三丁
目、四丁目、五丁目、東四つ
木三丁目、四丁目、立石一丁
目、二丁目、東立石二丁目及
び三丁目各地内

防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画

Ｃ 東立石四丁目地内
防災街区整備地区計画のうち
新防火区域相当の規制地区

東立石四丁目地区防災街区整備地区計画

最低
敷地

１ 新柴又駅周辺地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

新柴又駅周辺地区地区計画

２ 亀有駅東地区（複合地区A）
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

亀有駅東地区地区計画

３ 亀有駅東地区（複合地区B）
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

亀有駅東地区地区計画

４ さくら並木の道沿道地区
敷地面積の最低限度66㎡
（地区計画）

さくら並木の道沿道地区地区計画

５
新宿六丁目地区（文化・教育
地区１）

敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

６
新宿六丁目地区（文化・教育
地区２）

敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

７ 新宿六丁目地区（複合地区１）
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

８ 新宿六丁目地区（複合地区２）
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

９ 新宿六丁目地区（住宅A地区）
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

10 新宿六丁目地区（公園A地区）
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

11 新宿六丁目地区（住宅B地区）
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

新宿六丁目地区地区計画

12
小菅一丁目地区（一般住宅地
区）

敷地面積の最低限度66㎡
（地区計画）

小菅一丁目地区地区計画

13
小菅一丁目地区（まちづくり
用地地区）

敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

小菅一丁目地区地区計画

14
高砂四丁目地区（住宅団地地
区）

敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

高砂四丁目地区地区計画

15 南水元一丁目・二丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

南水元一丁目・二丁目地区地区計画

16 東立石四丁目地区
敷地面積の最低限度66㎡
（防災街区整備地区計画）

東立石四丁目地区防災街区整備地区計画

17 奥戸四丁目地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

奥戸四丁目地区地区計画

18 四ツ木駅周辺地区
敷地面積の最低限度66㎡
（防災街区整備地区計画）

四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

19 東新小岩二丁目地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

東新小岩二丁目地区地区計画

20
堀切二丁目周辺及び四丁目地
区

敷地面積の最低限度66㎡
（防災街区整備地区計画）

堀切二丁目周辺及び四丁目地区防災街区
整備地区計画

21 立石駅北口地区
敷地面積の最低限度300㎡
（地区計画）

立石駅北口地区地区計画

22 立石駅南口東地区（駅前地区）
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

立石駅南口東地区地区計画

23
立石駅南口東地区（商業・住
宅複合地区）

敷地面積の最低限度250㎡
（地区計画）

立石駅南口東地区地区計画

24 東金町一丁目西地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

東金町一丁目西地区地区計画

25 亀有駅南口地区
敷地面積の最低限度200㎡
（高度利用地区）

－

26 金町六丁目地区
敷地面積の最低限度200㎡
（高度利用地区）

－

27 新小岩駅南口地区（Ａ地区）
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

新小岩駅南口地区地区計画

28 新小岩駅南口地区（Ｂ地区）
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

新小岩駅南口地区地区計画

29
立石駅南口西地区（商業・住
宅複合Ａ地区）

敷地面積の最低限度250㎡
（地区計画）

立石駅南口西地区地区計画

30
立石駅南口西地区（商業・住
宅複合Ｂ地区）

敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

立石駅南口西地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

防火 D 西新小岩五丁目地区
防災街区整備地区計画のうち

新防火区域相当の規制地区

西新小岩五丁目地区防災街区整備地区計

画

最低

敷地

31 西新小岩五丁目地区
敷地面積の最低限度など
（防災街区整備地区計画）

西新小岩五丁目地区防災街区整備地区計

画

32 高砂二・三丁目地区
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

－
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20 江戸川区

【 概要】

・ 木造住宅密集地域を対象に、地区計画によって敷地面積の最低限度の制限を設け、ゆとりある良好

な住環境の整備を進める。

・ 木造住宅密集地域を対象に、新防火区域の導入を検討しており、災害時に燃え広がりにく いまちと

なるよう整備を進める。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火
Ａ 江戸川区各地内 新防火区域 ―

Ｂ
松島二丁目及び松島三丁目各
地内

防災街区地区整備計画のうち
新防火区域相当の規制地区

松島三丁目地区防災街区整備地区計画

最低
敷地

１ 篠崎駅付近地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

篠崎駅付近地区地区計画

２ 瑞江駅付近地区
敷地面積の最低限度
90㎡、100㎡
（地区計画）

瑞江駅付近地区地区計画

３ 船堀駅周辺第二地区
敷地面積の最低限度
100㎡、300㎡
（地区計画）

船堀駅周辺第二地区地区計画

４ 一之江駅付近地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

一之江駅付近地区地区計画

５ 東葛西地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

東葛西地区地区計画

６ 鹿骨一丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

鹿骨一丁目地区地区計画

７ 瑞江駅南部地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

瑞江駅南部地区地区計画

８ 船堀駅周辺第三地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

船堀駅周辺第三地区地区計画

９ 瑞江駅北部地区
敷地面積の最低限度
90㎡、500㎡
（地区計画）

瑞江駅北部地区地区計画

10 一之江駅西部地区
敷地面積の最低限度
70㎡、100㎡、300㎡
（地区計画）

一之江駅西部地区地区計画

11 一之江四丁目北地区
敷地面積の最低限度
70㎡、100㎡
（地区計画）

一之江四丁目北地区地区計画

12 平井七丁目北部地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

平井七丁目北部地区地区計画

13 篠崎駅東部地区
敷地面積の最低限度
100㎡、200㎡
（地区計画）

篠崎駅東部地区地区計画

14 瑞江駅西部地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

瑞江駅西部地区地区計画

15 東葛西五丁目付近地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

東葛西五丁目付近地区地区計画

16 一之江三丁目北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

一之江三丁目北地区地区計画

17 一之江四丁目南地区
敷地面積の最低限度
90㎡、100㎡
（地区計画）

一之江四丁目南地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

18 春江町三丁目南地区
敷地面積の最低限度
90㎡、200㎡
（地区計画）

春江町三丁目南地区地区計画

19 篠崎駅西部地区
敷地面積の最低限度
100㎡、200㎡
（地区計画）

篠崎駅西部地区地区計画

20
松島三丁目地区防災街区整備
地区

敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

松島三丁目地区防災街区整備地区地区計
画

21 上篠崎四丁目22番地区
敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

上篠崎四丁目22番地区地区計画

22 西瑞江三丁目北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

西瑞江三丁目北地区地区計画

23 中葛西二丁目地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

中葛西二丁目地区地区計画

24 小岩四東付近地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

小岩四東付近地区地区計画

25 江戸川一丁目地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

江戸川一丁目地区地区計画

26 一之江三丁目南地区
敷地面積の最低限度80㎡
（地区計画）

一之江三丁目南地区地区計画

27 中葛西八丁目地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

中葛西八丁目地区地区計画

28 二之江西地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

二之江西地区地区計画

29 江戸川五丁目付近地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

江戸川五丁目付近地区地区計画

30 JR小岩駅周辺地区
敷地面積の最低限度
70㎡、200㎡
（地区計画）

JR小岩駅周辺地区地区計画

31 北小岩一丁目東部地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

北小岩一丁目東部地区地区計画

32 平井二丁目付近地区
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

平井二丁目付近地区地区計画

33 東葛西一丁目付近地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

東葛西一丁目付近地区地区計画

34 平井五丁目駅前地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

平井五丁目駅前地区地区計画

35
上一色・本一色・興宮町付近
地区

敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

上一色・本一色・興宮町付近地区地区計
画

36
一之江境川親水公園沿線景観
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（景観地区）

一之江境川親水公園沿川景観地区地区計
画

37 古川親水公園沿線景観地区
敷地面積の最低限度100㎡
（景観地区）

古川親水公園沿線景観地区地区計画

38

上記以外の区域で、第一種低
層住居専用地域・第一種中高
層住居専用地域・第二種中高
層住居専用地域・第一種住居
地域・準工業地域・特別工業
地区(準工業地域)・特別業務
地区(準工業地域)・工業地域

敷地面積の最低限度70㎡
（用途地域）

―

39 東葛西八丁目地区
敷地面積の最低限度90㎡
（地区計画）

東葛西八丁目地区地区計画

40
西小松川町、東小松川一・二
丁目地区

敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

西小松川町、東小松川一・二丁目地区地
区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし
－

－
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【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

41 南小岩五・六丁目地区
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

―

42 春江三丁目地区
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

―

43 西瑞江三丁目地区
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

―

44 平井一・小松川四丁目地区
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

ー
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21 八王子市

【 概要】

・ 都市づく りビジョ ン八王子（ 第2 次八王子市都市計画マスタープラン） において「 災害に強く 、

しなやかな、『 安全・ 安心』 の都市づく り」 を目標に掲げ、 都市づく りを推進している。

・ ゆとりある良好な環境を創出・ 保全するとともに、 延焼防止のための空地の確保を図るため、 地

区計画の敷地面積の最低限度の指定や八王子市宅地開発指導要綱により宅地の規模等を適切に誘

導し、 無秩序な開発の抑制に努めている。

・ 木造住宅密集地域については、防災性の向上に資する地区計画や新防火地域の導入に向けて調査・

検討を行っている。

・ 市街化区域内に分布する農地は、 農産物の生産の他にも災害時の避難場所や延焼遮断機能など、

多面的な機能を有するオープンスペースとして位置づけられていることから、 機能の永続的な保

全のため、 生産緑地地区や特定生産緑地の指定等を推進する。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 元横山町三丁目地区 地区計画など －

２ 本郷町地区 地区計画など －

３ 散田町一丁目地区 地区計画など －

４ 天神町地区 地区計画など －

注１： 敷地面積の最低限度の設定については、木造住宅密集地域が市域に対して局所的であるため、当

該地域を対象とする取組のみ表示している
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22 立川市

【 概要】

・ 立川市都市計画マスタープランでは、住み慣れた地域で安全で安心な生活を送ることのできるまち

づく りを目指している。

・ 木造住宅密集地域については、幹線道路、 地区幹線道路、街区幹線道路、区画道路の整備、オープ

ンスペースの確保、 緊急車両の通行円滑化、 不燃化の推進等を図る。

・ また、各区域の実情に合わせて、地区計画制度を活用した道路境界線からの壁面後退、敷地面積の

最低限度の設定や新防火区域の指定等を検討していく 。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 立川駅北口駅前地区
敷地面積の最低限度
500㎡、250㎡、1,000㎡
（地区計画）

立川駅北口駅前地区地区計画

２ 立川基地跡地関連地区
敷地面積の最低限度
3,000㎡、9,000㎡
（地区計画）

立川基地跡地関連地区地区計
画

３ 村山工場跡地地区
敷地面積の最低限度
3,000㎡、5,000㎡
（地区計画）

村山工場跡地地区地区計画

４ 一番町五丁目地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

一番町五丁目地区地区計画

５ 立川基地跡地昭島地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

立川基地跡地昭島地区地区計
画

６ 西武立川駅南口地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

西武立川駅南口地区地区計画

７ 西国立駅西地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

西国立駅西地区地区計画

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

防火
Ａ 栄町5丁目 新防火区域 －
Ｂ 高松町2丁目 新防火区域 －
Ｃ 羽衣町2丁目 新防火区域 －

最低
敷地

８ 栄町5丁目
敷地面積の最低限度
（地区計画など）

－

９ 高松町2丁目
敷地面積の最低限度
（地区計画など）

－

10 羽衣町2丁目
敷地面積の最低限度
（地区計画など）

－
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23 武蔵野市

【 概要】

・ 敷地の無秩序な細分化による日照、通風、防災性などの環境悪化を防止し、市街地の良好な環境の

保全・ 形成を図る観点から、 建築物の敷地を分割する際の敷地面積を制限する。

・ 地域防災計画に基づき、公園内における防火水槽の整備を進め、また、公園・ 緑地のオープンスペ

ースを確保し公共施設との連携をはかることで、発災時により広いスペースを確保できるようにし

ていく 。

・ 生産緑地については、 特定生産緑地の指定により、 都市農地を維持・ 保全する。

・ 木造住宅密集地域も含め、建物の耐震補強や建替えを促進し、耐震性・ 耐火性の高い建物を誘導す

る。また、延焼を防止するスペースとして、公園緑地や公開空地の整備、さらに消防活動路となる

狭あい道路の整備を進める。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１
第一種低層住居専用地域かつ建蔽
率30～40％

敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

－

２
住居系用途地域内で建蔽率50％
以上

敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

【 予定】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別 No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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24 三鷹市

【 概要】

・ 第４ 次三鷹市基本計画（ 第２ 次改定） において、 施策推進の理念として「 市民の暮らしを守り、

三鷹の魅力を高める『 質の高い防災・ 減災まちづく り』」 を掲げている。

・ ゆとりある良好な環境を創出・ 保全するとともに、 延焼防止のための空地の確保を図るため、 敷

地面積の最低限度の指定により、 ミ ニ開発や無秩序な開発を防止する。

・ 市街地の不燃化を促進するため、 防火地域や準防火地域の指定の拡大を検討する。

・ 木造住宅密集地域など、 特に重点的かつ効果的な防災対策が必要とされる区域については、 避難

や救助活動を補完する道路の整備を誘導する地区計画や新防火区域の導入などを検討する。

・ 都市農地については、 防災空間としての機能を有するため、 生産緑地地区や特定生産緑地の指定

等により、 維持・ 保全する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ
三鷹都市計画3・2・6号調布保
谷線沿線

新防火区域 －

最低
敷地

１
三鷹都市計画3・2・6号調布保
谷線沿線

敷地面積の最低限度75㎡
（地区計画）

調布保谷線沿線地区地区計
画

２ 大沢三丁目環境緑地整備地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

大沢三丁目環境緑地整備地
区地区計画

３ 三鷹台団地地区
敷地面積の最低限度
120㎡、150㎡
（地区計画）

三鷹台団地地区地区計画

４ 下連雀五丁目第二地区
敷地面積の最低限度
120㎡、150㎡
（地区計画）

下連雀五丁目第二地区地区
計画

５
第一種低層住居専用地域・第一種
中高層住居専用地域かつ建蔽率
50％以下

敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

６

第一種中高層住居専用地域（一
部）・第二種中高層住居専用地
域・第一種住居地域・第二種住居
地域・準住居地域・準工業地域
（一部）かつ建蔽率60％

敷地面積の最低限度90㎡
（用途地域）

－

７
特別商業活性化地区（第３種・第
４種）（住居専用住宅を建築する
場合）

敷地面積の最低限度90㎡
（特別用途地区）

－

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ － 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ｂ 全域 新防火区域など －

最低
敷地

８ 全域
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

－
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25 青梅市

【 概要】

・ 青梅市都市計画マスタープランにおいて、まちづく りの基本方針に「 安全・ 安心のまちづく りの方

針」 を定め、 安全なまちづく りを推進している。

・ 第一種低層住居専用地域の一部において、敷地面積の最低限度を定め、良好な住環境を保全・ 形成

している。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、都市農

地を保全・ 育成する。

・ 農地を有し、防災性の維持・ 向上を図るべき地域については、開発条例等により適正な土地利用を

誘導する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 新町地区地区計画
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

新町地区地区計画

２ 青梅駅前西地区地区計画
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

青梅駅前西地区地区計画

３ 第一種低層住居専用地域（一部）
敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

－

４ 市街化区域 敷地面積の最低限度120㎡
青梅市開発行為等の基準およ
び手続に関する条例

５ 青梅インターチェンジ北側地区
敷地面積の最低限度
500㎡、30,000㎡
（地区計画）

青梅インターチェンジ北側地
区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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26 府中市

【 概要】

・ 府中市都市計画に関する基本的な方針において、「 きずなを紡
つむ

ぎ未来を拓
ひら

く 心ゆたかに暮らせるま

ち府中」 を将来都市像として定め、 施策を展開している。

・ 都市計画法第２ ９ 条の開発行為や建築基準法第４ ２ 条第１ 項第５ 号の位置指定道路の指定に伴う

一宅地の区画面積については、指定容積率が１ ００ ％以下である場合は１１ ０ ㎡以上、また指定容

積率が１ ００ ％を超える場合は１ ００ ㎡以上、 それぞれ確保するものと定めている。

・ 府中市全体で狭あい道路の解消を目的とした、 狭あい道路拡幅整備事業を実施している。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、都市農

地を維持・ 保全している。

・ 北山町・ 西原町地区においては、地区計画による敷地面積の最低限度の導入の検討を地区のまちづ

く り協議会と進めた。

・ 新町・ 栄町地区においては、地区計画による敷地面積の最低限度の導入の検討を地区のまちづく り

協議会と進めた。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 小柳町六丁目西武住宅地区
敷地面積の最低限度145㎡
（地区計画）

小柳町六丁目西武住宅地区地
区計画

２ 日鋼町地区
敷地面積の最低限度
2,000㎡、4,000㎡
（地区計画）

日鋼町地区地区計画

３ 多磨町一丁目住宅地区
敷地面積の最低限度125㎡
（地区計画）

多磨町一丁目住宅地区地区計
画

４ 西府駅周辺地区
敷地面積の最低限度
120㎡、500㎡
（地区計画）

西府駅周辺地区地区計画

５ 住吉町五丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

住吉町五丁目地区地区計画

６ 若松町二丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

若松町二丁目地区地区計画

７ 幸町二丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

幸町二丁目地区地区計画

８ 朝日町三丁目地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

朝日町三丁目地区地区計画

９ 多磨駅東地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、20,000㎡
（地区計画）

多磨駅東地区地区計画

10 天神町一丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

天神町一丁目地区地区計画

11 日新町四丁目地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

日新町四丁目地区地区計画

12 四谷五丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、5,000㎡
（地区計画）

四谷五丁目地区地区計画
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種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

13 白糸台三丁目地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

白糸台三丁目地区地区計画

14 晴見町地区

敷地面積の最低限度
100㎡、130㎡、1,000㎡、
6,000㎡、10,000㎡
（地区計画）

晴見町地区地区計画

15 南町四丁目・住吉町二丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

南町四丁目・住吉町二丁目地
区地区計画

16 矢崎町一丁目地区
敷地面積の最低限度
110㎡、500㎡、2,000㎡
（地区計画）

矢崎町一丁目地区地区計画

17 全域
敷地面積の最低限度
100、110㎡

府中市開発事業に関する指導
要綱

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

18 北山町・西原町地区
敷地面積の最低限度
（地区計画）

北山町・西原町地区地区計画
（仮称）

19 新町・栄町地区
敷地面積の最低限度
（地区計画）

新町・栄町地区地区計画（仮
称）

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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27 昭島市

【 概要】

・ 昭島市総合基本計画において、「 安全で安心なまちづく り」 を目指している。

・ 市内全域を対象として、敷地細分化の抑制や良好な市街地整備のため、宅地開発等指導要綱や地区

計画等を活用していく 。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、都市農

地を維持・ 保全する。

・ 中神町及び宮沢町の一部地域において、 第１種低層住居専用地域へ新たに準防火地域を指定した。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 田中町一丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

田中町一丁目地区地区計画

２ 中神駅北口駅前地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

中神駅北口駅前地区地区計画

３ 昭島駅北口駅前地区
敷地面積の最低限度
300㎡、500㎡、1,000㎡
（地区計画）

昭島駅北口駅前地区地区計画

４ 拝島駅南口地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

拝島駅南口地区地区計画

５ 立川基地跡地昭島地区

敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡、250㎡、
1,000㎡
（地区計画）

立川基地跡地昭島地区地区計画

６ 西武立川駅南口地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

西武立川駅南口地区地区計画

７ 都営中神アパート周辺地区
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

都営中神アパート周辺地区地区計画

８ つつじが丘地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

つつじが丘地区地区計画

９ 昭島中央線沿線地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

昭島中央線沿線地区地区計画

10 全域
敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡

昭島市宅地開発等指導要綱

11 中神駅北側地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

中神駅北側地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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28 調布市

【 概要】

・ 調布市都市計画マスタープランにおいて、「 だれもが安全・ 安心・ 快適に暮らせるまち」 をまちづく

りの方向の１ つとして設定し、 まちづく りを推進している。

・ 都市計画法第２９ 条の開発行為（ ５ ００ ㎡以上） や建築基準法第４ ２条第１ 項第５ 号の位置指定道

路の指定に伴う一宅地の区画面積については、調布市開発事業指導要綱において、最低１ ００ ㎡以

上確保するものと定めている。

・ 木造住宅密集地域や農地を有し， 防災性の維持・ 向上を図るべき地域等については， 住宅の耐震・

耐火促進等により，防災性の向上を促進する。また，細街路等の閉塞リスクが高い場所では，狭あ

い道路の拡幅や民間開発事業における空地整備等の誘導により，円滑な避難や消防活動を行うため

の経路確保に努める。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、都市農

地を維持・ 保全する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 仙川駅周辺地区

敷地面積の最低限度
50㎡、165㎡、250㎡、
1,000㎡、1,500㎡
（地区計画）

仙川駅周辺地区地区計画

２ 調布駅周辺地区

敷地面積の最低限度
300㎡、500㎡、1,000㎡、
2,000㎡
（地区計画）

調布駅周辺地区地区計画

３ 布田六丁目地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

布田六丁目地区地区計画

４ 国領駅周辺地区
敷地面積の最低限度
120㎡、200㎡、1,000㎡
（地区計画）

国領駅周辺地区地区計画

５ 緑ケ丘二丁目地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（地区計画）

緑ケ丘二丁目地区地区計画

６ 布田地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

布田地区地区計画

７ 西調布駅周辺地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

西調布駅周辺地区地区計画

８ 飛田給駅周辺地区
敷地面積の最低限度
100㎡、3,000㎡
（地区計画）

飛田給駅周辺地区地区計画

９ 富士見町３丁目地区
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

富士見町３丁目地区地区計画

10 西町地区
敷地面積の最低限度10,000㎡
（地区計画）

西町地区地区計画

11 入間町周辺地区
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

入間町周辺地区地区計画

12 国領町八丁目周辺地区
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地
区地区計画

13 多摩川住宅地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、2,000㎡、5,000㎡
（地区計画）

多摩川住宅地区地区計画

14 京王多摩川駅周辺地区
敷地面積の最低限度4,000㎡、
100㎡（地区計画)

京王多摩川駅周辺地区地区計画
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【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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29 町田市

【 概要】

・ 町田市都市づく りのマスタープラン（ 2022 年３ 月策定） において、「 どんなときもみんなが安全

で安心できる環境をつく る」 を、 都市づく りのポリシーのひとつに掲げ、 まちづく りを進めてい

く 。

・ 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において、 建築物の敷地面積の最低限度を

120 ㎡に制限し、 敷地の細分化による防災性の低下を防ぐよう努めている。

・ 都市計画法第29 条の開発行為にあたっては、「 町田市宅地開発事業に関する条例（ 2022 年３ 月改

定）」 により敷地面積の最低限度等を適切に誘導し、 無秩序な開発の抑制に努めている。

・ 非常災害時の避難場所等として使用するなど、 防災上の効果が期待できる場として、 生産緑地地

区や特定生産緑地の指定等により都市農地の維持・ 保全を図る。

・ 防災性の向上が求められる金森一丁目、 玉川学園八丁目及び成瀬が丘三丁目について、 新防火区

域の指定等を検討する。

【 実施中】

種
別

No. 区域 内容 名称

最
低
敷
地

１ 三輪地区
敷地面積の最低限度
165㎡、200㎡
（地区計画）

三輪地区地区計画

２ 高ヶ坂地区
敷地面積の最低限度
150㎡、165㎡
（地区計画）

高ヶ坂地区地区計画

３ 薬師台地区
敷地面積の最低限度160㎡
（地区計画）

薬師台地区地区計画

４ 竹桜地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

竹桜地区地区計画

５ 馬駈地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

馬駈地区地区計画

６ 金井地区
敷地面積の最低限度
150㎡、165㎡
（地区計画）

金井地区地区計画

７ 金井関山地区
敷地面積の最低限度
150㎡、165㎡
（地区計画）

金井関山地区地区計画

８ 小山サニータウン地区
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

小山サニータウン地区地区計画

９ 忠生第二地区
敷地面積の最低限度
150㎡、500㎡
（地区計画）

忠生第二地区地区計画

10 成瀬東地区
敷地面積の最低限度
180㎡、200㎡
（地区計画）

成瀬東地区地区計画

11 鶴川第二地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

鶴川第二地区地区計画

12 下小山田地区
敷地面積の最低限度
150㎡、200㎡
（地区計画）

下小山田地区地区計画

13 野津田中央地区
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

野津田中央地区地区計画

14 野津田薬師池下地区
敷地面積の最低限度
165㎡、200㎡
（地区計画）

野津田薬師池下地区地区計画
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種
別

No. 区域 内容 名称

最
低
敷
地

15 鶴川駅北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

鶴川駅北地区地区計画

16 小野路地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

小野路地区地区計画

17 上小山田杉谷戸地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

上小山田杉谷戸地区地区計画

18 小山町馬場地区
敷地面積の最低限度145㎡
（地区計画）

小山町馬場地区地区計画

19 能ヶ谷北部地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

能ヶ谷北部地区地区計画

20 能ヶ谷中央地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

能ヶ谷中央地区地区計画

21 能ヶ谷東部地区
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

能ヶ谷東部地区地区計画

22 野津田東地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

野津田東地区地区計画

23 弥生ケ丘地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

弥生ケ丘地区地区計画

24 金井中央地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

金井中央地区地区計画

25 小山御嶽堂沼地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

小山御嶽堂沼地区地区計画

26 小山三ツ目山西地区
敷地面積の最低限度145㎡
（地区計画）

小山三ツ目山西地区地区計画

27 野津田丸山地区
敷地面積の最低限度145㎡
（地区計画）

野津田丸山地区地区計画

28 山崎第一地区
敷地面積の最低限度
120㎡、500㎡
（地区計画）

山崎第一地区地区計画

29 小山ヶ丘東地区
敷地面積の最低限度150㎡、
500㎡
（地区計画）

小山ヶ丘東地区地区計画

30 まちだテクノパーク地区
敷地面積の最低限度
150㎡、500㎡
（地区計画）

まちだテクノパーク地区地区計画

31 多摩境駅前地区
敷地面積の最低限度
150㎡、500㎡
（地区計画）

多摩境駅前地区地区計画

32 小山ヶ丘西地区
敷地面積の最低限度
150㎡、500㎡
（地区計画）

小山ヶ丘西地区地区計画

33 山崎町横峰地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

山崎町横峰地区地区計画

34 木曽山崎地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

木曽山崎地区地区計画

35 相原駅西口地区
敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡
（地区計画）

相原駅西口地区地区計画

36
南町田グランベリーパーク駅
周辺地区

敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

南町田グランベリーパーク駅周辺地区地
区計画

37 小山片所地区
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

小山片所地区地区計画

38 小山田桜台地区
敷地面積の最低限度
150㎡、300㎡
（地区計画）

小山田桜台地区地区計画

39 相原駅東口地区
敷地面積の最低限度
65㎡、100㎡、120㎡
（地区計画）

相原駅東口地区地区計画

40 第一種低層住居専用地域
敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

－

41 第二種低層住居専用地域
敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

－
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種
別

No. 区域 内容 名称

最
低
敷
地

42 境川団地地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

境川団地地区地区計画

43 鶴川駅南地区
敷地面積の最低限度
100㎡、150㎡
（地区計画）

鶴川駅南地区地区計画

44 第一種教育環境整備地区
敷地面積の最低限度500㎡
（特別用途地区、町田市教育
環境整備地区建築条例）

特別用途地区第一種教育環境整備地区

45 第二種教育環境整備地区
敷地面積の最低限度1,000㎡
（特別用途地区、町田市教育
環境整備地区建築条例）

特別用途地区第二種教育環境整備地区

46 全域

敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡、125㎡、130
㎡
（町田市宅地開発事業に関す
る条例）

町田市宅地開発事業に関する条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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30 小金井市

【 概要】

・ 小金井市都市計画マスタープランでは、安全・ 安心なまちづく りに向けた目標を定め、誰もが安全

に安心して暮らすことができるまちを目指している。

・ 市全域を対象として、防災性の向上を図るため、敷地面積の最低限度や新防火区域の導入等に関す

る調査・ 検討を進めていく 。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、都市農

地を維持・ 保全する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 武蔵小金井駅南口地区
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

武蔵小金井駅南口地区地区計画

２ 東小金井駅北口地区
敷地面積の最低限度
150㎡、120㎡
（地区計画）

東小金井駅北口地区地区計画

３ 梶野町三丁目地区
敷地面積の最低限度
400㎡、120㎡
（地区計画）

梶野町三丁目地区地区計画

４ 前原町四丁目１番の一部
敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

５ 全域
敷地面積の最低限度
120㎡、100㎡

小金井市宅地開発等指導要綱

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

６ 全域
敷地面積の最低限度
（地区計画など）

－
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31 小平市

【 概要】

・ 小平市都市計画マスタープラン（ 平成 29 年 3 月） では、「 みどりつながる快適生活都市 こだい

ら」 をまちの将来像として掲げ、小平の特性や地域資源を活かして、日常のく らしが安全・ 安心で

快適さを感じられるまちをめざしている。

・ 老朽化した木造建築物が密集している地域について、住民の防災意識の向上を図りつつ、規制や誘

導の方策を検討しながら災害に強いまちづく りを推進する。

・ 市街地再開発事業が計画されている地区の周辺においても、事業推進とあわせてまち全体の防災性

の向上に取り組む。

・ 市街地における貴重なオープンスペースである農地については、農業施策との連携による保全・ 活

用を推進するなかで、 防災空間としての確保を進める。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 栄町地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

栄町地区地区計画

２ 小川西町五丁目地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

小川西町五丁目地区地区計画

３ 喜平町二丁目地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

喜平町二丁目地区地区計画

４ 小川町一丁目地区
敷地面積の最低限度
110㎡、120㎡
（地区計画）

小川町一丁目地区地区計画

５ 花小金井一丁目地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

花小金井一丁目地区地区計画

６ 鈴木町一丁目地区
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

鈴木町一丁目地区地区計画

７ 小平大和線沿線地区
敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡
（地区計画）

小平大和線沿線地区地区計画

８ 鈴木町一丁目恵泉地区
敷地面積の最低限度
120㎡、1,500㎡
（地区計画）

鈴木町一丁目恵泉地区地区計
画

９
小平都市計画道路3・4・23号国
立駅大和線沿線地区

敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡
（地区計画）

小平都市計画道路3・4・23号
国立駅大和線沿線地区地区計
画

10 小川駅西口地区
敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

小川駅西口地区地区計画

11 小川四番地区
敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡
（地区計画）

小川四番地区地区計画

12 小川東町二丁目地区
敷地面積の最低限度3,000㎡
（地区計画）

小川東町二丁目地区地区計画

13 市街化区域
敷地面積の最低限度
100㎡、110㎡、120㎡

小平市開発事業における手続
及び基準等に関する条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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32 日野市

【 概要】

・ 日野市まちづく りマスタープランにおいて、 近年の地震災害や豪雨による風水害の被災を教訓と

し、「 安心して住み続けられるまちづく り」 を目指している。

・ 市内のうち開発行為を対象として、 安全な住環境の確保のため、 敷地面積の最低限度を定めてお

り、 また、 地区計画においても、 各地域の実情にあわせた敷地面積の最低限度を定めている。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、 生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、 都市

農地を維持・ 保全する。

【 実施中】

種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 落川
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

落川東地区地区計画

２ 百草
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

百草園駅北地区地区計画

３ 新町
敷地面積の最低限度
120～165㎡
（地区計画）

東光寺上地区地区計画

４ 百草
敷地面積の最低限度170㎡
（地区計画）

南百草園地区地区計画

５ 平山
敷地面積の最低限度
140～180㎡
（地区計画）

京王平山地区地区計画

６ 落川
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

下河内地区地区計画

７ 西平山
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

西平山地区地区計画

８ 豊田
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

豊田南地区地区計画

９ 東豊田
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

東豊田地区地区計画

10 南平
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

多摩みなみが丘地区地区計画

11 南平
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

高幡鹿島台上地区地区計画

12 南平
敷地面積の最低限度180㎡
（地区計画）

高幡鹿島台ガーデン54地区
地区計画

13 日野本町、大字日野
敷地面積の最低限度
120～500㎡
（地区計画）

東町地区地区計画

14 万願寺
敷地面積の最低限度
100～500㎡
（地区計画）

万願寺地区地区計画

15 大字日野
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

万願寺第二地区地区計画

16 新町
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

日野駅北地区地区計画
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種別 No. 区域 内容 名称

最低
敷地

17 栄町
敷地面積の最低限度
120～220㎡
（地区計画）

四ッ谷前地区地区計画

18 百草
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

百草公園西地区地区計画

19 南平
敷地面積の最低限度
120～130㎡
（地区計画）

南平地区地区計画

20 新町
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

新町地区地区計画

21 高幡
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

高幡地区地区計画

22 百草
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

百草谷戸地区地区計画

23 落川
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

落川地区地区計画

24 三沢
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

三沢台地区地区計画

25 百草
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

百草御林山地区地区計画

26 平山
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

平山地区地区計画

27 南平
敷地面積の最低限度140㎡
（地区計画）

日鉱住宅地地区地区計画

28 栄町
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

栄町地区地区計画

29 百草
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

大東住宅地区地区計画

30 日野台
敷地面積の最低限度
120～150㎡
（地区計画）

日野台二丁目地区地区計画

31 大字上田、大字川辺堀之内
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

日野バイパス沿道地区地区計
画

32 多摩平
敷地面積の最低限度
145～10,000㎡
（地区計画）

多摩平の森地区地区計画

33 多摩平、東豊田
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

黒川緑地地区地区計画

34 東平山
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

東平山三丁目地区地区計画

35 落川
敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

落川河原地区地区計画

36 川辺堀之内
敷地面積の最低限度
120～200㎡
（地区計画）

川辺堀之内地区地区計画

37 程久保
敷地面積の最低限度10ha
（地区計画）

七生丘陵西地区地区計画

38 旭が丘
敷地面積の最低限度
120～1,400㎡
（地区計画）

旭が丘一丁目東地区地区計画

39 大字新井
敷地面積の最低限度
500～1,000㎡
（地区計画）

新井団地地区地区計画

40 南平
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

南平六丁目地区地区計画

41 程久保、三沢
敷地面積の最低限度500㎡
（地区計画）

高幡台団地地区地区計画
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【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

42 全域
敷地面積の最低限度など
(地区計画)

－
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33 東村山市

【 概要】

・ 第２ 次東村山市都市計画マスタープランにおいて、「 だれもが安全・ 安心で、心健やかに暮らせる

まち」 をまちづく りの目標の一つとして定めている。

・ 都市計画法第29条の開発行為（ 500㎡以上） については、東村山市宅地開発及び建築物の建築に

関する指導要綱において、 最低100 ㎡以上（ 第一種低層住居専用地域は110 ㎡以上） 確保するも

のと定めている。

・ 市内の低層住居専用地域において、 ゆとりある良好な住環境の整備を進めるため、 建築物の敷地

面積の最低限度の導入及び建蔽率の緩和に伴う準防火地域の検討を行っている。

・ 防災上重要な役割を担っている空間として、 生産緑地地区や特定生産緑地の指定等により、 都市

農地を維持・ 保全する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 恩多地区
敷地面積の最低限度135㎡
（地区計画）

恩多地区地区計画

２ 西武園住宅地区
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

西武園住宅地区地区計画

３ 東村山駅西口地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、300㎡（地区計画）

東村山駅西口地区地区計画

４ 本町地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、132㎡
（地区計画）

本町地区地区計画

５ 萩山地区
敷地面積の最低限度10,000㎡
（地区計画）

萩山地区地区計画

６ さくら通り沿道久米川町地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

さくら通り沿道久米川町地区地
区計画

７ 廻田町一丁目地区
敷地面積の最低限度
120㎡、100㎡（地区計画）

廻田町一丁目地区地区計画

８
久留米東村山線・久米川駅清瀬線
沿道南地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

久留米東村山線・久米川駅清瀬
線沿道南地区地区計画

９ 久米川南
敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

久米川南土地区画整理事業

10 久留米東村山線沿道北地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

久留米東村山線沿道北地区地区
計画

11
魅力創造核スポーツセンター周辺
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

魅力創造核スポーツセンター周
辺地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ
一部地域（低層住居専用地域かつ
建蔽率40％）

準防火地域 －

最低
敷地

12
一部地域（低層住居専用地域かつ
建蔽率40％）

敷地面積の最低限度110㎡ －

13 府中所沢線沿道地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

府中所沢線沿道地区地区計画

14
東村山多摩湖駅線沿道中央・東村
山野口線沿道北地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

東村山多摩湖駅線沿道中央・東
村山野口線沿道北地区地区計画

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ － 該当なし － －
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34 国分寺市

【 概要】

・ 国分寺市都市計画マスタープランにおいて，「 災害に強いまちなみの形成」や「 第一種低層住居専用

地域内における住環境の保全」 を主要施策として位置付けており，建築物の耐震化や不燃化，延焼

遮断効果を高める対策を早期に進め，災害に強いまちなみを形成することで，市民の安心・ 安全な

暮らしを確保するとともに， 市内の約７ 割を占めている低層住居専用地域内の建て詰まりを防止

し，良好な住環境の維持・ 向上を図り，市の特徴である住宅都市としての質の向上を目指している。

・ 準防火地域の指定がない木造住宅密集地域及び建蔽率50％・ 容積率80％を指定していたエリアは，

「 木造住宅の密集化を改善するエリア」として，準防火地域の指定による建築物の耐火性の向上や，

敷地面積の最低限度の導入による敷地の細分化を抑制することで，火災時の延焼や建て詰まりの進

行を防ぐとともに，容積率の変更による建築物の建替え促進や，建替えにあわせた狭あい道路の拡

幅， 木造住宅の密集化の改善により， 安全・ 安心の暮らしの確保を図るため， 令和３年 10 月１日

に都市計画変更を行った。

・ 農産物や植木の生産の場としての機能のほか，災害時における一時的な避難地としての機能や，延

焼を防止する空間としての機能を有する農地について，生産緑地制度及び特定生産緑地制度の周知

を図り， 指定を促進することで保全につなげる。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

防火 Ａ
木造住宅の密集化を改善するエリ
ア

準防火地域
第一種低層住居専用地域指定
エリアのまちづくり

最低
敷地

１ 国分寺駅北口地区
敷地面積の最低限度
100㎡、500㎡
（地区計画）

国分寺駅北口地区地区計画

２
国３・４・12号線沿道・駅前通
り沿道地区

敷地面積の最低限度
70㎡、1,500㎡
（地区計画）

国３・４・12号線沿道・駅前
通り沿道地区地区計画

３ 泉町地区
敷地面積の最低限度
250㎡、500㎡
（地区計画）

泉町地区地区計画

４ 国３・２・８号線沿道北地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

国３・２・８号線沿道北地区地
区計画

５ 国３・２・８号線沿道中地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

国３・２・８号線沿道中地区地
区計画

６ 国３・２・８号線沿道南地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

国３・２・８号線沿道南地区地
区計画

７ 史跡武蔵国分寺跡周辺地区
敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地
区計画

８ 全域
敷地面積の最低限度105㎡、
110㎡、115㎡、120㎡、125㎡

国分寺市まちづくり条例

９ 全域
敷地面積の最低限度
100㎡、110㎡、115㎡

国分寺市小規模開発事業等指
導要綱

10
木造住宅の密集化を改善するエリ
ア

敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

容積率の緩和（80 ⇒％100％）（一
部区域は建蔽率40 ⇒％50％への
緩和も含む）

第一種低層住居専用地域指定
エリアのまちづくり
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【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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35 国立市

【 概要】

・ 国立市都市計画マスタープランでは、 安全に暮らせるまちづく りとして都市防災の推進を掲げて

いる。

・ 住宅密集地では、 建築物の不燃化・ 耐震化を促進し、 防災機能の向上を図るとともに、 災害時に

おける迅速な消防活動の強化に向け、 消防水利の充実や道路の拡幅、 通り抜けできる道路の整備

を推進する。

・ 地区計画区域内及び「 国立市まちづく り条例」 対象地については、 敷地面積の最低限度を定め、

良好な住環境を保全・ 形成している。

・ 都市農地については、 生産緑地地区や特定生産緑地を維持・ 保全・ 拡充することにより防災性の

向上を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 谷保第二地区
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

谷保第二地区地区計画

２ 青柳・石田地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

青柳・石田地区地区計画

３ 中三丁目地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

中三丁目地区地区計画

４ 寺之下地区
敷地面積の最低限度300㎡
（地区計画）

寺之下地区地区計画

５ 四軒在家地区
敷地面積の最低限度
110㎡、120㎡
（地区計画）

四軒在家地区地区計画

６ 城山南地区
敷地面積の最低限度
120㎡、150㎡、10,000㎡
（地区計画）

城山南地区地区計画

７ 下新田地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

下新田地区地区計画

８ 全域
敷地面積の最低限度
100㎡、110㎡、130㎡

国立市まちづくり条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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36 狛江市

【 概要】

・ 狛江市総合基本計画において、「 安心して暮らせる安全なまち」・「 自然を大切にし、 快適に暮らせ

るまち」 という分野別のまちの姿を定めている。

・ 市内の第一種低層住居専用地域には敷地面積の最低限度を定め、 良好な住環境を保全している。

・ 都市計画道路及び生活道路の整備を推進し、医療拠点等の主要な拠点をつなぐ市内循環ネット ワー

クを構築し、 市全体の防災力を向上させる。

・ 木造住宅密集地域等では、敷地面積の最低限度の導入を検討する等、地区計画の策定を推進すると

共に、 防災性の向上を図るため、 新たな防火規制の導入に向け調査検討を進める。

・ 農地は、防災上重要な役割を担うため、生産緑地地区や特定生産緑地の指定とともに、都市計画マ

スタープランにおける「 農住共存エリア」 等での取り組みを通じて、 維持・ 保全を推進する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１
岩戸北一丁目・二丁目、東野川一丁
目地域

敷地面積の最低限度
100㎡、3,000㎡
（地区計画）

岩戸北一・二丁目、東野川一
丁目周辺地区地区計画

２ 調布都市計画３・４・16号線沿線
敷地面積の最低限度70㎡
（地区計画）

・一中通り沿道地区地区計画
・岩戸北一・二丁目、東野
川一丁目周辺地区地区計画
・岩戸北三・四丁目周辺地区
地区計画

３
西和泉一丁目・二丁目
中和泉四丁目・五丁目
地域

敷地面積の最低限度1,000㎡、
5,000㎡（地区計画）

多摩川住宅地区地区計画

４ 東野川四丁目地域
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

東野川四丁目地区地区計画

５ 第一種低層住居専用地域
敷地面積の最低限度100㎡
（用途地域）

－

６ 和泉本町四丁目地域
敷地面積の最低限度5,000㎡
（地区計画）

国領町八丁目・和泉本町四丁
目周辺地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

防火 A 岩戸北三・四丁目 準防火地域、新たな防火規制
岩戸北三・四丁目周辺地区地
区計画

最低
敷地

７ 調布都市計画３・４・２号線沿線
敷地面積の最低限度など
（地区計画）

－
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37 東大和市

【 概要】

・ 市内の第一種低層住居専用地域の内建蔽率を５ ０ ％と定める区域については、敷地面積の最低限度

を定めている。

・ 計画的に農地を保全するため、 生産緑地地区に指定されていない農地の追加指定の促進を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 湖畔二丁目
敷地面積の最低限度165㎡
（地区計画）

湖畔二丁目地区計画

２ 上北台駅周辺地区
敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡
（地区計画）

上北台駅周辺地区地区計画

３ 立野一丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡
（地区計画）

立野一丁目地区地区計画

４ 桜が丘二丁目地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

桜が丘二丁目地区地区計画

５ 清水六丁目・狭山五丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡
（地区計画）

清水六丁目・狭山五丁目地区
地区計画

６ 立川東大和線沿線地区
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

立川東大和線沿線地区地区計
画

７ 芋窪六丁目・上北台一丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、120㎡
（地区計画）

芋窪六丁目・上北台一丁目地
区地区計画

８ 東京街道団地地区
敷地面積の最低限度200㎡
（地区計画）

東京街道団地地区地区計画

９ 全域
敷地面積の最低限度
100㎡、110㎡、120㎡

東大和市街づくり条例

10
第一種低層住宅専用地域かつ建蔽率
50％

敷地面積の最低限度
110㎡、120㎡
（用途地域）

－

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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38 清瀬市

【 概要】

・ 清瀬市都市計画マスタープランにおいて、「 安全・ 安心な都市づく り」 を目標に掲げている。

・ 第一種低層住居専用地域において、 敷地面積の最低限度を定め、 敷地の無秩序な細分化を防止し、

ゆとりある住環境の保護・ 形成を図っている。

・ 地区計画や清瀬市住環境の整備に関する条例において、敷地面積の最低限度を定め、敷地の細分化

を抑制している。

・ 清瀬駅周辺の木造住宅が密集する住宅地については、建物の更新に合わせた道路の拡幅や建物の壁

面後退によって、 震災や火災に対する安全性の向上を図る。

・ 農地は、災害時に貴重なオープンスペースになるなど多面的な機能を有していることから、生産緑

地の追加指定や、 特定生産緑地の指定を推進し、 維持・ 保全を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 清瀬市元町一丁目地内
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

清瀬駅北口東地区地区計画

２
清瀬市上清戸一丁目、元町一
丁目及び松山一丁目各地内

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

府中清瀬線沿線地区地区計画

３
清瀬市旭が丘二丁目及び旭が
丘三丁目各地内

敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

旭が丘三丁目地区地区計画

４
清瀬市野塩一丁目及び野塩二
丁目各地内

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

野塩二丁目地区地区計画

５
清瀬市中里二丁目、中里三丁
目、中里四丁目及び上清戸二
丁目各地内

敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

新東京所沢線沿道中里周辺地区地区計画

６
清瀬市下清戸四丁目、五丁目
各地内

敷地面積の最低限度120㎡
（地区計画）

下清戸線沿線地区地区計画

７ 第一種低層住居専用地域
敷地面積の最低限度120㎡
（用途地域）

－

８
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層専用地域、及び
第二種住居地域

敷地面積の最低限度
110㎡、120㎡

清瀬市住環境の整備に関する条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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39 東久留米市

【 概要】

・ 宅地開発条例や地区計画により良好な住環境を誘導し、 防災性の維持・ 向上を図る。

・ 用途地域の変更に合わせ、 防火地域及び準防火地域の指定を行う。

・ 特定生産緑地の指定を推進する。

・ 浅間町一丁目・ 三丁目の木造住宅密集地域は、地区計画制度の活用や東京都建築安全条例に基づく

新たな防火規制の活用を検討する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 柳窪地区
敷地面積の最低限度135㎡
（地区計画）

柳窪地区地区計画

２ 東久留米駅西口地区
敷地面積の最低限度
150㎡、200㎡、300㎡
（地区計画）

東久留米駅西口地区地区計画

３ 東久留米駅東口地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

東久留米駅東口地区地区計画

４ 東久留米駅東口第二地区
敷地面積の最低限度
150㎡、200㎡
（地区計画）

東久留米駅東口第二地区地区計画

５ 上の原地区

敷地面積の最低限度
120㎡、200㎡、1,000㎡、
3,000㎡
（地区計画）

上の原地区地区計画

６ ひばりが丘地区
敷地面積の最低限度
120㎡、1,000㎡
（地区計画）

ひばりが丘地区地区計画

７
小金井久留米線沿道中央町
地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

小金井久留米線沿道中央町地区地区計画

８ 南沢五丁目地区
敷地面積の最低限度
100㎡、3,000㎡
（地区計画）

南沢五丁目地区地区計画

９
久留米東村山線沿道柳窪地
区

敷地面積の最低限度110㎡
（地区計画）

久留米東村山線沿道柳窪地区地区計画

10
東久留米駅神山線沿道神宝
町地区

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

東久留米駅神山線沿道神宝町地区地区計
画

11 全域
敷地面積の最低限度
100㎡、110㎡

東久留米市宅地開発等に関する条例

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ 12
本町二丁目（東3・4・13
号線沿道）

地区計画など －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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40 武蔵村山市

【 概要】

・ 武蔵村山市まちづく り基本方針では、「 安全・ 安心のまちづく り」 を掲げている。

・ まちづく り条例により、建築を目的として 500 ㎡以上の土地を 5 区画以上に分割する場合など、敷

地面積の最低限度を設けている。

・ 生産緑地は、 特定生産緑地制度を活用し、 維持保全を図る。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１ 村山工場跡地地区
敷地面積の最低限度
1,000㎡、3,000㎡、6,000㎡
（地区計画）

村山工場跡地地区地区計画

２ 学園四丁目地区
敷地面積の最低限度145㎡
（地区計画）

学園四丁目地区地区計画

３ 本町一丁目、榎三丁目地区
敷地面積の最低限度
130㎡、150㎡、200㎡
（地区計画）

都市核地区地区計画

４ 学園二丁目地区
敷地面積の最低限度125㎡
（地区計画）

学園二丁目地区地区計画

５ 緑が丘地区
敷地面積の最低限度132㎡
（地区計画）

緑が丘地区地区計画

６ 大南五丁目地区
敷地面積の最低限度130㎡
（地区計画）

大南五丁目地区地区計画

７ 新青梅街道沿道地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

新青梅街道沿道第一地区地区計画

８ 新青梅街道沿道地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

新青梅街道沿道第四地区地区計画

９ 新青梅街道沿道地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

新青梅街道沿道第二地区地区計画

10 新青梅街道沿道地区
敷地面積の最低限度150㎡
（地区計画）

新青梅街道沿道第三地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －

【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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41 西東京市

【 概要】

・ 西東京市都市計画マスタープランにおいて、 だれもが安全に安心して暮らせるまちの形成を掲げ、

防災・ 減災力の強化を推進している。

・ 立地適正化計画にて防災指針を定め、市内の災害リスクに対応した防災・ 減災に関する取組施策と

スケジュールを示している。

・ 地区計画や人にやさしいまちづく り条例（ 都市計画法第29 条の開発行為） において敷地面積の最

低限度を定め、 敷地の細分化を抑制する。

・ 災害時の緊急避難場所や延焼遮断機能など、多面的な機能を有する生産緑地を含む、都市農地につ

いて、都市計画マスタープランにおける「 農住環境共存ゾーン」 において、農地保全策を推進する。

【 実施中】

種別No. 区域 内容 名称

最低
敷地

１
西東京都市計画道路３・３・
14 号新東京所沢線沿道

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

新東京所沢線北町五丁目周辺地区地区計
画

２ ひばりヶ丘駅北口周辺
敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

ひばりヶ丘駅北口地区地区計画

３ ひばりヶ丘駅南口周辺
敷地面積の最低限度
200㎡、500㎡
（地区計画）

ひばりヶ丘駅南口地区地区計画

４ URひばりが丘団地周辺
敷地面積の最低限度
120㎡、1,000㎡
（地区計画）

ひばりが丘地区地区計画

５ 東大生態調和農学機構周辺

敷地面積の最低限度
100㎡、115㎡、1,000㎡、
2,000㎡、5,000㎡、10,000
㎡
（地区計画）

東大生態調和農学機構周辺地区地区計画

６ 市立泉小学校跡地周辺
敷地面積の最低限度
100㎡、1,000㎡
（地区計画）

泉小学校跡地周辺地区地区計画

７
西東京都市計画道路３・４・
１１号練馬東村山線沿道

敷地面積の最低限度
100㎡、3,000㎡
（地区計画）

練馬東村山線中町・東町周辺地区地区計
画

８
西東京都市計画道路3・2・6
号調布保谷線沿道

敷地面積の最低限度100㎡
（地区計画）

調布保谷線富士町六丁目周辺地区地区計
画

９
向台町三丁目、新町三丁目周
辺

敷地面積の最低限度
115㎡、3,000㎡
（地区計画）

向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画

【 予定】

種別No. 区域 内容 名称

－ - 該当なし － －
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【 調査・ 検討】

種別No. 区域 内容 名称

防火 A
全域（低層住居専用地域か
つ建蔽率40％）

準防火地域 －

最低
敷地

10 全域（低層住居専用地域）
敷地面積の最低限度
（用途地域）

最低敷地

11
（仮称）ひばりが丘北四丁
目周辺地区

敷地面積の最低限度
（地区計画）

最低敷地
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資料１ 東京都の防災都市づく り計画の経緯

資
-
1

資
料

１
東

京
都

の
防

災
都

市
づ

く
り

計
画

の
経

緯

H23耐震化
推進条例

H7耐震改修
促進法

H27東京都国土
強靭化地域計画

H25地域危険度
調査(全域、 7次)

H18耐震改修
促進法の改正

H23東京都耐震改修
促進計画（ 改定）

H18東京都耐震
改修促進計画

H20防災街区
整備方針
（ 変更）

H27東京都耐震改修
促進計画（ 改定）

H12東京都
震災対策条例

R2 防災都市づく り
推進計画(改定)

S50地域危険度
調査(区部)

S59地域危険度
調査(区部、 2次)

H24 木密地域不燃化
10年プロジェクト

実施方針

H16防災街
区整備方針

H25国土強靭化
基本法

H10～12
防災再開発
促進地区
の指定

H24地震被害
の想定(全域)

H25東京都震災
対策事業計画

H25避難場所の
指定(7回見直し)

H9地震被害
の想定(全域)

H15防災都市
づく り推進協議会

H8都市防災構造
化対策事業計画

S56都市防災施設
基本計画

S39東京都
防災会議地震部会

S53地震被害
の想定(区部)

S46東京都
震災予防条例

注： S は昭和、 H は平成、 R は令和を示しています。 法律、 条例については、 制定又は改正年、 計画等については策定又は改定年度を示しています。

S37東京都
防災会議

S38 東京都地域
防災計画

東京都震災予防計画
(S48～52年度)

S51～53
都市防災
施設計画

調査S52広域的都市施設の防
災機能に関する調査

昭和51年度地区防災基
地の整備に関する調査

(国土庁の委託)
S54マイタウン

構想懇談会

S36災害対策基本法

S47震災
対策本部

S47避難場所の
指定

S43広域避難地の
指定

S54避難場所の
指定(1回見直し)

H9避難場所の
指定(4回見直し)

H4避難場所の
指定(3回見直し)

S60避難場所の
指定(2回見直し)

H19避難場所の
指定(6回見直し)

H14避難場所の
指定(5回見直し)

S57建設省所管
に係る防災対策
緊急事業計画

S55マイタウン
東京構想(答申)

H5地域危険度
調査(全域、 4次)

H14地域危険度
調査(全域、 5次)

H19地域危険度
調査(全域、 6次)

H24 東京都地域防災
計画・ 震災編（ 修正）

H8 東京都地域

防災計画

(修正)

S60地震被害
の想定(多摩)

H3地震被害
の想定(全域)

H18地震被害
の想定(全域)

H15密集法
の改正

H19密集法
の改正

H26防災街区
整備方針
（ 変更）

H7, 8防災都市
づく り推進計画

H15防災都市づく
り推進計画(改定)

H21防災都市づく り
推進計画(改定)

H19東京都震災
対策事業計画

H13東京都震災
対策事業計画

H8東京都震災
予防計画(6次)

H7震災対策
推進本部

H19 東京都地域防
災計画・ 震災編

H26 東京都地域防災
計画・ 震災編（ 修正）

H30避難場所の
指定(8回見直し)

H27防災都市づく り
推進計画(改定) H26東京防災

プラン

H30東京ｾー ﾌｼﾃｨ
東京防災プラン

H29地域危険度
調査(全域、 8次)

R1東京都地域防災
計画・ 震災編（ 修正）

R1東京都耐震改修
促進計画(一部改定)

R2東京都耐震改修
促進計画（ 改定）

H9密集法

H7防災都市づく り・
木造住宅密集地域
整備促進協議会

R2 不燃化特区制度

特定整備路線

5年間取組延長
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資料２ 不燃化特区制度・ 特定整備路線の取組

都では、 東日本大震災の発生を踏まえ、 木造住宅密集地域の改善を一段と加速させるた

め、「 木密地域不燃化10年プロジェクト 」 を 2012（ 平成24） 年に立ち上げ、 特に甚大な

被害が想定される整備地域を対象に、 特別な支援により不燃化を推進する不燃化特区制度

の活用と、 延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路である特定整備路線の整備を一体的

に進めてきました。 10年間の重点的・ 集中的な取組として実施してきた、 不燃化特区制度

の活用や特定整備路線の整備については、 取組を５ 年間延長し、 引き続き、 整備地域の防

災性の向上を強力に進めていきます。

（1） 目標

○ 不燃化特区

⇒ 2025（ 令和７） 年度までに全ての重点整備地域の不燃領域率70％を目指しつつ、

各重点整備地域の不燃領域率を 2016（ 平成28） 年度に比べ10ポイント 以上向上

○ 特定整備路線

⇒ 2025（ 令和７） 年度までに特定整備路線を全線整備

（2） 取組の方向

1） 区と連携した市街地の不燃化の促進

不燃化のための特別の支援を行う制度（ 不燃化推進特定整備地区（ 不燃化特区））

を再構築し、 引き続き、 区と連携して不燃化を推進します。

建替えによる不燃化が進まない街区の改善に向け、無接道敷地を含むエリアでは、

防災生活道路の整備に併せた連鎖的な移転や敷地整序、 新たな道路整備などを行

いながら無接道敷地の解消を図ります。

2） 延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備

防災上、 効果の高い主要な都市計画道路の整備を推進するため、 特定整備路線と

して定めた、 都施行の都市計画道路の整備を加速します。

整備にあたっては、 引き続き、 民間事業者のノウハウを活用した相談窓口の設置

や関係機関との連携による移転先の確保など、 関係権利者の生活再建をきめ細や

かに支援することで、 丁寧な対応をしながら用地取得を進めるとともに、 用地が

確保できた箇所から順次工事を実施し、 整備を推進します。

‐図資 1 不燃化特区及び特定整備路線の整備イメージ

特定整備路線不燃化特区
都市計画道路の

早期整備
沿道建物の

不燃化・耐震化

強制力のある事業
による共同化等

不燃化建替え、
生活道路・公園等の整備
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（3） 不燃化特区の指定

都は、 区から提出された不燃化特区の整備プログラムが以下の「 不燃化特区の整備

プログラム認定要件」 を満たし、 かつ、 調査の結果、 適正なものと認められるとき

は、 整備プログラムの認定を行います。 また、 認定を行った場合には、 整備プログラ

ムに定める区域を不燃化特区として指定することができます。

■ 不燃化特区の整備プログラム認定要件

① 次に定める要件を備えた区域が設定されていること。

(ア)整備地域内であること。なお、申請区域には延焼遮断帯となる特定整備路線の沿道

区域等不燃化特区の指定上不可欠と認められる合理的な区域を含むことができる。

(イ)申請区域が原則として整備地域の一の町丁目を含む区域であること。

(ウ)申請区域全体で東京都建築安全条例（ 昭和25 年東京都条例第89 号） 第7条の3

に規定する新たな防火規制又はそれと同等以上の規制が導入済みであること又は

導入に向けた手続が行われること。

(エ)地域危険度4 以上又は不燃領域率がおおむね60％未満の区域を目安とすること。

ただし、 令和2 年度以前に指定された不燃化特区については、 不燃領域率が70％

未満の区域を目安とする。

② 従来の取組よりも踏み込んだ取組が定められていること。

③ 不燃化特区内における特に改善の必要性のある地区や先駆的な取組を行う地区が定め

られていること。

④ コア事業が下記に定める要件を満たし、不燃領域率の向上及び周辺地域への波及効果が

期待できると認められること。

⑤ 申請区域内の不燃領域率の達成目標として、防災都市づく り推進計画に基づき 、2025

（ 令和７ ） 年度までに70%以上を目指しつつ、 2016（ 平成28） 年度に比べて 10 ポイ

ント 以上向上させる取組が定められていること。

（ コア事業の要件）

① 原則として、 区が主体となって施行する都市計画事業又は土地収用法第 3 条に規定す

る事業で、不燃領域率の向上に寄与する事業または、区による積極的な戸別訪問、除却

勧告制度の創設その他の事業を組み合わせたものであること。

② 地域の不燃化を連鎖させる契機となる事業であること。

③ コア事業を計画的に進めるための仕組みや体制が採られていること。

④ 令和2 年度以前に指定された不燃化特区については、 原則としてこれまでにコア事業

として位置付けられていなかった新たな取組が定められていること。 ただし、 これま

で不燃領域率向上に大きく 寄与した取組が定められている場合は、 この限りではな

い。
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資料３ 防災生活道路網計画について

【 防災生活道路とは】

延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び

避難を可能とする防災上重要な道路

【 防災生活道路網計画の目的】

防災生活道路に関する計画を策定し、 推進計画に位置付けることにより、 道路を計画

的・ 重点的に拡幅整備するとともに、 道路整備と一体となって沿道の不燃化建替え等を

促進することを目的とする。

(１ )幅員6ｍ以上の防災生活道路

主に消火・ 救援車両の通行、円滑な消火・ 救援活動を考慮（ おおむね250ｍ間隔(※ 参考）)

(２ )幅員4ｍ以上6ｍ未満の防災生活道路

主に円滑な避難を考慮（ おおむね120ｍ間隔）

【 防災生活道路網計画のイメージ（ 100haの防災生活圏）】

【 防災生活道路の整備例】

※（ 参考）
消防水利の基準（ 昭和39年12月10日消防庁告示第７号） 第４条及び『 逐条問答 消防力の整備

指針・ 消防水利の基準』（ 消防力の整備指針研究会編、 平成18年１月） によると、 消防ポンプ自動車
で長時間にわたり無理のない放水を継続でき、 かつ、 ホースを延長する時間において妥当な限度は
ホース延長本数10本（ 約200ｍ） 以内であり、 道路に沿ってホース延長を行う場合のホースの屈曲を
考慮すると、 直線距離としては約140ｍとなる。

半径140ｍの円でカバーできる面積とほぼ等しい正方形の一辺が約250ｍとなる。

(凡例)

【 防災生活道路】

延焼遮断帯

幅員４ｍ以上～６ｍ未満（ 未整備）

幅員４ｍ以上～６ｍ未満（ 整備済み）

幅員６ｍ以上（ 整備済み）

幅員６ｍ以上（ 未整備）

120ｍ

250ｍ

１ km

整備前

2m
6m

整備後
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資料４ 不燃領域率について

本計画では、 市街地の延焼性状を評価する一つの指標として、 不燃領域率を用いていま

す。 不燃領域率の算定方法は、 建設省（ 現国土交通省） 総合技術開発プロジェクト 都市防

火対策手法を基に、 小規模空地や準耐火建築物に対する東京都としての検討結果を加味し

ています。

不燃領域率 ＝ 空地率 ＋（ １ －空地率／100） × 不燃化率（ ％）

空 地 率：｛（ S＋R） ／T｝ ×100（ ％）

S： 短辺又は直径 10ｍ以上で、 かつ、 面積が 100 ㎡以上の水面、 鉄道敷、 公園、

運動場、 学校、 一団地の施設などの面積

R： 幅員６ｍ以上の道路面積 T： 対象市街地面積

不燃化率：（ B／A） ×100（ ％）

B： 耐火建築物等建築面積＋準耐火建築物等建築面積×0. 8

A： 全建築物建築面積

耐火建築物等： 建築基準法第53条第３項第１ 号イに規定する耐火建築物等をいう

準耐火建築物等： 建築基準法第53条第３項第１ 号ロに規定する準耐火建築物等をいう

不燃領域率は、 空地率と不燃化率との二つの指標によって構成されます。 一定以上の広

さの空地と道路とが多く 、 耐火建築物等や準耐火建築物等の燃えにく い建築物の割合が増

すと、 市街地が延焼しにく く なるということを示しています。 不燃領域率と市街地の延焼

性状との関係は以下のとおりです。

不燃領域率が30％程度の市街地では、 延焼による焼失率は80％を超えています。 一方、

不燃領域率が40％以上の水準に達すると、 市街地の焼失率は急激に低下し、 20～25％程度に

とどまるようになります。 不燃領域率が40％以上の水準に達すると、 市街地の延焼が緩やか

なものとなり、 市街地大火への拡大抑制、 避難時間の確保及び消火活動などの有効な展開が

図られ、 災害時の基礎的安全性が確保されると考えられます。

また、 不燃領域率が60％以上に達すると、 延焼による焼失率は0％に近づき、 延焼が抑制

されると考えられ、 70％を超えると延焼による焼失率はほぼゼロとなります。

棟数1万棟の場合

（ 100棟×100棟）

阪神・ 淡路大震災の例

（ ρ=0. 00042）

地盤の最も悪い場合

（ ρ=0. 00247）

地盤の

最も良い場合

（ ρ=0. 00027）

不燃領域率（ ％）

焼

失

率

（ ％

図は、 原出典（ 建設省総合技術開発プ

ロジェクト 報告書 昭和58年） の図に

阪神・ 淡路大震災の例を参考として加え

たものです。

図の２本の実曲線は関東大震災規模の

地震想定で４種類の地盤条件による想定

出火率ρのうち、 地盤条件の最も良い場

合と悪い場合の出火率を用いたシミ ュレ

ーショ ン結果です。

出典： 木造住宅密集地域整備プログラム

（ 平成９年 東京都）
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資料５ 木造住宅密集地域の抽出方法について

本計画では、 震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域とし

て、 木造住宅密集地域を抽出しています。

前回計画（ 平成28年3月改定） から見直しを行い、 以下の各指標のいずれにも該当す

る地域（ 町丁目） を木造住宅密集地域として抽出しています。

（1） 老朽木造建築物棟数率（ 資料： 固定資産課税台帳 平成27年）

老朽木造建築物棟数率は、 新耐震基準1導入以前となる昭和55年以前に建築された木造

建物棟数を全建物棟数で除して算出しています。 老朽木造建築物棟数率30％以上の地域

は、 新耐震基準導入以前に建築された木造建物が多く 、 建替え時期を迎えており、 安全性

の高い建物への建替えが必要となっています。

（2） 住宅戸数密度（ 資料： 国勢調査 平成27年）

住宅戸数密度は、 世帯密度が55世帯／ha 以上である地域を抽出しています。

しかし、 世帯密度が55世帯／ha 以上でありながら、 高層の集合住宅が世帯数を押し上

げていることで、 建物棟数密度（ 棟／ha） が極端に低い場合を考慮し、 今回の計画から 3

階以上の共同住宅を除く 住宅戸数密度が45世帯/ha 以上という指標を追加しました。

（3） 補正不燃領域率（ 資料： 土地利用現況調査 平成28・ 29年）

補正不燃領域率は、 市街地における建物同士の隣棟間隔を考慮し、 不燃領域率を補正し

た指標であり、 60％を上回ると延焼による市街地の焼失率は0％に近づき、 70％を超える

と延焼による焼失率はほぼゼロとなります。

補正不燃領域率は、 次の式によって求められます。

補正不燃領域率の導入により、 建物同士の隣棟間隔が広く 、 ゆとりのある市街地の安全

性をより正確に評価することが可能となります。

1 新耐震基準：現行の耐震基準（新耐震基準）は昭和 56 年６月１日に導入された。この新耐震基準は、建築基準

法の最低限遵守すべき基準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中規模の地震（震度５強程度）

に対しては構造体の無被害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大地震（震度６強程度）に対しては人命に危

害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としている。

・ 老朽木造建築物棟数率 30％以上

・ 住宅戸数密度 55世帯／ha以上 ・ 補正不燃領域率 60％未満

・ 住宅戸数密度(3階以上共同住宅を除く ) 45世帯/ha以上

老朽木造建築物棟数率： 昭和55年以前の木造建築物棟数／全建築物棟数

補正不燃領域率［ ％］ ＝ 不燃領域率 ＋ 市街地密度による補正値
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可燃建物換算棟数密度から求められる市街地密度による補正値は、 ‐表資 1 のとおりで

す。

補正不燃領域率の考え方

密度の高い市街地（ Ａ） 密度の低い市街地（ Ｂ）

下図の市街地（ Ａ） と市街地（ Ｂ） とは同じ不燃領域率の値を示しますが、 建物同士

の隣棟間隔が広い市街地（ Ｂ） は、 密集している市街地（ Ａ） に比べ延焼の危険性が低

く なると考えられます。 このような市街地密度による延焼の危険性の差を補正するた

め、 可燃建物換算棟数密度による補正値を求め、 不燃領域率に加算をします。

可燃建物換算棟数密度とは、 全ての建物の建築面積を可燃建物の建築面積に換算し、

公園等の空地を除く 地区内に、 可燃建物が何棟分存在するかを表すものです。

可燃建物換算棟数密度は、 次の式によって求められます。

可燃建物換算棟数密度＝
全建物建築面積／可燃建物平均建築面積

（ 地区面積−空地面積）

可燃建物平均建築面積＝可燃建物建築面積/可燃建物棟数

可燃建物建築面積＝防火・ 木造建築物建築面積＋準耐火建築物等建築面積×0. 2

可燃建物棟数＝防火・ 木造建築物棟数＋準耐火建築物等棟数×0. 2
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‐表資 1 市街地密度による補正値（ 対応表）

補正値（％）

可燃建物換

算棟数密度

（棟数/ha）

補正値（％）

可燃建物換

算棟数密度

（棟数/ha）

補正値（％）

可燃建物換

算棟数密度

（棟数/ha）

－34. 0 1, 170. 0 －4. 0 87. 3 26. 0 38. 3

－33. 0 917. 0 －3. 0 84. 1 27. 0 37. 5

－32. 0 747. 0 －2. 0 81. 1 28. 0 36. 8

－31. 0 625. 0 －1. 0 78. 3 29. 0 36. 0

－30. 0 534. 0 0. 0 75. 6 30. 0 35. 3

－29. 0 464. 0 1. 0 73. 1 31. 0 34. 7

－28. 0 409. 0 2. 0 70. 7 32. 0 34. 0

－27. 0 364. 0 3. 0 68. 5 33. 0 33. 4

－26. 0 327. 0 4. 0 66. 4 34. 0 32. 8

－25. 0 296. 5 5. 0 64. 4 35. 0 32. 2

－24. 0 270. 4 6. 0 62. 5 36. 0 31. 6

－23. 0 248. 0 7. 0 60. 7 37. 0 31. 1

－22. 0 228. 7 8. 0 59. 0 38. 0 30. 5

－21. 0 212. 0 9. 0 57. 3 39. 0 30. 0

－20. 0 197. 3 10. 0 55. 8 40. 0 29. 5

－19. 0 184. 2 11. 0 54. 3 41. 0 29. 0

－18. 0 172. 6 12. 0 52. 9 42. 0 28. 5

－17. 0 162. 2 13. 0 51. 5 43. 0 28. 1

－16. 0 152. 9 14. 0 50. 2 44. 0 27. 6

－15. 0 144. 5 15. 0 49. 0 45. 0 27. 2

－14. 0 136. 8 16. 0 47. 8 46. 0 26. 8

－13. 0 129. 8 17. 0 46. 7 47. 0 26. 3

－12. 0 123. 5 18. 0 45. 6 48. 0 25. 9

－11. 0 117. 6 19. 0 44. 5 49. 0 25. 5

－10. 0 112. 3 20. 0 43. 5 50. 0 25. 2

－9. 0 107. 3 21. 0 42. 6 51. 0 24. 8

－8. 0 102. 7 22. 0 41. 6 52. 0 24. 4

－7. 0 98. 5 23. 0 40. 8 53. 0 24. 1

－6. 0 94. 5 24. 0 39. 9 54. 0 23. 7

－5. 0 90. 8 25. 0 39. 1 55. 0 23. 4
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資料６ 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図るべき地域の抽出方法について

本計画では、 多摩地域や区部西部を中心とした、 農地を有し、 将来、 無秩序に宅地化さ

れた場合に防災性が低下するおそれのある地域を、 農地を有し、 防災性の維持・ 向上を図

るべき地域として、 以下の各指標のいずれにも該当する地域（ 町丁目） として抽出してい

ます。

・ 補正不燃領域率＜60％ （ 令和7年推計値）

≧・ 住宅戸数密度 55世帯/ha （ 令和7年推計値）

・ 住宅戸数密度（ 3 ≧階以上共同住宅を除く ） 45世帯/ha （ 令和7年推計値）

≧・ 農地率 2％

（1） 補正不燃領域率（ 令和7年推計値）

（ 資料： 土地利用現況調査 平成18・ 19・ 28・ 29年、木造住宅密集地域整備事業等の実績）

上記資料を用いて、 令和７ 年時点の補正不燃領域率を推計します。

補正不燃領域率は、 市街地における建物同士の隣棟間隔を考慮し、 不燃領域率を補正し

た指標です。 不燃領域率60％を上回ると延焼による市街地の焼失率は0％に近づき、 延焼

が抑制されると考えられ、 70％を超えると延焼による焼失率はほぼゼロとなります。

（2） 住宅戸数密度（ 令和7年推計値）

（ 資料： 国勢調査 平成22・ 27年、土地利用現況調査 平成18・ 19・ 28・ 29年）

上記資料を用いて、 令和７ 年時点の住宅戸数密度を推計します。

閾値は、 木造住宅密集地域に準じて、 55世帯/haとしています。

（3） 住宅戸数密度（ 3階以上共同住宅を除く ）（ 令和7年推計値）

（ 資料： 国勢調査 平成22・ 27年、土地利用現況調査 平成18・ 19・ 28・ 29年）

上記資料を用いて、 令和7年時点の住宅戸数密度を推計します。

閾値は、 木造住宅密集地域に準じて、 45世帯/haとしています。

（4） 農地率（ 資料： 土地利用現況調査 平成28・ 29年）

対象町丁目における農用地の割合から、 防災の機能を持った貴重な緑の空間を有する

町丁目を抽出します。
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資料７ 木造住宅密集地域整備事業等の実施状況

各区では、 老朽化した木造住宅が密集し、 かつ、 公共施設等の整備が不十分な地域にお

いて、 老朽建築物の除却・ 建替えを促進するとともに、 生活道路や公園などを整備し、 防

災性の向上と居住環境の整備を総合的に行うため、 木造住宅密集地域整備事業等の事業に

取り組んでいます。

また、 各事業地区では、 国の住宅市街地総合整備事業（ 密集住宅市街地整備型） を導入

しています。

木造住宅密集地域整備事業等の実施状況は、 ‐表資 2及び ‐図資 2のとおりです。

‐表資 2 木造住宅密集地域整備事業等の実施状況

事業主体 地区名 面積（ha） 実施状況

新宿区 西新宿 39 H. 17. 3完了

新宿区 北新宿*1 69 H. 20. 3完了

新宿区 大久保・ 百人町 46. 5 H. 16. 3完了

新宿区 赤城周辺 17 H. 16. 3完了

新宿区 上落合 47 H. 20. 3完了

新宿区 若葉・ 須賀町 15. 6 事業中

文京区 大塚五・ 六丁目 25. 5 H. 18. 3完了

文京区 千駄木・ 向丘 91 H. 20. 3完了

台東区 根岸三・ 四・ 五丁目 24. 8 H. 29. 3完了

台東区 谷中二・ 三・ 五丁目 28. 7 事業中

墨田区 京島 25. 5 事業中

墨田区 北部中央 184. 5 事業中

墨田区 鐘ヶ淵周辺 80. 6 事業中

江東区 北砂三・ 四・ 五丁目 48. 6 事業中

品川区 戸越一・ 二丁目 23 H. 18. 3完了

品川区 荏原北 77 H. 17. 3完了

品川区 旗の台・ 中延 19. 3 事業中

品川区 二葉三・ 四丁目、 西大井六丁目 34. 2 事業中

品川区 東中延一・ 二丁目、 中延二・ 三丁目 29. 4 事業中

品川区 豊町四・ 五・ 六丁目 29. 4 事業中

西品川二・ 三丁目 27. 7 事業中

目黒区 上目黒・ 祐天寺 40. 6 H. 19. 3完了

目黒区 駒場 23 H. 18. 3完了

目黒区 五本木 14. 4 H. 17. 3完了

目黒区 目黒本町・ 原町 61 事業中

大田区 西蒲田・ 蒲田 84 H. 17. 3完了

大田区 大森・ 北糀谷 200. 6 H. 20. 3完了

大田区 蒲田二・ 三丁目 26. 3 H21. 3完了

大田区 矢口・ 下丸子 103. 7 H. 18. 3完了

大田区 羽田 50. 4 事業中
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事業主体 地区名 面積（ha） 実施状況

世田谷区 北沢三・ 四丁目 33. 6 事業中

世田谷区 太子堂・ 三宿 80. 7 事業中

世田谷区 世田谷・ 若林 47. 7 事業中

世田谷区 区役所北部 70. 9 事業中

世田谷区 上馬・ 野沢*2 39. 2 事業中

世田谷区 北沢五丁目・ 大原一丁目 44. 4 事業中

世田谷区 太子堂四丁目 14. 8 事業中

世田谷区 玉川三丁目*2 8. 3 事業中

世田谷区 豪徳寺駅周辺 29. 6 事業中

世田谷区 祖師ヶ谷大蔵駅周辺*2 28. 3 事業中

世田谷区 千歳船橋駅周辺*2 14. 4 事業中

世田谷区 大蔵*2 21. 2 事業中

下高井戸駅周辺*2 42. 7 事業中

明大前駅周辺*2 70. 2 事業中

渋谷区 本町 99. 2 事業中

中野区 南台四丁目 18. 8 H. 24. 3完了

中野区 平和の森公園周辺 51. 4 事業中

中野区 南台一・ 二丁目 25. 8 事業中

中野区 弥生町三丁目周辺 21. 3 事業中

大和町 68. 5 事業中

杉並区 気象研究所跡地周辺 18 H. 12. 3完了

杉並区 蚕糸試験場跡地周辺 26. 1 H. 12. 3完了

杉並区 天沼三丁目 26. 4 H. 22. 3完了

杉並区 阿佐谷南・ 高円寺南 93. 5 事業中

豊島区 染井霊園周辺 53. 1 H. 21. 3完了

豊島区 南長崎二・ 三丁目 25. 3 H. 18. 3完了

豊島区 東池袋四・ 五丁目 19. 2 事業中

豊島区 上池袋 67. 1 事業中

豊島区 池袋本町 63. 6 事業中

雑司が谷・ 南池袋 38. 2 事業中

長崎 68. 0 事業中

補助81線沿道*2 39. 7 事業中

北区 上十条三・ 四丁目 20. 8 H. 26. 3完了

北区 西ケ原 30 事業中

北区 十条駅東 51. 7 事業中

北区 志茂 99. 4 事業中

北区 十条駅西 26. 8 事業中

北区 十条北 30. 3 事業中

荒川区 南千住一・ 荒川一丁目 15. 1 H21. 3完了

荒川区 荒川二・ 四・ 七丁目 48. 5 事業中

荒川区 町屋・ 尾久 242. 6 事業中
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事業主体 地区名 面積（ha） 実施状況

板橋区 上板橋駅南口 20. 3 H. 22. 3完了

板橋区 前野町 53. 5 H. 18. 3完了

板橋区 仲宿 60 H. 23. 3完了

板橋区 若木*2 18. 1 H. 27. 3完了

板橋区 大谷口 76. 9 事業中

板橋区 西台一丁目北周辺 32 H. 23. 3完了

練馬区 練馬 20 H. 18. 3完了

練馬区 江古田北部 46. 4 R. 1. 3完了

練馬区 北町 31. 1 R. 2. 3完了

練馬区 貫井・ 富士見台*2 92. 3 事業中

足立区 関原一丁目 12. 91 H. 26. 3完了

足立区 足立一・ 二・ 三・ 四丁目 67. 2 R. 1. 3完了

足立区 西新井駅西口周辺 51. 4 事業中

千住西 60. 8 事業中

足立区 千住仲町 15. 7 事業中

葛飾区 東四つ木 40 事業中

葛飾区 四つ木一・ 二丁目 25. 7 事業中

葛飾区 東立石四丁目 19. 5 事業中

葛飾区 堀切二丁目及び四丁目周辺 68. 5 事業中

江戸川区 一之江駅付近 5. 86 H. 20. 3完了

江戸川区 一之江駅西部*2 16. 8 H. 18. 3完了

江戸川区 南小岩七・ 八丁目 40 事業中

江戸川区 松島三丁目 25. 6 事業中

江戸川区 下鎌田東*2 24. 6 H. 30. 3完了

江戸川区 一之江四丁目南*2 6. 1 事業中

江戸川区 春江町三丁目南*2 6. 4 H. 31. 3完了

江戸川区 江戸川一丁目*2 34. 7 R3. 3完了

江戸川区 一之江三丁目南*2 6. 8 H29. 3完了

江戸川区 中葛西八丁目*2 16. 6 事業中

江戸川区 二之江西*2 51. 3 事業中

平井二丁目付近 28. 6 事業中

南小岩南部・ 東松本付近 87. 8 事業中

上一色・ 本一色・ 興宮町*2 105. 1 事業中

日野市 日野本町四丁目駅周辺*2 7. 28 H. 24. 3完了

羽村市 羽村駅西口*2 42. 4 事業中

東京都 六町四丁目付近*1*2 69 R. 1. 3完了

東京都 花畑北部*1*2 54. 4 H. 26. 3完了

東京都 篠崎駅東部*1*2 19. 3 H. 27. 3完了

東京都 瑞江駅西部*1*2 30. 4 H. 29. 3完了

東京都 田端二丁目付近*1*2 7. 5 H. 27. 3完了

*1： 区画整理事業（ 東京都施行） と共同施行

*2： 住宅市街地総合整備事業（ 密集住宅市街地整備型）、 密集市街地総合防災事業のみ実施
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図 ‐資 2 木造住宅密集地域整備事業等の実施地区
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資料８ 防災街区整備地区計画の策定地区

防災街区整備地区計画は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく 地区

計画制度です。

地区の防災機能の確保の観点から主要な道路等の公共施設を地区防災施設として位置付け、 これ

に沿って建築物の耐火構造化を促進すること等によって、 道路と建築物が一体となって延焼防止機

能や避難機能を確保することを目的としています。

防災街区整備地区計画の策定地区は、 ‐表資 3及び ‐図資 3のとおりです。

‐表資 3 防災街区整備地区計画策定地区一覧

区名 番号 地区名
区域面積

（ ha）
区名 番号 地区名

区域面積

（ ha）

大田区
① 大森中・ 糀谷・ 蒲田地区 197.0

足立区

⑪ 千住仲町地区 15.7

② 羽田地区 73.8 ⑫ 関原一丁目地区 13.6

品川区 ③ 小山台一丁目地区 10.9 ⑬ 西新井駅西口周辺地区 51.9

世田谷区

④ 若林三・ 四丁目地区 22.1 ⑭ 足立一・ 二・ 三・ 四丁目地区 62.7

⑤ 世田谷区役所周辺地区 52.3 ⑮ 千住西地区 60.8

⑥ 北沢五丁目・ 大原一丁目地区 44.4

葛飾区

⑯ 東立石四丁目地区 21.7

渋谷区 ⑦ 本町二・ 四・ 五・ 六丁目地区 58.1 ⑰ 四ツ木駅周辺地区 68.2

中野区 ⑧ 南台一・ 二丁目地区 25.8 ⑱ 堀切二丁目周辺及び四丁目地区 68.5

北区
⑨ 上十条三・ 四丁目地区 19.6 江戸川区 ⑲ 松島三丁目地区 25.6

⑩ 志茂地区 116.0 合計 1,008.7

‐図資 3 防災街区整備地区計画策定地区



資-15

資
料

【 防災街区整備地区計画と地区防災施設等】

【 防災街区整備地区計画に定める主な事項】

特定地区防災施設と一体とな

って特定防災機能を確保する

地区整備計画

特定防災機能の確保に関係せず、

日常的な利便性や生活環境の向上に

寄与する道路・ 公園等

特定防災機能の確保に当たり、
建築物等と一体となる必要はない
道路・ 公園等

特定建築物地区整備計画の区域と

一体となって特定防災機能を確保

する道路・ 公園等

火事又は地震が発生した場合において

延焼防止上及び避難上確保されるべき機能
特定防災機能

都市計画道路

防災街区整備地区計画の区域

間口率の設定
高さの最低限度

◆ 延焼遮断帯の形成

地区施設

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画

特
定
地
区
防
災
施
設地区防災施設

特定地区防災施設

壁面位置制限

◆ 避難空間の確保

◆ 緊急車両の通行

敷地の面積の最低限度

◆ 木密地域の未然防止

構造制限（ 耐火・ 準耐火）

◆ 市街地の不燃化

地区施設（ 公園）

◆ 一時避難場所 ◆ 延焼防止機能
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資料９ 用語の説明

〔 あ行〕

新たな防火規制

東京都建築安全条例第７ 条の３ の規定に基づ

く 防火規制。 建築物の不燃化を促進し木造住宅

密集地域の再生産を防止するために災害時の危

険性の高い地域等について指定し、 建築物の耐

火性能を強化する規制。原則として、指定された

地域の全ての建築物は準耐火建築物等又は耐火

建築物等とし、 延べ面積が 500 ㎡を超えるもの

は耐火建築物等としなければならない。 この規

制により、更新時において、木造住宅等は少なく

とも準耐火建築物等への建替えが誘導される。

一般緊急輸送道路

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化を推進する条例第2 条第1 号に基づく 緊急輸

送道路のうち特定緊急輸送道路以外のもの

延焼遮断帯

地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能

を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及

びこれらと近接する耐火建築物等により構成さ

れる帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活

動時の輸送ネット ワークなどの機能も担う。

沿道一体整備事業（ 一体開発誘発型街路事業）

骨格となる都市計画道路の整備を行い、 これ

に併せて、都と区が連携して、民間活力を誘導し

つつ地域住民の意向を反映した沿道でのまちづ

く りを同時に進め、 沿道の効率的な土地利用を

促進する手法。 特に木造住宅密集地域において

は、 道路整備と連携した建物の共同化などによ

る沿道の不燃化により、 延焼遮断帯の形成を図

る。

沿道地区計画

沿道整備道路に接続する土地の区域で、 道路

交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合

理的な土地利用の促進を図ることを目的とし、

開口率や高さの最低限度、防音上、遮音上の構造

制限などを定める地区計画

〔 か行〕

街区再編まちづく り制度

密集市街地などまちづく りの様々 な課題を抱

える地域において、 地域の実情に即した規制緩

和を行うことにより、 共同建替え等のまちづく

りを段階的に進め、 魅力ある街並みの実現を図

る都独自の制度

街路事業

都市部における交通渋滞の解消やアクセスの

向上、防災性の向上などを図るため、都市計画決

定された道路を整備する事業

協調建替え

隣接する複数の敷地で、 建築物は個々 に建築

するが、その際に壁面、高さや通路の位置、外壁

の色・ 形状等のデザインを統一したり、敷地利用

を一体化して相互に利用できる空間を造ったり

する建替え

緊急輸送道路

東京都地域防災計画に定める、 高速自動車国

道、 一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道

路並びにこれらの道路と知事が指定する拠点

（ 指定拠点）とを連絡し、又は指定拠点を相互に

連絡する道路

〔 さ行〕

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づ

き登録を受けた住宅で、バリアフリー構造等を有

し、生活相談サービス、安否確認サービス、都の

独自基準である緊急時対応サービス等が提供さ

れる住宅

再開発等促進区を定める地区計画
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工場跡地や農地などの低・ 未利用地において、

道路や公園などの都市基盤と建築物の一体的な

整備により、大規模な土地利用の転換を図り、土

地の有効利用、老朽化した住宅団地の建替えなど

の開発誘導を目的とし、土地利用に関する基本方

針、主要な公共施設、地区整備計画を定める地区

計画

市街地再開発事業

都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づ

き、 細分化された土地を統合し、 建築物と公共

施設とを一体的に整備することにより、 木造住

宅密集地域や住宅、 店舗及び工場等が混在して

環境の悪化した市街地における土地の合理的か

つ健全な高度利用と都市機能の更新を図ること

を目的とする事業

敷地整序型土地区画整理事業

地権者が主体となった個人又は組合施行等に

よる敷地レベルの小規模な土地区画整理事業。

一定の基盤整備がなされている既成市街地内の

地域で、空地・ 駐車場等の小規模かつ不整形な低

未利用地が散在し、 早急に土地の有効利用を図

ることが必要な地区において、 相互に入り込ん

だ少数の敷地を対象として、 整序を図る。

従来の土地区画整理事業の技術基準の弾力化

を図り、 換地による交換分合を通じた敷地の集

約化を主眼としている。

敷地面積の最低限度

敷地の細分化による狭小な宅地の増加を防止

することで現在の居住水準を維持し、 ゆとりあ

る良質な市街地の保全・ 形成を図るため、新たに

土地を分割して建築物を建てる場合に最低限必

要とされる敷地の面積。 都市計画法に規定する

用途地域又は地区計画において定められる。

事前復興

復興時の課題解決に要する負担軽減や復興ま

ちづく りに関する合意形成の円滑化を図ること。

具体的には、 復興計画の検討に必要な条件整理

や復興の将来像・ 目標像の検討、訓練の実施によ

る復興業務を迅速に進められる人材育成や体制

づく り等の取組が挙げられる。

住宅市街地総合整備事業

既成市街地において、快適な居住環境の創出、

都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集

市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図

るため、 住宅や公共施設の整備等を総合的に行

う事業。

拠点開発型（ 拠点的な住宅開発を中心とした

整備に関連して行われる。）や密集住宅市街地整

備型（ 密集住宅市街地整備に関連して行われる。）

などがある。

住宅セーフティ ネット

民間の空き家・ 空き室を活用して、住宅確保要

配慮者（ 高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得

者、被災者など）の入居を拒まない賃貸住宅の供

給を促進することを目的とした制度

住宅地区改良事業

不良住宅が密集して、 保安、 衛生などに関し

危険、 有害な状況にある地区で国土交通大臣が

指定した改良地区について、 区市町村又は都道

府県が不良住宅の除却、 跡地の整備、 改良住宅

等の建設を行う事業

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、 次のイ又はロの

いずれかに該当し、 外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に建築基準法施行令で定める構造

の防火戸その他の防火設備を有するもの

イ 主要構造部（ 壁、柱、床、梁、屋根等） を

準耐火構造としたもの

ロ イの建築物以外で、 イと同等の耐火性能

を有するものとして建築基準法施行令で定

める技術基準に適合するもの

新耐震基準

昭和56年６月１日に導入された耐震基準。 こ

の新耐震基準は、 建築基準法の最低限遵守すべ

き基準として、 建築物の耐用年数中に何度か遭

遇するような中規模の地震（ 震度５強程度） に

対しては構造体を無害にとどめ、 極めてまれに
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遭遇するような大地震（ 震度６強程度） に対し

ては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を

生じないことを目標としている。

生産緑地

生産緑地法（ 昭和49年法律第68号） に基づ

き、 都市農地の計画的な保全を図るため、 市街

化区域内の農地で、 良好な生活環境の確保に効

用があり、 公共施設等の敷地として適している

農地を都市計画に定めたもの。 建築行為等を許

可制により規制する。 市街化区域農地は宅地と

同等の課税がされるのに対し、 生産緑地は軽減

措置が講じられている。

〔 た行〕

耐火建築物

その主要構造部（ 壁、柱、床、梁、屋根等） が

耐火構造又は建築基準法施行令で定める技術的

基準に適合する性能を持つ建築物であり、 外壁

の開口部で延焼のおそれのある部分に建築基準

法施行令(昭和25 年政令第338 号)で定める防火

戸その他の防火設備を有するもの

地域危険度

東京都震災対策条例に基づき、 おおむね５ 年

おきに実施している「 地震に関する地域危険度

測定調査」 において測定し、 公表している指

標。 地震に起因する以下の危険性を町丁目ごと

に測定し、 危険性の度合いを５つのランクに分

けて相対的に評価。

・ 建物倒壊危険度： 地震動に起因する建物倒壊

被害の危険性を測定したもの

・ 火災危険度： 地震時に発生する出火による建

物の延焼被害の危険性を測定したもの

・ 総合危険度： 建物倒壊危険度及び火災危険度

を合わせた危険性を測定したもの

・ 災害時活動困難度を考慮した危険度： 災害時

の避難や消火・ 救助等の活動のしやすさ（ 困

難さ） を考慮した危険性を測定したもの

地域と連携した延焼遮断帯形成事業

「 不燃化10年プロジェクト 」 実施方針に

おける特定整備路線に位置付けられた都市計

画道路のうち、 沿道のまちづく りの気運の高

い区間について、 都市計画手法を活用して道

路整備を行い、 延焼遮断帯の形成を図る事業

地区計画

都市計画法に基づき、 地区レベルの視点か

ら、 道路、 公園等の配置・ 規模や建築物の用

途・ 形態等について地区の特性に応じたきめ細

かな規制を行う制度

地区内残留地区

地区の不燃化が進んでおり、 万が一火災が発

生しても地区内に大規模な延焼火災のおそれが

なく 、 広域的な避難を要しない地区。 37か所、

約111㎢が指定されている（ 2018(平成30年)6月

指定） 。

特定緊急輸送道路

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化を推進する条例第７ 条に基づき、 緊急輸送道

路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要が

ある道路として指定した道路

特定生産緑地

生産緑地の指定告示から 30 年経過する日ま

でに、生産緑地の所有者等の意向を基に、区市町

村が特定生産緑地に指定することで、 買取りの

申出が可能となる期日が 10 年延期されるとと

もに、 生産緑地で適用を受けていた税制優遇等

の措置が継続される。

特定防災街区整備地区

密集市街地における特定防災機能（ 火事又は

地震が発生した場合において、 延焼防止及び避

難上確保されるべき機能）の確保や、土地の合理

的かつ健全な利用を図るために定める都市計画

法に基づく 地域地区の一つ。 特定防災街区整備

地区では、防火上の構造制限、敷地面積の最低限

度、壁面の位置の制限、建築物の間口率の最低限

度及び建築物の高さの最低限度を定めることが

できる。
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都市計画の提案制度

地域住民等のまちづく りの動きを都市計画に

積極的に取り込むことを目的として創設。 一定

の要件を満たす場合には、土地所有者、まちづく

り NPO、まちづく り協議会等は地方公共団体に対

して、 都市計画の提案を行うことができる。

都市防災総合推進事業

防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上

を図るため、 都市の防災構造化や住民の防災に

対する意識向上を推進する事業。

地方公共団体が策定する「 都市防災事業計画」

に基づき、国が年度ごと補助金を一括交付する。

地方公共団体は、自らの裁量により、地区ごとの

配分や事業メニューごとの配分を定めることが

できる。

補助メニューは、 ① 地震等の災害に対する危

険性を総合的に判断する災害危険度判定調査、

② 住民等の主体的なまちづく り活動に対する支

援、③ 地区内の道路・ 公園等の整備、④ 避難地・

避難路等周辺の建築物の不燃化を促進する事業

である。

都市防災不燃化促進事業

避難路の周辺等に不燃空間を形成し、 広域的

な観点から都市の防災上の骨格的ネット ワーク

を形成することにより、 大規模な市街地火災に

よるふく 射熱から避難者の安全を確保するとと

もに、延焼を阻止するために、耐火建築物等の建

築又は建築物の除却を行うものに対し、 当該建

築物の建築、 除却等に要する費用の一部を助成

する事業

土地区画整理事業

土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)に基

づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を

図るために行われる事業。道路、公園など公共施

設用地を生み出すために土地の所有者から土地

の一部を提供してもらい、宅地の形を整えて交付す

る。

〔 は行〕

避難圏域

避難場所ごとに定められた避難対象地域。 町

丁目界や町内会等に配慮して地区の割当がされ

ている。

避難道路

住民を避難場所へ安全に避難させる道路。 東

京都震災対策条例に基づき、知事が指定する。避

難道路は、 避難場所への距離がおおむね 3km以

上となる地域や火災による延焼の危険性が著し

く 高い地域を対象に、 幅員15ｍ以上の道路を中

心として主要な避難経路をあらかじめ指定する。

区部において、14系統、延長54kmが指定されて

いる（ 2018(平成30年)6月指定）。

避難場所

大地震に伴って発生し得る大規模な市街地火

災のふく 射熱に対して安全な面積が確保され、

避難者の安全性を著しく 損なうおそれのある施

設がない、公園、グラウンド、緑地、耐火建築群

で囲まれた空地等で、 住民等が避難できる安全

な場所。区部については、東京都震災対策条例に

基づき知事が指定する。区部において、213か所

（ 地区内残留地区を含む。） が指定されている

（ 2018(平成30年)6月指定）。

多摩地域では、 各市町村が策定する地域防災

計画に従って指定している。

避難有効面積

震災時の市街地火災によるふく 射熱の影響を

考慮し、 避難場所内の避難空間として利用可能

な部分の面積

不燃領域率

市街地の「 燃えにく さ」を表す指標。建築物の

不燃化や道路、 公園などの空地の状況から算出

し、 不燃領域率が70％を超えると市街地の焼失

率はほぼ０となる。

防火地域・ 準防火地域

都市計画法に基づく 地域地区の一種。 主とし

て商業地など、 建築物の密集している市街地に
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おいて、 建築物の構造を制限することによって

不燃化を図り、 市街地における火災の危険を防

除するために指定される。 これらの地域におけ

る建築物に関する制限は、 建築基準法により定

められており、 防火地域や準防火地域において

は、 一定規模以上の建築物は耐火建築物等又は

準耐火建築物等としなければならない。

また、準防火地域内の木造建築物は、延焼防止

のため構造の一部を防火構造としなければなら

ず、 火災発生時における延焼の防止が図られて

いる。

防災街区整備事業

防災性と居住環境の向上を目指し、 権利変換

による土地・ 建物の共同化を基本としつつ、 例

外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟か

つ強力な事業手法を用いながら、 老朽化した建

築物を除却し、 防災性能を備えた建築物及び公

共施設の整備を行う都市計画事業

防災街区整備地区計画

密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律に基づく 地区計画制度。 地区の防災

機能の確保の観点から主要な道路等の公共施設

を地区防災施設として位置付け、 これに沿って

建築物の耐火構造化を促進すること等によって、

道路と建築物が一体となって延焼防止機能や避

難機能を確保することを目的としている。

防災協力農地

都市農地のオープンスペースとしての防災機

能に着目し、 地方自治体が農家等と災害発生時

の避難空間、 仮設住宅建設用地等として利用す

る内容の協定を自主的に締結した農地をいう。

防災生活圏

延焼遮断帯に囲まれた圏域。火を出さない、も

らわないという視点から、 市街地を一定のブロ

ックに区切り、 隣接するブロックへ火災が燃え

広がらないようにすることで大規模な市街地火

災を防止する。防災生活圏は、日常の生活範囲を

踏まえ、 おおむね小学校区程度の広さの区域と

している。

防災生活道路

延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車

両の通行や円滑な消火・ 救援活動及び避難を可

能とする防災上重要な道路

〔 ま行〕

街並み誘導型地区計画

壁面の位置の制限や建物の高さの制限、 敷地

面積の最低限度などを地区計画に定め、 道路斜

線や前面道路幅員による容積率低減などを緩和

する地区計画

木造住宅密集地域

本計画では、 震災時に延焼被害のおそれのあ

る老朽木造住宅が密集している地域として、 以

下の各指標のいずれにも該当する地域（ 町丁目）

を木造住宅密集地域として抽出（ 約8, 600ha）

・昭和55年以前の老朽木造建築物棟数 30%以上

・ 住宅戸数密度 55世帯／ha以上

・ 住宅戸数密度(3階以上共同住宅を除く ) 45世

帯/ha以上

・ 補正不燃領域率 60%未満

木造住密集地域整備事業

老朽化した木造住宅等が密集し、かつ、公共施

設等の整備が不十分な地域において、 老朽建築

物の除却・ 建替えを促進するとともに、生活道路

や公園などを整備し、 防災性の向上と居住環境

の整備とを総合的に行う事業。

「 防災都市づく り推進計画」 における整備地

域を対象として実施することとしている。 各事

業地区では、 当事業と併せて国の住宅市街地総

合整備事業（ 密集住宅市街地整備型）を導入して

いる。

具体的には、老朽建築物の除却や建替え、生活

道路や公園の整備、 コミ ュニティ 住宅の整備な

どに要する費用の一部を区市町村に対して助成

するものがある。
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〔 や行〕

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、

企画段階からできるだけ多く の人が利用可能な

ように、 利用者本位及び人間本位の考え方に立

って検討及び整備することであり、その対象は、

都市施設にとどまらず、教育や文化、情報提供等

に至るまで多岐にわたる。

〔 ら行〕

連続立体交差事業

都市を分断している鉄道を一定区間連続して

高架化又は地下化することにより、 多数の踏切

を除却し、踏切での事故や交通渋滞の解消、道路

交通の円滑化、 市街地の一体的発展を図るため

に行われる都市計画事業の一つ。

鉄道にとっても安全性が増大するなどの効果

がある。
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